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児童相談所運営指針の改正について 

 

 

児童相談所の運営及び活動については、児童福祉法、児童福祉法施行令及び

同施行規則に定めるほか、基本的な業務の在り方等については、従前より「児

童相談所運営指針について」（平成２年３月５日付け児発第 133号）において具

体的に示しているところであるが、「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平

成 28 年法律第 63 号。以下「改正法」という。）が、平成 28 年６月３日に公布

され、本年４月１日に全面施行されることに伴い、今般、「児童相談所運営指針」

の一部を別添のとおり改正したので、改正の内容についてご了知いただくとと

もに、児童相談所はじめ管内の市区町村並びに関係機関及び関係団体等に対し

周知を図られたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言である。 

 

 



 - 1 - 

（別添） 

児童相談所運営指針 新旧対照表 

新 旧 

児童相談所運営指針 

（目次） 

第１章 児童相談所の概要 

第１節 児童福祉法の理念 

第２節 児童相談所の性格と任務 

 第３節 児童相談所の業務 

第４節 相談の種類とその対応 

 第５節 援助指針（援助方針）の重要性 

 第６節 関係機関との協働・連携・役割分担の重要性 

 

第２章・第３章（略） 

  

第４章 援助 

 第１節・第２節（略） 

 第３節 養子縁組 

第４節 里親 

 第５節 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

 第６節 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託 

 第７節 児童自立生活援助の実施（自立援助ホーム） 

 第８節 福祉事務所送致等 

 第９節 家庭裁判所送致 

 第 10節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て 

第 11節 その他未成年者に対する援助 

児童相談所運営指針 

（目次） 

第１章 児童相談所の概要 

  

第１節 児童相談所の性格と任務 

 第２節 児童相談所の業務 

 第３節 相談の種類とその対応 

 第４節 援助指針の重要性 

 第５節 関係機関との連携の重要性 

 

第２章・第３章（略） 

  

第４章 援助 

 第１節・第２節（略） 

 

 第３節 里親 

 第４節 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

 第５節 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託 

 第６節 児童自立生活援助の実施（自立援助ホーム） 

 第７節 福祉事務所送致等 

 第８節 家庭裁判所送致 

 第９節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て 

第 10節 その他未成年者に対する援助 



 - 2 - 

新 旧 

第５章（略） 

  

第６章 事業に係る留意事項 

 第１節～第４節（略） 

   

 第５節 １歳６か月児、３歳児精密健康診査及び事後指導 

 第６節 障害児（者）に対する事業 

 第７節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等 

 第８節 虐待を受けた子ども等の保護のための住民基本台帳の閲覧等に 

おける支援措置 

 

第７章 市町村との関係 

第１節 市町村の業務 

第２節 都道府県（児童相談所）と市町村の協働・連携・役割分担の 

基本的考え方 

第３節 市町村における必要な支援を行うための拠点の整備 

第４節 その他 

 

第８章 各種機関との連携 

 第１節 各種機関との連携の重要性 

   

 第２節 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク） 

 第３節 福祉事務所との関係 

 第４節 子育て世代包括支援センターとの関係 

第５節（略） 

第５章（略） 

 

第６章 事業に係る留意事項 

 第１節～第４節（略） 

 第５節 養子縁組 

 第６節 １歳６か月児、３歳児精密健康診査及び事後指導 

 第７節 障害児（者）に対する事業 

 第８節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等 

 第９節 虐待を受けた子ども等の保護のための住民基本台帳の閲覧等に 

おける支援措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 各種機関との連携 

 第１節（略） 

 第２節 市町村との関係 

 第３節 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク） 

 第４節 福祉事務所との関係 

  

第５節（略） 



 - 3 - 

新 旧 

 第６節 民生委員・児童委員（主任児童委員）との関係 

 第７節・第８節（略） 

 第９節 里親等又は児童福祉施設等との関係 

 第 10節 保育所、幼保連携型認定こども園との関係 

 第 11節～第 17節（略） 

 第 18節 子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーション 

との関係 

 第 19節 法務局、人権擁護委員との関係 

 第 20節 民間団体との関係 

 第 21節 その他の機関との関係 

 

第９章 児童相談所の設備、器具、必要書類 

 第１節 設備等 

 第２節 器具等 

 第３節 必要書類 

 第４節 統計 

 第５節 検証（子ども虐待による死亡事例等の検証） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６節 児童委員との関係 

 第７節・第８節（略） 

 第９節 児童福祉施設等又は里親等との関係 

 第 10節 保育所等との関係 

 第 11節～第 17節（略） 

 

 

 第 18節 法務局、人権擁護委員との関係 

 第 19節 民間団体との関係 

 第 20節 その他の機関との関係 

 

第８章 児童相談所の設備、器具、必要書類 

 第１節 設備等 

 第２節 器具等 

 第３節 必要書類 

 第４節 統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

新 旧 

第１章 児童相談所の概要 

第１節 児童福祉法の理念 

１．児童福祉法の理念 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号。以下「法」という。）は、全ての子

どもの健全な育成及び福祉の積極的増進を基本精神とし、子どもについての根

本的総合的法律として、昭和 22年に制定された。 

また、昭和 26年には、児童の権利を守るための憲章として、児童憲章が制

定され、国民の子どもに寄せる期待と理想、高い道徳的規範が示されるととも

に、平成６年には、子どもの人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細か

つ具体的な事項を規定した「児童の権利に関する条約」が締結された。 

平成 28年 6月 3日に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平

成 28年法律第 63号。以下「平成 28年児童福祉法等改正法」という。）では、

その第一条で「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切

に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、そ

の心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉

を等しく保障される権利を有する」と、児童の権利に関する条約にのっとり、

全ての子どもが等しく権利を有すること、つまり子どもが権利の主体であるこ

とが明記された。第二条では、全ての国民は子どもの意見を尊重することや、

子どもの最善の利益が優先して考慮されるべきことであることが規定されて

いる。加えて、子どもを養育するうえで保護者に第一義的責任があると同時に、

国及び地方公共団体はその保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成す

る責任を負うとされた。 

２．児童の権利条約 

児童の権利に関する条約（以下「権利条約」という。）は、日本が批准して

いる国際条約の一つで、18歳未満のすべての者の保護と基本的人権の尊重を促

第１章 児童相談所の概要 
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進することを目的として平成元（1989）年秋の国連総会において全会一致で採

択された。日本は、翌平成２（1990）年に権利条約に署名し、平成６（1994）

年に批准している。権利条約は、前文と全 54条から構成されており、国際人

権規約（昭和 41（1966）年に国連総会で採択された国際条約で、日本は昭和

54（1979）年に批准）において定められている権利を子どもについて敷衍し、

子どもの人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項が

規定され、「締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべ

ての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる（第 4条）」とされてい

る。子ども家庭支援のあり方と関連して、以下の理解が重要である。 

第一に、子どもの権利は、普遍的な人権の一環として位置づくこと（条約前

文）である。したがって、子どもは保護の対象にとどまらず、意思を尊重され

るべき権利の主体と考えられている。例えば、権利条約では、「締約国は、自

己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項

について自由に自己の意見を表明する権利を確保する（第 12条）」という意

見表明権の規定があるが、このように通常の市民が持つ権利を子どもに敷衍し

ている点が重要である。 

第二に、権利条約に定める子どもの権利は、大きく「生きる権利」「守られ

る権利」「育つ権利」「参加する権利」にわたっていることである。子どもが

有する権利は、それぞれ、生きる、守られる、育つ、参加するという観点から

理解され、具体的な支援のあり方が構想されるべきである。 

第三に、子どもの「最善の利益」が優先されるべきことである。権利条約に

は、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社

会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるもので

あっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする（原文では優先

して考慮されるものとする）（第３条）」と規定されている。この点は、子ど
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も家庭福祉の関係者が制度設計・運用、個別的支援に係わる判断や合意形成を

行う際の原則として、理解される必要がある。 

第四に、子どもの養育・発達に関する父母・法定保護者の一次的責任と、そ

の責任を遂行するための公的支援の必要性についてである。権利条約第 18条

には、「父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第

一義的な責任を有する（第１項）」とした上で、「締約国は、この条約に定め

る権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育について

の責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、

また、児童の養護のための施設、設備及び役務（原文ではサービス）の提供の

発展を確保する（第２項）」と規定し、子どもの権利を保障するために父母・

法定保護者に公的支援が必要であることを明示している。 

第五に、家庭養育の原則である。権利条約には、前文において「児童が、そ

の人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び

理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め」、家庭養育を原則とし

ている。その上で、「一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又

は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められ

ない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する（第 20条）」

と、子どもの最善の利益に即して代替的養育を受ける権利を規定している。前

文の趣旨からは、代替的養育は家庭環境に近いものとして設定されるべきであ

る。この具体像は「児童の代替的養護に関する指針（平成 21（2009）年国連総

会採択）」に示されているが、この指針は「児童の権利条約」の「実施を強化

する」ためのものであることが、指針の前文に示されている。 

３．子どもの権利を中心にした児童相談所の相談援助活動 

 これを踏まえ、児童相談所における子どもや家族への相談援助活動の実施に

当たっては、業務の全ての段階において、常に子どもの権利（生きる権利、守
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られる権利、育つ権利、参加する権利）が保障されているかを確認しながら遂

行されることが求められている。ともすると、強い声である大人の理論に流さ

れる危険があることを認識し、児童相談所職員は子どもの権利の擁護者である

ことを強く意識しなければならない。加えて、児童相談所には、子どもの権利

擁護のため、一時保護等の措置を行う権限が付与されている。つまり、子ども

の権利擁護の最後の砦であることを意識し、子どもの権利擁護のためにその権

限を適切に遅滞なく行使する責任がある。 

 また、児童福祉法第二条にあるように、子どもの養育に対する家庭支援も重

要である。子どもの健やかな成長・発達・自立のためには、保護者を含めた家

庭ごと支える視点が不可欠であり、その観点から、家庭という子どもの環境づ

くりを支えることも子どもの権利の保障の重要な側面であることを意識すべ

きである。 

なお、その業務の遂行、つまり子どもの権利擁護に当たっては、児童相談所

として子どもの最善の利益を守る責任を果たすことを前提に、その生活支援等

においては、子ども家庭にとって身近な市町村、その他の関係機関と適切に連

携して層の厚い支援につなげることも必要である。 

 

第２節 児童相談所の性格と任務 

１．児童相談所の設置目的と相談援助活動の理念 

 (1) 児童相談所は、市町村と適切な協働・連携・役割分担を図りつつ、子ど

もに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子ども

の真のニ－ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子ど

もや家庭に適切な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その

権利を擁護すること（以下「相談援助活動」という。）を主たる目的とし

て都道府県、指定都市（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 児童相談所の性格と任務 

１．児童相談所の設置目的と相談援助活動の理念 

 (1) 児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関

する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真の

ニ－ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家

庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その

権利を擁護すること（以下「相談援助活動」という。）を主たる目的とし

て都道府県、指定都市（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の
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19第１項の指定都市をいう。以下同じ。）及び児童相談所設置市第 59条

の４第１項の児童相談所設置市をいう。以下同じ。）（以下「都道府県等」

という。）に設置される行政機関である。 

 

 (2) （略） 

 (3) 児童相談所は、この目的を達成するために、基本的に次の４つの条件を

満たしている必要がある。 

  ① 子どもの権利擁護の主体者である明確な意識を持っていること 

② 児童家庭福祉に関する高い専門性を有していること 

  ③ 地域住民や子どもに係る全ての団体や機関に浸透した信頼される機

関であること 

  ④ 児童福祉に関係する全ての機関、団体、個人との連携が十分に図られ

ていること 

 (4) 児童相談所は、上記理念に基づき、子どもの問題に対し専門性に基づい

た一貫した相談援助活動を行うとともに、都道府県等の児童福祉主管部局

とも連携しつつ、相談援助活動を総合的に企画し、これを実施していくこ

とが必要である。 

 (5) 近年、子どもの権利侵害である児童虐待が増加するなど、子どもや家庭

をめぐる問題が複雑・多様化しており、問題が深刻化する前の早期発見・

早期対応を図るとともに、地域におけるきめ細かな援助が求められてい

る。こうした中、児童相談所については、児童虐待の防止等に関する法律

（平成 12年法律第 82号。以下「児童虐待防止法」という。）の施行を契

機として、一定の体制の充実が図られてきたが、深刻な児童虐待事例が依

然として頻発している状況を踏まえ、平成 16年には児童虐待の防止等に

関する法律の一部を改正する法律（平成 16年法律第 30号）及び児童福祉

19 第１項の指定都市をいう。以下同じ。）及び児童相談所設置市（児童

福祉法（昭和 22年法律第 164号。以下「法」という。）第 59条の４第１

項の児童相談所設置市をいう。以下同じ。）（以下「都道府県等」という。）

に設置される行政機関である。 

 (2) （略） 

 (3) 児童相談所は、この目的を達成するために、基本的に次の３つの条件を

満たしている必要がある。 

  

 ① 児童福祉に関する高い専門性を有していること 

  ② 地域住民に浸透した機関であること 

  

 ③ 児童福祉に関する機関、施設等との連携が十分に図られていること 

    

(4) 児童相談所は、上記理念に基づき、子どもの問題に対し一貫した相談援

助活動を行うとともに、都道府県等の児童福祉主管部局とも連携しつつ、

相談援助活動を総合的に企画し、これを実施していくことが必要である。 

 

 (5) 近年、児童虐待が増加するなど、子どもや家庭をめぐる問題が複雑・多

様化しており、問題が深刻化する前の早期発見・早期対応を図るとともに、

地域におけるきめ細かな援助が求められている。こうした中、児童相談所

については、児童虐待の防止等に関する法律（平成 12年法律第 82号。以

下「児童虐待防止法」という。）の施行を契機として、一定の体制の充実

が図られてきたが、深刻な児童虐待事例が依然として頻発している状況を

踏まえ、平成 16 年には児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する

法律（平成 16年法律第 30号）及び児童福祉法の一部を改正する法律（平
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法の一部を改正する法律（平成 16年法律第 153号。以下「平成 16年児童

福祉法改正法」という。）が成立し、児童虐待の定義の明確化、国及び地

方公共団体の責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大、子どもの

安全の確認及び安全の確保に万全を期すための規定の整備、児童家庭相談

に関する体制の充実、児童福祉施設や里親の見直し、要保護児童に関する

司法関与の見直しなど、児童虐待防止対策を始めとする要保護児童対策の

充実・強化が図られた。 

   この平成 16年の児童虐待防止法改正法附則においては、法施行後３年

以内に、児童の住所等における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的

に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方等について、児童虐待防

止法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものと規定された。この検討規定等を踏まえ、児童虐待の防

止等に関する施策をさらに強化するため、平成 19年５月、議員立法によ

り、子どもの安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する施設

入所等の措置のとられた子どもとの面会又は通信等の制限の強化、児童虐

待を行った保護者が指導に従わない場合の措置を明確にするための規定

の整備等を行う児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を

改正する法律（平成 19年法律第 73号）。以下「平成 19年児童福祉法改

正法」という。）が成立した。 

   さらに平成 20年には、家庭的保育など子育て支援事業の制度化や要保

護児童等に対する家庭的環境における養護の充実等を盛り込んだ児童福

祉法等の一部を改正する法律（平成 20年法律第 85号。以下「平成 20年

児童福祉法改正法」という。）が成立した。 

平成 23年には、児童虐待の防止等を図り、子どもの権利利益を擁護す

る観点から、親権の停止制度の創設、法人又は複数の未成年後見人の選任

成 16年法律第 153号。以下「平成 16年児童福祉法改正法」という。）が

成立し、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の責務等の強化、

児童虐待の通告義務の範囲の拡大、子どもの安全の確認及び安全の確保に

万全を期すための規定の整備、児童家庭相談に関する体制の充実、児童福

祉施設や里親の見直し、要保護児童に関する司法関与の見直しなど、児童

虐待防止対策を始めとする要保護児童対策の充実・強化が図られた。 

   この平成 16年の児童虐待防止法改正法附則においては、法施行後３年

以内に、児童の住所等における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的

に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方等について、児童虐待防

止法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものと規定された。この検討規定等を踏まえ、児童虐待の防

止等に関する施策をさらに強化するため、平成 19年５月、議員立法によ

り、子どもの安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する施設

入所等の措置のとられた子どもとの面会又は通信等の制限の強化、児童虐

待を行った保護者が指導に従わない場合の措置を明確にするための規定

の整備等を行う児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を

改正する法律（平成 19年法律第 73号）。以下「平成 19年児童福祉法改

正法」という。）が成立した。 

   さらに平成 20年には、家庭的保育など子育て支援事業の制度化や要保

護児童等に対する家庭的環境における養護の充実等を盛り込んだ児童福

祉法等の一部を改正する法律（平成 20年法律第 85号。以下「平成 20年

児童福祉法改正法」という。）が成立した。 

平成 23年には、児童虐待の防止等を図り、子どもの権利利益を擁護す

る観点から、親権の停止制度の創設、法人又は複数の未成年後見人の選任

の許容、親権者等のない里親等委託中又は一時保護中の子どもに係る児童
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の許容、親権者等のない里親等委託中又は一時保護中の子どもに係る児童

相談所長の親権代行、子どもの福祉のために児童相談所長、施設長、里親

等がとる監護等の措置と親権との関係の明確化などを内容とする民法等

の一部を改正する法律（平成 23年法律第 61号）が成立した。 

平成 28年には、全ての子どもが健全に育成されるよう、児童虐待につ

いて発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、法

の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市

町村及び児童相談所の体制の強化や里親委託の推進等の所要の措置を盛

り込んだ平成 28年児童福祉法等改正法が成立した。 

（平成 28年６月３日（公布日）、10月１日及び平成 29年４月１日施行） 

法の理念規定は、子どもが権利の主体であること、子どもの最善の利益

が優先されること等が明確でなかったため、平成 28年児童福祉法等改正

法において、子どもは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が

図られること等を保障される権利を有することを、法に位置付け、その上

で、国民、保護者、国・地方公共団体が、それぞれこれを支える形で、子

どもの福祉が保障される旨が明確化された。 

具体的には、次の内容が法の総則の冒頭に規定された。（法第１条及び

第２条） 

① 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養

育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、

その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることそ

の他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

② 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあら

ゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が

尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに

相談所長の親権代行、子どもの福祉のために児童相談所長、施設長、里親

等がとる監護等の措置と親権との関係の明確化などを内容とする民法等

の一部を改正する法律（平成 23年法律第 61号）が成立した。 

平成 28年には、全ての子どもが健全に育成されるよう、児童虐待につ

いて発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、法

の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市

町村及び児童相談所の体制の強化や里親委託の推進等の所要の措置を盛

り込んだ児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第 63号。以

下「平成 28年児童福祉法等改正法」という。）が成立した。 

（平成 28年６月３日（公布日）、10月１日及び平成 29年４月１日施行） 

法の理念規定は、子どもが権利の主体であること、子どもの最善の利益

が優先されること等が明確でなかったため、平成 28年児童福祉法等改正

法において、子どもは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が

図られること等を保障される権利を有することを、法に位置付け、その上

で、国民、保護者、国・地方公共団体が、それぞれこれを支える形で、子

どもの福祉が保障される旨が明確化された。 

具体的には、次の内容が法の総則の冒頭に規定された。（法第１条及び

第２条） 

① 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養

育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、

その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることそ

の他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

② 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあら

ゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が

尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに
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育成されるよう努めなければならない。 

③ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて

第一義的責任を負う。 

④ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに

健やかに育成する責任を負う。 

また、家庭は、子どもの成長・発達にとって最も自然な環境であり、子

どもが家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、その保護者を支

援することが重要であることから、平成 28年児童福祉法等改正法により、

その旨が法律に明記されたとともに、保護者により虐待が行われているな

ど、家庭で適切な養育を受けられない場合に、現状では児童養護施設等の

施設における養育が中心となっているが、家庭に近い環境での養育を推進

するため、養子縁組や里親・ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事

業）への委託を一層進めることも重要であることから、家庭における養育

環境と同様の養育環境において、継続的に養育されることが原則である旨

が法律に明記され、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を原則と

することとされた。 

具体的には、次の内容が国及び地方公共団体の責務として法律上に位置

付けられた。（法第３条の２） 

① 国及び地方公共団体は、子どもが「家庭」において心身ともに健やか

に養育されるよう、子どもの保護者を支援することとする。 

② ただし、子どもを家庭において養育することが困難であり又は適当で

ない場合は、子どもが「家庭における養育環境と同様の養育環境」にお

いて継続的に養育されるよう、また、子どもを家庭及び当該養育環境に

おいて養育することが適当でない場合は、必要な措置を講ずることとす

る。 

育成されるよう努めなければならない。 

③ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて

第一義的責任を負う。 

④ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに

健やかに育成する責任を負う。 

また、家庭は、子どもの成長・発達にとって最も自然な環境であり、子

どもが家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、その保護者を支

援することが重要であることから、平成 28年児童福祉法等改正法により、

その旨が法律に明記されたとともに、保護者により虐待が行われているな

ど、家庭で適切な養育を受けられない場合に、現状では児童養護施設等の

施設における養育が中心となっているが、家庭に近い環境での養育を推進

するため、養子縁組や里親・ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事

業）への委託を一層進めることも重要であることから、家庭における養育

環境と同様の養育環境において、継続的に養育されることが原則である旨

が法律に明記され、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を原則と

することとされた。 

具体的には、次の内容が国及び地方公共団体の責務として法律上に位置

付けられた。（法第３条の２） 

① 国及び地方公共団体は、子どもが「家庭」において心身ともに健やか

に養育されよう、子どもの保護者を支援することとする。 

② ただし、子どもを家庭において養育することが困難であり又は適当で

ない場合は、子どもが「家庭における養育環境と同様の養育環境」にお

いて継続的に養育されるよう、また、子どもを家庭及び当該養育環境に

おいて養育することが適当でない場合は、必要な措置を講ずることとす

る。 
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なお、「家庭」とは、実父母や親族等を養育者とする環境を、「家

庭における養育環境と同様の養育環境」とは、養子縁組による家庭、

里親家庭、ファミリーホームを、「良好な家庭的環境」とは、施設の

うち小規模で家庭に近い環境（小規模グループケアやグループホーム

等）を指す。 

  (6) 児童相談所は、児童虐待防止対策の一層の充実・強化を図っていくこと

が必要である。とりわけ、児童相談所は全ての職員に関して、子どもの権

利擁護に必要な専門的な知識、技術、態度の習得と向上を図り、相談（通

告を含む）に対しては、面接や調査等による情報収集と適切なアセスメン

ト（評価）に基づき、子どもの権利を守るために措置などの権限行使を含

む相談援助活動を計画し遂行する必要がある。そのためには、児童家庭相

談に応じる市町村に対して適切な支援を行うとともに、効果的な援助が期

待できるソーシャルワークの技法の開発や確立はもとより、医療、保健、

法律その他の幅広い専門機関や職種との連携強化、司法関与の仕組みの有

効活用等により、迅速かつ的確な対応を図るとともに、虐待のない親子関

係の再構築の促進を行ったり、児童虐待を受けた子どもが家庭（家庭にお

ける養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活す

るために必要な配慮の下、子どものみならず保護者も含めた家庭への支援

に一層積極的に取り組むことが重要である。 

   また、平成 19年児童福祉法改正法により、虐待通告を受けたとき等の

子どもの安全確認を行うための措置の義務化や臨検又は捜索の制度の創

設等の措置が講じられ、平成 28年児童福祉法等改正法により、措置解除

後において児童相談所が地域の関係機関と連携し、定期的な子どもの安全

確認、保護者への相談・支援等の実施、臨検又は捜索手続の簡素化により、

児童相談所における子どもの安全確認又は安全確保が今後さらに期待さ

なお、「家庭」とは、実父母や親族等を養育者とする環境を、「家庭

における養育環境と同様の養育環境」とは、養子縁組による家庭、里親

家庭、ファミリーホームを、「良好な家庭的環境」とは、施設のうち小

規模で家庭に近い環境（小規模グループケアやグループホーム等）を指

す。 

  (6) 児童相談所は、児童虐待防止対策の一層の充実・強化を図っていくこと

が必要であり、とりわけ、児童家庭相談に応じる市町村に対して適切な支

援を行うとともに、効果的な援助が期待できるソーシャルワークの技法の

開発や確立はもとより、医療、保健、法律その他の幅広い専門機関や職種

との連携強化、司法関与の仕組みの有効活用等により、迅速かつ的確な対

応を図るとともに、親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受け

た子どもが家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭

的環境を含む。）で生活するために必要な配慮の下、子どものみならず保

護者も含めた家庭への支援に一層積極的に取り組むことが重要である。 

   また、平成 19年児童福祉法改正法により、虐待通告を受けたとき等の

子どもの安全確認を行うための措置の義務化や臨検又は捜索の制度の創

設等の措置が講じられ、平成 28年児童福祉法等改正法により、措置解除

後において児童相談所が地域の関係機関と連携し、定期的な子どもの安全

確認、保護者への相談・支援等の実施、臨検又は捜索手続の簡素化により、

児童相談所における子どもの安全確認又は安全確保が今後さらに期待さ

れることになる。このため、各児童相談所においては、子どもの安全確認

等に向けた迅速かつ適切な対応に一層配慮すべきである。 
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れることになる。このため、各児童相談所においては、子どもの安全確認

等に向けた迅速かつ適切な対応に一層配慮すべきである。 

 (7)・(8) （略） 

２．児童相談所の任務、機能  

 (1) （略） 

 (2) 具体的には、市町村は児童福祉法の施行に関し、次に掲げる業務を行う

こととされている（法第 10条第１項各号）。 

  ① 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

  ② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

  ③ 子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること

並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を

行うこと。 

  ④ ①～③に掲げるもののほか、子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭そ

の他につき、必要な支援を行うこと。 

また、これらの業務を行うに当たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、

実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整そ

の他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならないとさ

れている。 

 (3) これに対し、都道府県等は次に掲げる業務を行うこととされ、児童相談

所は、こうした業務のうち、子どもの福祉に関し、主として①（市町村職

員の研修を除く）、②のイからキまで及び③に掲げる業務を行うものとさ

れている。（法第 11条第１項各号及び第 12条第２項） 

  ① (2)に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、

市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行

うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

 

 

 (7) ・(8) （略） 

２．児童相談所の任務、機能 

 (1) （略） 

 (2) 具体的には、市町村は児童福祉法の施行に関し、次に掲げる業務を行う

こととされている。（法第 10条第１項各号） 

  ① 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

  ② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

  ③ 子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること

並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を

行うこと。 

  ④ ①～③に掲げるもののほか、子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭そ

の他につき、必要な支援を行うこと。 

 

 

 

 

 (3) これに対し、都道府県等は次に掲げる業務を行うこととされ、児童相談

所は、こうした業務のうち、子どもの福祉に関し、主として①（市町村職

員の研修を除く）、②のイからオまで及び③に掲げる業務を行うものとさ

れている。（法第 11条第１項各号及び第 12条第２項） 

  ① (2)に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、

市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行

うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 
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  ② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこ

と。  

   ア 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めるこ

と。 

   イ 子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技

術を必要とするものに応ずること。 

   ウ 子ども及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、

教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 

   エ 子ども及びその保護者につき、ウの調査又は判定に基づいて心理又

は子どもの健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必

要とする指導その他必要な指導を行うこと。 

   オ 子どもの一時保護を行うこと。 

カ 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。 

・里親に関する普及啓発を行うこと。 

・里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その

他の援助を行うこと。 

・里親と第 27 条第１項第３号の規定により入所の措置が採られて乳

児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入

所している子ども及び里親相互の交流の場を提供すること。 

・第 27 条第１項第３号の規定による里親への委託に資するよう、里

親の選定及び里親と子どもとの間の調整を行うこと。 

・第 27 条第１項第３号の規定により里親に委託しようとする子ども

及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該子どもの養育の内

容その他の厚生労働省令で定める事項について当該子どもの養育

に関する計画を作成すること。 

  ② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこ

と。  

   ア 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めるこ

と。 

   イ 子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技

術を必要とするものに応ずること。 

   ウ 子ども及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、

教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 

   エ 子ども及びその保護者につき、ウの調査又は判定に基づいて心理又

は子どもの健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必

要とする指導その他必要な指導を行うこと。 

   オ 子どもの一時保護を行うこと。 
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キ 養子縁組により養子となる子ども、その父母及び当該養子となる子

どもの養親となる者、養子縁組により養子となった子ども、その養

親となった者及び当該養子となった子どもの父母（民法（明治 29年

法律第 89号）第 817条の２第１項に規定する特別養子縁組により親

族関係が終了した当該養子となった子どもの実方の父母を含む。）

その他の子どもを養子とする養子縁組に関する者につき、その相談

に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 

③ ①、②に掲げるもののほか、子ども及び妊産婦の福祉に関し、広域的

な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を

必要とする支援を行うこと。 

 (4)・(5)（略）  

 (6) このように児童相談所は、相談援助活動の理念を実現するため、児童家

庭相談に関する一義的な相談窓口である市町村との適切な協働・連携・役

割分担を図りつつ、次の機能等を十分に発揮、活用し、その任務を果たし

ていく必要がある。 

  ア 基本的機能                                       

   (ｱ) 市町村援助機能 

     市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡

調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行う機能（法

第 12条第２項） 

   (ｲ) 相談機能                                       

     子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技

術を必要とするものについて、必要に応じて子どもの家庭、地域状

況、生活歴や発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的

に調査、診断、判定（総合診断）し、それに基づいて援助指針（援

 

 

 

 

 

 

 

③ ①、②に掲げるもののほか、子ども及び妊産婦の福祉に関し、広域的

な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を

必要とする支援を行うこと。 

 (4)・(5) （略） 

 (6) このように児童相談所は、相談援助活動の理念を実現するため、児童家

庭相談に関する一義的な相談窓口である市町村との適切な役割分担・連携

を図りつつ、次の機能等を十分に発揮、活用し、その任務を果たしていく

必要がある。 

  ア 基本的機能                                       

   (ｱ) 市町村援助機能 

     市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡

調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行う機能（法

第 12条第２項） 

   (ｲ) 相談機能                                       

     子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技

術を必要とするものについて、必要に応じて子どもの家庭、地域状

況、生活歴や発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的

に調査、診断、判定（総合診断）し、それに基づいて援助指針を定
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助方針）を定め、自ら又は関係機関等を活用し一貫した子どもの援

助を行う機能（法第 12条第２項） 

   (ｳ) 一時保護機能 

     必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する機能（法第 12

条第２項、第 12条の４、第 33条） 

   (ｴ) 措置機能 

      子ども又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関

係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所

において、又は当該子ども若しくはその保護者の住所若しくは居所

において、児童福祉司、児童委員（主任児童委員を含む。以下同じ。）、

市町村、児童家庭支援センター等に指導させ、又は子どもを児童福

祉施設若しくは指定発達支援医療機関（以下「児童福祉施設等」と

いう。）に入所若しくは委託させ、又は小規模住居型児童養育事業

を行う者若しくは里親（以下「里親等」という。）に委託する等の

機能（法第 26条、第 27条（第 32条による都道府県知事（指定都市

又は児童相談所設置市の市長を含む。) の権限の委任） 

  イ 民法上の権限 

    親権者の親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失（親権喪失等）の審

判の請求又はこれらの審判取消しの請求並びに未成年後見人選任及び

解任の請求を家庭裁判所に対して行うことができる。（法第 33条の７、

第 33条の８第１項、第 33条の９） 

 (7) （略） 

３． 児童相談所の設置 

 (1) 児童相談所はその任務、性格に鑑み、都道府県（指定都市を含む。）に

設置義務が課されている。（法第 12条、第 59条の４、地方自治法第 156

め、自ら又は関係機関等を活用し一貫した子どもの援助を行う機能

（法第 12条第２項） 

   (ｳ) 一時保護機能 

     必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する機能（法第 12

条第２項、第 12条の４、第 33条） 

   (ｴ) 措置機能 

      子ども又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関

係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所

において、又は当該子ども若しくはその保護者の住所若しくは居所

において、児童福祉司、児童委員（主任児童委員を含む。以下同じ。）、

市町村、児童家庭支援センター等に指導させ、又は子どもを児童福

祉施設若しくは指定発達支援医療機関（以下「児童福祉施設等」と

いう。）に入所若しくは委託させ、又は小規模住居型児童養育事業

を行う者若しくは里親（以下「里親等」という。）に委託する等の

機能（法第 26条、第 27条（第 32条による都道府県知事（指定都市

又は児童相談所設置市の市長を含む。) の権限の委任） 

  イ 民法上の権限 

    親権者の親権喪失宣告の請求、未成年後見人選任及び解任の請求を家

庭裁判所に対して行うことができる。（法第 33条の７、第 33条の８、

第 33条の９） 

 

 (7) （略） 

３． 児童相談所の設置 

 (1) 児童相談所はその任務、性格に鑑み、都道府県（指定都市を含む。）に

設置義務が課されている。（法第 12条、第 59条の４、地方自治法第 156
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条） 

   また、平成 16年児童福祉法改正法により、平成 18年４月からは、指定

都市以外にも個別に政令で指定する市（児童相談所設置市）も、児童相談

所を設置することができることとされ、平成 28年児童福祉法等改正法に

より、平成 29年４月からは、政令で指定する特別区も、児童相談所を設

置することができることとされた。（法第 59条の４第１項） 

   児童相談所設置市の事務の範囲は指定都市が行う事務と同様であり、児

童相談所における相談業務のみならず、援助活動を実施するための児童福

祉施設の設置の認可、里親の認定、要保護児童の保護措置及び児童福祉法

の適用がある少年について強制措置を必要とする時の家庭裁判所送致等

の実施等を一貫して行うことが必要である。 

   児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したとき

は、児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号。以下「則」という。）

第３条に定める事項について厚生労働大臣に報告しなければならない。

（児童福祉法施行令（昭和 23年政令第 74号。以下「令」という。）第２

条） 

   なお、児童相談所を設置するに当たっては、住民、利用者の視点に立っ

た保健・福祉サービスを推進する観点から福祉事務所、保健所、知的障害

者更生相談所等の各事務所と統合を推進することも差し支えない。 

ただし、各事務所と統合することにより「児童相談所」の名称が用いら

れず、住民にとって当該事務所が児童相談所であることが認識されないこ

とも考えられる。 

よって、迅速な児童虐待対応を図るためにも、広報誌やホームページに

おいて、当該事務所が児童相談所であることがわかるよう表記すること

や、当該事務所の門柱等に「児童相談所」と表示する等の措置を講ずるこ

条） 

   また、平成 16年児童福祉法改正法により、平成 18年４月からは、指定

都市以外にも個別に政令で指定する市（児童相談所設置市）も、児童相談

所を設置することができることとされた。（法第 59条の４第１項） 

   児童相談所設置市の事務の範囲は指定都市が行う事務と同様であり、児

童相談所における相談業務のみならず、援助活動を実施するための児童福

祉施設の設置の認可、里親の認定、要保護児童の保護措置及び児童福祉法

の適用がある少年について強制措置を必要とする時の家庭裁判所送致等

の実施等を一貫して行うことが必要である。 

   児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したとき

は、児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号。以下「則」という。）

第３条に定める事項について厚生労働大臣に報告しなければならない。

（児童福祉法施行令（昭和 23年政令第 74号。以下「令」という。）第２

条） 

   なお、児童相談所を設置するに当たっては、住民、利用者の視点に立っ

た保健・福祉サービスを推進する観点から福祉事務所、保健所、知的障害

者更生相談所等の各事務所と統合を推進することも差し支えない。 

   指定都市以外の市が児童相談所設置市として指定を受けるための手続

きは、平成 20年８月 29日雇児総発第 0829001号「児童相談所を設置する

市について」による。 
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とが望ましい。 

   指定都市以外の市が児童相談所設置市として指定を受けるための手続

きは、平成 20年８月 29日付け雇児総発第 0829001号「児童相談所を設置

する市について」による。 

 (2)～(5)（略）  

 (6) 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、その設置する児童相談

所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすること

ができる。 

   具体的には、一時保護や施設入所に関して広域的な調整を行うことや、

児童相談所の立ち上げ当初の支援、特に高度な専門的な知識及び技術を

要する相談への対応に関して技術的援助や助言を行うことが考えられ

るが、市（特別区を含む。）における児童相談所設置に向けた検討にお

いては、都道府県は、他の都道府県に存する市を含め、市からの相談に

対する適切な対応や支援を行うことが求められる。 

 

第３節 児童相談所の業務 

１．相談の受付 

 (1) 児童相談所は子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知

識及び技術を要するものに応ずることとされている（法第 12条）。また、

専門的な知識及び技術等を必要とする相談について、市町村から児童相談

所の技術的援助や助言などを求められた場合、必要な措置を講じなければ

ならない。 

   なお、子ども本人やその家族など一般の相談者が、自らの相談が専門的

な知識及び技術等を要するものであるか否かを判断することは通常困難

であり、児童相談所においては、相談の受付自体は幅広く行うこととしつ

 

 

 

 

 (2)～(5)（略） 

 (6) 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、その設置する児童相談

所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をするこ

とができる。 

   具体的には、一時保護や施設入所に関して広域的な調整を行うことや、

児童相談所の立ち上げ当初の支援、特に高度な専門的な知識及び技術を

要する相談への対応に関して技術的援助や助言を行うことが考えられ

る。 

 

 

 

第２節 児童相談所の業務 

１．相談の受付 

 (1) 児童相談所は子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知

識及び技術を要するものに応ずることとされている（法第 12条）。また、

専門的な知識及び技術等を必要とする相談について、市町村から児童相談

所の技術的援助や助言などを求められた場合、必要な措置を講じなければ

ならない。 

   なお、子ども本人やその家族など一般の相談者が、自らの相談が専門的

な知識及び技術等を要するものであるか否かを判断することは通常困難

であり、児童相談所においては、相談の受付自体は幅広く行うこととしつ
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つ、その内容に応じて、市町村等の関係機関と連携し、協働しながら、最

も適切な中心となって責任を持つ機関を選定していくことになる。しか

し、常に何らかの専門的対応が必要になった場合は関与できる体制として

おくことも児童相談所に求められている。 

 (2) また、要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不

適当であると認められる児童をいう。以下同じ。）を発見した者は、市町

村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通告しなければなら

ないこととされている。 

   児童相談所は、地域住民や関係機関から直接通告を受けて、あるいは通

告を受けた市町村や都道府県の設置する福祉事務所から送致を受けて子

どもの権利擁護のための援助活動を展開する。 

 (3)（略）  

 (4) 児童相談所が対象とする子どもとは 18 歳未満の者をいうが、第３章第

２節にみるようにいくつかの例外規定が設けられており、18 歳までにか

かわってきた子どもの自立に資するためには、18 歳以上でも直接支援を

行っている他機関の要請があった場合、子どもの最善の利益を優先して検

討し対応する必要がある。 

 (5) 相談の受付については来所、電話、文書等によるものがあるが、巡回相

談や電話相談を活発に行う等、利用者の利便性向上を図っていく。 

特に電話相談に関しては、児童相談所への通告・相談の手段として一般

に利用しやすく、児童相談所全国共通ダイヤルが平成 27年７月から覚え

やすい３桁番号(189（いち・はや・く）)にされるなど、より一層の活用

が期待されることから、ホームページやパンフレット等において、電話相

談の受付方法等を積極的に周知すること。また、児童虐待が疑われる子ど

もを発見した場合、子育てや出産に関し悩みを抱えている場合などにおい

つ、その内容に応じて、市町村等の関係機関中心の対応とする、あるいは

自らが中心となって対応していくことが適当である。 

 

 

 (2) また、要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不

適当であると認められる児童をいう。以下同じ。）を発見した者は、市町

村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通告しなければなら

ないこととされている。 

   児童相談所は、地域住民や関係機関から直接通告を受けて、あるいは通

告を受けた市町村や都道府県の設置する福祉事務所から送致を受けて援

助活動を展開する。 

 (3) （略）  

 (4) 児童相談所が対象とする子どもとは 18 歳未満の者をいうが、第３章第

２節にみるようにいくつかの例外規定が設けられている。 

 

 

 

 (5) 相談の受付については来所、電話、文書等によるものがあるが、巡回相

談や電話相談を活発に行う等、利用者の利便を図っていく。 
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て、通告や相談をためらうことが無いよう、匿名で相談が可能であること

も、あわせて周知することが望ましい。 

(6) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65

号）第５条において行政機関は「社会的障壁の除去の実施についての必要

かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び

設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなけ

ればならない」とされているところ、相談の受付に関しては、障害者（児）

の方が通告・相談を行うことができるよう必要な措置を講ずること。 

２．相談援助活動の展開 

 (1) 調査、診断、判定（アセスメント）、見立て 

   児童相談所は、受け付けた相談（通告を含む。）について主に児童福祉

司、相談員等により行われる子どもとその家族への面接及び親族や地域関

係者との面接を含むその他の調査に基づく社会診断、児童心理司等による

心理診断、医師による医学診断、一時保護部門の児童指導員、保育士等に

よる行動診断、その他の診断（理学療法士等によるもの等）をもとに、原

則としてこれらの者の協議により総合的なアセスメント（総合診断）を行

い、子どもとその家庭に関する全体像をつかみ、現在問題となっている状

態に至ったプロセスを見立てる。 

虐待通告や虐待者自身やその家族からの虐待相談、その他の相談におい

て虐待が疑われるときには以下の展開が必要になる。 

※危機状態の判断 

子どもの心身の安全が脅かされて、緊急に対応しなければならない危機

状態にあるかどうかの判断は常に行われなければならない。必要に応じ

て、一時保護やその委託などを含む介入を行って、まず心身の安全を確保

しなければならない。詳しい面接や調査は安全が確保されてから行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．相談援助活動の展開 

 (1) 調査、診断（アセスメントを含む）、判定 

   児童相談所は、受け付けた相談について主に児童福祉司、相談員等によ

り行われる調査に基づく社会診断、児童心理司等による心理診断、医師に

よる医学診断、一時保護部門の児童指導員、保育士等による行動診断、そ

の他の診断（理学療法士等によるもの等）をもとに、原則としてこれらの

者の協議により判定（総合診断）を行い、個々の子どもに対する援助指針

を作成する。援助指針の策定に際しては、児童相談所の方針を子ども及び

その保護者並びに、必要に応じて祖父母等の親族に伝え、その意向を聴取

するとともに、その策定過程においても、可能な限り子ども及びその保護

者等（祖父母等の親族を含む）と協議を行うなど、これらの者の参加を得

ることが望ましい。 

   また、児童福祉施設への入所措置が採られる場合には、当該施設は、児

童相談所の援助指針を踏まえて自立支援を実施することとなる。このた

め、児童相談所は、個々の子ども等に対する援助指針を策定する際には、

児童福祉施設と十分な協議を行うこととする。 
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※緊急度の判断 

早急な危機介入を要しない場合は数日以内の面接や調査に基づいて、緊

急度の判断が行われ、緊急度に応じた一時保護等の対応がなされることに

なる。例えば、入院中で心身の安全は確保できているが緊急度が高いと判

断される場合は、入院中からの一時保護委託や退院時の一時保護が必要に

なる。 

また、性的虐待等で本人からの事実確認が必要な場合には、虐待がなく

なったとしても加害者のいる場で生活していては事実確認が困難になる

ため、一時保護等により安全を確保して面接や調査をすることが必要とな

る。 

(2) 援助指針（援助方針）の作成とそれに基づく援助活動 

(1)で述べたアセスメント及び見立てに基づき、個々の子どもに対する

援助指針（援助方針）を作成する。援助指針（援助方針）は、子どもやそ

の保護者等が有するそれぞれの課題や援助ニーズについて家庭環境調整

を含めた援助の目標、援助方法、その他留意事項を明確に記載すること。

また、援助指針（援助方針）の策定に際しては、児童相談所の方針を子ど

も及びその保護者並びに、必要に応じて祖父母等の親族に伝え、その意向

を聴取するとともに、その策定過程においても、可能な限り子ども及びそ

の保護者等（祖父母等の親族を含む）と協議を行うなど、これらの者の参

加を得ることが望ましい。 

在宅での支援が適切と考えられる時には、必要に応じて、市町村や要保

護児童対策地域協議会と連携して、協同で援助指針（援助方針）を立て、

役割分担とそれぞれの目標を定めて支援を開始し、一定期間のもとに支援

効果を判定する。同時に、常に子どもへの権利侵害が悪化する危険を意識

し、通常と異なる状況が発生した時に情報を集約する方法と場を設定し、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 援助 

   上記援助指針に基づいて児童相談所は子ども、保護者、関係者等に対し

て指導、措置等の援助を行う。 
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危機状態に陥ったときの対応もシミュレーションしておく必要がある。 

   一方、児童福祉施設への入所措置が採られる場合には、当該施設は、児

童相談所の援助指針（援助方針）を踏まえて自立支援を実施することとな

る。このため、児童相談所は、個々の子ども等に対する援助指針（援助方

針）を策定する際には、児童福祉施設と十分な協議を行うこととする。 

 (3) 業務遂行体制 

   この業務を遂行するため、児童相談所は原則として総務部門、相談・判

定・指導・措置部門、一時保護部門の三部門制をとり、各々の専門職から

成る受理会議、判定会議、援助方針会議において、常に子どもの最善の利

益の観点から子ども、保護者等の援助について検討して計画し、さらに検

証していく作業を行う。特に困難事例、計画どおり進行していない事例及

び虐待による死亡事例を始めとする状態が悪化した事例などについては、

その原因や対策などについて関係者と十分に協議し、検証する必要があ

る。このチ－ム協議による判定と援助指針（援助方針）の作成、それに基

づく援助が児童相談所の専門性を支える大きな柱であり、これにより、子

どもとその環境を総合的に理解した援助活動が展開できると考えられる。 

３．（略）  

４．家庭、地域に対する援助の展開 

  児童相談所は、地域の必要に応じ子どもの健やかな育成及び家庭、地域に

おける児童養育を支援するため、市町村と協働・連携・役割分担を図りつつ、

次に掲げるような家庭、地域に対する援助活動を積極的に展開する。 

 ① 住民のニ－ズを的確に把握するための情報収集、調査等 

 ② 住民のニ－ズに対応した事業の企画及びその実施 

  ア 巡回相談、電話相談 

  イ 講演会やシンポジウムの開催、情報誌等の配付等による啓発的、予防

 

 

 

 

 

 (3) 業務遂行体制 

   この業務を遂行するため、児童相談所は原則として総務部門、相談・判

定・指導・措置部門、一時保護部門の三部門制をとり、各々の専門職から

成る受理会議、判定会議、援助方針会議において子ども、保護者等の援助

について検討し、さらに検証していく作業を行う。特に困難事例、計画ど

おり進行していない事例及び虐待による死亡事例を始めとする状態が悪

化した事例などについては、その原因や対策などについて関係者と十分に

協議し、検証する必要がある。このチ－ム協議による判定と援助指針の作

成、それに基づく援助が児童相談所の専門性を支える大きな柱であり、こ

れにより、子どもとその環境を総合的に理解した援助活動が展開できると

考えられる。 

３．（略） 

４．家庭、地域に対する援助の展開 

  児童相談所は、地域の必要に応じ子どもの健やかな育成及び家庭、地域に

おける児童養育を支援するため、市町村と役割分担・連携を図りつつ、次に

掲げるような家庭、地域に対する援助活動を積極的に展開する。 

 ① 住民のニ－ズを的確に把握するための情報収集、調査等 

 ② 住民のニ－ズに対応した事業の企画及びその実施 

  ア 巡回相談、電話相談 

  イ 講演会やシンポジウムの開催、情報誌等の配付等による啓発的、予防
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的活動 

  ウ 関係機関との連絡会議の実施 

  エ その他の事業 

 ③ 児童虐待防止のための活動 

  ア  児童虐待防止のための早期発見、通告についての普及啓発 

  イ  関係機関ネットワーク（要保護児童対策地域協議会など）の形成 

  ウ  児童虐待についての研修の実施など 

 ④ 子どもの福祉に関する多様なサ－ビスの調整 

 ⑤ 関係機関に対する児童福祉に関する助言等の技術的支援 

 ⑥ 住民に対する情報提供活動等 

 ⑦ 先駆的取組による相談援助方法の開発と啓発 

⑧ フォーマル及びインフォーマルな社会資源を活用した子どもの権利を

守る地域社会の構築のための活動等 

５．業務遂行上の配慮 

 (1) 児童相談所における相談援助活動は、子ども、保護者等の人権に十分配

慮しながら行うとともに、常に子どもの最善の利益を図ることを最優先に

行わなければならない。 

 (2) 子ども、保護者等に対する援助を行うに当たっては、アセスメントの結

果及び援助指針（援助方針）とその指針（方針）が必要と考えられる理由

に関して、年齢に応じた方法で十分な説明をし、子どもや家族の意向、意

見を十分に傾聴し、尊重するよう配慮する。 

 (3) 調査、診断等を実施する場合、他の機関にあっせん又は連携して援助に

当たる場合等においては、原則として子ども、保護者等の同意を得る等、

プライバシー保護に留意する。ただし、子どもの心身の安全確保に必要な

場合はその限りではない。また、多機関と連携する場合は要保護児童対策

的活動 

  ウ 関係機関との連絡会議の実施 

  エ その他の事業 

 ③ 児童虐待防止のための活動 

  ア  児童虐待防止のための早期発見、通告についての普及啓発 

  イ  関係機関ネットワーク（要保護児童対策地域協議会など）の形成 

  ウ  児童虐待についての研修の実施など 

 ④ 子どもの福祉に関する多様なサ－ビスの調整 

 ⑤ 関係機関に対する児童福祉に関する助言等の技術的支援 

 ⑥ 住民に対する情報提供活動等 

 ⑦ 先駆的取組による相談援助方法の開発と啓発 

 

 

５．業務遂行上の配慮 

 (1) 児童相談所における相談援助活動は、子ども、保護者等の人権に十分配

慮しながら行うとともに、常に子どもの最善の利益を図ることを最優先に

行わなければならない。 

 (2) 子ども、保護者等に対する援助を行うに当たっては、その意向、意見を

十分に聴くよう配慮する。 

 

 

 (3) 調査、診断等を実施する場合、他の機関にあっせん又は連携して援助に

当たる場合等においては、原則として子ども、保護者等の同意を得る等、

プライバシー保護に留意する。 
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地域協議会の枠組みを利用するなどにより、プライバシーの保護を図る。 

 (4) 職員は職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。 

   なお、これに反した場合には、法第 61条又は地方公務員法第 34条によ

り処罰の対象となる。 

 

第４節 相談の種類とその対応 

１．相談の種類 

  相談の種類は子どもの福祉に関する各般の問題にわたるが、現在の統計上

は養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、保健相談、その他の相談に分

類される。 

２．各種相談の対応の基本 

 (1) 養護相談 

  ア 家庭の養育状況が子どもの権利を守ることができなくなった状況で

あることに関する相談への対応。 

イ 家庭環境の評価が重要であり、面接のみならず、家庭環境が子どもの

権利が守れるものであるかについて評価を行う。 

ウ 保護者のいない場合、棄児の場合、離婚の場合、両親の病気の場合、

虐待・放任の場合等それぞれの相談に応じて適切に情報収集、アセス

メントが行われ、援助指針（援助方針）を立てる必要があるが、常に

最も重大な権利侵害である児童虐待が背景にある可能性を考慮しなけ

ればならない。 

エ 安全確認等により、子どもの心身の安全が脅かされている危機状態と

考えられる時には、遅滞なく子どもの安全を守るため、一時保護等の

危機介入を行う。その場合は子どもの安全が守られてから調査やアセ

スメントとそれに基づく援助指針（援助方針）が作成されることにな

 

 (4) 職員は職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。 

   なお、これに反した場合には、法第 61条又は地方公務員法第 34条によ

り処罰の対象となる。 

 

第３節 相談の種類とその対応 

１．相談の種類 

  相談の種類は子どもの福祉に関する各般の問題にわたるが、大きくは養護

相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他の相談に分類される。 

 

２．各種相談の対応の基本 

 (1) 養護相談 

 

 

  ア 家庭環境の評価が相当の比重をもつことが考えられ、保護者のいない

場合、棄児の場合、離婚の場合、両親の病気の場合、虐待・放任の場

合等それぞれの相談に応じて的確に判断する。 
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る。 

オ 少なくとも数日以上の猶予がある場合には、迅速な面接・調査に基づ

き、緊急性のアセスメントを行い、保護が必要かどうかを判断する。

平成 11年３月 29日児企発第 11号「子ども虐待対応の手引き」に示さ

れている緊急保護の要否判断に関するアセスメントフローチャートが

参考になる。 

  カ 虐待やその危険があるが、面接・調査・アセスメントに基づき、在宅

での支援が可能と考えられる場合には、要保護児童対策地域協議会で、

市町村や関係機関と協働して援助（支援）のための計画を立てて、援

助（支援）を行う。そのためには、市町村における設置や運営を支援

するなど、虐待の予防・早期発見から虐待を受けた子どもの保護・自

立支援に至るまでの関係機関による連携体制づくりに努める。 

キ 保護者が適切に援助を受けない時等には、27条 1項 2号に基づく指

導措置を使うなど、児童相談所の持っている権限により子どもの最善

の利益を確保しなければならない。その際、直接の支援は市町村やそ

の他の機関が行った方が有効であると考えられる場合には、指導の委

託を行い、措置を行った児童相談所と協働して支援を行う方法も幅広

く利用することが必要である。 

ク 一時保護がなされた場合は、子どもの安全を確保したうえで、面接、

調査、アセスメントとそれに基づく援助指針（援助方針）が策定され

ることになるが、常に子どもの最善の利益に留意する。親から一定期

間分離して養育することが必要と考えらえる時には、子どもに家庭が

与えられる権利に基づき、里親等の家庭に措置できるように対応する。

特に乳幼児といった低年齢児はこの原則を貫く必要がある。保護者が

反対する場合は、子どもを家庭における養育環境と同様の養育環境に

 

 

 

 

 

 

  イ 特に虐待の場合には、地域の関係機関から構成され、子どもやその保

護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域

協議会の市町村における設置や運営を支援するなど、虐待の予防・早

期発見から虐待を受けた子どもの保護・自立支援に至るまでの関係機

関による連携体制づくりに努める。通告等がありながらも、保護者等

に相談を受ける動機づけが乏しい場合も多く、一方で判断や対応を誤

ると死亡等の重大な事態を招きかねないため、とりわけ迅速な対応と

的確な判断が求められる。このため、平成 11年３月 29日児企発第 11

号「子ども虐待対応の手引き」に示されている緊急保護の要否判断に

関するアセスメントフローチャートの積極的な活用を図るとともに、

子どもの安全確認を最優先し速やかに行うことが必要である。援助方

針を検討するに当たっては、常に子どもの最善の利益に留意し、場合

によっては、施設入所の承認を得るための家庭裁判所に対する家事審

判の申立てや親権喪失の審判等の請求も検討する。なお、この際にお

いても保護者等に対して相談援助技術を駆使しながら十分な指導と調

整を行う。 
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おいて継続的に養育するということが、児童福祉法でも謳われている

ことも含めて説明し、子どもの最善の利益を追求する。子どもの行動

の問題等で里親等の家庭養育が困難な場合は、小規模で地域に存在す

る施設に措置することが原則である。 

場合によっては、施設入所等の措置の承認を得るための家庭裁判所

に対する家事審判の申立てや親権喪失等の審判の請求も検討する。な

お、この際においても保護者等に対して相談援助技術を駆使しながら

十分な指導と調整を行う。 

子どもが分離保護されている間の実親への支援も同時に計画される

必要がある。その支援は親子関係の再構築を目指すものであり、実親

が在住する市町村や関係機関と連携して支援を行う。 

なお、その際に、親の養育能力や子どもとの関係性を常に判断し、

親から分離されての措置が長期にわたる可能性が高い場合は、子ども

の養育の場の永続性担保の観点から養子縁組を積極的に活用するこ

と。 

ケ 子どもが家庭で養育される権利を保障するためには、養育里親および

養親を育てる必要がある。平成 28年児童福祉等法改正法において、そ

のリクルートから支援までを一括して行う包括的里親養育機関とし

て、それを行う責任が都道府県に付加された。児童相談所以外に委託

されることもあるが、十分な連携を取って、里親および養親の開拓、

育成、適格性の判断、子どもとのマッチング、養育支援、子どもの自

立支援などを行っていく必要がある。 

  コ 虐待及び長期にわたり要養護状態に置かれている子どもについては、

その環境が子どもの心身の発達に及ぼす影響等に特に留意して、アセ

スメントおよび逆境体験からの回復に対する援助が行われる必要があ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 虐待及び長期にわたり要養護状態に置かれている子どもについては、

その環境が子どもの心身の発達に及ぼす影響等に特に留意し、十分な

調査、診断、判定、援助に配慮する。 
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る。 

 (2) 障害相談 

  ア 障害相談は生育歴、周産期の状況、家族歴、身体の状況、精神発達の

状況や情緒の状態、保護者や子どもの所属する集団の状況等について

調査・診断・判定をし、必要な援助に結びつける。 

 

  イ 専門的な医学的診療又は治療が必要な場合には、医療機関等にあっせ

んするとともに、その後においても相互の連携を行う。 

  ウ また、子どものみならず、必要に応じて、保護者の障害受容などを含

め、子どもを含む家族全体及び子どもの所属集団に対する相談援助も

行う。 

 (3) 非行相談 

  ア 通告等がありながらも、子ども、保護者等に相談を受ける動機付けが

十分でないものもあるため、高度のソーシャルワーク技術が求められ

る。 

  イ 学校等所属集団からの相談や通告については、所属集団との連携が不

可欠であり、事前の打合せを綿密に行い、相互の役割分担を明確にす

るとともに、子どもの最善の利益の確保並びに子どもの意向、保護者

等の意思に十分配慮する。 

  ウ 個々の子どもや家庭にのみ焦点を当てるのではなく、その子どもを含

む集団全体を対象とし、関係機関との十分な連携が必要である。その

際、各機関との情報交換を密にし、その子どもや家庭に対する共通の

認識に立った一体的な援助活動が行えるよう努める。 

  エ 触法行為に係るものも含め非行少年に関する通告を受けた場合には、

子どもの最善の利益の観点から必要な調査を十分に行うこと。また、

 

 (2) 障害相談 

  ア 障害相談は医師の診断を基礎として展開されることが考えられるが、

生育歴、周産期の状況、家族歴、身体の状況、精神発達の状況や情緒

の状態、保護者や子どもの所属する集団の状況等について調査・診断・

判定をし、必要な援助に結びつける。 

  イ 専門的な医学的治療が必要な場合には、医療機関等にあっせんすると

ともに、その後においても相互の連携に留意する。 

  ウ また、子どものみならず、子どもを含む家族全体及び子どもの所属集

団に対する相談援助もあわせて考える。 

 

 (3) 非行相談 

  ア 通告等がありながらも、子ども、保護者等に相談を受ける動機付けが

十分でないものもあるため、高度のソーシャルワーク技術が求められ

る。 

  イ 学校等所属集団からの相談や通告については、所属集団との連携が不

可欠であり、事前の打合せを綿密に行い、相互の役割分担を明確にす

るとともに、子どもの最善の利益の確保並びに子どもの意向、保護者

等の意思に十分配慮する。 

  ウ 個々の子どもや家庭にのみ焦点を当てるのではなく、その子どもを含

む集団全体を対象とし、関係機関との十分な連携にも留意する。その

際、各機関との情報交換を密にし、その子どもや家庭に対する共通の

認識に立った一体的な援助活動が行えるよう努める。 

  エ 触法行為に係るものも含め非行少年に関する通告を受けた場合には、

児童福祉の観点から必要な調査を十分に行うこと。 
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こうした行為の背景には児童虐待の影響などがあり、その原因に対す

るアプローチが重要である。 

  オ 平成 19年の少年法改正により、警察が調査を行った結果、一定の重

大事件に係る触法少年と思料し、又は、当該少年に係る事件につき家

庭裁判所の審判に付すことが適当と思料するときは、警察の調査結果

を活かし事案の真相解明を踏まえた適正な措置がとられるよう、児童

相談所長に送致する制度が設けられた。 

    また、警察の調査により作成された書類については、警察官から児童

相談所長への送致の際にあわせて送付されることとされた。その後、

児童相談所長等が家庭裁判所送致の措置をとったときは、児童相談所

等の作成書類と共に、警察の作成書類も家庭裁判所に送付することと

されている。 

    このため、児童相談所は、援助内容の決定に当たって、これらの書類

を十分活用する。 

 (4) 育成相談 

  ア 育成相談は性格行動、しつけ、適性、不登校等に関するものであり、

子どもの生育歴、性格や欲求の状態、親子関係や近隣、所属集団等と

の関係が主として調査・診断・判定の対象となる。 

  イ 適切な助言指導で終結することもあるが、担当教師、施設職員等関係

者との適切な連携による援助を必要とする場合には、相互理解を深め

るよう留意する。 

  ウ 継続的な援助が必要な場合には、子ども、保護者等に対し、問題解決

に対する動機付けを十分に行い、各種のソーシャルワーク、カウンセ

リング、心理療法等の技法による援助を行う。 

  エ 不登校に関する相談に関しては、学校や教育委員会等の関係機関と十

 

 

  オ 平成 19年の少年法改正により、警察が調査を行った結果、一定の重

大事件に係る触法少年と思料し、又は、当該少年に係る事件につき家

庭裁判所の審判に付すことが適当と思料するときは、警察の調査結果

を活かし事案の真相解明を踏まえた適正な措置がとられるよう、児童

相談所長に送致する制度が設けられた。 

    また、警察の調査により作成された書類については、警察官から児童

相談所長への送致の際にあわせて送付されることとされた。その後、

児童相談所長等が家庭裁判所送致の措置をとったときは、児童相談所

等の作成書類と共に、警察の作成書類も家庭裁判所に送付することと

されている。 

    このため、児童相談所は、援助内容の決定に当たって、これらの書類

を十分活用する。 

 (4) 育成相談 

  ア 育成相談は性格行動、しつけ、適性、不登校等に関するものであり、

子どもの生育歴、性格や欲求の状態、親子関係や近隣、所属集団等と

の関係が主として調査・診断・判定の対象となる。 

  イ 適切な助言指導で終結することもあるが、担当教師、施設職員等関係

者との適切な連携による援助を必要とする場合には、相互理解を深め

るよう留意する。 

  ウ 継続的な援助が必要な場合には、子ども、保護者等に対し、問題解決

に対する動機付けを十分に行い、各種のソーシャルワーク、カウンセ

リング、心理療法等の技法による援助を行う。 

  エ 不登校に関する相談は、保護者が子どもの態様に応じた適切な監護を
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分に連携を図りながら対応することとし、関係機関からの情報収集を

行うなど、まず、何らかの形で子どもが安全に生活しているかどうか

の確認を行う。加えて、保護者が子どもの態様に応じた適切な監護を

行っているか又はそれを期待できるかを判断する。家庭内暴力や自殺

企図、強度の摂食障害等、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ

がある場合は適切に介入する必要がある。学校や教育機関のみならず、

必要に応じて保健機関、医療機関、警察等とも連携して、子どもを被

害や加害から守ることが必要である。また、背景に保護者からの虐待

やネグレクトがある場合は、養護相談の虐待相談としての対応を行う。 

(5) 保健相談 

  ア 保健相談は、低出生体重児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その

他の疾患等に関するものであり、子どもの健康状態、法定健診の受診

歴等を調査・診断・判定をし、必要な援助に結びつける。 

イ 調査・診断・判定に当たっては、医師又は保健師を中心として対応す

ることとし、児童相談所の役割を超えるものや、保健所等関係機関で

の援助が必要な場合には、関係機関と連携して対応を行い、必要に応

じて他機関へのあっせんを行うこと。 

 (6) その他の相談 

  ア 児童相談所は、里親希望に関する相談、養子縁組に関する相談、夫婦

関係等についての相談等、上記(1)～(5)のいずれにも含まれない相談を

受けた場合にも、相談に来所した人の気持ちを十分理解したうえで対応

し、他の機関での援助が子ども、保護者等の福祉向上につながると考え

られるものについては、適切な機関にあっせんすることも重要である。 

 

 

行っているか又はそれを期待できるか、特に次のような場合に該当し

ていないかどうかに留意しつつ、学校や教育委員会等の関係機関と十

分に連携を図りつつ対応する。 

   ① 家庭内暴力や自殺企図、強度の摂食障害等、自身を傷つけ又は他人

に害を及ぼすおそれがあり、保護者により適切な対応がなされてい

ない場合 

   ② 子どもが保護者から虐待等を受けているか、受けているおそれのあ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) その他の相談 

   児童相談所は、里親希望に関する相談、夫婦関係等についての相談等、

上記(1)～(4)のいずれにも含まれない相談を受けた場合にも、相談に来所

した人の気持ちを十分理解したうえで対応し、児童相談所の役割を超える

ものや、保健所等関係機関での援助が子ども、保護者等の福祉向上につな

がると考えられるものについては、適切な機関にあっせんすることも重要

である。保健に関する相談については、特に医師や保健師との十分な連携

を図る。 
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イ いじめ相談については、上記の(1)～(5)の各種相談の一環として行わ

れる「いじめ」に関する相談に対応するに当たって、 

   ① 子どもの錯綜する気持ちに十分配慮して、安心できる雰囲気を作

り、悩みを一緒に考えるという姿勢で相談に臨むとともに、保護者

に対しても苦悩する心情に十分配慮することが重要である。 

   ② 子ども本人や保護者への援助を行うとともに、いじめの原因、態様、

程度等の状況に応じて、学校や教育委員会と十分な連携を図るとと

もに、必要に応じ、医療機関、警察等とも協力をしつつ対応を進め

ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 援助指針（援助方針）の重要性 

１．援助指針（援助方針）の必要性 

 (1) 児童相談所は受理した相談について、種々の専門職員の関与による調

査・診断・判定を行い、それに基づいて援助指針（援助方針）を作成し援

助を行う。援助指針（援助方針）の決定は、できるだけ迅速に行うよう努

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) いじめ相談 

   上記の(1)～(5)の各種相談の一環として行われる「いじめ」に関する相

談に対応するに当たっては、 

   ① 子どもの錯綜する気持ちに十分配慮して、安心できる雰囲気を作

り、悩みを一緒に考えるという姿勢で相談に臨むとともに、保護者

に対しても苦悩する心情に十分配慮することが重要である。 

   ② 子ども本人や保護者への援助を行うとともに、いじめの原因、態様、

程度等の状況に応じて、学校や教育委員会と十分な連携を図るとと

もに、必要に応じ、医療機関、警察等とも協力をしつつ対応を進め

ることが必要である。 

 

第４節 援助指針の重要性 

１．援助指針の必要性 

 (1) 児童相談所は受理した相談について、種々の専門職員の関与による調

査・診断・判定を行い、それに基づいて援助指針を作成し援助を行う。援

助指針の決定は、できるだけ迅速に行うよう努める。 
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める。 

 (2) 援助の内容としては、自らが有している機能を活用する指導のほか、児

童福祉施設等又は里親等への措置、他の機関への送致、あっせん等がある

が、いずれの場合においても子どもの最善の利益を踏まえた具体的援助指

針（援助方針）の作成は必要不可欠であり、また、それに基づき行われた

援助の結果を追跡、確認し、援助指針（援助方針）の検証や新たな指針（方

針）の作成を進めていく。 

在宅での援助を行う場合は、要保護児童対策地域協議会などを基盤に、

市町村や関係機関と連携し、協働して見直しまでの期間に関する適切な援

助（支援）計画と援助目標を立て、それを共有し、それぞれの機関の役割

や援助目標を決め、見直しの会議の時期を設定する。また、家庭環境の変

化等集約すべき情報を想定し、その情報を集約する機関を決め、危機状態

になったときのシミュレーションを行っておく。 

 保護者が必要な援助を拒否することにより子どもに適切な養育がなさ

れない場合には、児童相談所として指導措置による枠組みを提示する。そ

の際、具体的な指導や支援を市町村が行った方が良いと考えられる場合

は、市町村に委託する。指導措置を行っても援助を受け入れない場合は、

再評価のために一時保護を行う等により、子どもの権利を守る行動を積極

的に起こす必要がある。 

   児童福祉施設等又は里親等への措置をする場合には、子どもへの援助指

針（援助方針（里親等への措置の場合は自立支援計画））と実親への援助

指針（援助方針）を策定し、それに基づき行われた援助について定期的に

検証を行い、必要に応じて、方針等の見直しを行うこと。保護者への援助

指針（援助方針）は子どもと実親の関係性の再構築を目指すものであり、

実親が在住する市町村やその関係機関と連携して指針（方針）を立てる必

 

 (2) 援助の内容としては、自らが有している機能を活用する指導のほか、児

童福祉施設等又は里親等への措置、他の機関への送致、あっせん等がある

が、いずれの場合においても具体的援助指針の作成は必要不可欠であり、

また、それに基づき行われた援助の結果を追跡、確認し、援助指針の検証

や新たな指針の作成を進めていく。 

   児童福祉施設等又は里親等への措置をする場合には、援助指針（里親等

への措置の場合は自立支援計画）を策定し、それに基づき行われた援助に

ついて定期的に検証を行い、必要に応じて、方針等の見直しを行うこと。 

   援助指針とは、子どもの最善の利益を追求するための指針であり、効果

的な援助を実施するためには、個々の子どもとその家族の複雑な支援ニー

ズを適切に把握・評価し、具体的で実効性のある指針の策定が必要不可欠

である。当該指針に基づき、支援を実施するからこそ、子どもの自立支援

を効果的に推進することが可能となることに留意し、適切に対応するこ

と。 
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要がある。 

   援助指針（援助方針）とは、子どもの最善の利益を追求するための指針

（方針）であり、効果的な援助を実施するためには、個々の子どもとその

家族の複雑な支援ニーズを適切に把握・評価し、援助の目標を立て、その

目標を達成するための具体的で実効性のある指針（方針）の策定が必要不

可欠である。当該指針（方針）に基づき、支援を実施するからこそ、子ど

もの自立支援を効果的に推進することが可能となることに留意し、適切に

対応すること。なお、援助指針（援助方針）は定期的（３か月に１回程度）

に見直しを行うこと。 

 (3) 援助指針（援助方針）は、児童相談所の果たす役割を明らかにするとと

もに、児童相談所と子ども、保護者、関係機関、施設等とをつなぐ橋渡し

の役割を果たすものである。 

２．援助指針（援助方針）を定める過程 

 (1) 児童相談所は、相談を受理した時点において援助指針（援助方針）を作

成することを予測して相談援助活動を進めていく。 

 (2) 児童福祉司又は相談員等は、子ども及びその家族への面接や拡大家族や

関係機関や地域への聞き取り等により、問題の所在とその背景等について

の調査を進め、相談者による主訴とその背後にある基本的な問題並びに問

題と社会的環境との関連等を解明することにより、社会学や社会福祉学的

視点から援助のあり方を明確にする。（社会診断） 

 (3)～(6)（略）  

 (7) 上記の社会診断、医学診断、心理診断、行動診断、その他の診断がなさ

れた段階で各分野の担当者が協議の結果、判定と援助指針（援助方針）案

を導き出す。なお、施設入所措置等を行う場合には、判定会議において行

い、援助指針（援助方針）案を施設職員等の関係者と十分に協議して策定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 援助指針は、児童相談所の果たす役割を明らかにするとともに、児童相

談所と子ども、保護者、関係機関、施設等とをつなぐ橋渡しの役割を果た

すものである。 

２．援助指針を定める過程 

 (1) 児童相談所は、相談を受理した時点において援助指針を作成することを

予測して相談援助活動を進めていく。 

 (2) 児童福祉司又は相談員等は、問題の所在とその背景等についての調査を

進め、相談者による主訴とその背後にある基本的な問題並びに問題と社会

的環境との関連等を解明することにより、社会学や社会福祉学的視点から

援助のあり方を明確にする。（社会診断） 

 

 (3)～(6)（略）  

 (7) 上記の社会診断、医学診断、心理診断、行動診断、その他の診断がなさ

れた段階で各分野の担当者が協議の結果、判定と援助指針案を導き出す。

なお、施設入所措置等を行う場合には、判定会議において行い、援助指針

案を施設職員等の関係者と十分に協議して策定する。 
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する。 

 (8) 援助指針（援助方針）案を策定するに当たっては、事前に子どもや保護

者等に対して児童相談所の案について十分説明を行い、その意向等を踏ま

えて策定すること。 

 (9) 援助指針（援助方針）は援助方針会議等を経た後決定する。 

 (10) 援助指針（援助方針）を定める過程を概念的に図示すると図－３のと

おりである。 

３．援助指針（援助方針）の内容 

 (1) 援助指針（援助方針）には、次の内容を含める。 

  ア 援助の選択を行った根拠となるアセスメントと見立ての総括 

各分野のアセスメントなどをもとにして、組織としての子どもの最善

の利益の観点から総合的な検討に基づき診断（アセスメントと見立ての

総括）した内容 

イ 個々の子ども、保護者等に対する援助の選択及びその理由 

    子どもの意向、保護者等の意見及び具体的援助を行う者や社会資源等

の条件を考慮し、その子どもの最善の利益に適合する援助を選択する

とともに、その理由を明確にしておく。 

    また、選択した援助に対する子どもの意向、保護者等の意見を明記す

るとともに、都道府県児童福祉審議会の意見を聴取した場合はその意

見を明記する。 

  ウ 具体的援助の指針（方針） 

    子どもや保護者等が持つそれぞれの問題点や課題について、家庭環境

調整を含めた援助の目標、援助方法、その他留意点等を短期的、中長

期的に明確にするとともに、活用し得る社会資源や人的資源、制度等

についても明らかにするなど、具体的かつ広範な指針（方針）作成を

 

 (8) 援助指針案を策定するに当たっては、事前に子どもや保護者等に対して

児童相談所の案について十分説明を行い、その意向等を踏まえて策定する

こと。 

 (9) 援助指針は援助方針会議等を経た後決定する。 

 (10) 援助指針を定める過程を概念的に図示すると図－３のとおりである。 

 

３．援助指針の内容 

 (1) 援助指針には、次の内容を含める。 

 

 

 

 

  ア 個々の子ども、保護者等に対する援助の選択及びその理由 

    子どもの意向、保護者等の意見及び具体的援助を行う者や社会資源等

の条件を考慮し、その子どもに最も適合する援助を選択するとともに、

その理由を明確にしておく。 

    また、選択した援助に対する子どもの意向、保護者等の意見を明記す

るとともに、都道府県児童福祉審議会の意見を聴取した場合はその意

見を明記する。 

  イ 具体的援助の指針 

    子どもや保護者等が持つそれぞれの問題点や課題について、家庭環境

調整を含めた援助の目標、援助方法、その他留意点等を短期的、中長

期的に明確にするとともに、活用し得る社会資源や人的資源、制度等

についても明らかにするなど、具体的かつ広範な指針作成を行う。 
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行う。 

    特に、他機関等と連携しながら援助を行う場合には、それぞれの機関

の役割と目標等について明確にしておく。 

  エ 援助指針（援助方針）の検証と見直しの時期 

    事例は常に変化しうるものであり、これに伴い援助における課題や援

助の方法等も変化することから、援助指針（援助方針）は定期的に見

直す必要がある（３か月に１回程度）。このため、次期検証の時期を

明確にしておく。 

オ 変化に関する情報の把握 

    在宅での支援はもちろんのこと、分離保護されている子どもに関して

も親やその他との関係において、心身の安全が脅かされる危険もある。

そのような情報を常に児童相談所が把握しておく必要がある。 

カ 危機状態への対応 

    援助指針（援助方針）に基づいて援助を行っていても、様々な理由で

子どもの安全が脅かされる危機状態になることもある。その場合の対

応をシミュレーションしておく必要がある。 

 (2) 児童福祉施設等又は里親等へ措置する場合、及び児童委員指導、市町村

指導や児童家庭支援センター指導等他機関や市町村に指導を委ねるか他

機関と連携しながら指導を行う場合は、事前に当該事例における問題点や

課題、児童相談所の考え方等を十分伝え、協働して援助指針（援助方針）

を作成し、中心となって対応する機関を明らかにするとともに、それぞれ

の役割や援助目標や援助指針（援助方針）について明確にし、関係する全

ての機関がその援助指針（援助方針）を共有する。なお、この場合も上記

アからカまでが援助指針（援助方針）に含まれていることを確認する。 

 (3) 関係機関へあっせんする場合にも、誰が中心となるのか、役割分担をど

    特に、他機関等と連携しながら援助を行う場合には、それぞれの機関

の役割等について明確にしておく。 

 

  ウ 援助指針の検証時期 

    事例は常に変化しうるものであり、これに伴い援助における課題や援

助の方法等も変化することから、援助指針は定期的に見直す必要があ

る。このため、次期検証の時期を明確にしておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 児童福祉施設等又は里親等へ措置する場合、及び児童委員指導、市町村

指導や児童家庭支援センター指導等他機関に指導を委ねるか他機関と連

携しながら指導を行う場合は、事前に当該事例における問題点や課題、児

童相談所の援助方針等を十分伝え、中心となって対応する機関を明らかに

するとともに、それぞれの役割や援助方針等について綿密な打合せを行

い、了解した事項等について援助指針に盛り込んでおく。 

 

 

 (3) 関係機関へあっせんする場合にも、誰が中心となるのか、役割分担をど
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うするのか等についても、相手機関と十分協議の上、援助指針（援助方針）

に盛り込んでおく。 

 (4) 児童福祉司指導、継続指導等であっても担当者の恣意的判断によるもの

でなく、児童相談所の責任の下に実施するということを確認しておく。 

 (5) 比較的軽易な事例、緊急対応が不必要な事例については上記のような綿

密な指針（方針）を立てることなく、援助を行うこともあると考えられる

が、児童記録票には簡単であっても、アセスメントの結果とその援助を選

択した理由を明記しておく必要がある。なお、その内容の可否については

援助方針会議等の中で確認する。 

 (6) 立てられた援助指針（方針）については、必ず、子ども及び保護者に説

明し、理解を促し、可能な限り同意を得て、それを記載しておく。その際、

子どもの年齢に応じて理解できるように説明することが必要である。虐待

をした保護者など、保護者の中には説明すら聞こうとしない者もいるが、

その場合でも説明を聞く機会提供することが必要である。 

 (7) 援助指針（援助方針）において子どもや保護者が取り組むべき課題が設

定される場合、子どもや保護者が説明を受けても、取り組むべき課題が難

しすぎたり、多すぎたりすると、取り組む意欲をそぐことにもなるため、

子どもや保護者の性格や心身の状況などに応じた課題設定をする。 

 (8) そのためには、判定会議等で、提案された支援課題の中から比較的変化

変容しやすい短期間での援助効果が期待できる課題は何か、変化すること

によって子ども全体に影響を及ぼす課題は何かなどについて検討し、その

子どもや保護者が取り組むべき具体的な優先的重点的課題を明らかにす

るとともに、これらを子どもや保護者に提示しておくことが望ましい。 

４．援助指針（援助方針）の実行及び再検討 

 (1) 児童福祉施設等又は里親等に措置する場合、児童相談所は、援助方針（援

うするのか等についても、相手機関と十分協議の上、援助指針に盛り込ん

でおく。 

 (4) 児童福祉司指導、継続指導等であっても担当者の恣意的判断によるもの

でなく、児童相談所の責任の下に実施するということを確認しておく。 

 (5) 比較的軽易な事例、緊急対応が必要な事例については綿密な指針を立て

ることなく、援助を行うこともあると考えられるが、その内容の可否につ

いては援助方針会議等の中で確認する。 

 

 

 (6) 立てられた援助指針については、子ども及び保護者に説明し、可能な限

り了解を得ておく。虐待をした保護者など、保護者の中には説明すら聞こ

うとしない者もいると思われるが、その場合でも説明を聞く機会を待つな

ど時間をかけて対応する。 

 

 (7) 子どもや保護者が説明を受けても、取り組むべき課題が難しすぎたり、

多すぎたりすると、取り組む意欲をそぐことにもなるため、子どもや保護

者の性格や心身の状況などに応じた課題設定をする。 

 

 (8) そのためには、判定会議等で、その子どもや保護者が取り組むべき具体

的な優先的重点的課題を検討し、明らかにするとともに、これらを子ども

や保護者に提示しておくことが望ましい。 

 

 

４．援助指針の実行及び再検討 

 (1) 児童福祉施設等又は里親等に措置する場合、児童相談所は、援助方針に
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助方針）に基づき、事前に児童福祉施設等又は里親等と協議を行った上で、

援助指針（援助方針）を策定すること。 

 (2) その後の援助により、子どもや家庭の有する問題等が軽減され、又は新

たな方向に問題が展開する等、子どもや家庭の問題は変化する。この変化

に対応するため、援助指針（援助方針）については、児童福祉施設等又は

里親等の意見も踏まえながら、一定の期間をおいて再検討を加えていく。

その際、子ども及びその保護者の意向を聴取するなど、これらの者の参加

を得て再検討を加えていくことが望ましい。 

 (3) 措置や指導等を終結するときは、その理由を明確にし、援助方針会議等

で検討し、援助指針（援助方針）、自立支援計画及び援助の具体的内容の

適否について評価する。評価の結果については、原則として子どもや保護

者に対する影響などに配慮しつつ、子ども及び保護者に説明する。 

 

第６節 関係機関との協働・連携・役割分担の重要性 

 (1) 児童相談所は、判定、援助指針（援助方針）作成の面での専門機関であ

ると同時に、子どもの問題解決のために多様なサービスを調整し、家庭や

地域に対する児童養育を支援する役割を果たしていくことが必要である。 

 (2) このため、地域にある各種相談機関、施設等の実情について十分把握す

るとともに、児童相談所の業務や役割について理解を促すなど、常に円滑

な連携が図れるための体制の整備に努める。特に、子どもや家庭が抱える

問題が複雑化、多様化し、関係機関が多く整備されてきている今日におい

ては、各機関が共通の認識に立って一体的な援助活動ができるようその調

整機能が重要となっており、的確にその役割を果たしていく。 

(3) 特に市町村との関係においては、平成 28 年児童福祉法等改正法におい

て、市町村は「基礎的な地方公共団体として、子どもの身近な場所におけ

基づき、事前に児童福祉施設等又は里親等と協議を行った上で、援助指針

を策定すること。 

 (2) その後の援助により、子どもや家庭の有する問題等が軽減され、又は新

たな方向に問題が展開する等、子どもや家庭の問題は変化する。この変化

に対応するため、援助指針については、児童福祉施設等又は里親等の意見

も踏まえながら、一定の期間をおいて再検討を加えていく。その際、子ど

も及びその保護者の意向を聴取するなど、これらの者の参加を得て再検討

を加えていくことが望ましい。 

 (3) 措置や指導等を終結するときは、その理由を明確にし、援助方針会議等

で検討し、援助指針、自立支援計画及び援助の具体的内容の適否について

評価する。評価の結果については、原則として子どもや保護者に対する影

響などに配慮しつつ、子ども及び保護者に説明する。 

 

第５節 関係機関との連携の重要性 

 (1) 児童相談所は、判定、援助指針作成の面での専門機関であると同時に、

子どもの問題解決のために多様なサービスを調整し、家庭や地域に対する

児童養育を支援する役割を果たしていくことが必要である。 

 (2) このため、地域にある各種相談機関、施設等の実情について十分把握す

るとともに、児童相談所の業務や役割について理解を促すなど、常に円滑

な連携が図れるための体制の整備に努める。特に、子どもや家庭が抱える

問題が複雑化、多様化し、関係機関が多く整備されてきている今日におい

ては、各機関が共通の認識に立って一体的な援助活動ができるようその調

整機能が重要となっており、的確にその役割を果たしていく。 
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る子どもの福祉に関する支援等に係る業務を適切に行うこと」とされたこ

とから、市町村と都道府県（児童相談所）それぞれの役割を理解し、日頃

から情報共有を行う等連携体制の整備を図る必要がある。 

また、児童相談所において受理したケースについて、関係機関と情報共

有することで、対応の遅れの防止やより適切な支援の実施が図られること

から、要保護児童対策地域協議会を通じた関係機関との情報共有も積極的

に実施すること。 

 (4) 児童相談所が連携を図るべき主な機関は表－１に示したとおりである。

なお、市町村との関係については第７章を、各機関との具体的連携のあり

方については第８章を参照すること。 

 

第２章 児童相談所の組織と職員 

第１節（略） 

第２節 各部門の業務分担 

 児童相談所の業務は各部門によるチ－ムワ－クを原則とするので、その構成

単位部門の単独責任によって対応しうるものはほとんどないが、業務手続上、

主として各部門がいかなる業務を担当するものであるかをＡ級の場合の例を

示すと以下のとおりである。 

 なお、児童相談所において児童福祉施設に入所している子ども等に係る費用

徴収等の事務を行う場合には、相談援助活動の円滑な実施に十分配慮する。 

１・２（略） 

３．判定・指導部門の業務 

 (1) 調査・社会診断、医学診断、心理診断等及び指導 

 (2) 判定会議の実施とその結果の対応 

 (3) 判定に基づく援助指針（援助方針）の立案 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 児童相談所が連携を図るべき主な機関は表－１に示したとおりである。

なお、各機関との具体的連携のあり方については第７章を参照すること。 

 

 

第２章 児童相談所の組織と職員 

第１節（略） 

第２節 各部門の業務分担 

 児童相談所の業務は各部門によるチ－ムワ－クを原則とするので、その構成

単位部門の単独責任によって対応しうるものはほとんどないが、業務手続上、

主として各部門がいかなる業務を担当するものであるかをＡ級の場合の例を

示すと以下のとおりである。 

 なお、児童相談所において児童福祉施設に入所している子ども等に係る費用

徴収等の事務を行う場合には、相談援助活動の円滑な実施に十分配慮する。 

１・２（略） 

３．判定・指導部門の業務 

 (1) 調査・社会診断、医学診断、心理診断等及び指導 

 (2) 判定会議の実施とその結果の対応 

 (3) 判定に基づく援助指針の立案 
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 (4) 一時保護している子どもの健康管理の援助 

 (5) 療育手帳、各種証明書等 

 (6) 関係機関等に対し、必要に応じ児童福祉の観点から助言、援助を行うこ

と 

４・５（略） 

 

第３節 職員構成 

１（略） 

２．留意事項 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 児童福祉司については、各児童相談所の管轄区域の人口４万人に１人以

上配置することを基本とし、人口１人当たりの児童虐待相談対応件数が全

国平均より多い場合には、上乗せを行うこととする。 

具体的には、令第３条及び則第５条の２の２に基づき、以下の①及び②

を合計した数を標準とする。ただし、地域の実情を考慮して必要に応じ、

この標準を超えて配置することが望ましく、任用にあたっては、ソーシャ

ルワーカーとしての専門性を備える人材を登用すること。 

    

① 各児童相談所の管轄区域の人口（公表された最近の国勢調査の結果に

よるもの）を４万で除して得た数（その数に１に満たない端数がある

ときは、これを１に切り上げる。） 

② 各児童相談所の管轄区域の人口１人当たりの児童虐待相談対応件数

（公表された最近の福祉行政報告例に基づく当該児童相談所での児童

虐待相談対応件数の結果を管轄区域の人口で除したもの）が全国平均値

0.001（全国の「児童相談所における児童虐待相談対応件数」を全国の

 (4) 一時保護している子どもの健康管理の援助 

 (5) 療育手帳、各種証明書等 

 (6) 関係機関等に対し、必要に応じ児童福祉の観点から助言、援助を行うこ

と 

４・５（略） 

 

第３節 職員構成 

１（略） 

２．留意事項 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 児童福祉司については、各児童相談所の管轄区域の人口４万人に１人以

上配置することを基本とし、人口１人当たりの児童虐待相談対応件数が全

国平均より多い場合には、上乗せを行うこととする。 

具体的には、令第３条及び則第５条の２の２に基づき、以下の①及び②

を合計した数を標準とする。ただし、地域の実情を考慮して必要に応じ、

この標準を超えて配置することが望ましく、任用にあたっては、ソーシャ

ルワーカーとしての専門性を備える人材を登用すること。 

   なお、当該基準は、各年度４月１日を基準日とする。 

① 各児童相談所の管轄区域の人口（公表された最近の国勢調査の結果に

よるもの）を４万で除して得た数（その数に１に満たない端数があると

きは、これを１に切り上げる。） 

② 各児童相談所の管轄区域の人口１人当たりの児童虐待相談対応件数

（公表された最近の福祉行政報告例に基づく当該児童相談所での児童

虐待相談対応件数の結果を管轄区域の人口で除したもの）が全国平均値

0.001（全国の「児童相談所における児童虐待相談対応件数」を全国の
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人口で除して得たもの）より多い場合には、当該児童相談所における児

童虐待相談対応件数から、当該児童相談所の管轄区域の人口に 0.001

を乗じて得た件数を控除し、その得た件数を 40で除して得た数（その

数に１に満たない端数があるときは、これを１に切り上げる。） 

 (4)～(10)（略） 

 

第４節 各職員の職務内容 

  各職員の主な職務内容はおおむね以下のとおりである。 

１～16 （略） 

17. 弁護士 

法第 28 条の措置や親権喪失又は停止の審判の申立て等の手続きや、法的

知識を前提に当該措置等に反対している保護者に説明を行うなど、法的知識

を要する業務を行うこと 

18～20（略） 

21．保健師 

 (1) 公衆衛生及び予防医学的知識の普及 

 (2) 育児相談、１歳６か月児及び３歳児の精神発達面における精密健康診査

における保健指導等、障害児や虐待を受けた子ども及びその家族等に対す

る在宅支援 

 (3) 子どもの健康・発達面に関するアセスメントとケア及び一時保護してい

る子どもの健康管理 

 (4) 市町村保健センター、子育て世代包括支援センターや医療機関との情報

交換や連絡調整及び関係機関との協働による子どもや家族への支援 

22～28（略）  

 

人口で除して得たもの）より多い場合には、当該児童相談所における児

童虐待相談対応件数から、当該児童相談所の管轄区域の人口に 0.001

を乗じて得た件数を控除し、その得た件数を 40 で除して得た数（その

数に１に満たない端数があるときは、これを１に切り上げる。） 

 (4)～(10) （略） 

 

第４節 各職員の職務内容 

  各職員の主な職務内容はおおむね以下のとおりである。 

１～16 （略） 

17. 弁護士 

法第 28 条の措置や親権喪失又は停止の審判の申立て等の手続きや、法的

知識を前提に当該措置等に反対している保護者の説得を行うなど、法的知識

を要する業務を行うこと 

18～20（略） 

21．保健師 

 (1) 公衆衛生及び予防医学的知識の普及 

 (2) 育児相談、１歳６か月児及び３歳児の精神発達面における精密健康診査

における保健指導等、障害児や虐待を受けた子ども及びその家族等に対す

る在宅支援 

 (3) 子どもの健康・発達面に関するアセスメントとケア及び一時保護してい

る子どもの健康管理 

 (4) 市町村保健センターや医療機関との情報交換や連絡調整及び関係機関

との協働による子どもや家族への支援 

22～28（略） 
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第５節 職員の資格、研修等 

１．職員の資格 

 (1) （略） 

 (2) 児童福祉司の任用資格については、専門性の確保・向上を図りつつ、人

材登用の幅を広げる観点から、平成 16年児童福祉法改正法により平成 17

年４月から、 

  ① 現行制度の下で任用が認められている大学において社会学、心理学又

は教育学を専修する学科等を修めて卒業した者について、新たに福祉

に関する相談業務に従事した一定の経験を求めるとともに、 

  ② 一定の実務経験などを前提としつつ、保健師や保育士といった幅広い

人材の登用を新たに認めることとされた。 

さらに、平成 28年児童福祉法等改正法により、社会福祉主事から任用

する場合については、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了すること

が要件とされた。（法第 13条第３項第５号、平成 29年厚生労働省告示第

130号） 

 (3)～(4)（略）  

２．職員の研修等 

 (1) 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければな

らない。（法第 12条の３第３項、平成 17年厚生労働省告示第 43号） 

(2) 児童福祉司は厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなけれ

ばならない。また、児童福祉司スーパーバイザーについては、指導及び

教育（スーパービジョン）に必要な知識・技術の修得のためにスーパー

バイザー研修を受講するものとする。（法第 13 条第８項、平成 29 年厚

生労働省告示第 131号） 

 (3) 各部門の長は各部門の職員に対し指導及び教育（スーパービジョン）の

第５節 職員の資格、研修等 

１．職員の資格 

 (1) （略） 

 (2) 児童福祉司の任用資格については、専門性の確保・向上を図りつつ、人

材登用の幅を広げる観点から、平成 16年児童福祉法改正法により平成 17

年４月から、 

  ① 現行制度の下で任用が認められている大学において社会学、心理学又

は教育学を専修する学科等を修めて卒業した者について、新たに福祉

に関する相談業務に従事した一定の経験を求めるとともに、 

  ② 一定の実務経験などを前提としつつ、保健師や保育士といった幅広い

人材の登用を新たに認めることとされた。 

 

 

 

 

 (3)～(4)（略）  

２．職員の研修等 

 (1) 所長は、研修を受けなければならない。（法第 12条の３第３項） 

 

 

 

 

 

 

 (2) 各部門の長は各部門の職員に対し指導及び教育（スーパービジョン）の



 - 41 - 

新 旧 

できる者であることが適当であり、判定・指導部門の長については、医師、

児童福祉司、児童心理司等専門技術を有する者であることが必要である。

さらに、指導及び教育（スーパービジョン）に必要な知識・技術の修得の

ためにスーパーバイザー研修を受講することが望ましい。 

 (4) 児童心理司の指導及び教育を行う児童心理司（スーパーバイザー）は、

指導及び教育（スーパービジョン）に必要な知識・技術の修得のためにス

ーパーバイザー研修を受講することが望ましい。 

 

 (5) 各職員は内部の職員又は外部の専門家による指導及び教育（ス－パ－ビ

ジョン）を受ける機会を積極的に活用し、また相互の指導及び教育（ス－

パ－ビジョン）、密接な連携・協力により、資質向上に努める。 

 (6) 児童相談所は、都道府県等の児童福祉主管課と連携しながら、職員に対

する研修の実施、充実に努める。研修の企画に当たっては、職種別の研修

や実務経験に応じた研修等、体系的な研修に努める。 

 (7) 職員は内部の研修のほか、各種研修会・研究会・学会等への積極的参加、

施設等における研修等により、新しい援助技法の獲得等に努める。 

３．職員の専門性 

  児童福祉に関する相談業務に携わる職員には、子どもの健全育成、子ども

の権利擁護をその役割として、要保護児童やその保護者などに対して、援助

に必要な専門的知識、技術、態度をもって対応し、一定の効果を上げること

が期待されている。そのためには、自らの職責の重大性を常に意識するとと

もに、子ども家庭ソーシャルワーク（ケアワーク、ソーシャルアクション等）

として子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを

行うことができるよう、次のような専門性を獲得するよう努めなければなら

ない。 

できる者であることが適当であり、判定・指導部門の長については、医師、

児童福祉司、児童心理司等専門技術を有する者であることが必要である。

さらに、指導及び教育（スーパービジョン）に必要な知識・技術の修得の

ためにスーパーバイザー研修を受講することが望ましい。 

 (3) 児童福祉司及び児童心理司の指導及び教育を行う児童福祉司及び児童

心理司（スーパーバイザー）は、指導及び教育（スーパービジョン）に必

要な知識・技術の修得のためにスーパーバイザー研修を受講することが望

ましい。 

 (4) 各職員は内部の職員又は外部の専門家による指導及び教育（ス－パ－ビ

ジョン）を受ける機会を積極的に活用し、また相互の指導及び教育（ス－

パ－ビジョン）、密接な連携・協力により、資質向上に努める。 

 (5) 児童相談所は、都道府県等の児童福祉主管課と連携しながら、職員に対

する研修の実施、充実に努める。研修の企画に当たっては、職種別の研修

や実務経験に応じた研修等、体系的な研修に努める。 

 (6) 職員は内部の研修のほか、各種研修会・研究会・学会等への積極的参加、

施設等における研修等により、新しい援助技法の獲得等に努める。 

３．職員の専門性 

  児童福祉に関する相談業務に携わる職員には、子どもの健全育成、子ども

の権利擁護をその役割として、要保護児童やその保護者などに対して、援助

に必要な専門的態度、知識技術をもって対応し、一定の効果を上げることが

期待されている。そのためには、自らの職責の重大性を常に意識するととも

に、少なくとも、次のような専門性を獲得するよう努めなければならない。 

  特に、所長は、子どもを守る最後の砦として一時保護や親子分離といった

強力な行政権限が与えられた行政機関である児童相談所の責任者であり、そ

の判断は、これを誤れば、子どもの命が奪われることにもつながりかねない



 - 42 - 

新 旧 

  特に、所長は、子どもの権利を守る最後の砦として一時保護や親子分離と

いった強力な行政権限が与えられた行政機関である児童相談所の責任者で

あり、その判断は、これを誤れば、子どもの命が奪われることにもつながり

かねない極めて重大なものである。所長は、こうした極めて重大な権限行使

の最終的判断を担うという職責の重大性を常に意識し、業務に従事すること

が必要である。 

なお、児童福祉司等に必要な専門性については、「児童福祉司等及び要保

護児童対策調整機関の調整担当者の研修等について」（平成 29年３月 31日

付け雇児発 0331第 16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙参

照のこと。 

 (1) 知識 

 ・ 児童福祉法及び関連法（児童虐待の防止等に関する法律、少年法など）、

社会的養護（養子縁組・特別養子縁組を含む。）の制度など児童福祉

に関する法令・制度に関するもの 

 ・ 児童相談所の業務、法的権限（児童福祉法第 28 条に基づく措置、一

時保護など）や関係機関の役割・機能などソーシャルワークに関する

もの 

 ・ 子どもの成長・発達状況、子ども及び保護者の精神疾患や発達障害等

の精神症状並びに行動特性、児童虐待のリスク因子や系統的な知識な

ど子どもや保護者の特性を踏まえたアセスメントに関するもの 

(2) 技術 

 ・ 児童福祉法等の関係法令に基づく行政処分、個人情報管理その他法令

に基づく行為を適正な手続を踏まえて行うこと 

 ・ 関係機関及び社会的養護関係者と適切に連携した子どもや家庭への支

援の計画・実行や支援の継続的マネージメント、社会資源の開発と活

極めて重大なものである。所長は、こうした極めて重大な権限行使の最終的

判断を担うという職責の重大性を常に意識し、業務に従事することが必要で

ある。 

 ① 専門的態度 

    ・子どもや保護者の基本的人権の尊重 

  ・児童家庭相談に対する意欲と関心 

  ・自己受容・自己変革 

 ② 専門的知識 

    ・人間や子どもに関する知識 

  ・児童家庭相談に関する知識（児童の権利に関する条約や児童福祉法など

関連する条約・法令に関する知識を含む。） 

  ・児童家庭相談の周辺領域に関する知識 

 ③ 専門的技術 

    ・対人援助に関する技術 

  ・児童家庭相談に関する技術 

  ・児童家庭相談の周辺領域に関する技術 
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用などのソーシャルワークを行うこと 

 ・ 子どもの年齢や発達状況、虐待や非行などの相談背景、親子関係・家

族関係・地域との関係などの子どもを取り巻く状況に応じた聞き取り

や見立てを行い、必要に応じて適切に介入・支援を行うこと 

 (3) 態度 

 ・ 相談者や子どもに安心感を持ってもらえる態度や言葉遣いを意識し、

今後に向けての不安を解消できるよう、丁寧に説明することを心がけ

る 

 ・ 子どもの権利や生命を守るため、子どもの安心・安全のために何をす

べきかを常に考え、支援に当たっては子ども最善の利益を優先して考

慮する 

 ・ 対人関係のパターン、コミュニケーション上の自己覚知、必要な知識

や技能の習得に努めるなど自己研鑽する姿勢を持つ 

 

第３章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務 

第１節（略） 

第２節 相談の受付と受理会議 

１．相談の受付 

  児童相談所が受け付ける相談は次の５つに大別される。 

 (1) （略） 

 (2) 要保護児童を発見した者からの通告又は児童委員を介しての通告（法第

25条第１項） 

 (3)～(6) （略） 

２（略） 

３．年齢要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務 

第１節（略） 

第２節 相談の受付と受理会議 

１．相談の受付 

  児童相談所が受け付ける相談は次の５つに大別される。 

 (1) （略）  

 (2) 要保護児童を発見した者からの通告又は児童委員を介しての通告（法第

25条） 

 (3)～(6) （略）  

２（略） 

３．年齢要件 
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  児童相談所が対象とする子どもは 18歳未満の者であるが、次の場合に限

り例外規定が設けられている。 

 (1) 少年法との関係に由来するもの 

   罪を犯した満 14歳以上の子どもの通告（家庭裁判所が通告の受理機関

となる。）（法第 25条第１項） 

 (2) 18歳以上の未成年者に係るもの 

  ① 里親等に委託されている子どもの委託の継続及び児童福祉施設等に

入所等している子どもの在所期間の延長（法第 31条） 

② 18歳に達するまでに法第 33条第１項及び第２項の規定により一時保

護（一時保護委託を含む。）が行われた子どもの保護期間の延長（法

第 33条第６項及び第７項） 

③ 18歳に達するまでにされた措置に関する承認の申立てに対する審判

が確定していない場合又は当該申立てに対する承認の審判がなされた

後において施設入所等の措置が採られていない場合の一時保護（法第

33条第８項及び第９項） 

  ④ 18歳以上の未成年者について児童相談所長が行う親権喪失等の審判

の請求及びこれらの審判の取消しの請求並びに未成年後見人の選任及

び解任の請求（法第 33条の７から法第 33条の９まで） 

 

  ⑤ 里親等委託中の 18歳以上の未成年者で親権を行う者又は未成年後見

人のないものに対する親権代行（法第 47条第２項） 

  ⑥ 義務教育を終了した子ども又は子ども以外の満 20歳に満たない者の

児童自立生活援助の実施（法第 33条の６第１項） 

４．妊婦からの相談への対応 

妊婦からの相談については、相談の趣旨を十分受け止めた上で、保健所、

  児童相談所が対象とする子どもは 18歳未満の者であるが、次の場合に限

り例外規定が設けられている。 

 (1) 少年法との関係に由来するもの 

   罪を犯した満 14歳以上の子どもの通告（家庭裁判所が通告の受理機関

となる。）（法第 25条） 

 (2) 18歳以上の未成年者に係るもの 

  ① 里親等に委託されている子どもの委託の継続及び児童福祉施設等に

入所等している子どもの在所期間の延長（法第 31条） 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 18歳以上の未成年者について児童相談所長が行う親権喪失、親権停止

及び管理権喪失の審判の請求及びこれらの審判の取消しの請求並びに

未成年後見人の選任及び解任の請求（法第 33条の７から法第 33条の

９まで） 

  ③ 里親等委託中の 18歳以上の未成年者で親権を行う者又は未成年後見

人のないものに対する親権代行（法第 47条第２項） 

  ④ 義務教育を終了した子ども又は子ども以外の満 20歳に満たない者の

児童自立生活援助の実施（法第 33条の６第１項） 

 

 (3) 妊婦からの相談については、相談の趣旨を十分受け止めた上で、保健所
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市町村保健センターや子育て世代包括支援センターとの十分な連携の下、

必要に応じ、医療機関、福祉事務所等適切な機関にあっせんするとともに、

出生後に想定される子どもの養育上の問題について、早期発見・早期対応

及び一貫した指導・援助の実施に努めること。 

  さらに、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要

と認められる妊婦（以下「特定妊婦」という。）の場合には、市町村と連

携して、要保護児童対策地域協議会等を活用し、出産後の養育状況につい

てアセスメントを行い、対応について検討することが必要である。検討の

結果に応じて児童相談所が相談を受け付け、乳児院への入所、里親委託、

特別養子縁組等の社会的養護関連の制度について妊婦等に情報提供する

等、必要な対応を行う。 

５．管轄 

  児童相談所は則第５条の２に基づき、管轄区域を有しているが、個々の事

例の具体的管轄の決定については、以下のことに留意するとともに、子ども

の福祉を図るという観点から個々の事例に即した適切な判断を行う。 

 (1)～(8) （略）  

６．他の児童相談所へのケース移管及び情報提供 

  支援を行っている家庭が他の自治体に転出する際には、連携を図りつつ対

応してきた関係機関等に連絡するとともに、法第 25条等に基づき、転出先

の自治体を管轄区域とする児童相談所に通告し、ケースを移管するととも

に、当該家庭の転出先やこれまでの対応状況など必要な情報を提供し、また、

転出先の自治体から照会があった場合には適切に情報提供を行うなど、転出

先の児童相談所と十分に連携を図ることが必要である。 

  具体的には、全国児童相談所長会において、被虐待等のケースを対象とし

た「被虐待児童の転居及び一時帰宅等に伴う相談ケースの移管及び情報提供

や市町村保健センターとの十分な連携の下、必要に応じ、医療機関、福祉

事務所等適切な機関にあっせんするとともに、出生後に想定される子ども

の養育上の問題について、早期発見・早期対応及び一貫した指導・援助の

実施に努めること。 

   さらに、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必

要と認められる妊婦（以下「特定妊婦」という。）の場合には、市町村と

連携して、要保護児童対策地域協議会等を活用し、出産後の養育状況につ

いてアセスメントを行い、対応について検討することが必要である。検討

の結果に応じて児童相談所が相談を受け付け、乳児院への入所、里親委託、

養子縁組等の社会的養護関連の制度について妊婦等に情報提供する等、必

要な対応を行う。 

４．管轄 

  児童相談所は則第５条の２に基づき、管轄区域を有しているが、個々の事

例の具体的管轄の決定については、以下のことに留意するとともに、子ども

の福祉を図るという観点から個々の事例に即した適切な判断を行う。 

 (1)～(8) （略）  

５．他の児童相談所へのケース移管及び情報提供 

  支援を行っている家庭が他の自治体に転出する際には、連携を図りつつ対

応してきた関係機関等に連絡するとともに、法第 25条等に基づき、転出先

の自治体を管轄区域とする児童相談所に通告し、ケースを移管するととも

に、当該家庭の転出先やこれまでの対応状況など必要な情報を提供し、また、

転出先の自治体から照会があった場合には適切に情報提供を行うなど、転出

先の児童相談所と十分に連携を図ることが必要である。 

  具体的には、全国児童相談所長会において、被虐待等のケースを対象とし

た「被虐待児童の転居及び一時帰宅等に伴う相談ケースの移管及び情報提供
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に関する申し合わせ（平成 19年７月 12日付け 19全児相第７号）」を策定

し、運用しているところであり、この申し合わせも踏まえ、以下のとおり対

応する。 

  (1) 転居に伴うケース移管及び情報提供 

   ア ケース移管 

   ケース移管とは、居住地を管轄する児童相談所が援助を実施している間

に、ケースが当該児童相談所の管轄区域外に転居した場合、援助方針が決

定していない「継続調査」中のケースや「児童福祉司指導」及び「継続指

導」中のケースに関する児童相談所間の公式な引継事務のことである。 

    (ｱ) 移管の事前協議 

移管を行う場合、移管元の児童相談所は援助方針会議等で、組織とし

て方針を確認し､速やかに移管先の児童相談所と事前協議を行うこと｡ 

    (ｲ) 移管の期限 

速やかに地域関係機関のネットワークによる援助体制を確保し、援助

の隙間が生じないようにするため、転居が確認された時から遅くとも１

ヶ月以内にケース移管を完了すること。 

    (ｳ) 移管後の援助方針 

ケース移管後の当面の援助方針は、児童相談所間の認識の差をなくす

観点から、移管先の児童相談所は、移管手続き完了後、少なくとも１ヶ

月間は移管元の児童相談所の援助方針を継続すること。１ヶ月を経た時

点で、移管先の児童相談所は新たな環境下の家族状況等をアセスメント

し、援助方針を継続するか否かを判断すること。 

    (ｴ) 移管の取扱い 

移管を受けた児童相談所は、児童福祉法第 25条第１項の「通告」に代

わるものとして取り扱うこと。 

に関する申し合わせ（平成 19年７月 12日付け 19全児相第７号）」を策定

し、運用しているところであり、この申し合わせも踏まえ、以下のとおり対

応する。 

  (1) 転居に伴うケース移管及び情報提供 

   ア ケース移管 

   ケース移管とは、居住地を管轄する児童相談所が援助を実施している間

に、ケースが当該児童相談所の管轄区域外に転居した場合、援助方針が決

定していない「継続調査」中のケースや「児童福祉司指導」及び「継続指

導」中のケースに関する児童相談所間の公式な引継事務のことである。 

    (ｱ) 移管の事前協議 

移管を行う場合、移管元の児童相談所は援助方針会議等で、組織とし

て方針を確認し､速やかに移管先の児童相談所と事前協議を行うこと｡ 

    (ｲ) 移管の期限 

速やかに地域関係機関のネットワークによる援助体制を確保し、援助

の隙間が生じないようにするため、転居が確認された時から遅くとも１

ヶ月以内にケース移管を完了すること。 

    (ｳ) 移管後の援助方針 

ケース移管後の当面の援助方針は、児童相談所間の認識の差をなくす

観点から、移管先の児童相談所は、移管手続き完了後、少なくとも１ヶ

月間は移管元の児童相談所の援助方針を継続すること。１ヶ月を経た時

点で、移管先の児童相談所は新たな環境下の家族状況等をアセスメント

し、援助方針を継続するか否かを判断すること。 

    (ｴ) 移管の取扱い 

移管を受けた児童相談所は、児童福祉法第 25条の「通告」に代わるも

のとして取り扱うこと。 
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   イ 情報提供 

   情報提供とは、当該児童相談所の援助により状況の改善が図られ終結し

たが、ケースが管轄区域外に転居したことに伴い、今後虐待が再発する可

能性等から転居先の児童相談所への情報の引き継ぎを行うことである。 

    (ｱ) 情報提供の事前協議 

    情報提供を行う場合は、援助方針会議等で方針を確認した後､速やか

に移管先の児童相談所と事前協議を行うこと｡ 

   （ｲ）情報提供を行う児童相談所の留意点 

    情報提供する場合には、なぜ移管ではなく、情報提供として申し送る

のかについて、過去の情報だけでなく、直近の家族状況等の情報も含

めた資料を作成する。 

    (ｩ) 情報提供を受ける児童相談所の留意点 

    情報提供を受け付けた場合、当該家庭についての相談・通告等があっ

た場合に、直ちに情報提供書類等を活用できるように情報管理を行う

こと。 

 また、受付ける際には必ず「緊急受理会議」を開催し、情報提供の

内容から「通告」として取り扱う必要があるかどうかを組織的に協議

し、判断すること。 

 (2)～(4) （略） 

７．転出先が不明な場合の対応 

支援を行っている家庭が、転出先等を告げずに転出した場合には、迅速

な情報交換が必要になることから、次により対応する。 

①～⑦（略） 

８．子どもの所在が把握できない場合の対応 

市町村の情報収集により子どもの居住実態が把握できない場合には、市

   イ 情報提供 

   情報提供とは、当該児童相談所の援助により状況の改善が図られ終結し

たが、ケースが管轄区域外に転居したことに伴い、今後虐待が再発する可

能性等から転居先の児童相談所への情報の引き継ぎを行うことである。 

    (ｱ) 情報提供の事前協議 

    情報提供を行う場合は、援助方針会議等で方針を確認した後､速やか

に移管先の児童相談所と事前協議を行うこと｡ 

   （ｲ）情報提供を行う児童相談所の留意点 

    情報提供する場合には、なぜ移管ではなく、情報提供として申し送る

のかについて、過去の情報だけでなく、直近の家族状況等の情報も含

めた資料を作成する。 

    (ｩ) 情報提供を受ける児童相談所の留意点 

    情報提供を受け付けた場合、当該家庭についての相談・通告等があっ

た場合に、直ちに情報提供書類等を活用できるように情報管理を行う

こと。 

 また、受付ける際には必ず「緊急受理会議」を開催し、情報提供の内

容から「通告」として取り扱う必要があるかどうかを組織的に協議し、

判断すること。 

 (2)～(4) （略）  

６．転出先が不明な場合の対応 

支援を行っている家庭が、転出先等を告げずに転出した場合には、迅速な

情報交換が必要になることから、次により対応する。 

①～⑦（略） 

７．子どもの所在が把握できない場合の対応 

市町村の情報収集により子どもの居住実態が把握できない場合には、市町
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町村の求めに応じて児童相談所が対応する。この場合、児童相談所は出頭

要求や臨検・捜索等の活用を含め、子どもの安全確認・安全確保のための

対応を行う。また、必要に応じて他の児童相談所と連携を図り所在の確認

に努める。 

情報収集や児童相談所の対応の状況から必要があると認められる場合に

は、児童相談所から所在不明の子どもの行方不明者届を提出することにつ

いて警察に相談する。 

９．相談受付の形態 

  相談の受付には以下の形態がある。 

 (1)～(4) （略） 

10．相談受付の方法 

  相談の受付時は子どもや保護者等にとって危機的な状況である場合もあ

り、この間の相談受付の方法がその後の経過に大きな影響を与えることにな

る。したがって、子どもや保護者の気持ちを和らげ、秘密は守る旨話す等受

容的かつ慎重に対応する。妊娠等について悩みを抱える相談者からの相談等

で、相談者が匿名を希望した場合であっても、相談に十分応じ、初回相談で

は詳細な情報が得られなかったとしても、次回の相談に繋がるよう上記のよ

うな丁寧な対応を心掛ける。 

  なお、児童虐待防止法第６条で、児童虐待を受けたと思われる子どもを発

見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は

児童相談所に通告しなければならないこととされている。 

  虐待に関する通告は、必ずしも通告という形でもたらされるとは限らず相

談・情報提供等の形態でもたらされることも多いことから、外部からの個人

を特定できる虐待に関する情報（要保護児童対策地域協議会等の事例検討の

場において協議された事例であって、市町村が送致を要しないものとして対

村の求めに応じて児童相談所が対応する。この場合、児童相談所は出頭要求

や臨検・捜索等の活用を含め、子どもの安全確認・安全確保のための対応を

行う。また、必要に応じて他の児童相談所と連携を図り所在の確認に努める。 

情報収集や児童相談所の対応の状況から必要があると認められる場合に

は、児童相談所から所在不明の子どもの行方不明者届を提出することについ

て警察に相談する。 

 

８．相談受付の形態 

  相談の受付には以下の形態がある。 

 (1) ～(4) （略）  

９．相談受付の方法 

  相談の受付時は子どもや保護者等にとって危機的な状況である場合もあ

り、この間の相談受付の方法がその後の経過に大きな影響を与えることにな

る。したがって、子どもや保護者の気持ちを和らげ、秘密は守る旨話す等受

容的かつ慎重に対応する。妊娠等について悩みを抱える相談者からの相談等

で、相談者が匿名を希望した場合であっても、相談に十分応じ、初回相談で

は詳細な情報が得られなかったとしても、次回の相談に繋がるよう上記のよ

うな丁寧な対応を心掛ける。 

  なお、児童虐待防止法第６条で、児童虐待を受けたと思われる子どもを発

見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は

児童相談所に通告しなければならないこととされている。 

  虐待に関する通告は、必ずしも通告という形でもたらされるとは限らず相

談・情報提供等の形態でもたらされることも多いことから、外部からの個人

を特定できる虐待に関する情報（要保護児童対策地域協議会等の事例検討の

場において協議された事例であって、市町村が送致を要しないものとして対



 - 49 - 

新 旧 

応しているケースに係るものを除く。）については、すべて虐待通告として、

虐待相談・通告受付票（虐待対応の手引き：第３章、表３－１を参照）を起

こし、緊急受理会議を開き、対応を組織的に協議すること。 

  市町村、福祉事務所及び児童相談所は、相互に緊密に連携し、夜間、休日

等であっても通告を受けて適切な対応が採れるよう所要の体制を整備する

ことが必要である。 

  このため、児童相談所においては、当直体制の整備など自らが通告を受け

て適切な対応が取れるような体制の確保に努めるほか、児童相談所が市町村

や福祉事務所とは異なり、立入調査や一時保護等の権限の行使を認められた

児童福祉の専門機関であることも踏まえ、夜間、休日等の執務時間外の市町

村等からの送致や相談に適切に対応することが必要である。 

  また、守秘義務にかかわること（児童虐待防止法第６条第３項、第７条）

や調査項目、速やかな安全確認（児童虐待防止法第８条）等について所内で

意思統一を図っておく必要がある。 

なお、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律

第 65号）第５条において行政機関は「社会的障壁の除去の実施についての

必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及

び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなけ

ればならない」とされているところ、相談の受付に関しては、障害者（児）

の方が通告・相談を行うことができるよう必要な措置を講ずること。 

 (1) 直接来所の場合 

  ア 対応する職員 

   (ｱ) 原則として受付相談員が対応すること 

   (ｲ) 受付相談員は相談受付の重要性に鑑み、経験豊かな者を充てること 

   (ｳ) 受付相談員不在時等の場合においては、他の相談員、児童福祉司、

応しているケースに係るものを除く。）については、すべて虐待通告として、

虐待相談・通告受付票（虐待対応の手引き：第３章、表３－１を参照）を起

こし、緊急受理会議を開き、対応を組織的に協議すること。 

  市町村、福祉事務所及び児童相談所は、相互に緊密に連携し、夜間、休日

等であっても通告を受けて適切な対応が採れるよう所要の体制を整備する

ことが必要である。 

  このため、児童相談所においては、当直体制の整備など自らが通告を受け

て適切な対応が取れるような体制の確保に努めるほか、児童相談所が市町村

や福祉事務所とは異なり、立入調査や一時保護等の権限の行使を認められた

児童福祉の専門機関であることも踏まえ、夜間、休日等の執務時間外の市町

村等からの送致や相談に適切に対応することが必要である。 

  また、守秘義務にかかわること（児童虐待防止法第６条第３項、第７条）

や調査項目、速やかな安全確認（児童虐待防止法第８条）等について所内で

意思統一を図っておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 (1) 直接来所の場合 

  ア 対応する職員 

   (ｱ) 原則として受付相談員が対応すること 

   (ｲ) 受付相談員は相談受付の重要性に鑑み、経験豊かな者を充てること 

   (ｳ) 受付相談員不在時等の場合においては、他の相談員、児童福祉司、
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児童心理司等が対応すること 

  イ 受付面接の目的 

    受付面接は、子どもの健全な成長発達にとっての最善の利益を確保す

る観点から、子どもや保護者等の相談の内容を理解し、児童相談所に

何を期待し、また、児童相談所は何ができるかを判断するために行わ

れるものである。 

  ウ 受付面接の内容 

    受付面接は以下の事項について行う。 

   (ｱ) 児童記録票に記載する基本的事項の把握 

   (ｲ) 主訴、問題の内容、生育歴、生活歴、現在の状況等の把握 

   (ｳ) 受付面接時の子どもや保護者等の様子の把握 

   (ｴ) 緊急対応の必要性の判断と対応 

   (ｵ) 児童相談所についての説明、今後の相談援助方法についての説明 

   (ｶ) 他機関あっせんの必要性の判断及び対応 

  エ 受付面接時の留意事項 

   (ｱ) 子どもや保護者等と児童相談所との相互信頼関係の樹立をめざす

こと 

   (ｲ) 事情聴取的な調査は避け、子どもや保護者等の自然な話の流れの中

から必要な情報を把握すること 

   (ｳ) 虐待相談等緊急対応が必要な場合には、臨時に受理会議を開いて当

面の援助を検討すること 

   (ｴ) 他機関へのあっせんが必要と認められる場合には、子どもや保護者

等の意向を確認の上、電話であっせん先に連絡をとる等利用者の利

便を十分図ること 

   (ｵ) 相談の内容によっては児童福祉司、児童心理司が面接を引き継ぐ等

児童心理司等が対応すること 

  イ 受付面接の目的 

    受付面接は、子どもや保護者等の相談の内容を理解し、児童相談所に

何を期待し、また、児童相談所は何ができるかを判断するために行わ

れるものである。 

 

  ウ 受付面接の内容 

    受付面接は以下の事項について行う。 

   (ｱ) 児童記録票に記載する基本的事項の把握 

   (ｲ) 主訴、問題の内容、生育歴、生活歴、現在の状況等の把握 

   (ｳ) 受付面接時の子どもや保護者等の様子の把握 

   (ｴ) 緊急対応の必要性の判断と対応 

   (ｵ) 児童相談所についての説明、今後の相談援助方法についての説明 

   (ｶ) 他機関あっせんの必要性の判断及び対応 

  エ 受付面接時の留意事項 

   (ｱ) 子どもや保護者等と児童相談所との相互信頼関係の樹立をめざす

こと 

   (ｲ) 事情聴取的な調査は避け、子どもや保護者等の自然な話の流れの中

から必要な情報を把握すること 

   (ｳ) 虐待相談等緊急対応が必要な場合には、臨時に受理会議を開いて当

面の援助を検討すること 

   (ｴ) 他機関へのあっせんが必要と認められる場合には、子どもや保護者

等の意向を確認の上、電話であっせん先に連絡をとる等利用者の利

便を十分図ること 

   (ｵ) 相談の内容によっては児童福祉司、児童心理司が面接を引き継ぐ等
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柔軟な対応を行うこと 

  オ 受付面接後の対応 

   (ｱ) 受付相談員は受付面接後、児童記録票に聴取した事項のほか、面接

所見やその際行った助言等の内容を記入し受理会議に提出すること 

   (ｲ) 受付面接のみで終了した事例についても受理会議に提出し、終了の

是非及び援助の適否を確認すること 

 (2)～(8) （略） 

 (9) 意見書、届出書等による場合 

   通告書、送致書のほか児童相談所が文書により受け付けるものには以下

のようなものがあるが、いずれの場合も受付後、原則として受理会議にお

いて検討を行い、一般の事例に準じて行い、又は各事業の実施方法に従う。 

  ① 児童福祉施設の長、指定発達支援医療機関の長又は里親等からの措置

の解除、停止、変更、在所期間の延長に関する意見書 

  ② 児童福祉施設の長、指定発達支援医療機関の長又は里親等からの養育

状況報告 

  ③ 療育手帳交付申請書 

  ④ 特別児童扶養手当認定診断書 

  ⑤ 同居児童届出書 

   （なお養子縁組を申し立てている場合や同居関係に疑いのある事例につ

いては、児童相談所への通告が適切に行われるよう都道府県等及び市

町村児童福祉主管課と連携を保っておく。） 

  ⑥ 家庭裁判所からの援助・協力依頼、特別養子縁組事案等に対する調査

嘱託（少年法第 16条、家事事件手続法第 62条） 

  ⑦ 他の児童相談所からの調査依頼、照会 

  ⑧ １歳６か月児及び３歳児精神発達精密健康診査受診票 

柔軟な対応を行うこと 

  オ 受付面接後の対応 

   (ｱ) 受付相談員は受付面接後、児童記録票に聴取した事項のほか、面接

所見やその際行った助言等の内容を記入し受理会議に提出すること 

   (ｲ) 受付面接のみで終了した事例についても受理会議に提出し、終了の

是非及び援助の適否を確認すること 

 (2)～(8) （略）  

 (9) 意見書、届出書等による場合 

   通告書、送致書のほか児童相談所が文書により受け付けるものには以下

のようなものがあるが、いずれの場合も受付後、原則として受理会議にお

いて検討を行い、一般の事例に準じて行い、又は各事業の実施方法に従う。 

  ① 児童福祉施設の長、指定発達支援医療機関の長又は里親等からの措置

の解除、停止、変更、在所期間の延長に関する意見書 

  ② 児童福祉施設の長、指定発達支援医療機関の長又は里親等からの養育

状況報告 

  ③ 療育手帳交付申請書 

  ④ 特別児童扶養手当認定診断書 

  ⑤ 同居児童届出書 

   （なお養子縁組を申し立てている場合や同居関係に疑いのある事例につ

いては、児童相談所への通報が適切に行われるよう都道府県等及び市

町村児童福祉主管課と連携を保っておく。） 

  ⑥ 家庭裁判所からの援助・協力依頼、特別養子縁組事案等に対する調査

嘱託（少年法第 16条、家事事件手続法第 62条） 

  ⑦ 他の児童相談所からの調査依頼、照会 

  ⑧ １歳６か月児及び３歳児精神発達精密健康診査受診票 
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  ⑨ その他各種証明書送付依頼等 

11．受理会議 

 (1) 受理会議の目的 

   受理会議の目的は以下のとおりである。 

   児童相談所で受け付けた事例について協議し、主たる担当者、調査及び

診断の方針、安全確認（児童虐待防止法第８条）の時期や方法、一時保護

の要否等を検討するとともに、既にとられた対応の適否や調査・診断中の

事例の結果を報告、再検討し、子どもの健全な成長発達にとっての最善の

利益を確保する観点から最も適切で効果的な相談援助方法を検討するこ

とである。 

   なお、来談者の相談内容（主訴）と児童相談所が援助の対象とすべきと

考える問題が異なる場合もあるので、受理会議ではこれらについても十分

検討を行う。 

 (2) （略） 

11．児童記録票の作成 

 (1) 児童記録票は、世帯ごとではなく相談を受理した子どもごとに作成す

る。妊婦からの相談についても、特定妊婦の場合には、受理した段階で妊

婦名等により児童記録票を作成し、妊婦自身等に関する記録を残した上、

子どもが出生した段階で児童記録票を子ども名に変更して、子どもについ

ての記録を加えることとし、一貫した指導・援助の経過を残す。また、子

どもの知る権利の保障の観点から、社会的養護事例など、将来子どもが生

い立ちの整理などをするために必要な情報についても記録する。 

 (2)～(4) （略） 

 

 

  ⑨ その他各種証明書送付依頼等 

10．受理会議 

 (1) 受理会議の目的 

   受理会議の目的は以下のとおりである。 

   児童相談所で受け付けた事例について協議し、主たる担当者、調査及び

診断の方針、安全確認（児童虐待防止法第８条）の時期や方法、一時保護

の要否等を検討するとともに、既にとられた対応の適否や調査・診断中の

事例の結果を報告、再検討し、最も効果的な相談援助方法を検討すること

である。 

   なお、来談者の相談内容（主訴）と児童相談所が援助の対象とすべきと

考える問題が異なる場合もあるので、受理会議ではこれらについても十分

検討を行う。 

 

 (2) （略） 

11．児童記録票の作成 

 (1) 児童記録票は、世帯ごとではなく相談を受理した子どもごとに作成す

る。妊婦からの相談についても、特定妊婦の場合には、受理した段階で妊

婦名等により児童記録票を作成し、妊婦自身等に関する記録を残した上、

子どもが出生した段階で児童記録票を子ども名に変更して、子どもについ

ての記録を加えることとし、一貫した指導・援助の経過を残す。 

 

 

 (2) ～(4) （略）  
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第３節 調 査 

１．調査の意義 

 (1) 調査は、子どもの健全な成長発達にとっての最善の利益を確保する観点

から、子どもや保護者等の状況等を知り、それによって子どもや保護者等

にどのような援助が必要であるかを判断するために行われるものであり、

相互信頼関係の中で成立するものである。 

 (2)～(3) （略） 

２～４（略） 

５．調査の方法 

  調査の方法には面接（所内面接、訪問面接）、電話、照会、委嘱、立入調

査等による方法があるが、虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で

子どもの心身の状況を直接観察することが極めて有効であるため、子どもの

安全確認を行う際には、子どもを直接目視することを基本とする。 

  いずれの場合においても子どもや保護者等の意向を尊重するよう努め、子

どもや保護者以外の者から情報を得るときは、原則として子どもや保護者の

同意を得てから行うよう配慮する等、プライバシ－の保護に留意する。 

  ただし、虐待通告等で、対応に緊急を要し、かつ調査等に関し保護者等の

協力が得難い場合は、この限りでない。また、性的虐待が疑われる場合には、

子どもに与える心理的な負担や子どもの意向に十分配慮して調査を行うこ

とが必要である。具体的な方法については、平成 27年 10月 28日付け雇児

総発 1028第 1号「子どもの心理的負担等に配慮した面接の取組に向けた警

察・検察との更なる連携強化について」及び「子ども虐待対応の手引き」に

よる。 

  なお、調査に際しては、児童相談所の職員は、その職務上知り得た事項で

あって、児童虐待に係る通告をした者を特定させるものを漏らしてはならな

第３節 調 査 

１．調査の意義 

 (1) 調査は子どもや保護者等の状況等を知り、それによって子どもや保護者

等にどのような援助が必要であるかを判断するために行われるものであ

り、相互信頼関係の中で成立するものである。 

 

 (2) ～(3) （略） 

２～４（略） 

５．調査の方法 

  調査の方法には面接（所内面接、訪問面接）、電話、照会、委嘱、立入調

査等による方法があるが、虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で

子どもの心身の状況を直接観察することが極めて有効であるため、子どもの

安全確認を行う際には、子どもを直接目視することを基本とする。 

  いずれの場合においても子どもや保護者等の意向を尊重するよう努め、子

どもや保護者以外の者から情報を得るときは、原則として子どもや保護者の

了解を得てから行うよう配慮する等、プライバシ－の保護に留意する。 

  ただし、虐待通告等で、対応に緊急を要し、かつ調査等に関し保護者等の

協力が得難い場合は、この限りでない。また、性的虐待が疑われる場合には、

子どもに与える心理的な負担や子どもの意向に十分配慮して調査を行うこ

とが必要である。具体的な方法については、「子ども虐待対応の手引き」に

よる。 

  なお、調査に際しては、児童相談所の職員は、その職務上知り得た事項で

あって、児童虐待に係る通告をした者を特定させるものを漏らしてはならな

いことに留意する必要がある。（児童虐待防止法第７条） 
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いことに留意する必要がある。（児童虐待防止法第７条） 

 (1) 面接 

  ア 子どもや保護者等との面接による情報の収集については、できる限り

子どもや保護者等の気持ちに配慮しながら行う。特に、児童の心理的

苦痛や恐怖、不安を理解し配慮するほか、話を聞くことが児童にとっ

て出来事の再体験となる「二次的被害」を回避又は緩和するなど、児

童に与える負担をできる限り少なくすることが必要であることから、

児童の心理的負担の一層の軽減及び児童から聞き取る話の内容の信用

性確保のため、児童相談所、警察及び検察（以下「3機関」という。）

が連携を強化し、個別事例に応じて、3機関を代表した者 1名による面

接（協同面接）の実施を含め、調査や捜査の段階で、可能な限り、児

童から同じ内容の話を繰り返し聴取しないなど、児童の特性を踏まえ

た面接・聴取方法等を 3機関で協議・実施すること。 

  イ 子どもや保護者等との面接が中心となるが、関係機関の職員等との面

接も重要である。特に、虐待相談等の場合、子どもや保護者等との面

接だけでは正確な事実関係の把握が困難な場合も多いので、幅広い情

報収集に努める。 

  ウ 子どもの家庭、居住環境、地域社会の状況、所属集団におけるこども

の状況等の理解については、訪問による現地調査により事実を確認す

る。 

  エ 虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で子どもの心身の状況

を直接観察することが極めて有効である。このため、子どもの来所が

望めない場合、可能な限り早期の段階で子どもの家庭や所属集団等に

おいて子どもの観察を行う。なお、観察に当たっては、観察の客観性、

精度の向上を図るため、調査担当者以外に医師や児童心理司等が同行

 

 (1) 面接 

  ア 子どもや保護者等との面接による情報の収集については、できる限り

子どもや保護者等の気持ちに配慮しながら行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 子どもや保護者等との面接が中心となるが、関係機関の職員等との面

接も重要である。特に、虐待相談等の場合、子どもや保護者等との面

接だけでは正確な事実関係の把握が困難な場合も多いので、幅広い情

報収集に努める。 

  ウ 子どもの家庭、居住環境、地域社会の状況、所属集団におけるこども

の状況等の理解については、訪問による現地調査により事実を確認す

る。 

  エ 虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で子どもの心身の状況

を直接観察することが極めて有効である。このため、子どもの来所が

望めない場合、可能な限り早期の段階で子どもの家庭や所属集団等に

おいて子どもの観察を行う。なお、観察に当たっては、観察の客観性、

精度の向上を図るため、調査担当者以外に医師や児童心理司等が同行
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する等、複数の職員が立ち会うことが望ましい。 

 (2) 調査の協力、委嘱 

   調査を行うに当たっては市町村長や児童委員に協力を求め、又は児童委

員や福祉事務所長に調査の委嘱ができることとされており、十分な連携を

行う。（法第 12条第５項、第 13条第７項、第 17条第１項第４号、第 18

条第４項） 

   また、法第 25条の２第１項の規定により地方公共団体に設置の努力義

務が課されている要保護児童対策地域協議会は、要保護児童（法第 31条

第４項に規定する延長者及び法第 33条第８項に規定する保護延長者を含

む。）及びその保護者、要支援児童（保護者の養育を支援することが特に

必要と認められる児童（要保護児童に該当するものを除く。））」及びそ

の保護者並びに特定妊婦（出産後の養育について出産前において支援を行

うことが特に必要と認められる妊婦）（以下「支援対象児童等」という。）

に関する情報その他支援対象児童等の適切な保護又は支援を図るために

必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に

関する協議を行うことを目的としており、こうした情報の交換や協議を行

うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。（法第 25条の

３） 

 (3)・(4) （略）  

 (5) 立入調査 

  ① 法第 29条に規定する立入調査は、法第 28条に定める承認の申立を行

った場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの保護

の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第 28条に

定める承認の申立の必要性を判断するために調査が必要な場合にも行

する等、複数の職員が立ち会うことが望ましい。 

 (2) 調査の協力、委嘱 

   調査を行うに当たっては市町村長や児童委員に協力を求め、又は児童委

員や福祉事務所長に調査の委嘱ができることとされており、十分な連携を

行う。（法第 12条第５項、第 13条第７項、第 17条第１項第４号、第 18

条第４項） 

   また、法第 25条の２第１項の規定により地方公共団体に設置の努力義

務が課されている要保護児童対策地域協議会は、要保護児童及びその保護

者、要支援児童（保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児

童（要保護児童に該当するものを除く。））」及びその保護者並びに特定

妊婦（出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と

認められる妊婦）（以下「要保護児童等」という。）に関する情報その他

要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行

うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うことを

目的としており、こうした情報の交換や協議を行うため必要があると認め

るときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力を求めることができる。（法第 25条の３） 

 

 

 (3) ・(4) （略）  

 (5) 立入調査 

  ① 法第 29条に規定する立入調査は、法第 28条に定める承認の申立を行

った場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの保護

の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第 28条に

定める承認の申立の必要性を判断するために調査が必要な場合にも行
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えることに留意する。 

    また、児童虐待防止法第９条第１項の規定では、児童虐待が行われて

いるおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、

必要な調査又は質問させることができること、正当な理由がないのに

その執行を拒否した場合、同条第２項により適用される法第 61条の５

の 50万円以下の罰金に処することとされているが、立入調査の実効性

を高める観点から、立入調査を実施するに当たっては、正当な理由が

ないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金に処せられるこ

とがある旨を、可能な限り保護者に対して告知する。その際には、当

該立入調査を拒否した場合、同法第９条の３第１項の臨検又は捜索が

行われる可能性がある旨も併せて告知する。 

    さらに、上記の告知をしたにもかかわらず、立入調査に応じない状況

があれば、その場において、立入調査を拒否したものと認める旨を言

い渡すこととする。 

    なお、拒否したかどうかが不明確なままでは、同法第９条の２の再出

頭要求、同法第９条の３の臨検・捜索や④で述べる告発のいずれにも

移行することが困難となることから、拒否した状況を明確にし、記録

しておくことが必要であることに十分留意されたい。 

  ② 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長に権

限が委任されている場合は児童相談所長）の指示のもとに実施する。 

  ③ 立入調査が拒否された場合において、当該拒否について正当な理由が

ないと認められるときは、告発の可否を検討するとともに、速やかに、

児童虐待防止法第９条の３の臨検・捜索の手続に移行することを検討

すること。なお、正当な理由なく立入調査を拒否した場合においては、

児童虐待防止法第９条の２の再出頭要求を行うことも可能である。 

えることに留意する。 

    また、児童虐待防止法第９条第１項の規定では、児童虐待が行われて

いるおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、

必要な調査又は質問させることができること、正当な理由がないのに

その執行を拒否した場合、同条第２項により適用される法第 61条の５

の 50万円以下の罰金に処することとされているが、立入調査の実効性

を高める観点から、立入調査を実施するに当たっては、正当な理由が

ないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金に処せられるこ

とがある旨を、可能な限り保護者に対して告知する。その際には、当

該立入調査を拒否した場合、同法第９条の３第１項の臨検又は捜索が

行われる可能性がある旨も併せて告知する。 

    さらに、上記の告知をしたにもかかわらず、立入調査に応じない状況

があれば、その場において、立入調査を拒否したものと認める旨を言

い渡すこととする。 

    なお、拒否したかどうかが不明確なままでは、同法第９条の２の再出

頭要求、同法第９条の３の臨検・捜索や④で述べる告発のいずれにも

移行することが困難となることから、拒否した状況を明確にし、記録

しておくことが必要であることに十分留意されたい。 

  ② 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長に権

限が委任されている場合は児童相談所長）の指示のもとに実施する。 

  ③ 立入調査が拒否された場合において、当該拒否について正当な理由が

ないと認められるときは、告発の可否を検討するとともに、速やかに、

児童虐待防止法第９条の３の臨検・捜索の手続に移行することを検討

すること。なお、正当な理由なく立入調査を拒否した場合においては、

児童虐待防止法第９条の２の再出頭要求を行うことも可能である。 
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       特に、立入調査の拒否の態様やそれまでの経過等も勘案し、当該保護

者の行為が悪質であると認められる場合には、当該保護者について管

轄警察署に告発することを検討する。告発については、事前に管轄警

察署等とよく協議した上で行うこととし、このためにも日常的に警察

との連携に努めるべきである。 

  ④ 告発とは、告訴権者以外の第三者から捜査機関に対してなされる犯罪

事実の申告及びこれに基づく犯人の処罰を求める意思表示をいうが、

適切にこれを行うとともにその経過を記録する等の観点から、正当な

理由なく立入調査を拒否した具体的事実や被告発人の処罰を求める旨

を記載した告発状を提出することにより、これを行う（別添２参照）。 

    その際には、併せて、告発に至る経緯や具体的事実を証する疎明資料

として、児童記録票その他の調査記録、住居の写真、子どもの居住を

証するための子どもの住民票の写し、立入調査の実施状況に係るビデ

オ等による音声や画像の記録、出頭要求や立入調査の実施状況に関す

る報告書の写し等を添付して提出する。 

    なお、告発がなされた場合には警察において捜査が開始されることに

かんがみ、告発の取消を要する事態とならないよう、告発する前の段

階において、具体的事案に応じて、提出する予定の告発状や疎明資料

を提示するなどして、立入調査を行う場所を管轄する警察署と協議を

されたい。 

  ⑤  告発状が受理された後においては、通常、当該事件の捜査のため職員

の事情聴取や資料の提出が求められることとなるので、積極的に協力

する。 

    なお、捜査の結果に基づき、起訴又は不起訴の処分が行われたときは、

検察官から告発をした者に処分結果が通知され、不起訴とした場合に

       特に、立入調査の拒否の態様やそれまでの経過等も勘案し、当該保護

者の行為が悪質であると認められる場合には、当該保護者について管

轄警察署に告発することを検討する。告発については、事前に管轄警

察署等とよく協議した上で行うこととし、このためにも日常的に警察

との連携に努めるべきである。 

  ④ 告発とは、告訴権者以外の第三者から捜査機関に対してなされる犯罪

事実の申告及びこれに基づく犯人の処罰を求める意思表示をいうが、

適切にこれを行うとともにその経過を記録する等の観点から、正当な

理由なく立入調査を拒否した具体的事実や被告発人の処罰を求める旨

を記載した告発状を提出することにより、これを行う（別添２参照）。 

    その際には、併せて、告発に至る経緯や具体的事実を証する疎明資料

として、児童記録票その他の調査記録、住居の写真、子どもの居住を

証するための子どもの住民票の写し、立入調査の実施状況に係るビデ

オ等による音声や画像の記録、出頭要求や立入調査の実施状況に関す

る報告書の写し等を添付して提出する。 

    なお、告発がなされた場合には警察において捜査が開始されることに

かんがみ、告発の取消を要する事態とならないよう、告発する前の段

階において、具体的事案に応じて、提出する予定の告発状や疎明資料

を提示するなどして、立入調査を行う場所を管轄する警察署と協議を

されたい。 

  ⑤  告発状が受理された後においては、通常、当該事件の捜査のため職員

の事情聴取や資料の提出が求められることとなるので、積極的に協力

する。 

    なお、捜査の結果に基づき、起訴又は不起訴の処分が行われたときは、

検察官から告発をした者に処分結果が通知され、不起訴とした場合に
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は、告発人の請求に基づき、その理由が開示されるので、留意された

い。 

  ⑥ 立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、市町村に対し

関係する職員の同行・協力を求める。また、子ども又は調査担当者に

対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、必

要に応じ、児童虐待防止法第 10条により警察に対する援助の依頼を行

い、これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ

遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を最優先した臨

機応変の対応に努める。 

    なお、警察への援助の依頼については、第７章第 14節「６．虐待事

例等における連携(3)立入調査、臨検又は捜索等における連携」を参照

すること。 

  ⑦ 立入調査が拒否された場合においては、管轄警察署への告発だけでな

く、児童虐待防止法第９条の２の保護者への再出頭要求や同法第９条

の３第１項の臨検又は捜索の実施対象となることもあり得ることか

ら、児童記録票その他の調査記録を適切に作成、保管しておくととも

に、(4)の⑤と同じく、立入調査の状況やこれに至る経緯について、報

告書を作成する。 

  ⑧ 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判や④の告発

の際の事実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真やビデ

オあるいはスケッチ等を含め具体的、詳細な調査記録の作成を行うと

ともに、関係書類等の入手・保存に努める。 

  ⑨ 立入調査については、平成 12年 11月 20日児発第 875号「「児童虐

待の防止等に関する法律」の施行について」及び平成 16年８月 13日

付け雇児発第 0813002号「「児童虐待の防止等に関する法律の一部を

は、告発人の請求に基づき、その理由が開示されるので、留意された

い。 

  ⑥ 立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、市町村に対し

関係する職員の同行・協力を求める。また、子ども又は調査担当者に

対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、必

要に応じ、児童虐待防止法第 10条により警察に対する援助の依頼を行

い、これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ

遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を最優先した臨

機応変の対応に努める。 

    なお、警察への援助の依頼については、第７章第 14節「６．虐待事

例等における連携(3)立入調査、臨検又は捜索等における連携」を参照

すること。 

  ⑦ 立入調査が拒否された場合においては、管轄警察署への告発だけでな

く、児童虐待防止法第９条の２の保護者への再出頭要求や同法第９条

の３第１項の臨検又は捜索の実施対象となることもあり得ることか

ら、児童記録票その他の調査記録を適切に作成、保管しておくととも

に、(4)の⑤と同じく、立入調査の状況やこれに至る経緯について、報

告書を作成する。 

  ⑧ 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判や④の告発

の際の事実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真やビデ

オあるいはスケッチ等を含め具体的、詳細な調査記録の作成を行うと

ともに、関係書類等の入手・保存に努める。 

  ⑨ 立入調査については、平成 12年 11月 20日児発第 875号「「児童虐

待の防止等に関する法律」の施行について」及び平成 16年８月 13日

雇児発第 0813002号「「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正
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改正する法律」の施行について」、本指針並びに平成９年６月 20日児

発第 434号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」

及び「子ども虐待対応の手引き」に基づき行う。 

 (6)・(7) （略） 

 (8) その他 

   里親委託、養子縁組に関する調査については、本指針に定めるほか、次

の通知による。 

   ① 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  ② 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」 

  ③  平成 14年 9月 5日付け雇児発 0905002号「里親制度の運営について」 

  ④ 平成 14年 9月 5日付け雇児発 0905004号「養子制度等の運用につい

て」 

６（略）  

 

第４節 診 断 

１．診断の意義 

 (1) 問題に直面している子どもの福祉を図るためには、子どもの健全な成長

発達にとっての最善の利益を確保する観点からその子どもの状況及び家

庭、地域状況等について十分に理解し、問題解決に最も適切な専門的所見

を確立する必要がある。 

 (2)・(3) （略）  

２・３（略） 

４．子どもや家庭が抱える問題及びそれを解決するために役立つ強みや資源の

理解に必要な資料 

  子どもや家庭が抱える問題及びそれを解決するために役立つ強みや資源

する法律」の施行について」、本指針並びに平成９年６月 20日児発第

434号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」及び「子

ども虐待対応の手引き」に基づき行う。 

 (6) ・(7) （略）  

 (8) その他 

   里親委託、養子縁組に関する調査については、本指針に定めるほか、次

の通知による。 

   ① 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  ② 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」 

  ③  平成 14年 9月 5日雇児発 0905002号「里親制度の運営について」 

  ④ 平成 14年 9月 5日雇児発 0905004号「養子制度等の運用について」 

 

６（略） 

 

第４節 診 断 

１．診断の意義 

 (1) 問題に直面している子どもの福祉を図るためには、その子どもの状況及

び家庭、地域状況等について十分に理解し、問題解決に最も適切な専門的

所見を確立する必要がある。 

 

 (2)・(3) （略）   

２・３（略） 

４．子どもや家庭が抱える問題の理解に必要な資料 

  子どもや家庭が抱える問題の理解のため、子どもの年齢などを考慮しつ

つ、次のような側面からの資料を総合し、統合する。 
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の理解のため、子どもの年齢などを考慮しつつ、次のような側面からの資料

を総合し、統合する。 

 ① 心身の状況（健康状態、表情、発達、社会生活能力、学力、興味の範囲

等） 

 ② 情緒成熟度（分化、表出、統制等） 

 ③ 欲求と障害（欲求の強さ、不満、防衛、忍耐度等） 

 ④ 現在の適応状況（家庭、所属集団、地域等） 

 ⑤ 対人関係（親子関係、家族関係、友人関係等） 

 ⑥ 文化的、社会的環境（地域社会の状況、規範、伝統、文化等） 

 ⑦ 家庭の状況（構成、家族歴、生活歴、家庭環境等） 

 ⑧ その他必要と思われる事項 

５．診断の方法 

  診断の方法には社会診断、心理診断、医学診断、行動診断、その他の診断

があるが、いずれの場合においても多角的・重層的に行い、また子どもや保

護者等の意向を尊重し、プライバシ－の保護に留意する。心理検査等を実施

する場合及び関係者等との面接を実施する場合には、子どもや保護者等にそ

の必要性を説明し、同意を得て行うよう配慮する。さらに、診断のための面

接は、子どもや保護者に対する援助と結びついていくことにも配慮する必要

がある。 

 (1)・(5) （略） 

 

第５節 判 定 

１．判定の意義 

 (1) （略） 

 (2) 判定は適切な援助の内容及びそれにかかわる援助指針（援助方針）の作

 

 

 ① 心身の状況（健康状態、表情、発達、社会生活能力、学力、興味の範囲

等） 

 ② 情緒成熟度（分化、表出、統制等） 

 ③ 欲求と障害（欲求の強さ、不満、防衛、忍耐度等） 

 ④ 現在の適応状況（家庭、所属集団、地域等） 

 ⑤ 対人関係（親子関係、家族関係、友人関係等） 

 ⑥ 文化的、社会的環境（地域社会の状況、規範、伝統、文化等） 

 ⑦ 家庭の状況（構成、家族歴、生活歴、家庭環境等） 

 ⑧ その他必要と思われる事項 

５．診断の方法 

  診断の方法には社会診断、心理診断、医学診断、行動診断、その他の診断

があるが、いずれの場合においても多角的・重層的に行い、また子どもや保

護者等の意向を尊重し、プライバシ－の保護に留意する。心理検査等を実施

する場合及び関係者等との面接を実施する場合には、子どもや保護者等にそ

の必要性を説明し、了解を得て行うよう配慮する。さらに、診断のための面

接は、子どもや保護者に対する援助と結びついていくことにも配慮する必要

がある。 

 (1)・(5) （略）  

 

第５節 判 定 

１．判定の意義 

 (1) （略）  

 (2) 判定は適切な援助の内容及びそれにかかわる援助指針の作成と不可分
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成と不可分の関係にある。 

 (3)～(7) （略）  

２．判定の方法 

 (1) 判定は、児童福祉司、相談員等による社会診断、医師による医学診断、

児童心理司等による心理診断、保育士、児童指導員等による行動診断、そ

の他の診断を基礎として、原則として関係者の協議により行い、判定の所

見、援助指針（援助方針）案はその結果に基づきケースの主担者が作成す

る。 

   なお、高度に専門的な判断が必要な場合には、児童相談所外部の専門家

の意見を積極的に求め、これを十分に踏まえて判定を行うこと。 

 (2) （略） 

 (3) 以下の事例については、原則として判定会議により行う。 

  ① 児童福祉施設への入所措置及び里親、指定発達支援医療機関への委託

措置を要する事例 

  ② 措置による指導及び継続指導を必要とする事例 

  ③ 現に①又は②の援助を行っている事例の援助指針（援助方針）を再検

討する場合 

  ④ その他必要と認められる事例 

３．判定会議 

 (1) （略） 

 (2) 判定会議においては、原則として児童相談所長、各部門の長、各担当者

等が参加し、社会診断、心理診断、医学診断、行動診断、その他の診断等

を総合的に検討し、判定を行い、これに基づき援助指針（援助方針）案を

検討する。 

 (3)・(4) （略） 

の関係にある。 

 (3)～(7) （略）  

２．判定の方法 

 (1) 判定は、児童福祉司、相談員等による社会診断、医師による医学診断、

児童心理司等による心理診断、保育士、児童指導員等による行動診断、そ

の他の診断を基礎として、原則として関係者の協議により行い、判定の所

見、援助指針案はその結果に基づきケースの主担者が作成する。 

   なお、高度に専門的な判断が必要な場合には、児童相談所外部の専門家

の意見を積極的に求め、これを十分に踏まえて判定を行うこと。 

 

 (2) （略） 

 (3) 以下の事例については、原則として判定会議により行う。 

  ① 児童福祉施設への入所措置及び里親、指定発達支援医療機関への委託

措置を要する事例 

  ② 措置による指導及び継続指導を必要とする事例 

  ③ 現に①又は②の援助を行っている事例の援助指針を再検討する場合 

 

  ④ その他必要と認められる事例 

３．判定会議 

 (1) （略） 

 (2) 判定会議においては、原則として児童相談所長、各部門の長、各担当者

等が参加し、社会診断、心理診断、医学診断、行動診断、その他の診断等

を総合的に検討し、判定を行い、これに基づき援助指針案を検討する。 

 

 (3)・(4) （略）  
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第６節 援助方針会議 

 (1) 援助方針会議は調査、診断、判定等の結果に基づき、子どもの健全な成

長発達にとっての最善の利益を確保する観点から、その子どもや保護者等

に対する最も適切で効果的な援助指針（援助方針）を作成、確認するため

に行う。援助指針（援助方針）は、援助方針会議の結果に基づき事例の主

担当者が作成する。なお、援助指針（援助方針）の意義、内容等について

は、第１章第４節を参照すること。 

 (2) 援助方針会議は、原則として受理会議後、児童相談所が相談援助活動を

行うこととしたすべての事例の援助について検討を行う。 

   現に援助中の事例の終結、変更（措置の解除、停止、変更、在所期間の

延長、援助指針（援助方針）の変更等も含む）等についても検討を行う。

その際、事例の中には比較的軽易な検討ですむものから十分な協議を必要

とするものまで含まれているので、柔軟な会議運営を心がける。 

   なお、在宅の虐待事例については、状況の変化等についてのフォローを

確実に行うため、ＩＴシステムの導入・進行管理台帳の整備等を行うこと

により、すべての事例について定期的に現在の状況を会議において検討す

ることが必要である。 

 (3)・(7) （略） 

 

第７節 都道府県児童福祉審議会への意見聴取 

１（略） 

２ 都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない事例について 

 (1) 次の２つの要件のいずれかに合致する場合は、都道府県児童福祉審議会

の意見を聴かなければならない。（令第３２条） 

  ア 子ども若しくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない

第６節 援助方針会議 

 (1) 援助方針会議は調査、診断、判定等の結果に基づき子どもや保護者等に

対する最も効果的な援助指針を作成、確認するために行う。援助指針は、

援助方針会議の結果に基づき事例の主担当者が作成する。なお、援助指針

の意義、内容等については、第１章第４節を参照すること。 

 

 

 (2) 援助方針会議は、原則として受理会議後、児童相談所が相談援助活動を

行うこととしたすべての事例の援助について検討を行う。 

   現に援助中の事例の終結、変更（措置の解除、停止、変更、在所期間の

延長、援助指針の変更等も含む）等についても検討を行う。その際、事例

の中には比較的軽易な検討ですむものから十分な協議を必要とするもの

まで含まれているので、柔軟な会議運営を心がける。 

   なお、在宅の虐待事例については、状況の変化等についてのフォローを

確実に行うため、ＩＴシステムの導入・進行管理台帳の整備等を行うこと

により、すべての事例について定期的に現在の状況を会議において検討す

ることが必要である。 

 (3)・(7) （略）  

 

第７節 都道府県児童福祉審議会への意見聴取 

１（略） 

２．都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない事例について 

 (1) 次の２つの要件のいずれかに合致する場合は、都道府県児童福祉審議会

の意見を聴かなければならない。（令第３２条） 

  ア 子どももしくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない
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とき 

  イ 児童相談所長が必要と認めるとき 

 (2) 子ども若しくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないと

きとは、児童相談所の援助方針会議を経て出された援助方針と、子どもも

しくは保護者の双方もしくはいずれかの意向が一致しない場合をさす。子

ども等の意向と児童相談所の援助方針が異なる事例は、子どもの真のニー

ズの把握並びにこれに基づく親への代弁・説得・調整、強制的 介入、司

法機関等関係機関との調整等、より幅広い専門性が求められるとともに、

判断の客観性がより強く求められるからである。 

   具体的な事例を例示すると下記のとおりである。 

  ア 保護者が子どもの監護を怠っている場合や親子浮浪の事例で、児童相

談所としては子どもを施設入所させる必要があると判断しているが、

保護者や子どもに問題意識がなく、保護者、子どもの双方が、施設入

所を拒んでいる場合 

  イ 親が行方不明等のため、子どもたちだけで生活している事例で、客観

的に子どもの福祉が害されていると判断されるため、児童相談所とし

ては施設入所を勧めているにもかかわらず、子どもが当該措置を強く

拒んでいる場合 

  ウ 触法・ぐ犯相談において、児童相談所としては施設入所措置が適当と

判断しているが、保護者の意向が定まらず、子どもも施設入所を強く

拒んでいる場合 

  エ 法第 28 条に基づく施設入所措置に対する家庭裁判所の承認に関する

申立てを行うべきかどうか児童相談所としては判断しかねる場合 

  オ 子ども及び保護者の同意を得て施設入所措置を採った事例で、その後

保護者等の意向が変化し、引き取りを強く要求している場合 

とき 

  イ 児童相談所長が必要と認めるとき 

 (2) 子どももしくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないと

きとは、児童相談所の援助方針会議を経て出された援助方針と、子どもも

しくは保護者の双方もしくはいずれかの意向が一致しない場合をさす。子

ども等の意向と児童相談所の援助方針が異なる事例は、子どもの真のニー

ズの把握並びにこれに基づく親への代弁・説得・調整、強制的 介入、司

法機関等関係機関との調整等、より幅広い専門性が求められるとともに、

判断の客観性がより強く求められるからである。 

   具体的な事例を例示すると下記のとおりである。 

  ア 保護者が子どもの監護を怠っている場合や親子浮浪の事例で、児童相

談所としては子どもを施設入所させる必要があると判断しているが、

保護者や子どもに問題意識がなく、保護者、子どもの双方が、施設入

所を拒んでいる場合 

  イ 親が行方不明等のため、子どもたちだけで生活している事例で、客観

的に子どもの福祉が害されていると判断されるため、児童相談所とし

ては施設入所を勧めているにもかかわらず、子どもが当該措置を強く

拒んでいる場合 

  ウ 触法・ぐ犯相談において、児童相談所としては施設入所措置が適当と

判断しているが、保護者の意向が定まらず、子どもも施設入所を強く

拒んでいる場合 

  エ 法 28 条に基づく施設入所措置に対する家庭裁判所の承認に関する申

立てを行うべきかどうか児童相談所としては判断しかねる場合 

  オ 子ども及び保護者の同意を得て施設入所措置を採った事例で、その後

保護者等の意向が変化し、引き取りを強く要求している場合 
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 (3) （略）  

３ 意向について 

 (1) 「意思」が法的な意思形成能力に裏付けられた概念であるのに対し、「意

向」は「意思とまでには至らない志向、気持ち」といった意味であり、子

どもの最善の利益の観点から全ての子ども等の意向を、その年齢、成熟度

等に応じて考慮することを基本とするものである。 

   従って、子どもの援助の決定に当たっては、子どもや保護者等に対し児

童相談所の援助方針等について個々の年齢や理解力等に配慮しながら十

分な説明を行い、その意向を把握するよう努める。 

 (2) （略）  

４（略） 

 

第８節（略） 

 

第４章 援助 

第１節 援助の種類 

 (1) 児童相談所が子どもや保護者等に対して行う援助には表－４に掲げる

ものがある。援助を行う場合には、子どもや保護者等に、その理由、方法

等について十分説明し、子どもや保護者等の意見を聴き、基本的には合意

の上で行う。 

 (2)～(4) （略） 

 

第２節 在宅指導等 

１（略） 

２．措置による指導  

 (3) （略）  

３．意向について 

 (1) 「意思」が法的な意思形成能力に裏付けられた概念であるのに対し、「意

向」は「意思とまでには至らない志向、気持ち」といった意味であり、全

ての子ども等の意向を、その年齢、成熟度等に応じて考慮することを基本

とするものである。 

   従って、子どもの援助の決定に当たっては、子どもや保護者等に対し児

童相談所の援助方針等について個々の年齢や理解力等に配慮しながら十

分な説明を行い、その意向を把握するよう努める。 

 (2) （略）  

４（略） 

 

第８節（略） 

 

第４章 援助 

第１節 援助の種類 

(1) 児童相談所が子どもや保護者等に対して行う援助には表－４に掲げるも

のがある。援助を行う場合には、子どもや保護者等に、その理由、方法

等について十分説明し、子どもや保護者等の意見も聴き行う。 

 

 (2) ～(4) （略）  

 

第２節 在宅指導等 

１（略） 

２．措置による指導  
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 (1) 児童福祉司指導 

  ア 児童福祉司指導は、複雑困難な家庭環境に起因する問題を有する子ど

も等、援助に専門的な知識、技術を要する事例に対し子どもや保護者等

の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等の方法により、継続

的に行う。なお、保護者の不適切な養育の自覚の有無に関わらず、保護

者の改善に向けた姿勢があいまいであったり、改善に向けた働きかけを

行う上でも、法的枠組みを示すことが効果的であると考えられる場合な

どにおいては、積極的に児童福祉司指導を行うこと。 

  イ 担当者は児童福祉司が中心となるが、必要に応じ他の職員も参加する

等柔軟な対応をとる。 

  ウ 児童福祉司指導を行う場合には、市町村、福祉事務所、児童委員その

他関係機関との連携を十分に図る。場合によっては児童委員指導等と

併せて行うことも考慮する。 

  エ 児童福祉司指導の場合には、指導を担当する児童福祉司の氏名等及び

その指導に付する旨を子どもや保護者等に通知する。 

  オ 養子縁組希望者であって里親委託を希望しない場合には、養子縁組希

望者に対し法第 30条第１項に規定する同居児童の届出を行うよう指導

するとともに、法第 27条第１項第２号の児童福祉司指導を行う等、養

育里親の場合と同等の指導体制を採ること。 

 (2) （略）  

(3) 市町村指導 

ア 市町村指導は、子どもや保護者の置かれた状況、地理的要件や過去の

相談経緯等から、子どもの身近な場所において、子育て支援事業を活用

するなどして、継続的に寄り添った支援が適当と考えられる事例に対

し、児童相談所が行政処分としての指導措置を市町村に委託し、市町村

 (1) 児童福祉司指導 

  ア 児童福祉司指導は、複雑困難な家庭環境に起因する問題を有する子ど

も等、援助に専門的な知識、技術を要する事例に対し子どもや保護者等

の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等の方法により、継続

的に行う。 

 

 

 

  イ 担当者は児童福祉司が中心となるが、必要に応じ他の職員も参加する

等柔軟な対応をとる。 

  ウ 児童福祉司指導を行う場合には、市町村、福祉事務所、児童委員その

他関係機関との連携を十分に図る。場合によっては児童委員指導等と

併せて行うことも考慮する。 

  エ 児童福祉司指導の場合には、指導を担当する児童福祉司の氏名等及び

その指導に付する旨を子どもや保護者等に通知する。 

  オ 養子縁組希望者であって里親委託を希望しない場合には、養子縁組希

望者に対し法第 30条第１項に規定する同居児童の届出を行うよう指導

するとともに、法第 27条第１項第２号の児童福祉司指導を行う等、養

育里親の場合と同等の指導体制を採ること。 

 (2) （略） 

(3) 市町村指導 

ア 市町村指導は、子どもや保護者の置かれた状況、地理的要件や過去の

相談経緯等から、子どもの身近な場所において、子育て支援事業を活用

するなどして、継続的に寄り添った支援が適当と考えられる事例に対

し、子どもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる
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が子どもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等

の方法により行う。 

具体的に市町村指導を行うことが想定される事例としては、児童相談

所の専門的な知識及び技術に基づき立てられた援助指針（援助方針）の

下、指導がなされる必要がある事例であって、 

① 子どもの権利を守るために必要な支援にもかかわらず、保護者が拒

否する場合、児童相談所が行政処分としての指導措置という枠組みの

中で支援を行うことが適当と考えられる事例 

② 過去から現在に至るまで、市町村における支援が継続的に行われて

きた中で、支援に従事する担当者と子どもや保護者等との間で信頼関

係が構築できているなどの理由から、児童相談所による指導よりも、

市町村による指導の方が効果的と考えられる事例 

③ 児童相談所による指導により、保護者等の子育てに対する意識、態

度や子どもへの接し方等に改善が見受けられ、市町村を主体とした支

援への移行を検討する時期（支援の過渡期）にある事例 

④ 施設入所措置等の解除後に、地理的要件や保護者等とのこれまでの

関係等から、市町村において、定期的な子どもの安全確認とあわせて

継続的な支援が実施されることが効果的であると考えられる事例 

などが考えられる。 

イ 市町村指導とする場合には、あらかじめその指導に付する旨を子ども

や保護者等に十分説明し、その同意を得た上で行うことを原則とし、市

町村指導を決定したときは、当該市町村及び保護者等にその旨通知す

る。 

ウ 市町村指導を行うに当たっては、市町村と協議の上、あらかじめ、委

託協議の対象となる事例、委託に係る手続、支援内容の決定、見直しに

等の方法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 市町村指導とする場合には、あらかじめその指導に付する旨を子ども

や保護者等に十分説明し、その同意を得た上で行うことを原則とし、市

町村指導を決定したときは、当該市町村及び保護者等にその旨通知す

る。 
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係る協議体制その他必要な事項を詳細に定めておくこと。 

エ 市町村指導を行うに当たっては、児童相談所は、事前に市町村と十分

に協議を行い、子どもや保護者等への援助指針（援助方針）を立てると

ともに、当該援助指針（援助方針）について共通の理解を形成した上で

指導を委託すること。なお、当該援助指針（援助方針）には、具体的な

支援内容の他、市町村が持つ裁量の範囲や子ども・保護者の状況に変化

が生じた場合の児童相談所の関わり方（危機状態になった際の対応方法

等）など、児童相談所と市町村それぞれの役割や対応方法について盛り

込むこと。また、児童相談所は、市町村に、指導について参考となる事

項を詳細に提供するとともに、必要に応じて専門的な知見からの助言を

行うと同時に市町村の所見を尊重し、市町村において適切な支援（指導）

が実施できることで子どもの権利擁護に資するよう努める。 

オ 市町村が当該措置の解除又は変更を適当と認めた場合には、速やかに

児童相談所長にその旨意見が述べられるよう体制を整えておくととも

に、児童相談所は、市町村からの意見を踏まえ、当該措置の見直しを速

やかに行うこと。 

カ 市町村指導を行っている間、児童相談所は市町村の支援（指導）の経

過報告を求めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、市町村と連

携を十分に図る。場合によっては、児童福祉司指導を併せて行う。 

キ 市町村指導は、児童相談所及び市町村の協議の上で立てた援助指針

（援助方針）に基づき、実施するものであり、具体的な支援（指導）

方法は市町村の一定の裁量により行うことができる。ただし、市町村

指導は、児童相談所が市町村へ委託して行う指導措置（行政処分）で

あることから、保護者等が当該措置に不服がある場合の行政不服審査

法に基づく不服申立ては、都道府県等に対し行われるものである。 

 

ウ 市町村指導を行う場合には、児童相談所は市町村に、指導について参

考となる事項を詳細に指示するとともに、必要に応じて専門的な知見か

らの助言を行うなど、市町村において適切な指導が実施できるよう努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

エ 市町村が当該措置の解除又は変更を適当と認めた場合には、速やかに

児童相談所長にその旨意見が述べられるよう体制を整えておく。 

 

 

オ 市町村指導を行う場合には、児童相談所は市町村の指導の経過報告を

求めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、市町村と連携を十分

に図る。場合によっては、児童福祉司指導を併せて行う。 
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ク 市町村指導を行うに当たっては、委託解除後において市町村が継続的

に支援（指導）を行うことを念頭に委託するものとし、当該委託によ

る支援（指導）等によって、市町村と子ども・保護者との関係に問題

が生じることがないよう、委託協議の際には、解除後の支援も見据え

て市町村と協議を行うこと。 

 (4) 児童家庭支援センター指導 

  ア 児童家庭支援センター指導は、地理的要件や過去の相談経緯、その他

の理由により児童家庭支援センターによる指導が適当と考えられる事

例に対し、子どもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通

所させる等の方法により行う。 

  イ 児童家庭支援センター指導とする場合には、あらかじめその指導に付

する旨を子どもや保護者等に十分説明し、その同意を得た上で行うこ

とを原則とし、児童家庭支援センター指導を決定したときは、当該児

童家庭支援センター及び保護者等にその旨通知する。 

  ウ 児童家庭支援センター指導を行う場合には、児童相談所は児童家庭支

援センターに、指導について参考となる事項を詳細に指示するととも

に、児童家庭支援センターが的確な援助計画を作成できるよう助言を

行うなど、指導の一貫性・的確性が確保できるよう努める。 

  エ 児童家庭支援センターが当該措置の解除又は変更を適当と認めた場

合には、速やかに児童相談所にその旨意見が述べられるよう体制を整

えておくとともに、児童相談所は、児童家庭支援センターからの意見

を踏まえ、当該措置の見直しを行うこと。 

  オ 児童家庭支援センター指導を行う場合には、児童家庭支援センターの

指導の経過報告を求めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、児

童家庭支援センターと連携を十分に図る。場合によっては、児童福祉

 

 

 

 

 

 (4) 児童家庭支援センター指導 

  ア 児童家庭支援センター指導は、地理的要件や過去の相談経緯、その他

の理由により児童家庭支援センターによる指導が適当と考えられる事

例に対し、子どもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通

所させる等の方法により行う。 

  イ 児童家庭支援センター指導とする場合には、あらかじめその指導に付

する旨を子どもや保護者等に十分説明し、その同意を得た上で行うこ

とを原則とし、児童家庭支援センター指導を決定したときは、当該児

童家庭支援センター及び保護者等にその旨通知する。 

  ウ 児童家庭支援センター指導を行う場合には、児童相談所は児童家庭支

援センターに、指導について参考となる事項を詳細に指示するととも

に、児童家庭支援センターが的確な援助計画を作成できるよう助言を

行うなど、指導の一貫性・的確性が確保できるよう努める。 

  エ 児童家庭支援センターが当該措置の解除又は変更を適当と認めた場

合には、速やかに児童相談所にその旨意見が述べられるよう体制を整

えておく。 

 

  オ 児童家庭支援センター指導を行う場合には、児童家庭支援センターの

指導の経過報告を求めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、児

童家庭支援センターと連携を十分に図る。場合によっては、児童福祉
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司指導を併せて行う。 

 (5)・(6) （略） 

(7) 指導の委託について 

   (1)～(6)の他、当該指導を適切に行うことができる者として、次のいず

れにも該当する者に指導を委託することができる。（法第 26条第１項第

２号、第 27条第１項第２号、則第 25条の 29） 

  ア 委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法

人であること 

  イ 委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置

いていること 

   (ｱ) 法第 12条の３第２項第２号に該当する者 

   (ｲ) 法第 13条第３項各号のいずれかに該当する者 

   (ｳ) 児童相談所長又は都道府県知事が(ｱ)又は(ｲ)に掲げる者と同等以

上の能力を有すると認める者 

 (8) 保護者等に対する指導について 

  ア 法第 27 条第１項第３号の措置により施設に入所している子ども等の

保護者に対する指導については、従来、家庭訪問や児童相談所等への

招致により家庭状況の確認や家族関係についての指導などを実施して

きたところであるが、特に虐待を行った保護者等への指導については、

法第 27 条第１項第３号の措置に加え、児童虐待防止法第 11 条の規定

により、法第 27条第１項第２号の措置による指導（以下「保護者指導」

という。）を併せて行うことを検討する。 

    保護者指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた子ど

もが家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的

環境を含む。）で生活するために必要な配慮の下に適切に行わなけれ

司指導を併せて行う。 

 (5) ・(6) （略）  

 (7) 指導の委託について 

   (1)～(6)の他、当該指導を適切に行うことができる者として、次のいず

れにも該当する者に指導を委託することができる。（法第 26 条第１項第

２号、第 27条第１項第２号、則第 25条の 29） 

  ア 委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法

人であること 

  イ 委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置

いていること 

   (ｱ) 法第 12条の３第２項第２号に該当する者 

   (ｲ) 法第 13条第２項各号のいずれかに該当する者 

   (ｳ) 児童相談所長又は都道府県知事が(ｱ)又は(ｲ)に掲げる者と同等以

上の能力を有すると認める者 

 (8) 保護者等に対する指導について 

  ア 法第 27 条第１項第３号の措置により施設に入所している子ども等の

保護者に対する指導については、従来、家庭訪問や児童相談所等への

招致により家庭状況の確認や家族関係についての指導などを実施して

きたところであるが、特に虐待を行った保護者等への指導については、

法第 27 条第１項第３号の措置に加え、児童虐待防止法第 11 条の規定

により、法第 27条第１項第２号の措置による指導（以下「保護者指導」

という。）を併せて行うことを検討する。 

    保護者指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた子ど

もが家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的

環境を含む。）で生活するために必要な配慮の下に適切に行わなけれ
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ばならない。 

  イ この場合において保護者が当該指導を受けないときは、都道府県知事

等は、当該保護者に対し、当該指導を受けるよう勧告を行うことがで

きることとされており、保護者指導の実効性を確保する観点から、当

該勧告の活用について積極的に検討すべきである。 

    なお、都道府県知事等が、児童虐待を受けた子どもについて、施設入

所等の措置の解除の可否を判断するに際しては、保護者に対する指導

を行うこととされた児童福祉司の意見を聴くこととされている。 

    また、平成 19 年の児童虐待防止法の改正において、保護者への指導

の実効性を高めるとともに、子どもの心身の安全や適切な養育環境の

確保を図る観点から、都道府県知事の勧告に従わない場合にはさらな

る措置を講じていくことを明確化するため、同法第 11条第３項の規定

により、都道府県知事の勧告について、保護者が従わない場合におい

て必要があると認めるときは、都道府県知事が一時保護、法第 28条第

１項の強制措置（入所・里親委託）その他の必要な措置を講ずる旨が

明記された。 

    さらに、この措置を講じてもなお、保護者が勧告に従わない事例も想

定されることから、児童相談所長は、児童虐待防止法第 11条第３項の

規定による勧告に保護者が従わず、その監護する子どもに対し親権を

行わせることが著しく当該子どもの福祉を害する場合には、必要に応

じて、適切に、法第 33条の７の規定による親権喪失等の審判の請求を

行うものとされた。 

     なお、保護者指導に係る詳細については、「児童虐待を行った保護者

に対する指導・支援の充実について」（平成 20 年３月 14 日付け雇児

総発第 0314001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）も

ばならない。 

  イ この場合において保護者が当該指導を受けないときは、都道府県知事

等は、当該保護者に対し、当該指導を受けるよう勧告を行うことがで

きることとされており、保護者指導の実効性を確保する観点から、当

該勧告の活用について積極的に検討すべきである。 

    なお、都道府県知事等が、児童虐待を受けた子どもについて、施設入

所等の措置の解除の可否を判断するに際しては、保護者に対する指導

を行うこととされた児童福祉司の意見を聴くこととされている。 

    また、平成 19 年の児童虐待防止法の改正において、保護者への指導

の実効性を高めるとともに、子どもの心身の安全や適切な養育環境の

確保を図る観点から、都道府県知事の勧告に従わない場合にはさらな

る措置を講じていくことを明確化するため、同法第 11条第３項の規定

により、都道府県知事の勧告について、保護者が従わない場合におい

て必要があると認めるときは、都道府県知事が一時保護、法第 28条第

１項の強制措置（入所・里親委託）その他の必要な措置を講ずる旨が

明記された。 

    さらに、この措置を講じてもなお、保護者が勧告に従わない事例も想

定されることから、児童相談所長は、児童虐待防止法第 11条第３項の

規定による勧告に保護者が従わず、その監護する子どもに対し親権を

行わせることが著しく当該子どもの福祉を害する場合には、必要に応

じて、適切に、法第 33条の７の規定による親権喪失等の審判の請求を

行うものとされた。 

     なお、保護者指導に係る詳細については、「児童虐待を行った保護者

に対する指導・支援の充実について」（平成 20 年３月 14 日雇児総発

第 0314001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）も参考
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参考とされたい。 

  ウ  都道府県等から法第 28 条の規定による措置に関する承認の申立てが

あった場合、家庭裁判所は、都道府県等に対し、期限を定めて、その

申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求め、又

は当該申立てに係る子ども及びその保護者に関する必要な資料の提出

を求めることができることとされており、家庭裁判所からこうした求

めがあった場合には、迅速かつ適切な審判に向けて協力すべきである。 

    また、家庭裁判所は、法第 28 条の規定による措置に関する承認の審

判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整

を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認め

るときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県等に

勧告することができることとされており、家庭裁判所からこうした勧

告が行われた場合には、これを踏まえて保護者指導を行うことが必要

である。 

      こうした勧告を行うか否かは、家庭裁判所の判断によるが、児童相談

所としてこうした勧告が効果的であると判断する場合には、家庭裁判

所への審判の申立時にその旨の意見を述べることが適当である。この

場合、予定している保護者指導措置の内容とこれにより期待される効

果などについても、併せて提出することが必要である。 

３（略） 

 

第３節 養子縁組 

１．養子縁組の意義 

 (1) 児童福祉における養子縁組の意義は、保護者のない子ども又は家庭に恵

まれない子どもに温かい家庭を与え、かつ、その子どもの養育に法的安定

とされたい。 

  ウ  都道府県等から法第 28 条の規定による措置に関する承認の申立てが

あった場合、家庭裁判所は、都道府県等に対し、期限を定めて、その

申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求め、又

は当該申立てに係る子ども及びその保護者に関する必要な資料の提出

を求めることができることとされており、家庭裁判所からこうした求

めがあった場合には、迅速かつ適切な審判に向けて協力すべきである。 

    また、家庭裁判所は、法第 28 条の規定による措置に関する承認の審

判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整

を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認め

るときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県等に

勧告することができることとされており、家庭裁判所からこうした勧

告が行われた場合には、これを踏まえて保護者指導を行うことが必要

である。 

      こうした勧告を行うか否かは、家庭裁判所の判断によるが、児童相談

所としてこうした勧告が効果的であると判断する場合には、家庭裁判

所への審判の申立時にその旨の意見を述べることが適当である。この

場合、予定している保護者指導措置の内容とこれにより期待される効

果などについても、併せて提出することが必要である。 

３（略） 
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性を与えることにより、子どもの健全な育成を図るものである。 

(2) 平成 28年児童福祉法等改正法においては、第３条の２において、「国及

び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよ

う、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護

者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、

児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあ

つては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に

養育されるよう、（中略）必要な措置を講じなければならない。」と規定

していることを十分に踏まえ、家庭における養育環境と同様の養育環境を

提供する特別養子縁組を含む養子縁組や里親、ファミリーホームへの委託

を優先して取り組んでいかなければならない。 

また、同法第 11条第１項第２号トに、都道府県の業務として、養子縁組

により養子となる児童等への支援を行うことが規定されている。児童相談

所は、要保護児童対策の一環として、保護に欠ける子どもの養育について

法的安定性を与える観点から、恒久的な養育環境を必要とする子どもにつ

いては、当該子どもが適合する養親を見出し、養子縁組を結べるよう積極

的に取り組む必要がある。 

 (3) 養子縁組については、民法第 792条以下において規定する養子縁組（以

下「普通養子縁組」という。）と同法 817条の２以下において規定する特

別養子縁組の２種類がある。 

２．調査、認定等 

 (1) 自己の養子とする子どものあっせんを希望する者（以下「養子縁組希望

者」という。）、自己の子を他の者の養子とすることを希望する者等から

の相談を受けた場合には、受理会議で検討し調査、認定等を行う。この場

合には、原則として里親の場合に準ずる。 
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 (2) 調査等を行った後、援助方針会議で検討し、養子縁組のあっせんを行う

ことが適格と判断される者がある場合には、養子縁組のあっせんに関し必

要な援助を行う。 

 (3) 里親が委託されている子どもと養子縁組を希望する場合には、事情を十

分調査した後、援助方針会議で検討し、適当と判断される場合には必要な

援助を行う。 

３．あっせん手続 

 子どもの最善の利益を確保する観点から、養子縁組を子どもに提供する前

に、子どもが実親によって育てられる可能性について十分に検討し、実親が養

育することは困難であるといった要保護性について確認した上であっせんを

行うことが大切である。 

 (1) 養子縁組のあっせんを行う場合には、できる限り子どもや保護者等の縁

組についての同意を得ておくことが適当である。また、特別養子縁組のあ

っせんを行う場合には、各段階（養親希望者の選定、養親希望者と子ども

の面会、縁組成立前の養育）において、保護者の同意を得ることが適当で

ある。 

 (2) 養子縁組のあっせんを行うことが適当と判断される場合には、養子縁組

希望者に子どもを少なくとも６か月以上里親として養育することを勧め

ることが適当である。 

 (3) 里親委託の要件に該当しない等の事情により里親委託を行わない場合

には、養子縁組希望者に対し法第 30条第１項に規定する同居児童の届出

を行うよう指導し、法第 27条第１項第２号に基づく児童福祉司指導を行

う等、里親の場合と同等の指導体制をとる。 

 (4) 法第 30 条第１項に規定する同居児童の届出が行われたことにより、民

間養子縁組あっせん事業者により養子縁組を前提としてあっせんされた
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子ども等を把握した場合には、関係機関と連携し、家庭訪問により子ども

の状況を確認するとともに、必要に応じて支援を行う。 

 (5) 子どもが 15 歳未満で法定代理人がいない場合は、子どもの住所地を管

轄する家庭裁判所に対し未成年後見人選任の手続をとる。なお、施設に在

籍する親権を行う者のない子どもの普通養子縁組の場合には、施設長が都

道府県知事等の許可を受けて親権代行者としてその縁組を承諾する。（法

第 33条の８、法第 47条、民法第 840条） 

 (6) ６か月以上の期間の養育状況を調査し、援助方針会議で検討し、養子縁

組を行うことが適当と判断される場合には、養子縁組希望者に対し、家庭

裁判所に申立て等を行うよう助言する。なお、特別養子縁組の場合は、こ

れにより実方の父母等との親族関係が終了すること、離縁が厳しく制限さ

れていること等その特徴について養子縁組希望者に対して丁寧に説明す

るとともに、その特徴に十分配慮して対応する。 

 (7) 家庭裁判所への申立てが行われた際には、保護者に対し、家庭裁判所へ

申立ての手続が開始したことを伝え、併せて、保護者に家庭裁判所による

調査があることを伝える。 

４．養子縁組成立後の支援 

(1) 平成 28 年児童福祉法等改正法により、法第 11 条第１項第２号トに、都

道府県等の業務として、養子縁組により養子となった児童、その養親とな

った者等への支援が規定されている。児童相談所は、養子縁組の成立後に

おいても、その求めに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う。 

(2) 特に、養子縁組の場合、「育ての親」であるという「事実」を子どもに

いつ、どのように伝えるかが大きな悩みとなる場合が多い。子どもにとっ

て、自分の出自を知ることは大切な権利であり、養親自らが自分の言葉で

愛情を持って子どもに伝えることが非常に重要である。 
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(3)児童童相談所は、この「真実告知」の重要性とともに、伝えるのに望まし

い時期や具体的な方法について助言を受け、あるいは告知を経験した先輩

の体験談を聞くことが出来る場を紹介するなど、必要な支援を行う。 

(4) 思春期には、実の親子と同様に、それまでの親子関係の変化や反抗、非

行など行動上の問題も起こり得るが、このような時期こそ、これまでの養

育を振り返る良い機会でもあると捉え、子どもや養親が必要な支援を求

め、受けられるよう、支援体制を整えておくことが必要である。 

５．離縁の訴 

  子どもが 15 歳未満であって、普通養子縁組の結果が子どものため適当で

ないことを発見し養親が協議上の離縁をしない場合は、家庭裁判所により離

縁後に子の未成年後見人となるべく選任された児童相談所長は、離縁の訴を

提起することができる。 

  なお、特別養子縁組については、児童相談所長は離縁の訴を提起すること

はできないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する

事由があるときは、一時保護等の必要な措置を講ずる。 

６．都道府県等間の連絡 

  ２つの都道府県等にまたがる養子縁組のあっせんについては、各都道府県

等は相互に緊密な連絡をとり必要な協力を行う。この場合においては、里親

に関する都道府県等間の連絡の場合に準ずる。 

７．家庭裁判所との連携 

 (1) 養子縁組について家庭裁判所から調査等を嘱託された場合においては、

児童福祉の観点から必要な協力を行う。特に、特別養子縁組に関して、家

事事件手続法（平成 23年法律第 52号）第 62条に基づき調査委嘱が行わ

れた場合には、十分な配慮が必要である。 

 (2) 児童相談所があっせんした養子縁組又は里親に委託した子どもが養子
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縁組を行う場合には、当該養子縁組をあっせんした児童相談所又は里親委

託を行った児童相談所が中心となって家庭裁判所と連絡を行う。 

 (3) (2)以外の場合については、子どもの居住地を管轄する児童相談所が中

心となって家庭裁判所と連絡を行う。 

８．その他 

 (1) 国際養子縁組については、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２

号）第 21条（ｂ）の規定により、子どもは、出身国内において里親若し

くは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合に

限り、これに代わる子どもの監護の手段として国際的な養子縁組を考慮す

ることが認められるものである。 

   なお、国際養子縁組に係る知見を有する法人として、社会福祉法人日本

国際社会事業団がある。 

 (2) 養子縁組については、本指針に定めるほか次の通知等による。 

  ① 平成 26年５月１日付け雇児発 0501第３号「養子縁組あっせん事業の

指導について」 

  ② 昭和 62年 11月 18日付け児育第 27号「特別養子制度における家庭裁

判所との協力について」 

  ③ 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  ④ 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」 

  ⑤  平成 14 年９月５日付け雇児発第 0905002 号「里親制度の運営につい

て」 

  ⑥ 平成 14 年９月５日付け雇児発第 0905004 号「養子制度等の運用につ

いて」 

   ⑦  平成 29年３月 31日付け雇児発 0331第 44号「里親支援事業の実施に

ついて」 
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  ⑧ 平成 14 年９月５日付け雇児発第 0905006 号「里親の一時的な休息の

ための援助の実施について」 

  ⑨ 平成 26年５月１日付け雇児福発 0501第５号「養子縁組あっせん事業

を行う者が養子の養育を希望する者から受取る金品に係る指導等につ

いて」 

  （注）「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等

に関する法律」が平成 28年 10 月に公布されており、公布から２年

を超えない範囲で施行することとされている。 

 

第４節 里親 

１．里親制度の意義 

里親制度の意義は、家庭での養育に欠ける子ども等に、その人格の完全

かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与

えることにより、愛着関係の形成など子どもの健全な育成を図ることであ

る。特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより自己肯定感を育

み、人との関係において不可欠な基本的信頼感を獲得することができるとと

もに、適切な家庭生活を体験する中で、将来、家庭生活を築く上でのモデル

とすることが期待できる。 

平成 28年児童福祉法等改正法において、家庭における環境と同様の環境

における養育の推進の理念が明確化され、里親制度の広報啓発等による里親

開拓から、里親と児童のマッチング、里親に対する訪問支援等による自立支

援まで、一貫した里親支援を都道府県等の業務として法定化された。 

また、養子縁組里親を法定化するとともに、養育の質について全国的に

一定の水準を確保するため、研修の義務化や欠格要件、都道府県知事等によ

る名簿の作成についても新たに規定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 里親 

１．里親制度の意義 

里親制度の意義は、家庭での養育に欠ける子ども等に、その人格の完全か

つ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与え

ることにより、愛着関係の形成など子どもの健全な育成を図ることである。

特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより自己肯定感を育み、人

との関係において不可欠な基本的信頼感を獲得することができるとともに、

適切な家庭生活を体験する中で、将来、家庭生活を築く上でのモデルとする

ことが期待できる。 
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２．里親委託の原則 

  保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない社会的養護

のすべての子どもの代替的養護は家庭養護が望ましく、養子縁組里親を含む

里親委託を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、

愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家

庭で養育されることが大切である。 

平成 28 年児童福祉法等改正法においては、第３条の２において、「国及

び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよ

う、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者

の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童

を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては

児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育され

るよう、（中略）必要な措置を講じなければならない。」と規定しているこ

とを十分に踏まえ、子どもを養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護

である里親への委託についても、養子縁組と同様に優先して検討することを

原則とする。 

３．里親の種類 

    里親の種類は、養育里親（専門里親を含む）、養子縁組里親、親族里親と

する。 

 (1) 養育里親とは、都道府県知事等が行う研修を修了する等の要件を満た

し、養育里親名簿に登録された者で、保護者のない子ども又は保護者に監

護させることが不適当であると認められる子ども（以下「要保護児童」と

いう。）を養育する里親をいう。  

 (2)（略）  

 (3) 養子縁組里親とは、都道府県知事等が行う研修を修了する等の要件を満

２．里親委託優先の原則 

  保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない社会的養護

のすべての子どもの代替的養護は家庭的養護が望ましく、里親委託を優先し

て検討することを原則とする。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、

愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家

庭で養育されることが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．里親の種類 

    里親の種類は、養育里親（専門里親を含む）、養子縁組里親、親族里親と

する。 

 (1) 養育里親とは、都道府県知事が行う研修を修了する等の要件を満たし、

養育里親名簿に登録された者で、保護者のない子ども又は保護者に監護さ

せることが不適当であると認められる子どもを養育する里親をいう。 

  

 (2) （略）  

 (3) 養子縁組里親とは、養子縁組によって養親となることを希望し、養子縁
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たし、養子縁組里親名簿に登録された者で、養子縁組によって養親となる

ことを希望し、養子縁組が可能な要保護児童を養育する養子縁組を前提と

した里親をいう。 

 (4) 親族里親とは、要保護児童の扶養義務者（民法第 877条第１項に定める

扶養義務者）及びその配偶者である親族であり、両親その他その子どもを

現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態に

なったことにより、これらの者による養育が期待できない場合に、その子

どもを養育する里親をいう。 

なお、「両親等子どもを現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、

疾病による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期

待できない場合」には、虐待や養育拒否により養育が期待できない場合や

精神疾患により養育できない場合も含まれる。 

４．里親の認定、登録 

 (1) 児童相談所長は、申請書の提出があった場合には、児童福祉司等を里親

希望者の家庭に派遣し、又は福祉事務所長若しくは児童委員に調査委嘱を

行う等の措置を採り、その適否について十分な調査を行った上、その適否

を明らかにする書類を申請書に添付して、都道府県知事等に送付するこ

と。 

 (2)・(3) （略） 

 (4) 都道府県知事等は、里親の登録又は認定を行うに当たっては、里親希望

者の申出があった後速やかに認定の適否につき都道府県等の児童福祉審

議会の意見を聴くこと。  

 (5) 児童相談所長（都道府県知事等から権限を委任されている場合）は、認

定された養育里親、専門里親を養育里親名簿に、養子縁組里親を養子縁組

里親名簿に登録すること。 

組が可能な要保護児童を養育する養子縁組を前提とした里親をいう。 

 

 

 (4) 親族里親とは、要保護児童の扶養義務者（民法第 877条第１項に定める

扶養義務者）及びその配偶者である親族であり、両親その他その子どもを

現に監護するものが死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態とな

った子どもを養育する里親をいう。 

 

 

 

 

 

４．里親の認定、登録 

 (1) 児童相談所長は、申請書の提出があった場合には、児童福祉司等を里親

希望者の家庭に派遣し、又は福祉事務所長若しくは児童委員に調査委嘱を

行う等の措置を採り、その適否について十分な調査を行った上、その適否

を明らかにする書類を申請書に添付して、都道府県知事に送付すること。 

 

 (2) ・(3) （略） 

 (4) 都道府県知事等は、里親の認定を行うに当たっては、里親希望者の申出

があった後速やかに認定の適否につき都道府県児童福祉審議会の意見を

聴くこと。  

 (5) 児童相談所長（都道府県知事等から権限を委任されている場合）は、認

定された養育里親、専門里親を養育里親名簿に登録し、養子縁組によって

養親となることを希望する里親は養育里親に準じ、必要な事項を名簿に登
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   なお、養育里親及び養子縁組里親の登録の有効期間は５年であり、専門

里親の登録の有効期間は２年である。 

 

 (6) （略）  

５．子どもの委託 

 (1) 里親の選定 

  ア 里親に子どもを委託する場合においては、子どもの最善の利益を確保

する観点から、子どもや保護者等の意向、意見を十分尊重しつつ、子

どもと里親の交流や関係調整を十分に行った上で委託の適否を含め判

断を行うことが必要である。また、その子どもがこれまで育んできた

人間関係や育った環境との連続性を大切にし、可能な限り、環境の変

化を少なくするなどその連続性をできるだけ保てる里親に委託するよ

う努めること。 

イ 里親に子どもを委託する場合においては、子ども及びその保護者並び

に里親の意見を聴いて、当該子どもの養育の内容その他の必要な事項

について当該子どもの養育に関する計画を作成すること。 

  ウ  里親に子どもを委託する場合において、子ども若しくはその保護者の

意向が児童相談所の方針と一致しない等の場合は、法第 27条第３項、

第 28 条第１項第１号又は２号ただし書きの規定により採るものを除

き、都道府県等の児童福祉審議会の意見を聴取しなければならない（令

第３２条）が、その手続等については、第３章第７節「都道府県児童

福祉審議会への意見聴取」による。 

  エ  里親の家庭において同時に養育される子どもの総数は、委託された子

どもと実子の数を合計して６人を超えることができないこと。また、

里親が同時に養育する委託された子どもの人数は４人を超えることが

録すること。 

   なお、養育里親の登録の有効期間は５年であり、専門里親の登録の有効

期間は２年である。 

 (6) （略）  

５．子どもの委託 

 (1) 里親の選定 

  ア 里親に子どもを委託する場合においては、子どもや保護者等の意向、

意見を十分尊重しつつ子どもの最善の利益を確保する観点から、これ

まで育んできた人間関係や地域環境への配慮などケアの連続性の確保

に配慮したその子どもに最も適合する里親の選定に努める。また、委

託する里親との事前の連携を十分図り、子どもの安定化が順調に行わ

れるよう十分配慮する。 

 

 

 

 

  イ  里親に子どもを委託する場合において、子ども若しくはその保護者の

意向が児童相談所の方針と一致しない等の場合は、法第 27条第３項、

第 28 条第１項第１号又は２号ただし書きの規定により採るものを除

き、都道府県児童福祉審議会の意見を聴取しなければならない（令第

３２条）が、その手続等については、第３章第７節「都道府県児童福

祉審議会への意見聴取」による。 

  ウ  里親の家庭において同時に養育される子どもの総数は、委託された子

どもと実子の数を合計して６人を超えることができないこと。また、

里親が同時に養育する委託された子どもの人数は４人を超えることが
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できないこと。なお、専門里親が同時に養育する委託された子どもの

人数は２人を超えることができないこと。 

    オ 未成年後見人が指定され、又は選任されている子どもであっても、当

該子どもの福祉のために必要と認められる場合は、里親に委託するこ

とができる。なお、この場合にあっては、未成年後見人が当該子ども

を受託する里親となり、又はすでに当該子どもを受託している里親が

当該子どもの未成年後見人となることを妨げない。 

  (2) 里親委託する子ども 

    ア 里親に委託する子どもは、新生児から高年齢児まで、すべての子ども

が検討の対象となる。特に就学前の乳幼児期は、愛着関係の基礎を作

る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育され

ることが重要であることから、養子縁組や里親、ファミリーホームへ

の委託を原則とすることとする。 

        また、長期的に実親の養育が望めない場合も、委託の期間が限定され

ている場合も、ともに里親委託を検討すべきである。 

イ 新生児については、特定の大人との愛着関係の下で養育されることが

心身の成長や発達には不可欠であり、今後の人格形成に多大な影響を与

える時期でもあることから、長期的に実親の養育が望めない場合は、子

どもにとって安定し継続した家庭における養育環境と同様の養育環境

を提供することが重要である。このため、特別養子縁組を希望する養子

縁組里親に委託し、子どものパーマネンシー（恒久的な養育環境）を保

障することを優先して検討する必要がある。また、予期しない妊娠や若

年妊娠のケース等は、市区町村子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包

括支援センター、地域の保健機関、医療機関、子育て支援機関等と協力

し、児童相談所も出産前から早期の相談支援に努める。出産後に養育で

できないこと。なお、専門里親が同時に養育する委託された子どもの

人数は２人を超えることができないこと。 

    エ 未成年後見人が指定され、又は選任されている子どもであっても、当

該子どもの福祉のために必要と認められる場合は、里親に委託するこ

とができる。なお、この場合にあっては、未成年後見人が当該子ども

を受託する里親となり、又はすでに当該子どもを受託している里親が

当該子どもの未成年後見人となることを妨げない。 

  (2) 里親委託する子ども 

    ア 里親に委託する子どもは、新生児から高年齢児まで、すべての子ども

が検討の対象となる。 

        また、長期的に実親の養育が望めない場合も、委託の期間が限定され

ている場合も、ともに里親委託を検討すべきである。 

 

 

 

イ 新生児については、心身の発達にとって大切な新生児期から里親委託

措置を検討することが重要である。また、望まない妊娠や若年妊娠のケ

ース等は、地域の保健機関や医療機関、子育て支援機関等と協力し、児

童相談所も出産前から早期の相談支援に努める。出産後に養育できな

い、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、出産した医療機

関から直接里親の家庭へ委託する特別養子縁組を前提とした委託の方

法もある。 

 

 

 



 - 82 - 

新 旧 

きない、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、出産した医

療機関から直接里親の家庭へ委託する特別養子縁組を前提とした委託

の方法が有用である。 

    ウ 施設入所が長期化している子どもの場合には、早急に自立支援計画の

見直しを行い、里親委託を検討する必要がある。自立支援計画の見直

しの際には、保護者との面会状況等を確認し、保護者の養育意思の確

認、生活状況の把握等の家族アセスメントを行い、適切な総合判断を

踏まえた里親委託の検討が必要である。 

         

    エ  虐待を受けた子ども、障害等があり特別な支援を必要とする子ども、

非行問題を有する子ども等、個別的、専門的な支援を必要とする場合

には、知識、経験を有する等それらの子どもを適切に養育できると認

められる里親を選定する。 

    オ 里親に委託されている子どもの保護や養育がより適切に行われると

認められる場合には、子どもに通所施設の指導訓練を受けさせること

ができる。 

カ 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、当面施設入所措置に

より子どものケアや保護者対応を行いながら、家庭養護への移行を検

討する。 

・ 情緒行動上の問題が大きいなど、家庭環境では養育が困難となる

課題があり、施設での専門的なケアが望ましい場合 

・ 保護者が里親委託に明確に反対し、里親委託が原則であることに

ついて説明を尽くしてもなお、理解が得られない場合（法第 28 条措

置を除く。） 

・ 里親に対し、不当な要求を行うなど対応が難しい保護者である場

 

 

 

    ウ 施設入所が長期化している子どもの場合には、自立支援計画の見直し

の際などには、保護者との面会等交流の有無や家庭引き取りの見通し

等、総合的に判断し、里親への委託を検討することが必要である。 

        また、現状では乳児院から里親への措置変更よりも児童養護施設への

措置変更が多いが、乳児院入所児童の措置変更を行う場合には、原則

として里親委託への措置変更を検討する。 

    エ  虐待を受けた子ども、障害等があり特別な支援を必要とする子ども、

非行問題を有する子ども等、個別的な支援を必要とする場合には、知

識、経験を有する等それらの子どもを適切に養育できると認められる

里親を選定する。 

    オ 里親に委託されている子どもの保護や養育がより適切に行われると

認められる場合には、子どもに通所施設の指導訓練を受けさせること

ができる。 

 

 

 

カ 情緒行動上の問題が大きく、施設での専門的なケアが望ましい場合

や、対応が難しい保護者である場合等、里親へ委託することが難しい子

どもについては施設措置を検討する。 
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合 

・ 子どもが里親委託に対して明確に反対の意思を示している場合 

・ 子どもと里親が不調になり、子どもの状態や不調に至った経緯か

ら、施設でのケアが必要と判断された場合 

・ きょうだい分離を防止できない場合や、養育先への委託が緊急を

要している場合など、適当な「家庭における養育環境と同様の養育環

境」が提供できない場合（この場合については、あくまでも一時的な

ものとし、積極的に里親の新規開拓に取り組み、できるだけ早期に「家

庭における養育環境と同様の養育環境」に移行させること。なお、「一

時的」とは、乳幼児の場合には、日から週単位、長くとも数ヶ月以内

には移行すべきであり、就学後の子どもについては、長くとも３年以

内には移行すべきである。 

  (3) 保護者や子どもへの説明 

      保護者に対しては、里親委託についての理解を得るため、養育里親と養

子縁組里親との区別や、社会的養護については里親委託が原則であり、里

親による家庭養護が子どもの健全な心身の発達や成長を促すものである

こと等を十分に説明する。 

      里親に子どもを委託する際は、子どもや保護者に対し、次の事項につい

て十分な説明を行う。ただし、保護者に対して子どもの住所等を明らかに

した場合に子どもの保護に支障を来すおそれがあると認めるときは、支障

のない事項について説明する。 

① 委託措置を採ることとした理由 

② 委託しようとする里親の氏名、居住地等委託する里親に関する事

項 

③ 里親による監護措置及び親権者等のない場合の児童相談所長によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 保護者や子どもへの説明 

      保護者に対しては、里親委託についての理解を得るため、養育里親と養

子縁組里親との区別や、里親による家庭養護が子どもの健全な心身の発達

や成長を促すものであること等を十分に説明する。 

      里親に子どもを委託する際は、子どもや保護者に対し、次の事項につい

て十分な説明を行う。ただし、保護者に対して子どもの住所等を明らかに

した場合に子どもの保護に支障を来すおそれがあると認めるときは、支障

のない事項について説明する。 

 

① 委託措置を採ることとした理由 

② 委託しようとする里親の氏名、居住地等委託する里親に関する事

項 

③ 里親による監護措置及び親権者等のない場合の児童相談所長によ
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る親権代行、これに対する不当な妨げの禁止、緊急時の里親による

対応など、里親委託中の監護措置に関する事項 

④ 里親委託中の面会や通信に関する事項 

⑤ 里親委託中の費用に関する事項 

      また、子どもに対しては、子どもが有する権利や権利擁護のための仕組

み（子ども自身がいつでも電話や来所等の方法により児童相談所に相談で

きることなどの仕組み）についても子どもの年齢や態様等に応じ懇切に説

明する。 

里親委託中の里親による監護措置等については、保護者に対する措置決

定通知書に付記することが望ましい。（別添５（参考様式）） 

  (4) 里親への情報提供 

      里親に子どもを委託する場合には、委託児童の担当者が里親の家庭に出

向いたり、里親に児童相談所や子どもが生活する施設に出向いてもらい、

ケースの内容の説明を行う等により、相互に今後の方針を確認する。 

また、里親、委託した子ども及びその保護者の意見を聴いて、児童相談

所が作成した自立支援計画を、里親に渡す。 

児童相談所は措置決定通知書（措置内容を明確に示すこと）に添えて、

子どもの援助に参考となる次の①～⑨に掲げる資料を子どもを委託する

里親に渡す。 

なお、里親へ提供する情報は厳重な管理を行わせるとともに、委託中

はもちろん委託解除後についても、その取扱いや対応等については児童相

談所の指示に従い、慎重を期するよう、里親に対し、留意させる。 

① 子どもの住所、氏名、年齢 

② 家族構成及び家族の氏名、年齢 

③ 子どもの生育歴 

る親権代行、これに対する不当な妨げの禁止、緊急時の里親による

対応など、里親委託中の監護措置に関する事項 

④ 里親委託中の面会や通信に関する事項 

⑤ 里親委託中の費用に関する事項 

      また、子どもに対しては、子どもが有する権利や権利擁護のための仕組

み（子ども自身がいつでも電話や来所等の方法により児童相談所に相談で

きることなどの仕組み）についても子どもの年齢や態様等に応じ懇切に説

明する。 

里親委託中の里親による監護措置等については、保護者に対する措置決

定通知書に付記することが望ましい。（別添５（参考様式）） 

  (4) 里親への情報提供 

      里親に子どもを委託する場合には、委託児童の担当者が里親の家庭に出

向いたり、里親に児童相談所や子どもが生活する施設に出向いてもらい、

ケースの内容の説明を行う等により、相互に今後の方針を確認する。また、

里親、委託児童及びその保護者の意見を聴いて、児童相談所が自立支援計

画を作成し、里親に渡す。 

児童相談所は措置決定通知書（措置内容を明確に示すこと）に添えて、

子どもの援助に参考となる次の①～⑨に掲げる資料を子どもを委託する

里親に渡す。 

なお、里親へ提供する情報は厳重な管理を行わせるとともに、委託中

はもちろん委託解除後についても、その取扱いや対応等については児童相

談所の指示に従い、慎重を期するよう、里親に対し、留意させる。 

① 子どもの住所、氏名、年齢 

② 家族構成及び家族の氏名、年齢 

③ 子どもの生育歴 
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④ 性格行動（心理診断・判定に基づく見立て等） 

⑤ 健康状態 

⑥ 家庭環境 

⑦ 地域環境（保育所、学校などの状況） 

⑧ 委託についての子ども及び保護者の意向 

⑨ 子ども及び家庭に対する援助の方針 

⑩ その他子どもの福祉の増進に関し参考となる事項 

      また、委託後に必要となった情報については、追加調査なども含めてで

きる限り対応する。 

(5) 里親への委託 

   保護者のもとで生活していた子どもが里親への委託される場合などの

いわゆる移行期において、児童相談所や関係機関などは、委託後も関係者

からの適切な援助を一貫して受けることができ、子どもが安心して生活を

送れるように、子どもの最善の利益を考慮した子どもにとって負担のない

やさしい移行のための援助が必要である。 

子どもの気持ちに寄り添いながら丁寧に引き継ぎ、児童相談所をはじめ

関係機関によって援助をつなげていくことが重要である。 

  (6) 委託の解除 

      上記のように子どもと里親との調整を十分に行った上で委託し、委託後

も児童相談所等が援助を行った場合においても、子どもと里親との関係が

うまくいかなくなるといった状況や、不適切な養育が行われるといった状

況も起こり得る。不調の兆しをできるだけ早く把握するよう、定期的な支

援を行い、必要な場合には適切に介入し、やむを得ない場合には委託を解

除する。委託解除を行う場合は、子どもの混乱や分離による傷つき等に対

するケアを行うとともに、委託解除の理由や今後の生活などについて丁寧

④ 性格行動（心理診断・判定に基づく見立て等） 

⑤ 健康状態 

⑥ 家庭環境 

 

⑦ 委託についての子ども及び保護者の意向 

⑧ 子ども及び家庭に対する援助の方針 

⑨ その他子どもの福祉の増進に関し参考となる事項 

      また、委託後に必要となった情報については、追加調査なども含めてで

きる限り対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) 委託の解除 

      里親と子どもの調整を十分に行い、委託後も児童相談所等が援助を行っ

た場合においても、里親と子どもとの関係がうまくいかなくなるといった

状況や、不適切な養育が行われるといった状況も起こり得る。不調の兆し

をできるだけ早く把握して支援を行い、必要な場合には適切に介入し、や

むを得ない場合には委託を解除する。委託解除を行う場合は、子どもの混

乱や分離による傷つき等に対するケアを行うとともに、委託解除の理由や

今後の生活などについて丁寧な説明を行う。また、里親に対しても、傷つ
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な説明を行う。また、里親に対しても、養育がうまくいかなかったことへ

の傷つきや喪失感等へのケアが重要である。 

  (7) 措置延長 

里親に委託された子どもが、18 歳に達しても里親に委託を継続する必

要がある場合には、20 歳に達するまで、引き続き委託を継続することが

できる。特に、進学や就職をしたが生活が不安定な場合や、障害や疾病等

により進学や就職が決まらない場合など、子どもの自立を図るために継続

的な支援が必要な場合には、里親の意見を聞き、あらかじめ子ども、保護

者の意向を確認するとともに、延長することが必要と判断された場合に

は、積極的に委託期間の延長を行う。 

 

６．里親委託を推進するための取組 

   「里親支援事業」の実施により、児童相談所や里親支援機関に「里親等委

託調整員」を配置するとともに、「里親委託等推進委員会」を設け、児童相

談所、乳児院等の施設及び里親との連携を図りつつ、次のような事業を行う

ことにより、施設から里親への子どもの委託を総合的に推進する。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 里親月間を中心として行われる制度広報、体験発表会や施設行事の活用

や施設職員ＯＢやボランティア登録者への働きかけなど、様々な取組を通

じて、里親候補者の掘り起こしを行う。 

  

 

 (4) 未委託里親を含め、週末や夏季休暇等の連続した休暇の期間等を利用し

て施設に入所している子どもを里親として短期間養育する体験などを通

して、里親になるための動機付けを行う。 

きや喪失感等のケアが重要である。 

 

  (6) 措置延長 

里親に委託された子どもが、18 歳に達しても里親に委託を継続する必

要がある場合には、20 歳に達するまで、引き続き委託を継続することが

できる。進学や就職をしたが生活が不安定な場合や、障害や疾病等により

進学や就職が決まらない場合など、子どもの自立を図るために継続的な支

援が必要な場合には、積極的に委託期間の延長を行う。 

なお、委託期間の延長は、里親及び関係機関の意見を聞き、あらかじ

め子ども、保護者等の意向を確認するとともに、子ども等の状況を判定し

た結果、延長することが適当と判断された場合に行う。 

６．里親委託を推進するための取組 

   「里親支援機関事業」の実施により、児童相談所に「里親委託等推進員」

を配置するとともに、「里親委託等推進委員会」を設け、児童相談所、乳児

院等の施設及び里親との連携を図りつつ、次のような事業を行うことによ

り、施設から里親への子どもの委託を総合的に推進する。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 施設行事の活用や施設職員ＯＢやボランティア登録者への働きかけ等

により、里親候補者の掘り起こしを行う。 

 

 (4) 乳児院等の施設に措置した子どものうち、里親委託を目指すべき子ども

を特定する。 

 (5) 未委託里親を含め、里親体験（トライアル里親）を通して、里親になる

ための動機付けを行う。 
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７．里親の支援等 

 (1) 里親の支援 

平成 28 年児童福祉法等改正法により、法第 11 条第１項第２号へに、

都道府県の業務として、里親制度の広報啓発等による里親の新規開拓か

ら、子どもと里親とのマッチング、里親に対する訪問支援等による自立支

援まで、一貫した里親支援を行うことが規定されている。委託された子ど

もの養育の質を高め、里親の専門性の確保や精神的負担の軽減などを図る

ためには、里親支援の充実が必要であり、里親の研修、訪問・来所・電話

等による相談、里親の相互交流（里親サロン等）、里親の一時的な休息の

ための支援等の支援を行う。 

なお、里親支援は、子どもの年齢、委託期間、委託目的、実親との交

流の有無など、委託された子どもと里親の状況等に応じて、効果的に行う。 

 (2) 定期的な訪問  

里親担当者は、定期的に訪問するなどにより、「里親が行う養育に関

する最低基準」が遵守され、適切な養育が行われるよう、子どもの養育に

ついて必要な相談等の支援及び指導を行うこと。また、委託された子ども

の担当者も定期的に訪問すること。 

この定期的な訪問による相談等の支援は、児童相談所の里親担当者や

委託された子どもの担当者に加え、里親支援事業の里親等相談支援員や、

児童養護施設及び乳児院に置かれる里親支援専門相談員と分担連携して

行うこと。この場合、これらの者と定期的に会議を行うなどにより、相互

にケースの情報共有を行うこと。 

上記による定期的な訪問については、特に委託直後は、手厚い支援が

必要であり、訪問による子どもの状態の把握や養育に関する里親からの具

体的な相談に応ずるなど積極的に支援することとし、その後においても、

７．里親の支援等 

 (1) 里親の支援 

平成 20 年児童福祉法改正法により、法第 11 条第１項第２号へに、都

道府県の業務として、里親への支援（相談に応じ、必要な情報の提供、助

言、研修その他の援助）を行うことが規定されている。委託児童の養育の

質を高め、里親の専門性の確保や精神的負担の軽減などを図るためには、

里親支援の充実が必要であり、里親の研修、訪問・来所・電話等による相

談、里親の相互交流（里親サロン等）、里親の一時的な休息のための支援

等の支援を行う。 

なお、里親支援は、子どもの年齢、委託期間、委託目的、実親との交

流の有無など、委託児童と里親の状況等に応じて、効果的に行う。 

 

 (2) 定期的な訪問  

里親担当者は、定期的に訪問するなどにより、「里親が行う養育に関

する最低基準」が遵守され、適切な養育が行われるよう、子どもの養育に

ついて必要な相談等の支援及び指導を行うこと。また、委託児童の担当者

も定期的に訪問すること。 

この定期的な訪問による相談等の支援は、児童相談所の里親担当者や

委託児童の担当者に加え、里親支援機関事業の里親委託等推進員や、児童

養護施設及び乳児院に置かれる里親支援専門相談員と分担連携して行う

こと。この場合、これらの者と定期的に会議を行うなどにより、相互にケ

ースの情報共有を行うこと。 

上記による定期的な訪問については、特に委託直後は、手厚い支援が

必要であり、訪問による子どもの状態の把握や養育に関する里親からの具

体的な相談に応ずるなど積極的に支援することとし、その後においても、
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里親を孤立させずに相談しやすい関係を保持することが重要である。この

ため、子どもを委託した直後の２か月間は２週に１回程度、委託２年後ま

では毎月ないし２か月に１回程度、その後は概ね年２回程度、定期的に訪

問することとし、そのほか、里親による養育が不安定になった場合などに

は、これに加えて必要に応じて訪問すること。 

 (3) 里親支援機関との連携 

里親支援に当たっては、里親会、児童家庭支援センター、里親支援専

門相談員を置く施設等を里親支援機関に指定するなどし、里親名簿その他

の必要な情報を共有して、連携して効果的に行う体制を構築する。なお、

法第 11条第４項及び第５項の規定に基づき、里親支援の業務の委託先に

は、守秘義務が設けられている。また、里親支援専門相談員についても、

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号）

第 14条の２の規定に基づき、秘密保持義務が課せられている。 

  (4) 里親支援等の留意点 

  ア  児童相談所長は、里親への支援及び指導に関して、里親担当者、里親

支援事業により配置される職員及び里親支援専門相談員に必要な助言

を行うこと。 

   イ  里親担当者は、訪問等により里親に対し支援又は指導した事項を児童

相談所長に報告し、必要があれば、都道府県知事等に報告すること。 

  ウ  里親担当者は、子どもの養育に関して必要な指導を行ったにもかかわ

らず、里親がこの指導に従わない場合は、児童相談所長を経て、都道

府県知事等に意見を添えて報告すること。 

   エ  児童相談所長は、連絡先の教示など里親及び里親に委託された子ども

が児童相談所等に相談しやすい体制の整備に努めること。 

この場合、児童相談所の里親担当者のほか、里親支援機関、里親支援

里親を孤立させずに相談しやすい関係を保持することが重要である。この

ため、子どもを委託した直後の２か月間は２週に１回程度、委託２年後ま

では毎月ないし２か月に１回程度、その後は概ね年２回程度、定期的に訪

問することとし、そのほか、里親による養育が不安定になった場合などに

は、これに加えて必要に応じて訪問すること。 

 (3) 里親支援機関との連携 

里親支援に当たっては、里親会、児童家庭支援センター、里親支援専

門相談員を置く施設等を里親支援機関に指定するなどし、里親名簿その他

の必要な情報を共有して、連携して効果的に行う体制を構築する。なお、

法第 11 条第４項及び第５項の規定に基づき、里親支援の業務の委託先に

は、守秘義務が設けられている。 

 

 

  (4) 里親支援等の留意点 

  ア  児童相談所長は、里親への支援及び指導に関して、里親担当者、里親

委託等推進員及び里親支援専門相談員に必要な助言を行うこと。 

 

   イ  里親担当者は、訪問等により里親に対し支援又は指導した事項を児童

相談所長に報告し、必要があれば、都道府県知事等に報告すること。 

  ウ  里親担当者は、子どもの養育に関して必要な指導を行ったにもかかわ

らず、里親がこの指導に従わない場合は、児童相談所長を経て、都道

府県知事等に意見を添えて報告すること。 

   エ  児童相談所長は、連絡先の教示など里親及び里親に委託された子ども

が児童相談所等に相談しやすい体制の整備に努めること。 

この場合、児童相談所の里親担当者のほか、里親委託等推進員、里
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専門相談員、児童家庭支援センターなど、複数の相談先を示すこと。 

 

   オ  里親担当者及び委託された子ども担当者は定期的に子どもの保護者

と連絡をとるなど、子どもの家庭復帰が円滑に行われるよう努めるこ

と。 

  (5)（略）  

 

８．里親支援事業等の実施 

 (1) 里親支援事業の取組 

      里親支援事業については、本指針に定めるほか、平成 29 年３月 31 日

付け雇児発 0331第 44号「里親支援事業の実施について」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 里親の一時的な休息のための支援（レスパイト） 

親支援専門相談員、児童家庭支援センターなど、複数の相談先を示す

こと。 

   オ  里親担当者及び委託児童担当者は定期的に子どもの保護者と連絡を

とるなど、子どもの家庭復帰が円滑に行われるよう努めること。 

 

  (5) （略） 

 

８．里親支援機関事業等の実施 

 (1) 里親支援機関事業の取組 

     里親への委託を推進するとともに、里親制度の普及啓発を積極的に行

い、里親の資質の向上を図るための研修、里親に対する相談・援助など、

里親支援を総合的に実施する。 

  ア 里親制度普及促進事業 

    一般家庭に対し里親経験者による講演や説明を行い子どもの福祉へ

の理解を深めるとともに、養育里親等に対する研修を実施することに

より、養育技術の向上を図る 

  イ 里親委託推進・支援等事業 

里親委託を推進するために、里親や養子希望者の選定のための調整

等を行うとともに、委託された子どもの適切な養育を確保するための

関係機関との連絡・調整や、里親の負担を軽減するための相談援助や

生活援助、交流の促進など里親（家族を含む。）に対する子どもの養

育に関する支援を総合的に推進する。 

里親支援機関事業については、本指針に定めるほか、平成 20年４月

１日雇児発第 0401011号「里親支援機関事業の実施について」による。 

  (2) 里親の一時的な休息のための支援（レスパイト） 
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里親の一時的な休息のための援助(レスパイト・ケア)の実施について

委託されている子どもを養育している里親家庭が一時的な休息のための

援助を必要とする場合には、他の里親や乳児院又は児童養護施設を活用し

てその子どもの養育を行う。 

レスパイト・ケアについては、本指針に定めるほか、平成 14年９月５

日付け雇児発第 0905006号「里親の一時的な休息のための援助の実施につ

いて」による。 

９．里親委託中の児童相談所長の権限及び里親による監護 

  (1) 親権者等のない子どもの場合 

児童相談所長は、里親委託中の子どもで親権を行う者又は未成年後見

人（以下この章において「親権者等」という。）のないものに対し、親権

者等があるに至るまでの間、親権を行うこととされている（法第 47条第

２項）。 

ここで親権を行う者のない場合としては、親権を行う者が死亡した場

合、親権喪失等の審判がなされた場合などの親権を行使する権限を有する

者がない場合及び行方不明である場合などの事実上親権を行使すること

が不可能な場合が想定される。 

ただし、民法第 797 条の規定による養子縁組の承諾をするには、厚生

労働省令の定めるところにより、都道府県知事等の許可を得なければなら

ない。 

  (2) 親権者等のある子どもの場合 

    ア 里親による監護措置と親権者等との関係 

里親による監護、教育及び懲戒に関し、その子どもの福祉のために

行う必要な措置について親権者等はこれを不当に妨げてはならないと

されている（法第 47条第４項）。この規定に基づき、里親は、自らが

里親の一時的な休息のための援助(レスパイト・ケア)の実施について

委託されている子どもを養育している里親家庭が一時的な休息のための

援助を必要とする場合には、他の里親や乳児院又は児童養護施設を活用し

てその子どもの養育を行う。 

レスパイト・ケアについては、本指針に定めるほか、平成 14年９月５

日雇児発第 0905006 号「里親の一時的な休息のための援助の実施につい

て」による。 

９．里親委託中の児童相談所長の権限及び里親による監護 

  (1) 親権者等のない子どもの場合 

児童相談所長は、里親委託中の子どもで親権を行う者又は未成年後見

人（以下この章において「親権者等」という。）のないものに対し、親権

者等があるに至るまでの間、親権を行うこととされている（法第 47 条第

２項）。 

ここで親権を行う者のない場合としては、親権を行う者が死亡した場

合、親権喪失等の審判がなされた場合などの親権を行使する権限を有する

者がない場合及び行方不明である場合などの事実上親権を行使すること

が不可能な場合が想定される。 

ただし、民法第 797 条の規定による養子縁組の承諾をするには、厚生

労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならな

い。 

  (2) 親権者等のある子どもの場合 

    ア 里親による監護措置と親権者等との関係 

里親による監護、教育及び懲戒に関し、その子どもの福祉のために

行う必要な措置について親権者等はこれを不当に妨げてはならないと

されている（法第 47条第４項）。この規定に基づき、里親は、自らが
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とる監護等の措置について親権者等から不当に妨げる行為があった場

合には、当該行為にかかわらず、子どもの利益を保護するために必要

な監護措置をとることができる。 

この不当に妨げる行為の考え方、具体的な事例等については、「『児

童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関する

ガイドライン』について」（平成 24 年３月９日付け雇児総発 0309 第

１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

また、里親が判断に迷う場合には、児童相談所が相談に応じること

とし、児童相談所は、必要に応じ都道府県等の児童福祉審議会の意見

を聴いた上で、里親に対し助言、指導を行う。 

イ  子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場合 

里親は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要が

あると認めるときは、その親権者等の意に反しても、これをとること

ができることとされている（同条第５項）。 

具体的には、里親委託中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要が

あるが、緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等が治

療に同意しない場合においても、里親の判断により、医療機関は子ど

もに必要な医療を行うことができる。 

この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置をと

ることができないという趣旨ではないことに留意されたい。例えば、

上記のように、里親は、自らがとる監護等の措置について親権者等か

ら不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、子ど

もの利益を保護するために必要な監護等の措置をとることができる。 

また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる限

り親権者等に措置の必要性について説明するよう努める。 

とる監護等の措置について親権者等から不当に妨げる行為があった場

合には、当該行為にかかわらず、子どもの利益を保護するために必要

な監護措置をとることができる。 

この不当に妨げる行為の考え方、具体的な事例等については、「『児

童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関する

ガイドライン』について」（平成 24 年３月９日雇児総発 0309 第１号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

また、里親が判断に迷う場合には、児童相談所が相談に応じること

とし、児童相談所は、必要に応じ都道府県児童福祉審議会の意見を聴

いた上で、里親に対し助言、指導を行う。 

イ  子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場合 

里親は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要が

あると認めるときは、その親権者等の意に反しても、これをとること

ができることとされている（同条第５項）。 

具体的には、里親委託中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要が

あるが、緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等が治

療に同意しない場合においても、里親の判断により、医療機関は子ど

もに必要な医療を行うことができる。 

この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置をと

ることができないという趣旨ではないことに留意されたい。例えば、

上記のように、里親は、自らがとる監護等の措置について親権者等か

ら不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、子ど

もの利益を保護するために必要な監護等の措置をとることができる。 

また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる限

り親権者等に措置の必要性について説明するよう努める。 
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なお、親権者等が、子どもに必要な医療を受けることに同意しない

場合の対応については、「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に

重大な影響がある場合の対応について」（平成 24年３月９日付け雇児

総発 0309第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参

考とされたい。 

    ウ 子どもの生命又は身体の安全を確保するための緊急措置に係る報告 

里親は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要が

あると認め、必要な措置を採った場合には、その措置の内容について、

里親委託措置を行った都道府県知事等あてに報告することとされてい

る（別添６参照）。この報告は、親権者等の意に反した場合のみなら

ず、親権者等の意に沿った措置がなされた場合にも、行う必要がある。 

この報告を受けた児童相談所は、その妥当性について検討し、必要

に応じて里親に対し助言、指導等を行う。 

    エ 里親と親権者等との調整 

里親は、上記のとおり、子どもの福祉のための措置をとることがで

き、親権者等がこれを不当に妨げることはできないが、里親と親権者

等の意向が対立する場合には、児童相談所がその調整に当たる。児童

相談所は、子どもの最善の利益を確保する観点から里親及び親権者等

の双方の主張の妥当性を検討し、里親の措置が妥当である場合には、

親権者等に対し措置の妥当性について説明し、理解を得られるよう努

める。その際、児童相談所は、必要に応じて都道府県等の児童福祉審

議会の意見を聴いた上で、調整を行う。 

10（略） 

11．その他 

   里親委託等については、本指針に定めるほか、次の通知等による。 

なお、親権者等が、子どもに必要な医療を受けることに同意しない

場合の対応については、「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に

重大な影響がある場合の対応について」（平成 24年３月９日雇児総発

0309 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参考と

されたい。 

    ウ 子どもの生命又は身体の安全を確保するための緊急措置に係る報告 

里親は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要が

あると認め、必要な措置を採った場合には、措置の内容について、委

託措置を行った都道府県知事あてに報告することとされている（別添

６参照）。この報告は、親権者等の意に反した場合のみならず、親権

者等の意に沿った措置がなされた場合にも、行う必要がある。 

この報告を受けた児童相談所は、その妥当性について検討し、必要

に応じて里親に対し助言、指導等を行う。 

    エ 里親と親権者等との調整 

里親は、上記のとおり、子どもの福祉のための措置をとることがで

き、親権者等がこれを不当に妨げることはできないが、里親と親権者

等の意向が対立する場合には、児童相談所がその調整に当たる。児童

相談所は、里親及び親権者等の双方の主張の妥当性を検討し、里親の

措置が妥当である場合には、親権者等に対し措置の妥当性について説

明し、理解を得られるよう努める。その際、児童相談所は、必要に応

じて都道府県児童福祉審議会の意見を聴いた上で、調整を行う。 

 

10（略） 

11．その他 

   里親委託等については、本指針に定めるほか、次の通知等による。 
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  (1) 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  (2) 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」  

  (3) 平成 14年 9月 5日付け雇児発第 0905002号「里親制度の運営について」 

 (4) 平成 14年 9月 5日付け雇児発第 0905004号「養子制度等の運用につい

て」 

  (5) 平成 29年 3月 31日付け雇児発 0331第 44号「里親支援事業の実施につ

いて」 

 (6) 平成 14 年 9 月 5 日付け雇児発第 0905006 号「里親の一時的な休息のた

めの援助の実施について」 

   

 

  (7) 平成 23 年 3 月 30 日付け雇児発 0330 第 9 号「里親委託ガイドラインに

ついて」 

 

第５節 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

１（略） 

２．子どもの委託  

 (1) ファミリーホームの選定 

  ア  子どもを委託する場合、子どもの最善の利益を確保する観点から、子

どもや保護者等の意向、意見を十分尊重しつつ委託先を選定する。養

育者及び既に委託されている子どもと新たに委託する子どもとの適合

性が極めて重要であるため、子どものアセスメントや、養育者及びす

でに委託されている子どもと新たに委託する子どもとの適合性の確認

等十分な調整を行った上で、当該子どもに最も適したファミリーホー

ムに委託するよう努めること。特に、その子どもがこれまで育んでき

  (1) 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  (2) 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」  

  (3) 平成 14年 9月 5日雇児発第 0905002号「里親制度の運営について」 

 (4) 平成 14年 9月 5日雇児発第 0905004号「養子制度等の運用について」 

 

  (5) 平成 20 年 4 月 1 日雇児発第 0401011 号「里親支援機関事業の実施につ

いて」 

 (6) 平成 14 年 9 月 5 日雇児発第 0905006 号「里親の一時的な休息のための

援助の実施について」 

  (7) 平成 17年 3月 25日雇児福発第 0325002号「里親家庭への保護を要する

子どもの委託の促進について」 

  (8) 平成 23年 3月 30日雇児発 0330第 9号「里親委託ガイドライン」 

 

 

第４節 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

１（略） 

２．子どもの委託 

 (1) ファミリーホームの選定 

  ア  子どもを委託する場合、子どもや保護者等の意向、意見を十分尊重し

つつ子どもの最善の利益を確保する観点から、委託先を選定する。養

育者及び既に委託されている子どもと新たに委託する子どもとの適合

性が極めて重要であるため、子どものアセスメントや、養育者及びす

でに委託されている子どもと新たに委託する子どもとの適合性の確認

等十分な調整を行った上で、当該子どもに最も適したファミリーホー

ムに委託するよう努めること。特に、その子どもがこれまで育んでき
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た人的関係や育った環境との連続性を大切にし、可能な限り、環境の

変化を少なくするなどその連続性をできるだけ保てるファミリーホー

ムに委託するよう努めること。 

    イ ファミリーホームに子どもを委託する場合において、子ども若しくは

その保護者の意向が児童相談所の方針と一致しない等の場合は、法第

27条第３項、第 28条第１項第１号又は２号ただし書きの規定による措

置を採るものを除き、都道府県等の児童福祉審議会の意見を聴取しな

ければならない（令第 32条）が、その手続き等については、第３章第

７節「都道府県児童福祉審議会への意見聴取」による。 

    ウ ファミリーホームの入居定員は、５人又は６人とする。 

  (2)・(3) （略）  

３．その他 

    小規模住居型児童養育事業については、本指針に定めるほか、次の通知等

による。 

(1) 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

(2) 平成 21年 3月 31日付け雇児発第 0331011号「小規模住居型児童養育事

業の運営について」 

(3) 平成 23 年 3 月 30日付け雇児発 0330 第 9 号「里親委託ガイドラインに

ついて」 

 

第６節 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託 

１．措置の決定等 

 (1)～(3) （略）  

 (4) 措置する児童福祉施設等の決定に当たっては、子どもの最善の利益を確

保する観点から子どもや保護者の意向を十分尊重するとともに、その子ど

た人的関係や育った環境などの連続性を大切にし、可能な限り、その

連続性が保障できるファミリーホームに委託するよう努めること。 

 

    イ ファミリーホームに子どもを委託する場合において、子ども若しくは

その保護者の意向が児童相談所の方針と一致しない等の場合は、法第

27条第３項、第 28条第１項第１号又は２号ただし書きの規定により採

るものを除き、都道府県児童福祉審議会の意見を聴取しなければなら

ない（令第３２条）が、その手続き等については、第３章第７節「都

道府県児童福祉審議会への意見聴取」による。 

    ウ ファミリーホームの入居定員は、５人又は６人とする。 

  (2)・(3) （略）  

３．その他 

    小規模住居型児童養育事業については、本指針に定めるほか、次の通知等

による。 

(1) 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

(2) 平成 21年 3月 31日雇児発第 0331011号「小規模住居型児童養育事業の

運営について」 

(3) 平成 23年 3月 30日雇児発 0330第 9号「里親委託ガイドライン」 

 

 

第５節 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託 

１．措置の決定等 

 (1)～(3) （略）  

 (4) 措置する児童福祉施設等の決定に当たっては、子どもや保護者の意向を

十分尊重するとともに、その子どもにとって最も適合する施設の選定を行
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もにとって最も適合する施設の選定を行う。また、選定された施設との事

前の連携を十分に図り、子どもの安定化が順調に行われるよう十分に配慮

する。 

 (5) 子どもを児童福祉施設等に措置する場合には、子どもや保護者に対し、

次の事項について十分な説明を行う。ただし、保護者に対して子どもの住

所等を明らかにした場合に子どもの保護に支障を来すおそれがあると認

める時は、支障のない事項について説明する。 

① 入所等措置を採ることとした理由 

② 児童福祉施設等の名称、所在地、施設の特色、施設生活等、入所又は

委託をする施設等に関する事項 

③ 児童福祉施設の長（以下「施設長」という。）による監護措置及び親

権者等のない場合の親権代行、これに対する不当な妨げの禁止、緊急

時の施設長による対応など、施設入所等中の監護措置に関する事項 

④ 施設入所等中の面会や通信に関する事項 

⑤ 施設入所等中の費用に関する事項 

また、子どもに対しては、子どもが有する権利や権利擁護のための仕組

み（子ども自身がいつでも電話や来所等の方法により児童相談所に相談で

きることや、施設における苦情解決の仕組み、社会福祉協議会に設置され

ている運営適正化委員会への苦情の申し出などの仕組み、被措置児童虐待

防止の仕組み）についても子どもの年齢や態様等に応じ懇切に説明する。 

施設入所中の施設長による監護措置等については、保護者に対する措

置決定通知書に付記することが望ましい。（別添５（参考様式）） 

なお、これらの説明を行う場合には、当該施設等の写真やパンフレッ

ト等を活用するなど、わかり易い媒体手段を工夫するとともに、必要に応

じ事前に子どもや保護者に当該施設等を見学させるなど、子ども、保護者

う。また、選定された施設との事前の連携を十分に図り、子どもの安定化

が順調に行われるよう十分に配慮する。 

 

 (5) 子どもを児童福祉施設等に措置する場合には、子どもや保護者に対し、

次の事項について十分な説明を行う。ただし、保護者に対して子どもの住

所等を明らかにした場合に子どもの保護に支障を来すおそれがあると認

める時は、支障のない事項について説明する。 

① 入所等措置を採ることとした理由 

② 児童福祉施設等の名称、所在地、施設の特色、施設生活等、入所又は

委託をする施設等に関する事項 

③ 児童福祉施設の長（以下「施設長」という。）による監護措置及び親

権者等のない場合の親権代行、これに対する不当な妨げの禁止、緊急

時の施設長による対応など、施設入所等中の監護措置に関する事項 

④ 施設入所等中の面会や通信に関する事項 

⑤ 施設入所等中の費用に関する事項 

また、子どもに対しては、子どもが有する権利や権利擁護のための仕組

み（子ども自身がいつでも電話や来所等の方法により児童相談所に相談で

きることや、施設における苦情解決の仕組み、社会福祉協議会に設置され

ている運営適正化委員会への苦情の申し出などの仕組み）についても子ど

もの年齢や態様等に応じ懇切に説明する。 

施設入所中の施設長による監護措置等については、保護者に対する措置

決定通知書に付記することが望ましい。（別添５（参考様式）） 

なお、これらの説明を行う場合には、当該施設等の写真やパンフレット

等を活用するなど、わかり易い媒体手段を工夫するとともに、必要に応じ

事前に子どもや保護者に当該施設等を見学させるなど、子ども、保護者の
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の不安を軽減するための十全の配慮を行うこと。また、既に一部都道府県

で行われているいわゆる「子どもの権利ノート」の活用等も考えられるこ

と。 

 (6) 施設入所措置等について、子ども若しくはその保護者の意向が児童相談

所の方針と一致しない等の場合は、法 27条第３項、法 27条の２第１項、

第 28条第１項第１号又は２号ただし書の規定により採るものを除き、都

道府県児童福祉審議会の意見を聴取しなければならない（令第３２条）が、

その手続き等については、第３章第７節「都道府県児童福祉審議会への意

見聴取」による。 

 (7) 子どもを児童福祉施設等に措置する場合には、児童相談所は措置決定通

知書（措置内容及び理由を明確に示すこと）に添えて、子どもの援助に参

考となる次の①～⑨に掲げる資料を子どもを入所又は委託させる児童福

祉施設等の長に送付する。また、必要に応じ事例担当者が施設に出向き、

事例の内容の説明を行う等により、相互に今後の方針を確認する。（図－

４） 

   なお、これらの資料は、子どもが施設において安定した生活を送るため

の援助に必要であるばかりか、家庭復帰に向けた取組や自立支援に必要と

なる基礎資料であることから、できる限り綿密なものであることは言うま

でもない。 

   ①子どもの住所、氏名、年齢 

  ②家族構成及び家族の氏名、年齢 

  ③子どもの生育歴 

  ④性格行動（心理診断・判定に基づく見立て、基本資料等を含む） 

  ⑤健康状態 

  ⑥家庭環境 

不安を軽減するための十全の配慮を行うこと。また、既に一部都道府県で

行われているいわゆる「児童の権利ノート」の活用等も考えられること。 

 

 (6) 施設入所措置等について、子どももしくはその保護者の意向が児童相談

所の方針と一致しない等の場合は、法 27条第３項、法 27条の２第１項、

第 28 条第１項第１号又は２号ただし書の規定により採るものを除き、都

道府県児童福祉審議会の意見を聴取しなければならない（令第３２条）が、

その手続き等については、第３章第７節「都道府県児童福祉審議会への意

見聴取」による。 

 (7) 子どもを児童福祉施設等に措置する場合には、児童相談所は措置決定通

知書（措置内容及び理由を明確に示すこと）に添えて、子どもの援助に参

考となる次の①～⑨に掲げる資料を子どもを入所又は委託させる児童福

祉施設等の長に送付する。また、必要に応じ事例担当者が施設に出向き、

事例の内容の説明を行う等により、相互に今後の方針を確認する。（図－

４） 

   なお、これらの資料は、子どもが施設において安定した生活を送るため

の援助に必要であるばかりか、家庭復帰に向けた取組や自立支援に必要と

なる基礎資料であることから、できる限り綿密なものであることは言うま

でもない。 

   ①子どもの住所、氏名、年齢 

  ②家族構成及び家族の氏名、年齢 

  ③子どもの生育歴 

  ④性格行動（心理診断・判定に基づく見立て、基本資料等を含む） 

  ⑤健康状態 

  ⑥家庭環境 
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⑦地域環境（保育所、学校の状況） 

   ⑧措置についての子ども及び保護者の意向 

   ⑨子ども及び家庭に対する援助指針（援助方針） 

   ⑩その他子どもの福祉の増進に関し参考となる事項 

   また、入所又は委託後に児童福祉施設等において必要となった情報につ

いては、追加調査なども含めてできる限り対応する。 

 (8) 児童相談所は、児童福祉施設が自立支援計画を策定・見直しをするに当

たり、十分な協議をし、必要な協力を行うとともに、自立支援計画につい

て承認する手続を行う。 

 (9) 児童相談所は、子ども及び保護者に事前に援助方針を伝え、その意向を

十分に尊重するとともに、その子どもを入所又は委託させようとする児童

福祉施設等と十分に協議し、援助指針（援助方針）を策定する。 

 (10)・(11) （略）  

２．入所又は委託中の援助 

  (1) 児童福祉施設等への措置後の継続的援助 

里親への委託と同様に、いわゆる移行期において、児童相談所や関係機

関などは、委託後も関係者からの適切な援助を一貫して受けることがで

き、子どもが安心して生活を送れるように、子どもの最善の利益を考慮し

た子どもにとって負担のないやさしい移行のための援助が必要である。 

子どもの気持ちに寄り添いながら丁寧に引き継ぎ、児童相談所をはじめ

関係機関によって援助をつなげていくことが重要である。 

  児童相談所は、子どもを児童福祉施設等に措置後も、その施設、保護者

等との接触を保ち、適切な援助を継続的に行う。この一連の仕組みを図－

４に示す。 

     児童相談所は、法第 30 条の２に基づき定期的に児童福祉施設に入所し

 

   ⑦措置についての子ども及び保護者の意向 

   ⑧子ども及び家庭に対する援助指針 

   ⑨その他子どもの福祉の増進に関し参考となる事項 

   また、入所又は委託後に児童福祉施設等において必要となった情報につ

いては、追加調査なども含めてできる限り対応する。 

 (8) 児童相談所は、児童福祉施設が自立支援計画を策定するに当たり、十分

な協議をし、必要な協力を行う。 

 

 (9) 児童相談所は、子ども及び保護者に事前に援助方針を伝え、その意向を

十分に尊重するとともに、その子どもを入所又は委託させようとする児童

福祉施設等と十分に協議し、援助指針を策定する。 

 (10)・(11) （略）  

２．入所又は委託中の援助 

  (1) 児童福祉施設等への措置後の継続的援助 

     児童相談所は、子どもを児童福祉施設等に措置後も、その施設、保護者

等との接触を保ち、適切な援助を継続的に行う。この一連の仕組みを図－

４に示す。 

     児童相談所は、法第 30 条の２に基づき定期的に児童福祉施設に入所し

ている子どもの養育に関する報告を施設（指定発達支援医療機関を含む。）

から徴し、必要に応じ子どもや保護者等に関する調査、診断、判定、援助

を行い、また定期的に施設を訪問したり、施設と合同で事例検討会議を行

う等、相互の連携を十分に図るよう留意する。 

   なお、施設訪問の際には、極力子どもと面接する時間をとり、子どもの

意向を把握する等、効果的な訪問に心がける。 
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ている子どもの養育に関する報告を施設（指定発達支援医療機関を含む。）

から徴し、必要に応じ子どもや保護者等に関する調査、診断、判定、援助

を行い、また定期的に施設を訪問したり、施設と合同で事例検討会議を行

う等、相互の連携を十分に図るよう留意する。 

   なお、施設訪問の際には、極力子どもと面接する時間をとり、子どもの

意向を把握する等、効果的な訪問に心がける。 

     子どもの養育に関する報告の回数は、全般的報告に関しては年２回程

度、特別な問題を有する子どもに関しては、必要に応じてその回数を決め

ることが適当である。 

     特に、専門的な支援が必要な子どもの援助に当たっては、児童福祉施設

その他の機関との連携が不可欠であり、子どもの援助を検討する施設の会

議に児童相談所職員が参加することや、心理・精神医学的治療が必要な子

どもについては、施設を訪問する、児童相談所に通所させる等、専門的見

地からの指導・助言に努める。 

     入所中の子どもの相談については、その訴えを傾聴するとともに、受容

的・非審判的態度で臨む。子どもの訴えの内容が児童福祉施設等に対する

苦情や不満等に関するものである場合、必要に応じ本庁児童福祉主管課と

連携を図りながら、児童福祉施設等の職員等からも事情を聴くなど、客観

的事実の把握に努めるとともに、子どもの適切な援助を確保する観点から

必要と認める場合は、児童福祉施設等に対し必要な助言、指導、指示等を

行う。また、権利侵害性が高いと判断される相談についてその援助を決定

する場合は、援助の決定の客観性を一層確保する観点から都道府県児童福

祉審議会の意見を聴取することが望ましい。 

 (2) 懲戒に係る権限の濫用や虐待等が疑われる場合 

   児童福祉施設の長は、監護・教育・懲戒に関し子どもの福祉のため必要

     子どもの養育に関する報告の回数は、全般的報告に関しては年２回程

度、特別な問題を有する子どもに関しては、必要に応じてその回数を決め

ることが適当である。 

     特に、専門的な支援が必要な子どもの援助に当たっては、児童福祉施設
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必要と認める場合は、児童福祉施設等に対し必要な助言、指導、指示等を

行う。また、権利侵害性が高いと判断される相談についてその援助を決定

する場合は、援助の決定の客観性を一層確保する観点から都道府県児童福

祉審議会の意見を聴取することが望ましい。 
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な措置を採ることができるが、懲戒に関する権限については、あくまでも

子どもの健全な育成のために認められているものであり、決して濫用され

るようなことがあってはならない。 

   もとより、児童福祉施設の職員は、入所している子どもに対して、児童

虐待防止法に規定する児童虐待その他子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならないものであり、また、平成 20年児童福祉法改正法

において、被措置児童等虐待の防止に関する事項を盛り込み、法第 33条

の 10で、被措置児童等虐待の定義を定め、法第 33条の 11で施設職員等

による被措置児童等虐待等その他被措置児童等に心身に有害な影響を及

ぼす行為の禁止についても規定された。児童福祉施設の職員から虐待を受

けた子どもは、法第 33条の 12の通告の対象となるものである。 

   入所している子どもやその保護者から、懲戒に係る権限の濫用や虐待等

の訴え等があったときや通告を受けたときには、あくまで客観的事実の把

握に努め、事実に基づく対応をしなければならない。（「被措置児童等虐

待対応ガイドラインについて」（通知）を参照） 

   その際、その子どもの最善の利益に配慮して適切なケアを行うことと

し、必要に応じてその子どもの一時保護、措置変更を行うとともに、援助

上の問題について施設に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防止の

観点から、必要に応じて児童福祉施設に対する指導権限を有する本庁と連

携を図りつつ対応することが必要である。 

   なお、都道府県等の行った指導又は助言について、設備運営基準第 14

条の３第３項により、児童福祉施設は必要な改善を行わなければならない

ことが明示されている。 

   また、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）の規定に基づき、苦情の解

決に当たっては、都道府県等の本庁と緊密な連携を図るとともに、施設運

な措置を採ることができるが、懲戒に関する権限については、あくまでも

子どもの健全な育成のために認められているものであり、決して濫用され

るようなことがあってはならない。 

   もとより、児童福祉施設の職員は、入所している子どもに対して、児童

虐待防止法に規定する児童虐待その他子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならないものであり、また、児童福祉施設の職員から虐待

を受けた子どもは、法第 33条の 12の通告の対象となるものである。 

   入所している子どもやその保護者から、懲戒に係る権限の濫用や虐待等

の訴え等があったときや通告を受けたときには、あくまで客観的事実の把

握に努め、事実に基づく対応をしなければならない。 

   その際、その子どもの最善の利益に配慮して適切なケアを行うことと

し、必要に応じてその子どもの一時保護、措置変更を行うとともに、援助

上の問題について施設に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防止の

観点から、必要に応じて児童福祉施設に対する指導権限を有する本庁と連

携を図りつつ対応することが必要である。 

   なお、都道府県等の行った指導又は助言について、設備運営基準第 14

条の３第３項により、児童福祉施設は必要な改善を行わなければならない

ことが明示されている。 

   また、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）の規定に基づき、苦情の解

決に当たっては、都道府県等の本庁と緊密な連携を図るとともに、施設運

営、法人運営について都道府県知事等が改善の勧告や事業の停止命令等の

行政処分を検討する際には、児童相談所は子どもの権利擁護の観点から適

切な対処に心掛ける。 
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営、法人運営について都道府県知事等が改善の勧告や事業の停止命令等の

行政処分を検討する際には、児童相談所は子どもの権利擁護の観点から適

切な対処に心掛ける。 

(3) 施設入所中の施設長による監護 

    ア 親権者等のない子どもの場合 

施設長は、施設入所中の子どもで親権者等のないものに対し、親権

者等があるに至るまでの間、親権を行うこととされている（法第 47条

第２項）。 

ここで親権を行う者のない場合としては、親権を行う者が死亡した

場合、親権喪失等の審判がなされた場合などの親権を行使する権限を

有する者がない場合及び行方不明である場合などの事実上親権を行使

することが不可能な場合が想定される。 

ただし、民法第 797 条の規定による養子縁組の承諾をするには、厚

生労働省令の定めるところにより都道府県知事の許可を得なければな

らない。 

    イ 親権者等のある子どもの場合 

     (ｱ) 施設長による監護措置と親権者等との関係 

施設長による監護、教育及び懲戒に関し、その子どもの福祉のため

に行う必要な措置について親権者等はこれを不当に妨げてはならない

とされている（法第 47条第４項）。この規定に基づき、施設長は、自

らがとる監護等の措置について親権者等から不当に妨げる行為があっ

た場合には、当該行為にかかわらず、子どもの利益を保護するために

必要な監護措置をとることができる。 

この不当に妨げる行為の考え方、具体的な事例等については、「『児

童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関する
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とされている（法第 47条第４項）。この規定に基づき、施設長は、自

らがとる監護等の措置について親権者等から不当に妨げる行為があっ

た場合には、当該行為にかかわらず、子どもの利益を保護するために

必要な監護措置をとることができる。 

この不当に妨げる行為の考え方、具体的な事例等については、「『児

童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関する
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ガイドライン』について」（平成 24 年３月９日付け雇児総発 0309 第

１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

また、施設長が判断に迷う場合には、児童相談所が相談に応じるこ

ととし、児童相談所は、必要に応じ都道府県児童福祉審議会の意見を

聴いた上で、施設長に対し助言、指導を行う。 

     (ｲ) 子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場

合 

施設長は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必

要があると認めるときは、その親権者等の意に反しても、これを採

ることができることとされている（同条第５項）。 

具体的には、施設入所中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要

があるが、緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等

が治療に同意しない場合においても、施設長の判断により、医療機

関は子どもに必要な医療を行うことができる。 

この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置を

とることができないという趣旨ではないことに留意されたい。例え

ば、上記のように、施設長は、自らがとる監護等の措置について親

権者等から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわ

らず、子どもの利益を保護するために必要な監護等の措置をとるこ

とができる。 

また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる

限り親権者等に措置の必要性について説明するよう努める。 

なお、親権者等が、子どもに必要な医療を受けることに同意しな

い場合の対応については、「医療ネグレクトにより児童の生命・身

体に重大な影響がある場合の対応について」（平成 24年３月９日付

ガイドライン』について」（平成 24 年３月９日雇児総発 0309 第１号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

また、施設長が判断に迷う場合には、児童相談所が相談に応じること

とし、児童相談所は、必要に応じ都道府県児童福祉審議会の意見を聴い

た上で、施設長に対し助言、指導を行う。 

     (ｲ) 子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場

合 

施設長は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必

要があると認めるときは、その親権者等の意に反しても、これをと

ることができることとされている（同条第５項）。 

具体的には、施設入所中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要

があるが、緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等

が治療に同意しない場合においても、施設長の判断により、医療機

関は子どもに必要な医療を行うことができる。 

この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置を

とることができないという趣旨ではないことに留意されたい。例え

ば、上記のように、施設長は、自らがとる監護等の措置について親

権者等から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわ

らず、子どもの利益を保護するために必要な監護等の措置をとるこ

とができる。 

また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる

限り親権者等に措置の必要性について説明するよう努める。 

なお、親権者等が、子どもに必要な医療を受けることに同意しな

い場合の対応については、「医療ネグレクトにより児童の生命・身

体に重大な影響がある場合の対応について」（平成 24年３月９日雇
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け雇児総発 0309第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通

知）を参考とされたい。 

    ウ 子どもの生命又は身体の安全を確保するための緊急措置に係る報告 

施設長は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要

があると認め、必要な措置を採った場合には、措置の内容について、

入所措置を行った都道府県知事あてに報告することとされている（別

添６参照）。 

この報告は、親権者等の意に反した場合のみならず、親権者等の意

に沿った措置がなされた場合にも行う必要がある。 

報告を受けた児童相談所は、その妥当性について検討し、必要に応

じて施設長に対し助言、指導等を行う。 

    エ 施設長と親権者等との調整 

施設長は、上記のとおり、子どもの福祉のための措置をとることが

でき、親権者等がこれを不当に妨げることはできないが、施設長と親

権者等の意向が対立する場合には、児童相談所がその調整に当たる。

児童相談所は、施設長及び親権者等の双方の主張の妥当性を検討し、

施設長の措置が妥当である場合には、親権者等に対し措置の妥当性に

ついて説明し、理解を得られるよう努める。その際、児童相談所は、

必要に応じて都道府県児童福祉審議会の意見を聴いた上で、調整を行

う。 

 (4) 面会・通信の制限 

   ① 対象となる事例 

       児童虐待防止法第 12条により、施設入所等の措置（法第 27条第１項

第３号の措置）が採られ、又は一時保護（法第 33条第１項若しくは第

２項の規定による一時保護）が行われた場合において、児童虐待の防

児総発 0309第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）

を参考とされたい。 

    ウ 子どもの生命又は身体の安全を確保するための緊急措置に係る報告 

施設長は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要

があると認め、必要な措置を採った場合には、措置の内容について、

入所措置を行った都道府県知事あてに報告することとされている（別

添６参照）。 

この報告は、親権者等の意に反した場合のみならず、親権者等の意

に沿った措置がなされた場合にも行う必要がある。 

報告を受けた児童相談所は、その妥当性について検討し、必要に応

じて施設長に対し助言、指導等を行う。 

    エ 施設長と親権者等との調整 

施設長は、上記のとおり、子どもの福祉のための措置をとることが

でき、親権者等がこれを不当に妨げることはできないが、施設長と親

権者等の意向が対立する場合には、児童相談所がその調整に当たる。

児童相談所は、施設長及び親権者等の双方の主張の妥当性を検討し、

施設長の措置が妥当である場合には、親権者等に対し措置の妥当性に

ついて説明し、理解を得られるよう努める。その際、児童相談所は、

必要に応じて都道府県児童福祉審議会の意見を聴いた上で、調整を行

う。 

 (4) 面会・通信の制限 

   ① 対象となる事例 

       児童虐待防止法第 12条により、施設入所等の措置（法第 27条第１項

第３号の措置）が採られ、又は一時保護（法第 33条第１項若しくは第

２項の規定による一時保護）が行われた場合において、児童虐待の防
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止及び児童虐待を受けた子どもの保護のため必要があると認めるとき

は、児童相談所長及び子どもが入所する施設の長は、児童虐待を行っ

た保護者に対し、子どもとの面会・通信を制限することができる。 

  ② 制限する面会・通信の範囲 

    児童虐待防止法第 12条第１項第１号の「面会」及び同項第２号の「通

信」の内容はそれぞれ次のとおりである。 

   ア 面会 

     例えば、子どもが保護されている住所、居所（児童相談所、一時保

護所、施設、里親宅）等に対する訪問、押しかけ等がこれに該当す

る。 

   イ 通信 

         例えば、子どもが保護されている住所、居所（児童相談所、一時保

護所、施設、里親宅）等に対する手紙、ＦＡＸ、宅配便等の送付、

電話、電子メール等がこれに該当する。 

  ③ 面会・通信制限の位置付け及び制限の方法等  

   ア 面会・通信制限の位置付け 

     児童虐待防止法上、児童相談所長、施設長のいずれもが面会・通信

を制限することができるとされているが、当該制限は行政処分に該

当すると考えられることから、行政手続法等の対象となるものであ

る。面会・通信制限については、児童虐待防止法第 12条に基づく行

政処分としての位置づけを持たず「指導」として行うものもあり得

ることから、行政処分又は指導のどちらの位置付けで行うべきかに

ついて実状に応じて判断し、対応する。 

   イ 制限の方法 

     行政処分としての面会・通信制限を行うときは、行政手続法第 13

止及び児童虐待を受けた子どもの保護のため必要があると認めるとき

は、児童相談所長及び子どもが入所する施設の長は、児童虐待を行っ

た保護者に対し、子どもとの面会・通信を制限することができる。 

  ② 制限する面会・通信の範囲 

    児童虐待防止法第 12条第１項第１号の「面会」及び同項第２号の「通

信」の内容はそれぞれ次のとおりである。 

   ア 面会 

     例えば、子どもが保護されている住所、居所（児童相談所、一時保

護所、施設、里親宅）等に対する訪問、押しかけ等がこれに該当す

る。 

   イ 通信 

         例えば、子どもが保護されている住所、居所（児童相談所、一時保

護所、施設、里親宅）等に対する手紙、ＦＡＸ、宅配便等の送付、

電話、電子メール等がこれに該当する。 

  ③ 面会・通信制限の位置付け及び制限の方法等  

   ア 面会・通信制限の位置付け 

     児童虐待防止法上、児童相談所長、施設長のいずれもが面会・通信

を制限することができるとされているが、当該制限は行政処分に該

当すると考えられることから、行政手続法等の対象となるものであ

る。面会・通信制限については、児童虐待防止法第 12条に基づく行

政処分としての位置づけを持たず「指導」として行うものもあり得

ることから、行政処分又は指導のどちらの位置付けで行うべきかに

ついて実状に応じて判断し、対応する。 

   イ 制限の方法 

     行政処分としての面会・通信制限を行うときは、行政手続法第 13
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条第１項第２号の規定により、弁明の機会を付与することが必要と

されているとともに、同法第 14条、第 29条第１項及び第 30条の規

定により、書面により、根拠条項、処分の要件に該当する原因とな

る事実等の処分の理由を提示することが必要とされている。ただし、

後述するような夜間等の緊急の場合に当該制限を行う場合には、同

法第 13条第２項第１号の規定により、弁明の機会の付与の手続を省

略して差し支えない。 

     なお、強制入所等（法第 28条の規定による施設入所等の措置をい

う。以下同じ。）の事案であって、児童虐待防止法第 12条の４によ

る接近禁止命令を発する可能性のあるものについては、本法の規定

に基づき行政処分として面会及び通信の全部を制限していること

が、同命令を発する要件とされていることを十分考慮されたい。 

     施設長が、指導にとどまらず、児童虐待防止法第 12 条の規定によ

り行政処分として面会・通信制限を行うことについては、 

    ・ 一般的には、児童相談所長が当該制限を行うことで足りると考え

られること 

    ・ 面会・通信の全部が制限されていることが同法第 12 条の４第１

項の規定による罰則を伴う接近禁止命令の要件となること 

    等から慎重になされるべきであり、当該制限の必要がある場合には、

児童相談所長がこれを行う。 

     しかしながら、子どもが施設に保護されている場合であって、夜間

等で児童相談所長が行政処分としての制限を行う暇のない緊急の事

例に該当するときは、必要に応じて、施設長が短期間の期限を設定し、

書面により行政処分としての制限を行うこと（別添７参照）。ただし、

当該書面において、当該面会・通信制限の要件に該当する事実など面

条第１項第２号の規定により、弁明の機会を付与することが必要と

されているとともに、同法第 14条、第 29条第１項及び第 30条の規

定により、書面により、根拠条項、処分の要件に該当する原因とな

る事実等の処分の理由を提示することが必要とされている。ただし、

後述するような夜間等の緊急の場合に当該制限を行う場合には、同

法第 13条第２項第１号の規定により、弁明の機会の付与の手続を省

略して差し支えない。 

     なお、強制入所等（法第 28条の規定による施設入所等の措置をい

う。以下同じ。）の事案であって、児童虐待防止法第 12条の４によ

る接近禁止命令を発する可能性のあるものについては、本法の規定

に基づき行政処分として面会及び通信の全部を制限していること

が、同命令を発する要件とされていることを十分考慮されたい。 

     施設長が、指導にとどまらず、児童虐待防止法第 12 条の規定によ

り行政処分として面会・通信制限を行うことについては、 

    ・ 一般的には、児童相談所長が当該制限を行うことで足りると考え

られること 

    ・ 面会・通信の全部が制限されていることが同法第 12 条の４第１

項の規定による罰則を伴う接近禁止命令の要件となること 

等から慎重になされるべきであり、当該制限の必要がある場合には、

児童相談所長がこれを行う。 

     しかしながら、子どもが施設に保護されている場合であって、夜間

等で児童相談所長が行政処分としての制限を行う暇のない緊急の事

例に該当するときは、必要に応じて、施設長が短期間の期限を設定

し、書面により行政処分としての制限を行うこと（別添７参照）。

ただし、当該書面において、当該面会・通信制限の要件に該当する
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会・通信制限の処分の理由を正確に把握し、記述する時間的余裕がな

い場合には、行政手続法第 14 条の規定により、事後、相当の期間内

に、これを書面で示すことが必要とされている。 

     施設長が行政処分としての制限を行った場合、施設長は、事後速や

かに児童相談所長に、児童虐待防止法第 12条第２項の規定に基づき、

当該制限を行うに至った経緯、理由、状況等を書面により通知するこ

ととし、これを受けて、児童相談所長は、施設長により設定された面

会・通信制限の期限を踏まえつつ、当該制限を継続する必要があれば、

保護者に対し弁明の機会を付与した上で、書面により制限を行う。 

     児童相談所長は、施設に入所している子どもに係る面会・通信制限

の実施又は解除を行うに当たっては、施設長又は里親等と十分協議

し、その意見を踏まえた上で、これを行うこととするとともに、当該

制限の実施又は解除を行った場合、その旨を当該施設長又は里親等に

連絡する。 

     また、児童相談所長は、制限の実施又は解除を行った場合、都道府

県知事にその旨を通知する。施設長から制限の実施又は解除を行った

旨の通知があったときも、同様に都道府県知事に通知する。 

 

  ウ 面会・通信制限の決定通知書の記載事項 

    面会・通信制限の決定通知書には、次の事項を記載する（別添８参照）。 

    (ｱ) 制限を行う根拠及び制限事項 

      児童虐待防止法第 12 条第１項に基づき、同項第１号及び第２号

に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について制限す

る旨を記載する。 

    (ｲ) 制限を受ける者 

事実など面会・通信制限の処分の理由を正確に把握し、記述する時

間的余裕がない場合には、行政手続法第 14条の規定により、事後、

相当の期間内に、これを書面で示すことが必要とされている。 

     施設長が行政処分としての制限を行った場合、施設長は、事後速や

かに児童相談所長に、児童虐待防止法第 12条第２項の規定に基づき、

当該制限を行うに至った経緯、理由、状況等を書面により通知する

こととし、これを受けて、児童相談所長は、施設長により設定され

た面会・通信制限の期限を踏まえつつ、当該制限を継続する必要が

あれば、保護者に対し弁明の機会を付与した上で、書面により制限

を行う。 

     児童相談所長は、施設に入所している子どもに係る面会・通信制限

の実施又は解除を行うに当たっては、施設長又は里親等と十分協議

し、その意見を踏まえた上で、これを行うこととするとともに、当

該制限の実施又は解除を行った場合、その旨を当該施設長又は里親

等に連絡する。 

     また、児童相談所長は、制限の実施又は解除を行った場合、都道府

県知事にその旨を通知する。施設長から制限の実施又は解除を行っ

た旨の通知があったときも、同様に都道府県知事に通知する。 

  ウ 面会・通信制限の決定通知書の記載事項 

    面会・通信制限の決定通知書には、次の事項を記載する（別添８参照）。 

    (ｱ) 制限を行う根拠及び制限事項 

      児童虐待防止法第 12 条第１項に基づき、同項第１号及び第２号

に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について制限す

る旨を記載する。 

    (ｲ) 制限を受ける者 
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      制限を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

    (ｳ) 制限を行う理由となった事実の内容 

      当該制限を行う理由となった事実の内容を記載する。なお、所定

の欄に記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し

支えない。 

    (ｴ) 対象となる子ども 

           子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な

場合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し

支えない。 

    (ｵ) 連絡先住所、電話番号等 

      制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

    (ｶ) 注意事項 

        行政不服審査法上の不服申立てができる旨及び申立先等を教示

する。 

  ④ 面会・通信制限の解除 

   ア 解除の検討 

     面会・通信制限については、その必要性がないと認める場合には、

速やかに当該制限を解除することとし、少なくとも概ね６か月ごと

に、当該制限の必要性について検討する。 

   イ 解除の方法 

     面会・通信制限を行政処分として実施する場合、手続の適正を担保

するため、当該処分の解除については、書面で保護者に通知する。 

     なお、後述する接近禁止命令を発出している場合に、当該面会・通

信制限を解除したときは、接近禁止命令の効力が失われることとな

      制限を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

    (ｳ) 制限を行う理由となった事実の内容 

      当該制限を行う理由となった事実の内容を記載する。なお、所定

の欄に記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し

支えない。 

    (ｴ) 対象となる子ども 

           子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な

場合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し

支えない。 

    (ｵ) 連絡先住所、電話番号等 

      制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

    (ｶ) 注意事項 

        行政不服審査法上の不服申立てができる旨及び申立先等を教示

する。 

  ④ 面会・通信制限の解除 

   ア 解除の検討 

     面会・通信制限については、その必要性がないと認める場合には、

速やかに当該制限を解除することとし、少なくとも概ね６か月ごと

に、当該制限の必要性について検討する。 

   イ 解除の方法 

     面会・通信制限を行政処分として実施する場合、手続の適正を担保

するため、当該処分の解除については、書面で保護者に通知する。 

     なお、後述する接近禁止命令を発出している場合に、当該面会・通

信制限を解除したときは、接近禁止命令の効力が失われることとな
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ることに十分留意する。また、③のイの記載どおり、制限を解除し

た場合、その旨を都道府県知事に通知する。施設長から制限を解除

した旨の通知があったときも同様とする。 

   ウ 面会・通信制限の解除決定通知書の記載事項 

     面会・通信制限の解除決定通知書には、次の事項を記載する（別添

９参照）。 

     (ｱ) 制限を行った根拠及び解除される制限事項 

       児童虐待防止法第 12 条第１項に基づき、同項第１号及び第２号

に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について行った

制限について、解除する旨を記載する。 

    (ｲ) 制限を受けている者 

      制限を受けている者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

    (ｳ) 制限を解除する理由となった事実の内容 

      当該制限を解除する理由となった事実の内容を記載する。なお、

所定の欄に記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して

差し支えない。 

    (ｴ) 対象となる子ども 

      子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な

場合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し

支えない。 

    (ｵ) 連絡先住所、電話番号等 

      制限を解除する児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載

する。 

  ⑤ 子どもの住所又は居所の非開示 

ることに十分留意する。また、③のイの記載どおり、制限を解除し

た場合、その旨を都道府県知事に通知する。施設長から制限を解除

した旨の通知があったときも同様とする。 

   ウ 面会・通信制限の解除決定通知書の記載事項 

     面会・通信制限の解除決定通知書には、次の事項を記載する（別添

９参照）。 

     (ｱ) 制限を行った根拠及び解除される制限事項 

       児童虐待防止法第 12 条第１項に基づき、同項第１号及び第２号

に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について行った

制限について、解除する旨を記載する。 

    (ｲ) 制限を受けている者 

      制限を受けている者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

    (ｳ) 制限を解除する理由となった事実の内容 

      当該制限を解除する理由となった事実の内容を記載する。なお、

所定の欄に記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して

差し支えない。 

    (ｴ) 対象となる子ども 

      子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な

場合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し

支えない。 

    (ｵ) 連絡先住所、電話番号等 

      制限を解除する児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載

する。 

  ⑤ 子どもの住所又は居所の非開示 
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    強制入所等が採られ、又は一時保護が行われている場合において、保

護者に対して子どもの住所又は居所を明らかにしたとすれば、再び児

童虐待が行われるおそれがあり、又は子どもの保護に支障を来すおそ

れがあると認めるときは、児童相談所長は子どもの住所又は居所を明

らかにしないものとされている。 

    非開示の方法に特段の規制はないが、事後の紛議等に備え、通知した

年月日、当該処分の理由等を必ず記録する。 

 (5) 接近禁止命令 

   都道府県知事等は、子どもに強制入所等の措置を行った場合であって、

特に必要があるときは、保護者に対し、期間を定めて、子どもへのつきま

といや子どもの居場所付近でのはいかいの禁止を命令できる。 

   また、保護者が当該禁止命令に違反した場合、児童虐待防止法第 18 条

の規定により、１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処するとされて

いる。 

  ① 接近禁止命令の要件 

    次のいずれにも該当することが要件とされている。 

   ア 強制入所等が採られていること。 

   イ 児童虐待防止法第 12条第１項に基づき、子どもとの面会及び通信

の全部が制限されていること。 

   ウ 児童虐待の防止及び児童虐待を受けた子どもの保護のため特に必

要があると認められること。 

          なお、一時保護又は同意入所等（施設入所等の措置であって、法第

28条の規定によるものを除く。以下同じ。）の場合においては、面

会・通信制限を適切に行うことが必要であるが、同意入所の場合に、

保護者に子どもを引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそ

    強制入所等が採られ、又は一時保護が行われている場合において、保

護者に対して子どもの住所又は居所を明らかにしたとすれば、再び児

童虐待が行われるおそれがあり、又は子どもの保護に支障を来すおそ

れがあると認めるときは、児童相談所長は子どもの住所又は居所を明

らかにしないものとされている。 

    非開示の方法に特段の規制はないが、事後の紛議等に備え、通知した

年月日、当該処分の理由等を必ず記録する。 

 (5) 接近禁止命令 

   都道府県知事等は、子どもに強制入所等の措置を行った場合であって、

特に必要があるときは、保護者に対し、期間を定めて、子どもへのつきま

といや子どもの居場所付近でのはいかいの禁止を命令できる。 

   また、保護者が当該禁止命令に違反した場合、児童虐待防止法第 17 条

の規定により、１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処するとされて

いる。 

  ① 接近禁止命令の要件 

    次のいずれにも該当することが要件とされている。 

   ア 強制入所等が採られていること。 

   イ 児童虐待防止法第 12条第１項に基づき、子どもとの面会及び通信

の全部が制限されていること。 

   ウ 児童虐待の防止及び児童虐待を受けた子どもの保護のため特に必

要があると認められること。 

          なお、一時保護又は同意入所等（施設入所等の措置であって、法第

28 条の規定によるものを除く。以下同じ。）の場合においては、面

会・通信制限を適切に行うことが必要であるが、同意入所の場合に、

保護者に子どもを引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそ
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れがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が子どもの引き

渡しを求め、面会・通信制限に従わない等の状況があるときには、

後述する本項(6)「同意入所の場合の一時保護等」のとおり、児童虐

待防止法第 12条の２の規定に即して一時保護を行い、強制入所等の

措置に切り替えた上で、接近禁止命令を発することができることに

留意すること。 

  ② 聴聞手続 

    接近禁止命令を発する場合には、児童虐待防止法第 12 条の４第３項

の規定により、聴聞を行わなければならないとされている。 

    聴聞は、都道府県知事等が、行政手続法第３章第２節の規定に従って

行うものであるが、具体的な手続については、同法の規定によるほか、

各自治体の聴聞規則等に基づいて行う。  

  ③ 接近禁止命令の手法等 

   ア 接近禁止命令の内容 

    (ｱ) つきまとい 

      「児童の身辺につきまとい」とは、保護者がしつこく子どもの行

動に追随することをいう。 

    (ｲ) はいかい 

      「はいかい」とは、保護者が理由もなく子どもの住居などその通

常所在する場所の付近をうろつくことをいう。 

      この「はいかい」については、子どもの住所若しくは居所、学校

等のほか、通学路など子どもが日常生活又は社会生活を営むため

に通常移動する経路の付近についても行ってはならないとされて

いる。また、子ども本人が不在の場合であっても、その通常所在

する場所の付近をはいかいすることは、具体的事実関係にもよる

れがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が子どもの引き

渡しを求め、面会・通信制限に従わない等の状況があるときには、

後述する本項(6)「同意入所の場合の一時保護等」のとおり、児童虐

待防止法第 12条の２の規定に即して一時保護を加え、強制入所等の

措置に切り替えた上で、接近禁止命令を発することができることに

留意すること。 

  ② 聴聞手続 

    接近禁止命令を発する場合には、児童虐待防止法第 12 条の４第３項

の規定により、聴聞を行わなければならないとされている。 

    聴聞は、都道府県知事等が、行政手続法第３章第２節の規定に従って

行うものであるが、具体的な手続については、同法の規定によるほか、

各自治体の聴聞規則等に基づいて行う。  

  ③ 接近禁止命令の手法等 

   ア 接近禁止命令の内容 

    (ｱ) つきまとい 

      「児童の身辺につきまとい」とは、保護者がしつこく子どもの行

動に追随することをいう。 

    (ｲ) はいかい 

      「はいかい」とは、保護者が理由もなく子どもの住居などその通

常所在する場所の付近をうろつくことをいう。 

      この「はいかい」については、子どもの住所若しくは居所、学校

等のほか、通学路など子どもが日常生活又は社会生活を営むため

に通常移動する経路の付近についても行ってはならないとされて

いる。また、子ども本人が不在の場合であっても、その通常所在

する場所の付近をはいかいすることは、具体的事実関係にもよる
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が、接近禁止命令に違反すると考えられる。 

      なお、「その通常所在する場所」については、保護者がはいかい

をした時点において、その場所に子どもが通常所在するかどうか

によって、判断されると考えられる。 

   イ 期間設定の考え方 

     (ｱ) 期間 

           接近禁止命令は、６月を超えない期間を定めて行うこととされて

いる。この場合、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（平成 13年法律第 31号。以下「配偶者暴力防止法」と

いう。）第 10条に規定する保護命令では、一律６月の期間設定が

なされているが、児童虐待防止法においても、基本的に、命令の

期間を６月と設定する。 

      ただし、保護者との関係、子どもの状態等を慎重に判断した上で、

接近禁止命令の必要性がなくなったと認められる場合には、６月

未満で解除することも考えられる。 

      命令の具体的な期間の設定については、その始期及び終期を定め

ることによりこれを行うこととし、その始期は命令書の作成日付

と同日とする。また、６月の計算に当たっては、初日を算入する。 

      有効期間は、子どもの保護のため特に必要がある場合には、６月

を超えない期間を定めて更新することができるとされているが、

この場合においても、聴聞の手続を経たうえで、再度命令を発す

る必要がある。 

     (ｲ) 命令の効力 

      命令は、保護者が命令を受けた時点でその効力を生じ、(ｱ)の期

間の末日の経過をもってその効力を失う。 

が、接近禁止命令に違反すると考えられる。 

      なお、「その通常所在する場所」については、保護者がはいかい

をした時点において、その場所に子どもが通常所在するかどうか

によって、判断されると考えられる。 

   イ 期間設定の考え方 

     (ｱ) 期間 

           接近禁止命令は、６月を超えない期間を定めて行うこととされて

いる。この場合、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（平成 13年法律第 31号。以下「配偶者暴力防止法」と

いう。）第 10条に規定する保護命令では、一律６月の期間設定が

なされているが、児童虐待防止法においても、基本的に、命令の

期間を６月と設定する。 

      ただし、保護者との関係、子どもの状態等を慎重に判断した上で、

接近禁止命令の必要性がなくなったと認められる場合には、６月

未満で解除することも考えられる。 

      命令の具体的な期間の設定については、その始期及び終期を定め

ることによりこれを行うこととし、その始期は命令書の作成日付

と同日とする。また、６月の計算に当たっては、初日を算入する。 

      有効期間は、子どもの保護のため特に必要がある場合には、６月

を超えない期間を定めて更新することができるとされているが、

この場合においても、聴聞の手続を経たうえで、再度命令を発す

る必要がある。 

     (ｲ) 命令の効力 

      命令は、保護者が命令を受けた時点でその効力を生じ、(ｱ)の期

間の末日の経過をもってその効力を失う。 
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   ウ 命令書の交付方法 

     接近禁止命令を行うときは、エで定める必要事項を記載した命令書

を交付しなければならない。これは、命令に係る期間を更新する場

合も同様である。 

     命令書は、命令を受ける保護者を呼び出して、直接交付することを

原則とし、呼び出しに応じない場合は、保護者を訪問し、直接交付

すること。その際には、命令を受ける保護者に対して、接近禁止命

令に違反した場合には処罰されることがある旨を説明するととも

に、できる限り命令書の受領書を徴する。 

     また、職員が保護者を訪問し命令書を直接交付しようと努めても、

保護者が職員との接触を避けることなどにより、やむを得ずこれを

行うことができない事例については、第３章第３節５(4)②に定める

保護者が呼びかけに全く応じないような事例に係る出頭要求の告知

書の取扱いと同様に、命令書を郵便受箱等の適切な箇所に差し入れ、

その状況を写真等で記録するとともに、事前の電話連絡若しくは玄

関先での呼びかけ又は当該命令書が含まれる旨の封筒への記載を行

う。 

     なお、命令書の交付の状況（命令書の受取りを拒否された場合を含

む。）については、必ず報告書を作成し、記録を保管する。 

  エ 命令書の記載事項、様式 

    命令書には、次の事項を記載する（別添 10参照）。 

   (ｱ) 命令を行う根拠 

          命令を行う法令上の根拠を記載する。 

   (ｲ) 命令を受ける者 

     命令を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

   ウ 命令書の交付方法 

     接近禁止命令を行うときは、エで定める必要事項を記載した命令書

を交付しなければならない。これは、命令に係る期間を更新する場

合も同様である。 

     命令書は、命令を受ける保護者を呼び出して、直接交付することを

原則とし、呼び出しに応じない場合は、保護者を訪問し、直接交付

すること。その際には、命令を受ける保護者に対して、接近禁止命

令に違反した場合には処罰されることがある旨を説明するととも

に、できる限り命令書の受領書を徴する。 

     また、職員が保護者を訪問し命令書を直接交付しようと努めても、

保護者が職員との接触を避けることなどにより、やむを得ずこれを

行うことができない事例については、第３章第３節５(4)②に定める

保護者が呼びかけに全く応じないような事例に係る出頭要求の告知

書の取扱いと同様に、命令書を郵便受箱等の適切な箇所に差し入れ、

その状況を写真等で記録するとともに、事前の電話連絡若しくは玄

関先での呼びかけ又は当該命令書が含まれる旨の封筒への記載を行

う。 

     なお、命令書の交付の状況（命令書の受取りを拒否された場合を含

む。）については、必ず報告書を作成し、記録を保管する。 

  エ 命令書の記載事項、様式 

    命令書には、次の事項を記載する（別添 10参照）。 

   (ｱ) 命令を行う根拠 

          命令を行う法令上の根拠を記載する。 

   (ｲ) 命令を受ける者 

     命令を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。 
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   (ｳ) 命令の内容 

          児童虐待防止法第 12 条の４に基づく当該命令の内容として、都道

府県知事等が特に必要と認める場合を除き、アのつきまとい又はは

いかいをしてはならない旨を命じること。 

   (ｴ) 命令をする理由となった事実の内容 

     命令をする理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の欄に

記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない。 

   (ｵ) 命令の有効期間 

         命令の有効期間を記載する。 

   (ｶ) 対象となる子ども 

     子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な場

合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し支え

ない。 

   (ｷ) 連絡先住所、電話番号等 

     制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

   (ｸ) 注意事項 

     本命令（命令に係る期間が更新された場合の当該命令を含む。）に

違反した場合、児童虐待防止法第 18条の規定により、１年以下の懲

役又は 100 万円以下の罰金に処せられることがあることを明記して

おく。 

     また、行政事件訴訟法の取消訴訟を提起することができる旨等を教

示する。 

  ④ 接近禁止命令の効力を失う場合 

    接近禁止命令の要件たる強制入所等の措置が解除、停止又は他の措置

   (ｳ) 命令の内容 

          児童虐待防止法第 12 条の４に基づく当該命令の内容として、都道

府県知事等が特に必要と認める場合を除き、アのつきまとい又はは

いかいをしてはならない旨を命じること。 

   (ｴ) 命令をする理由となった事実の内容 

     命令をする理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の欄に

記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない。 

   (ｵ) 命令の有効期間 

         命令の有効期間を記載する。 

   (ｶ) 対象となる子ども 

     子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な場

合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し支え

ない。 

   (ｷ) 連絡先住所、電話番号等 

     制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

   (ｸ) 注意事項 

     本命令（命令に係る期間が更新された場合の当該命令を含む。）に

違反した場合、児童虐待防止法第 17条の規定により、１年以下の懲

役又は 100 万円以下の罰金に処せられることがあることを明記して

おく。 

     また、行政事件訴訟法の取消訴訟を提起することができる旨等を教

示する。 

  ④ 接近禁止命令の効力を失う場合 

    接近禁止命令の要件たる強制入所等の措置が解除、停止又は他の措置
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への変更がされた場合や、児童虐待防止法第 12条第 1項の面会・通信

制限の全部又は一部が行われなくなった場合、当該命令はその効力を

失うこと等とされている。 

  ⑤ 接近禁止命令の必要性がなくなった場合の取消し方法 

    接近禁止命令をした場合において、その必要がなくなったと認めると

きは、当該命令を取り消すことが必要とされており、この場合、書面

によりこれを行う。 

    命令の取消書においては、次の事項を記載する（別添 11参照）。 

   ア 命令を取り消す根拠 

     命令を取り消す根拠法を記載する。 

   イ 命令を取り消される者 

     命令を取り消される者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

   ウ 命令の内容 

     児童虐待防止法第 12条の４に基づく当該命令の内容を記載する。 

   エ 命令を取り消す理由となった事実の内容 

         命令を取り消す理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の

欄に記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上、添付して差し支

えない。 

   オ 対象となる子ども 

     子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な場

合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し支え

ない。 

   カ 連絡先住所、電話番号等 

     取消しを行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

への変更がされた場合や、児童虐待防止法第 12条第 1項の面会・通信

制限の全部又は一部が行われなくなった場合、当該命令はその効力を

失うこと等とされている。 

  ⑤ 接近禁止命令の必要性がなくなった場合の取消し方法 

    接近禁止命令をした場合において、その必要がなくなったと認めると

きは、当該命令を取り消すことが必要とされており、この場合、書面

によりこれを行う。 

    命令の取消書においては、次の事項を記載する（別添 11参照）。 

   ア 命令を取り消す根拠 

     命令を取り消す根拠法を記載する。 

   イ 命令を取り消される者 

     命令を取り消される者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

   ウ 命令の内容 

     児童虐待防止法第 12条の４に基づく当該命令の内容を記載する。 

   エ 命令を取り消す理由となった事実の内容 

         命令を取り消す理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の

欄に記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上、添付して差し支

えない。 

   オ 対象となる子ども 

     子どもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、

保護者が子どもの保護先を知らず、子どもを保護するため必要な場

合は、子どもの住所又は居所の記載を省略することとして差し支え

ない。 

   カ 連絡先住所、電話番号等 

     取消しを行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 
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  ⑥ 命令発出後の警察等関係機関との連携 

   ア 警察との連携 

     要保護児童対策地域協議会などの場を活用して、接近禁止命令違反

認知時の対応等について協議を行っておく。 

     警察の対応窓口については、子どもの住所又は居所を管轄する都道

府県警察本部少年担当課とし（指定都市、児童相談所設置市におけ

る場合も含む。）、緊急時の対応、相互の連携体制、接近禁止命令

違反の認知の際の対応等に関して、必要な事項を協議しておくとと

もに、命令を発出し、又は命令を取り消した場合には、その旨を連

絡する。 

     また、特に、子どもが里親宅にいる場合には、児童虐待防止法第 12

条第３項の規定により子どもの住所又は居所を非開示とするなど、

必要に応じて里親の住所、氏名等が児童虐待を行った保護者に認知

されないよう万全を期すとともに、保護者による里親等への加害行

為が予想される事例については、パトロールの強化等必要な措置を

依頼しておく。 

   イ 学校等関係機関との連携 

     子どもが通学、通園する学校、幼稚園等への保護者の訪問、通学路

等の付近のはいかいも想定されることから、学校等関係機関に対し、

当該子どもの保護者に接近禁止命令が発せられている旨及びその内

容を説明するとともに、接近禁止命令違反を認知した場合の対応等

を、あらかじめ十分協議しておく。また、必要に応じて、市町村、

児童委員等関係機関の協力も得ることとする。 

   ウ 都道府県をまたぐ場合の措置 

     施設入所等の措置を行った場合で、措置を行った児童相談所を管轄

  ⑥ 命令発出後の警察等関係機関との連携 

   ア 警察との連携 

     要保護児童対策地域協議会などの場を活用して、接近禁止命令違反

認知時の対応等について協議を行っておく。 

     警察の対応窓口については、子どもの住所又は居所を管轄する都道

府県警察本部少年担当課とし（指定都市、児童相談所設置市におけ

る場合も含む。）、緊急時の対応、相互の連携体制、接近禁止命令

違反の認知の際の対応等に関して、必要な事項を協議しておくとと

もに、命令を発出し、又は命令を取り消した場合には、その旨を連

絡する。 

     また、特に、子どもが里親宅にいる場合には、児童虐待防止法第 12

条第３項の規定により子どもの住所又は居所を非開示とするなど、

必要に応じて里親の住所、氏名等が児童虐待を行った保護者に認知

されないよう万全を期すとともに、保護者による里親等への加害行

為が予想される事例については、パトロールの強化等必要な措置を

依頼しておく。 

   イ 学校等関係機関との連携 

     子どもが通学、通園する学校、幼稚園等への保護者の訪問、通学路

等の付近のはいかいも想定されることから、学校等関係機関に対し、

当該子どもの保護者に接近禁止命令が発せられている旨及びその内

容を説明するとともに、接近禁止命令違反を認知した場合の対応等

を、あらかじめ十分協議しておく。また、必要に応じて、市町村、

児童委員等関係機関の協力も得ることとする。 

   ウ 都道府県をまたぐ場合の措置 

     施設入所等の措置を行った場合で、措置を行った児童相談所を管轄
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する都道府県と異なる都道府県内に子どもを保護する際には、子ど

もの住所又は居所が管轄を超えることとなるため、当該措置を行っ

た児童相談所長は、都道府県主管課（指定都市、児童相談所設置市

においてはそれぞれの主管課。以下このウにおいて同じ。）に報告

し、同主管課は子どもの住所又は居所を管轄する都道府県主管課に

当該接近禁止命令の内容、子ども及び保護者の氏名等について連絡

する。 

     また、連絡を受けた子どもの住所又は居所を管轄する都道府県主管

課は、子どもの住所又は居所を管轄する都道府県警察本部少年担当

課と、緊急時の対応、相互の連携体制、接近禁止命令違反認知時の

際の対応等に関して、必要な事項を協議しておく。 

     また、上記の場合、警察以外の関係機関との連携も必要となること

から、措置を行った児童相談所と現に子どもが入所している施設等

の所在地を管轄する児童相談所において、当該関係機関の連携につ

いて協議し、その結果を踏まえ、原則として後者の児童相談所がイ

の対応を行う。 

   エ 命令違反認知時の措置 

     保護者による命令違反を認知した場合は、速やかに警察に通報す

る。その際、保護者がつきまとい、はいかいをした状況をできる限

り記録・証拠化しておく。 

 (6)（略）  

３．措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長 

 (1) 基本的事項 

  ア 措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長については、児童福祉施

設等の長から届け出る場合と児童相談所長が職権により行う場合とが

する都道府県と異なる都道府県内に子どもを保護する際には、子ど

もの住所又は居所が管轄を超えることとなるため、当該措置を行っ

た児童相談所長は、都道府県主管課（指定都市、児童相談所設置市

においてはそれぞれの主管課。以下このウにおいて同じ。）に報告

し、同主管課は子どもの住所又は居所を管轄する都道府県主管課に

当該接近禁止命令の内容、子ども及び保護者の氏名等について連絡

する。 

     また、連絡を受けた子どもの住所又は居所を管轄する都道府県主管

課は、子どもの住所又は居所を管轄する都道府県警察本部少年担当

課と、緊急時の対応、相互の連携体制、接近禁止命令違反認知時の

際の対応等に関して、必要な事項を協議しておく。 

     また、上記の場合、警察以外の関係機関との連携も必要となること

から、措置を行った児童相談所と現に子どもが入所している施設等

の所在地を管轄する児童相談所において、当該関係機関の連携につ

いて協議し、その結果を踏まえ、原則として後者の児童相談所がイ

の対応を行う。 

   エ 命令違反認知時の措置 

     保護者による命令違反を認知した場合は、速やかに警察に通報す

る。その際、保護者がつきまとい、はいかいをした状況をできる限

り記録・証拠化しておく。 

 (6) （略） 

３．措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長 

 (1) 基本的事項 

  ア 措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長については、児童福祉施

設等の長から届け出る場合と児童相談所長が職権により行う場合とが
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あるが、いずれの場合においても児童相談所長は現に子どもを保護し

ている施設の長の意見を十分に聞かなければならない（令第２８条） 

    その際には、これまで施設が行った子どもへの支援や家族調整などの

効果に関する意見等を十分に聴くこととし、その上で、措置の解除等

を検討すること。 

  イ 特に、措置の解除等について、保護者と子どもとの意向が異なる可能

性がある場合には、子ども本人と面接し、その意向を聴取する等実情

を十分調査する必要がある。その際、子どもの措置の解除等の後の援

助についても十分考慮し、保護者、児童福祉施設等、福祉事務所等の

長等と調整する必要がある。 

    児童虐待を理由として施設に入所した場合については、措置の解除に

当たって、虐待を行った保護者に対する指導の進捗状況を踏まえて判

断する必要がある。このため、その措置の解除に当たっては、保護者

の状況が十分改善しているかどうかを勘案する観点から、都道府県知

事は、施設入所等の措置を解除するに当たっては、児童虐待を行った

保護者の指導に当たった児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該保

護者に対し採られた措置の効果、児童虐待が行われることを予防する

ために採られる措置について見込まれる効果等を勘案しなければなら

ないものとされた（児童虐待防止法第 13条第１項）。 

    なお、その詳細については、「児童虐待を行った保護者に対する指導・

支援の充実について」（平成 20 年３月 14 日付け雇児総発第 0314001

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知」を参考とされたい。 

  ウ 措置の解除等について、子どももしくはその保護者の意向が児童相談

所の方針と一致しない等の場合は、都道府県児童福祉審議会の意見を

聴取しなければならない（令第３２条）が、その手続き等については、

あるが、いずれの場合においても児童相談所長は現に子どもを保護し

ている施設の長の意見を十分に聞かなければならない（令第２８条） 

    その際には、これまで施設が行った子どもへの支援や家族調整などの

効果に関する意見等を十分に聴くこととし、その上で、措置の解除等

を検討すること。 

  イ 特に、措置の解除等について、保護者と子どもとの意向が異なる可能

性がある場合には、子ども本人と面接し、その意向を聴取する等実情

を十分調査する必要がある。その際、子どもの措置の解除等の後の援

助についても十分考慮し、保護者、児童福祉施設等、福祉事務所等の

長等と調整する必要がある。 

    児童虐待を理由として施設に入所した場合については、措置の解除に

当たって、虐待を行った保護者に対する指導の進捗状況を踏まえて判

断する必要がある。このため、その措置の解除に当たっては、保護者

の状況が十分改善しているかどうかを勘案する観点から、都道府県知

事は、施設入所等の措置を解除するに当たっては、児童虐待を行った

保護者の指導に当たった児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該保

護者に対し採られた措置の効果、児童虐待が行われることを予防する

ために採られる措置について見込まれる効果等を勘案しなければなら

ないものとされた（児童虐待防止法第 13条第１項）。 

    なお、その詳細については、「児童虐待を行った保護者に対する指導・

支援の充実について」（平成 20 年３月 14 日雇児総発第 0314001 号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知」を参考とされたい。 

  ウ 措置の解除等について、子どももしくはその保護者の意向が児童相談

所の方針と一致しない等の場合は、都道府県児童福祉審議会の意見を

聴取しなければならない（令第３２条）が、その手続き等については、
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第３章第７節「都道府県児童福祉審議会への意見聴取」による。 

エ 児童虐待を理由とした施設入所等の措置や一時保護により、一旦、親

子分離していた事例については、措置等の解除時に、児童虐待を行っ

た保護者に対し、親子の再統合の促進等を支援するために必要な子ど

もへの接し方等の助言・カウンセリング（以下「助言等」という。）

を行うことができる。 

助言等は、当該事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員

を十分に有しており、親子再統合プログラムなどを実施しているＮＰ

Ｏ法人等の民間団体等に委託することができる。 

なお、委託するにあたっては、当該業務の委託先において、職員又

は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じてい

る必要がある。 

  オ 児童養護施設において中学校卒業後、施設に入所しながら一定期間就

労させることが適当な子どもについては、児童養護施設の長と緊密な

連携を保つ。 

  カ これらの措置については援助方針会議等において検討する。 

キ 児童福祉施設や里親等のもとで生活していた子どもの措置解除、ある

いは他の施設への措置変更などの場合、児童相談所や児童福祉施設は、

その後も関係者からの適切な支援を一貫して受けることができ、子ども

や保護者などが安心して生活を送れるように、子どもの最善の利益を考

慮した子どもにとって負担のない段階的な移行支援を行うことが必要

である。 

 (2)～(5) （略） 

４．退所後の支援 

第３章第７節「都道府県児童福祉審議会への意見聴取」による。 

エ 児童虐待を理由とした施設入所等の措置や一時保護により、一旦、親

子分離していた事例については、措置等の解除時に、児童虐待を行った

保護者に対し、親子の再統合の促進等を支援するために必要な子どもへ

の接し方等の助言・カウンセリング（以下「助言等」という。）を行う

ことができる。 

助言等は、当該事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員

を十分に有しており、親子再統合プログラムなどを実施しているＮＰＯ

法人等の民間団体等に委託することができる。 

なお、委託するにあたっては、当該業務の委託先において、職員又

は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じてい

る必要がある。 

  オ 児童養護施設において中学校卒業後、施設に入所しながら一定期間就

労させることが適当な子どもについては、児童養護施設の長と緊密な

連携を保つ。 

  カ これらの措置については援助方針会議等において検討する。 

 

 

 

 

 

 

 (2)～(5) （略）  

４．退所後の支援 
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 (1) 近年、児童福祉施設に入所する子どもの中には、虐待を受けるなど、よ

りきめ細かな手厚い支援を要する者が増加しているが、こうした子どもが

児童福祉施設退所後直ちに社会的に自立することは容易ではない。 

   こうした子どもの自立を支援するため、平成 16 年児童福祉法改正法に

より、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児

童自立支援施設は、これらの施設を退所した者について相談その他の援助

を行うこととされたところである。児童相談所においては、これらの施設

による援助が円滑かつ適切に行われるよう情報提供その他の必要な支援

を行う。 

 (2)・(3)（略）  

 (4) なお、虐待以外の理由により入所した場合においても、退所前又は退所

後において、要保護児童対策地域協議会を通じて関係機関で情報共有を行

い、地域における見守りを継続的に行うことが必要である。 

５．障害児入所施設の利用契約等 

 (1)～(3)（略） 

(4) 一方で、障害児入所施設等の利用を希望した者のうち児童相談所長の判

断により、「措置」による入所が必要と判断される場合には、児童相談所

長は、都道府県等に対して「措置」が適当である旨の意見を付す（法第 26

条第１項）。都道府県等は児童相談所長の意見を踏まえ、「措置」が適当

であると判断した場合には、「却下決定通知書」を利用者に通知をすると

ともに、その後の対応については、１の「措置の決定等」により実施され

たい。 

   なお、施設利用が適当でないと判断される場合については、却下理由の

説明を行うとともに「却下決定通知書」を利用者に通知する。（※） 

※ 都道府県等の障害児入所給付費に係る処分に不服がある保護者は、都

 (1) 近年、児童福祉施設に入所する子どもの中には、虐待を受けるなど、よ

りきめ細かな手厚い支援を要する者が増加しているが、こうした子どもが

児童福祉施設退所後直ちに社会的に自立することは容易ではない。 

   こうした子どもの自立を支援するため、平成 16 年児童福祉法改正法に

より、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施

設、児童自立支援施設は、これらの施設を退所した者について相談その他

の援助を行うこととされたところである。児童相談所においては、これら

の施設による援助が円滑かつ適切に行われるよう情報提供その他の必要

な支援を行う。 

 (2) ・(3)（略） 

 

 

  

５．障害児入所施設の利用契約等 

 (1)～(3)（略）  

(4) 一方で、障害児入所施設等の利用を希望した者のうち児童相談所長の判

断により、「措置」による入所が必要と判断される場合には、児童相談所

長は、都道府県等に対して「措置」が適当である旨の意見を付す（法第 26

条第１項）。都道府県等は児童相談所長の意見を踏まえ、「措置」が適当

であると判断した場合には、「却下決定通知書」を利用者に通知をすると

ともに、その後の対応については、１の「措置の決定等」により実施され

たい。 

   なお、施設利用が適当でないと判断される場合については、却下理由の

説明を行うとともに「却下決定通知書」を利用者に通知する。（※） 

※ 都道府県等の障害児入所給付費に係る処分に不服がある保護者は、都
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道府県知事等に行政不服審査法に基づく「審査請求」を行うことがで

きる。 

 

 

※ 措置が必要であるかの判断基準については、以下のとおり。 

① 保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合 

② 保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準じる

状態である場合 

③ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の

締結が困難と認められる場合 

判断基準については、「障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用

について（平成 21 年 11 月 17 日障障発 1117 第１号）」通知及び「障

害児入所給付費等の入所給付決定について（平成 24 年 3 月 30 日障発

0330第 15号）」通知を参照すること。 

 (5)～(8)（略） 

(9) なお、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保

するための基本的な指針」（平成 18年厚生労働省告示第 395号）におい

て、「都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事

業所等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニ

ーズを把握し、地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障

害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図

っていくことが必要」とされていることから、児童相談所においても、適

切に対応願いたい。 

 (10) 障害児通所支援については、児童相談所は以下の対応が求められる。 

① 市町村が障害児通所給付支給要否決定を行うにあたって、児童相談所

道府県知事等に行政不服審査法に基づく「異議申し立て」を行うこと

ができる。なお、児童相談所長に権限の全部又は一部を委任している

場合は、都道府県知事等に対して、行政不服審査法に基づく「審査請

求」を行うことができる。 

※ 措置が必要であるかの判断基準については、以下のとおり。 

① 保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合 

② 保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準じる

状態である場合 

③ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の

締結が困難と認められる場合 

判断基準については、「障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用

について（平成 21 年 11 月 17 日障障発 1117 第１号）」通知及び「障

害児入所給付費等の入所給付決定について（平成 24 年 3 月 30 日障発

0330第 15号）」通知を参照すること。 

 (5)～(8) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) 障害児通所支援については、児童相談所は以下の対応が求められる。 

① 市町村が障害児通所給付支給要否決定を行うにあたって、児童相談所



 - 120 - 

新 旧 

等の意見を聞くことが必要と認めるときは、その求めに応じて意見を

述べること（法第 21条の５の７） 

② 都道府県は市町村の求めに応じ障害児通所給付費等の通所給付に係

る業務に関し、児童相談所等による技術的事項についての協力その他

市町村に対する必要な援助を行うこと（法第 21条の５の 10） 

(11) 里親又はファミリーホームに委託されている子ども及び乳児院又は児

童養護施設に入所している子どもが障害児通所支援を受けるに当たっ

ては、児童相談所は、当該児童の最善の利益を確保する観点から、その

必要性について十分検討し、市町村との十分な連携を図ること。 

 (12) 上記に記載していない事項については、当節の１～４を参考に取扱う

こと。 

 

第７節 児童自立生活援助の実施（自立援助ホーム） 

 (1) 児童自立生活援助事業は、義務教育を終了したが、いまだ社会的自立が

できていない 20歳未満の子ども（以下この節において「満 20歳未満義務

教育終了児童等」という。）及び大学等に就学中であって、満 20歳に達

した日から満 22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子ども

（満 20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満

20 歳未満義務教育終了児童等であったものに限る。以下この節において

「満 20歳以上義務教育終了児童等」という。）を対象として、就職先の

開拓や仕事や日常生活上の相談等の援助を行うことにより、社会的自立の

促進に寄与することを目的とする事業である。本事業の運営主体は都道府

県、市町村、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、

一般財団法人、特定非営利活動法人等である（法第６条の３第１項）。 

 (2) 平成 20 年児童福祉法改正法により、都道府県等は、その区域内におけ

等の意見を聞くことが必要と認めるときは、その求めに応じて意見を

述べること（法第 21条の５の７） 

② 都道府県は市町村の求めに応じ障害児通所給付費等の通所給付に係

る業務に関し、児童相談所等による技術的事項についての協力その他

市町村に対する必要な援助を行うこと（法第 21条の５の 10） 

 

 

 

 

 (10) 上記に記載していない事項については、当節の１～４を参考に取扱う

こと。 

 

第６節 児童自立生活援助の実施（自立援助ホーム） 

(1) 児童自立生活援助事業は、義務教育を終了したが、いまだ社会的自立が

できていない 20歳未満の子ども（以下この節において「子ども」という。）

を対象として、就職先の開拓や仕事や日常生活上の相談等の援助を行う

ことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする事業である。

本事業の運営主体は都道府県・指定都市、市町村、社会福祉法人、公益

社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活

動法人等である。（法第６条の３第１項） 

 

 

 

  

 (2) 平成 20 年児童福祉法改正法により、都道府県等は、その区域内におけ
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る満 20歳未満義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合にお

いて、その満 20歳未満義務教育終了児童等から援助の実施について申込

みがあったときは、その援助及び生活指導等を行わなければならないこと

とされた。また、平成 28年児童福祉法等改正法により、満 20歳以上義務

教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その満 20歳

以上義務教育終了児童等から援助の実施について申込みがあったときは、

その援助及び生活指導等を行うよう努めなければならないこととされた。

なお、都道府県等は、市町村等から援助の実施が適当であると認める満

20 歳未満義務教育終了児童等について報告を受けた場合は、必要がある

と認めるときは、その満 20歳未満義務教育終了児童等に対し申込みを勧

奨しなければならない（法第 33条の６）。 

 (3) 本事業の対象となるのは、法第 27 条第１項第３号に規定する措置を解

除された者その他の者であって、都道府県知事等がその者の自立のために

援助及び生活指導が必要と認めた者である。 

 

 (4) 児童相談所(都道府県等から委任されている場合)は、児童自立生活援助

を希望する者から申込みがあったときは、必要に応じて保護者等と面接を

行い、その意向の把握等に努めるとともに、その者が措置を解除された施

設等の協力を求めその意見を聴取する。また、受入れの可否や受入れの時

期、受入れ後の援助等について運営主体とも十分な調整を図ったうえで、

援助方針会議を経て実施の決定を行う。 

 (5) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施の決定又は解除の決定をした場

合には、その旨を当該者及び運営主体の長に通知するとともに、保護者に

も連絡する。 

   ただし、当該者が保護者による虐待を理由として保護者への連絡を拒む

る子どもの自立を図るため必要がある場合において、子どもから援助の実

施について申込みがあったときは、その援助及び生活指導等を行わなけれ

ばならないこととされた。また、都道府県等は、市町村等から援助の実施

が適当であると認める子どもについて報告を受けた場合は、必要があると

認めるときは、その子どもに対し申込みを勧奨しなければならない。（法

第 33条の６） 

 

 

 

 

 

 (3) 本事業の対象となるのは、小規模住居型児童養育事業、里親、児童養護

施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設に措置された子どもで

その措置を解除されたものその他のものについて、都道府県知事等がその

子どもの自立のために援助及び生活指導が必要と認めた子どもである。 

 (4) 児童相談所(都道府県等から委任されている場合)は、児童自立生活援助

を希望する子どもから申込みがあったときは、必要に応じて保護者等と面

接を行い、その意向の把握等に努めるとともに、その子どもが措置を解除

された施設等の協力を求めその意見を聴取する。また、受入れの可否や受

入れの時期、受入れ後の援助等について運営主体とも十分な調整を図った

うえで、援助方針会議を経て実施の決定を行う。 

 (5) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施の決定又は解除の決定をした場

合には、その旨子ども及び運営主体の長に通知するとともに、保護者にも

連絡する。 

   ただし、子どもが保護者による虐待を理由として保護者への連絡を拒む
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場合など保護者へ連絡することにより当該者の保護に支障を来すおそれ

があると認める場合は、当該者の年齢等を考慮しつつ、保護者への連絡を

見合わせるなど柔軟に対応することも考えられる。 

 (6) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施の開始後も必要に応じ、運営主

体の長から入居者の援助に関する報告を徴するとともに、入居者や保護者

等に対する調査、診断、判定、援助を行い、自立援助ホームを訪問し、ま

た、運営主体と合同で事例検討会議を行う等、相互の連携を十分に図るよ

う留意する。 

 (7) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施を解除する場合は、その入居者

の自立が円滑に行われるよう特に配慮するとともに、必要に応じ福祉事務

所、児童福祉施設、児童委員、その入居者の雇用先事業所、公共職業安定

所、学校等と連携を図りながら、その入居者の自立に向け引き続き必要な

援助を行う。 

    なお、児童相談所は、児童自立生活援助の実施を解除する場合は、その

入居者に対し解除の理由について説明するとともに、その意見を聴く。た

だし、入居者から解除の申出があった場合においては、この限りでない（法

第 33条の４）。 

 (8) 近年、虐待を受けるなど、よりきめ細かな手厚い支援を要する子どもが

増加しているが、こうした子どもが児童福祉施設退所後等に直ちに社会的

に自立することは容易ではない。このため、平成 16年児童福祉法改正法

により、児童自立生活援助事業の内容として、日常生活上の援助及び生活

指導に就業支援を加えるとともに、あわせてこうした者について相談その

他の援助を行うものとされたところである。児童相談所においては、これ

らの援助が円滑かつ適切に行われるよう情報提供その他の必要な支援を

行う。 

場合など保護者へ連絡することにより子どもの保護に支障を来すおそれ

があると認める場合は、子どもの年齢等を考慮しつつ、保護者への連絡を

見合わせるなど柔軟に対応することも考えられる。 

 (6) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施の開始後も必要に応じ、運営主

体の長から子どもの援助に関する報告を徴するとともに、子どもや保護者

等に対する調査、診断、判定、援助を行い、援助ホームを訪問し、また、

運営主体と合同で事例検討会議を行う等、相互の連携を十分に図るよう留

意する。 

 (7) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施を解除する場合は、子どもの自

立が円滑に行われるよう特に配慮するとともに、必要に応じ福祉事務所、

児童福祉施設、児童委員、子どもの雇用先事業所、公共職業安定所、学校

等と連携を図りながら、その子どもの自立に向け引き続き必要な援助を行

う。 

    なお、児童相談所は、児童自立生活援助の実施を解除する場合は、子ど

もに対し解除の理由について説明するとともに、その意見を聴く。ただし、

子どもから解除の申出があった場合においては、この限りでない。（法第

33条の４） 

 (8) 近年、虐待を受けるなど、よりきめ細かな手厚い支援を要する子どもが

増加しているが、こうした子どもが児童福祉施設退所後等に直ちに社会的

に自立することは容易ではない。このため、平成 16 年児童福祉法改正法

により、児童自立生活援助事業の内容として、日常生活上の援助及び生活

指導に就業支援を加えるとともに、あわせてこうした子どもについて相談

その他の援助を行うものとされたことろである。児童相談所においては、

これらの援助が円滑かつ適切に行われるよう情報提供その他の必要な支

援を行う。 
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   アパートを借りる際の当面の間の賃借料や就学に必要な資金等の貸付

けを行う生活福祉資金制度、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金

貸付制度や、雇用促進住宅の活用も考えられるので、各都道府県の社会福

祉協議会や社会福祉部局、雇用対策部局、住宅対策部局等と連携して対応

することが望ましい。 

   児童自立生活援助事業の対象となっていた者に対し、相談や定期的な訪

問等を行うとともに、家族等に対しても精神的な支援等を行うためには、

要保護児童対策地域協議会を活用することも有効と考えられるので、協議

会との連携を確保しつつ、その者が新しい生活環境の下で安定した生活を

継続できるように必要な支援を行う。 

   児童自立生活援助事業については、本指針に定めるほか、平成 10 年４

月 22日児発 344号「児童自立生活援助事業の実施について」による。 

 

第８節 福祉事務所送致等 

 (1) 次の場合においては、福祉事務所に送致又は市町村に報告又は通知しな

ければならない。 

  ① 子どもや保護者等を福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主

事に指導させる必要がある場合（法第 26条第１項第４号） 

  ② 助産、母子保護の実施が必要である場合（法第 26条第１項第５号） 

  ③ 保育の実施が必要である場合（法第 26条第１項第５号） 

  ④ 法第 21条の６の規定による措置が適当であると認める場合（法第 26

条第１項第６号） 

  ⑤ 15 歳以上の子どもについて障害者支援施設に入所すること又は障害

福祉サービス（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）

   アパートを借りる際の当面の間の賃借料や就学に必要な資金等の貸付

けを行う生活福祉資金制度や、雇用促進住宅の活用も考えられるので、各

都道府県の社会福祉協議会や社会福祉部局、雇用対策部局、住宅対策部局

等と連携して対応することが望ましい。 

   児童自立生活援助事業の対象となっていた子どもに対し、相談や定期的

な訪問等を行い子どもを見守るとともに、家族等に対しても精神的な支援

等を行うためには、要保護児童対策地域協議会を活用することも有効と考

えられるので、協議会との連携を確保しつつ、その子どもが新しい生活環

境の下で安定した生活を継続できるように必要な支援を行う。 

   児童自立生活援助事業については、本指針に定めるほか、平成 10 年４

月 22日児発 344号「児童自立生活援助事業の実施について」による。 

 

 

第７節 福祉事務所送致等 

 (1) 次の場合においては、福祉事務所又は市町村に送致、報告又は通知しな

ければならない。 

  ① 子どもや保護者等を福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主

事に指導させる必要がある場合（法第 26条第１項第３号） 

  ② 助産、母子保護の実施が必要である場合（法第 26条第１項第４号） 

  ③ 保育の実施が必要である場合（法第 26条第１項第４号） 

 

 

  ④ 15 歳以上の子どもについて障害者支援施設に入所すること又は障害

福祉サービス（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）
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第４条第１項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。）を利

用することが適当である場合（法附則第 63条の２、第 63条の３） 

 (2) （略）  

 (3) 福祉事務所に対する送致書等には、原則として保護者等の同意を得た上

で子どもの援助に参考となる資料及び援助指針（援助方針）を添付する。

また、事前に電話連絡をとる等子どもや保護者の利便を図る。 

 

第９節 家庭裁判所送致 

１．法第 27条第１項第４号の規定に基づく送致 

 (1) この措置は、触法少年及びぐ犯少年について、子どもの最善の利益や専

門的観点から判断して家庭裁判所の審判に付することがその子どもの福

祉を図る上で適当と認められる場合に行う。 

   平成 19年の少年法改正により、児童相談所は、触法少年に係る重大事

件につき警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送

致しなければらないこととされた。ただし、個々の事案によっては、少年

の年齢や心身の発達の程度等に照らし、家庭裁判所の審判を経るまでもな

い場合もあると考えられることから、児童相談所長等が送致を受けた事件

を調査した結果、家庭裁判所送致の措置をとる必要がないと認める場合

は、この原則が適用されないこととされた。このため、各児童相談所にお

いては、個々の事案に即し、適切に対応することが求められている。 

 (2) （略）  

 (3) 家庭裁判所の審判に付することが子どもの最善の利益を確保する観点

から適当と認められる例として以下に掲げる場合がある。 

  ① 児童自立支援施設入所の措置をとることが適当と判断される子ども

について、その親権を行う者又は未成年後見人がその措置に反対し、

第４条第１項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。）を利

用することが適当である場合（法附則第 63条の２、第 63条の３） 

 (2) （略）  

 (3) 福祉事務所に対する送致書等には、原則として保護者等の同意を得た上

で子どもの援助に参考となる資料及び援助指針を添付する。また、事前に

電話連絡をとる等子どもや保護者の利便を図る。 

 

第８節 家庭裁判所送致 

１．法第 27条第１項第４号の規定に基づく送致 

 (1) この措置は、触法少年及びぐ犯少年について、専門的観点から判断して

家庭裁判所の審判に付することがその子どもの福祉を図る上で適当と認

められる場合に行う。 

   平成 19年の少年法改正により、児童相談所は、触法少年に係る重大事

件につき警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送

致しなければらないこととされた。ただし、個々の事案によっては、少年

の年齢や心身の発達の程度等に照らし、家庭裁判所の審判を経るまでもな

い場合もあると考えられることから、児童相談所長等が送致を受けた事件

を調査した結果、家庭裁判所送致の措置をとる必要がないと認める場合

は、この原則が適用されないこととされた。このため、各児童相談所にお

いては、個々の事案に即し、適切に対応することが求められている。 

 (2) （略） 

 (3) 家庭裁判所の審判に付することが適当と認められる例として以下に掲

げる場合がある。 

  ① 児童自立支援施設入所の措置をとることが適当と判断される子ども

について、その親権を行う者又は未成年後見人がその措置に反対し、
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かつ法第 28 条の要件に合致しない場合に、少年法第 24 条第１項第２

号の保護処分により児童自立支援施設に入所させることが相当と認め

られる場合 

  ② 児童自立支援施設入所児童等を少年法第 24 条第１項第３号の保護処

分により少年院に入院させることが相当と認められる場合 

  ③ 非行の重大性にかんがみ、家庭裁判所の審判を通じて非行事実を認定

した上で適切な援助を決定する必要性が高いと考えられる上、被害者

保護という観点からも、少年法の手続によって事実解明等を行う必要

があると考えられる場合 

 (4)～(5) （略） 

２（略） 

 

第 10節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て  

１．法第 28条の規定に基づく承認に関する審判の申立て 

  (1) 申立ての趣旨 

     施設入所又は里親等委託（以下「施設入所等」という。）の措置を採る

に当たっては、施設入所等後の子どもに対する援助及びその家庭環境の調

整を円滑に図る観点から、親権を行う者又は未成年後見人の意向を十分聴

き、その同意を得て行うことが望ましいが、これが困難な場合には、子ど

もの最善の利益を最優先した措置が確保されるよう、この申立てを行う。 

     具体的には次の場合に行う。 

 

 

  ① 保護者が、その子どもを虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護

者に監護させることが著しくその子どもの福祉を害する場合（これら

かつ法第 28 条の要件に合致しない場合に、少年法第 24 条第１項第２

号の保護処分により児童自立支援施設に入所させることが相当と認め

られる場合 

  ② 児童自立支援施設入所児童等を少年法第 24 条第１項第３号の保護処

分により少年院に入院させることが相当と認められる場合 

  ③ 非行の重大性にかんがみ、家庭裁判所の審判を通じて非行事実を認定

した上で適切な援助を決定する必要性が高いと考えられる上、被害者

保護という観点からも、少年法の手続によって事実解明等を行う必要

があると考えられる場合 

 (4)～(5) （略）  

２（略） 

 

第９節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て 

１．法第 28条の規定に基づく承認に関する審判の申立て 

  (1) 申立ての前提 

     施設入所又は里親等委託（以下「施設入所等」という。）の措置を採る

に当たっては、施設入所等後の子どもに対する援助及びその家庭環境の調

整を円滑に図る観点から、親権を行う者又は未成年後見人の意向を十分聴

き、その同意を得て行うことが望ましいが、これが困難な場合には、子ど

もの最善の利益を最優先した措置が確保されるよう、この申立てを行う。

なお、これによっても子どもの福祉を守りがたい場合には、親権喪失、親

権停止又は管理権喪失の審判の請求も検討する。 

     この申立ては、具体的には次の場合に行う。 

  ① 保護者が、その子どもを虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護

者に監護させることが著しくその子どもの福祉を害する場合（これら
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をまとめて以下「虐待等」という。）において、法第 27条第１項第３

号の措置をとることが子どもの親権を行う者又は未成年後見人の意向

に反する場合 

  ② 上記①に該当する子どもで、子どもを現に監護している者から、親権

を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが子どもの福祉のため不適

当であると認めるときにおいて、法第 27条第１項第３号の措置をとる

ことが子どもの親権を行う者又は未成年後見人の意向に反する場合 

(2) 親権喪失等の審判との関係 

親権喪失等の審判により親権者等の親権が制限されている場合には、未

成年後見人又は職務代行者の意に反しない限り法第 28 条の承認を経るこ

となく施設入所等の措置を採ることができる。このように、親権者の意向

に反して施設入所等の措置を採ることを目的とする場合には、いずれの手

続によっても可能である。このような場合には、保護者がその後の保護者

指導に従う意欲を削がない観点から、親権喪失等の審判の請求に先立っ

て、法第 28 条の規定に基づく施設入所等の措置により対応できないか検

討し、同措置による対応が適切ではない場合や同措置を採ってもなお子ど

もの福祉が害される場合に、親権喪失等の審判の請求を行うことを原則と

するが、事案に応じて適切な方法を選択する。 

具体的に、親権喪失等の審判の請求を検討する場合の例としては、２．

(4)のア(ｱ)(ｲ)に掲げる場合が想定されるが、。このように、施設入所等

の措置だけでなく、施設入所後に不当な主張や行為を繰り返すことが見込

まれる場合（例えば、医療行為を拒否する場合、教育や就職について協力

が得られない場合）など、子の利益のために親権を制限すべき場合には、

親権喪失等の審判により対応する必要がある。 

また、施設入所等の措置を採った後に、必要に応じて親権喪失等の審判

をまとめて以下「虐待等」という。）において、法第 27条第１項第３

号の措置をとることが子どもの親権を行う者又は未成年後見人の意向

に反する場合 

  ② 上記①に該当する子どもで、子どもを現に監護している者から、親権

を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが子どもの福祉のため不適

当であると認めるときにおいて、法第 27条第１項第３号の措置をとる

ことが子どもの親権を行う者又は未成年後見人の意向に反する場合 
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の請求を付加的に行うことも考えられる。 

なお、両手続は要件が異なるほか、法第 28 条の承認手続による場合に

は、法第 28 条第５項に基づく家庭裁判所から都道府県に対する指導勧告

の対象となり得ること、児童虐待防止法第 12 条の 4 第 1 項の規定に基づ

く接近禁止命令の対象となり得ること、親権喪失等の場合と異なり、戸籍

への記載がされないこと等の点で異なることに留意されたい。 

  (3) 強制入所措置の期間及び期間の更新 

     法第 28条の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から２年

を超えてはならない。このため、児童相談所においては、この間に親子の

再統合その他の子どもが家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及

び良好な家庭的環境を含む。）で生活することができるようにすることに

向けて、保護者に対する指導や施設や里親等に措置（委託）された子ども

の訪問面接等に努めるものとする。 

     しかしながら、当該施設入所等の措置に係る保護者に対する指導措置の

効果等に照らし、これを継続しなければ保護者がその子どもを虐待し、著

しくその監護を怠り、その他著しくその子どもの福祉を害するおそれがあ

ると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、その期間を更新することが

できる（法第 28条第２項）。 

   特に、施設入所等の措置の更新について、保護者に対する指導措置の効

果等に照らし判断する旨の規定は、衆議院において全会一致で修正・追加

され、更新に際しては、指導措置の効果や子どもの心身の状態等を考慮す

ることが明確化されたものであり、その経緯を踏まえ、適切に対応するこ

と。 

   なお、この２年の期間制限は、法第 28 条の規定による措置を対象とす

るものであるため、例えば、法第 28条の規定による措置を開始し、保護

 

 

 

 

 

 

  (2) 強制入所措置の期間及び期間の更新 

     法第 28条の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から２年

を超えてはならない。このため、児童相談所においては、この間に親子の

再統合その他の子どもが家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及

び良好な家庭的環境を含む。）で生活することができるようにすることに

向けて、保護者に対する指導や施設や里親等に措置（委託）された子ども

の訪問面接等に努めるものとする。 

     しかしながら、当該施設入所等の措置に係る保護者に対する指導措置の

効果等に照らし、これを継続しなければ保護者がその子どもを虐待し、著

しくその監護を怠り、その他著しくその子どもの福祉を害するおそれがあ

ると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、その期間を更新することが

できる（法第 28条第２項）。 

   特に、施設入所等の措置の更新について、保護者に対する指導措置の効

果等に照らし判断する旨の規定は、衆議院において全会一致で修正・追加

され、更新に際しては、指導措置の効果や子どもの心身の状態等を考慮す

ることが明確化されたものであり、その経緯を踏まえ、適切に対応するこ

と。 

   なお、この２年の期間制限は、法第 28 条の規定による措置を対象とす

るものであるため、例えば、法第 28 条の規定による措置を開始し、保護
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者に対する指導等に努めたものの、保護者に将来にわたり子どもを引き取

る意思が全くない状態になったことなどから、措置を法第 28条に基づく

ものから保護者の同意に基づくものに変更した場合などには、その制限は

及ばないものである。 

     措置の解除は、措置期間が２年以内であっても可能である。その際には、

本章第４節３「措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長」に従い実施

するものとする。 

  (4) 家庭裁判所への承認の申立て 

    ア 承認の位置づけ 

        この承認（措置の期間の更新に際しての承認を含む。）は家事事件手

続法別表第一に掲げる事項についての審判事項として、同法第 234 条

から第 239条に基づき手続きを行う。 

    イ 申立先の家庭裁判所及び家事手続案内 

       家事事件手続法第 234条の規定に従い、子どもの住所地を管轄する家

庭裁判所に対して申立てを行う。 

申立てを行う場合には、必要に応じて、事前に家庭裁判所の家事手

続案内（手続についての一般的な説明案内）を利用する。 

また、申立て後の迅速かつ適正な審理を期すため、申立てに先立っ

て、申立予定日について家庭裁判所に情報提供することが望ましく、

また、参考となる情報（子の現状、今後心配される事項、今後の児童

相談所の関与の予定等）を整理しておくことが望ましい。 

なお、家事審判においては、管轄のない裁判所が事件を自庁処理す

ることも可能であるので（家事事件手続法第９条第１項ただし書）、

子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に措置期間の更新の承認に関す

る審判を申し立てることについて、措置先が探知され、子どもの生活

者に対する指導等に努めたものの、保護者に将来にわたり子どもを引き取

る意思が全くない状態になったことなどから、措置を法第 28 条に基づく

ものから保護者の同意に基づくものに変更した場合などには、その制限は

及ばないものである。 

     措置の解除は、措置期間が２年以内であっても可能である。その際には、

本章第４節３「措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長」に従い実施

するものとする。 

  (3) 家庭裁判所への承認の申立て 

    ア 承認の位置づけ 

        この承認（措置の期間の更新に際しての承認を含む。）は家事事件手

続法別表第一に掲げる事項についての審判事項として、同法第 234 条

から第 239条に基づき手続きを行う。 

    イ 申立先の家庭裁判所及び家事手続案内 

       家事事件手続法第 234条の規定に従い、子どもの住所地を管轄する家

庭裁判所に対して申立てを行う。 

申立てを行う場合には、必要に応じて、事前に家庭裁判所の家事手続

案内（手続についての一般的な説明案内）を利用する。 

また、申立て後の迅速かつ適正な審理を期すため、申立てに先立っ

て、申立予定日について家庭裁判所に情報提供することが望ましく、

また、参考となる情報（子の現状、今後心配される事項、今後の児童

相談所の関与の予定等）を整理しておくことが望ましい。 

なお、家事審判においては、管轄のない裁判所が事件を自庁処理す

ることも可能であるので（家事事件手続法第９条第１項ただし書）、

子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に措置期間の更新の承認に関す

る審判を申し立てることについて、措置先が探知され、子どもの生活
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妨害等の事態が予測されるなど不都合があると考えられる場合には、

最初の承認時の家庭裁判所に自庁処理を求めることも検討する。 

    ウ 申立ての提出書類 

申立てに当たっては、家庭裁判所において適正かつ迅速な判断が可

能となるように、必要かつ十分な情報を提供することが必要であり、

このような観点から、申立書、証拠書類等を整理して提出することが

求められる。 

    (ｱ) 申立書 

家事事件手続法第 49 条及び家事事件手続規則第 37 条第１項に基づ

き、申立書に申立ての趣旨及び理由を記載するほか、事件の実情（事

案の概要、当事者、事実経過、親権者等による子どもの福祉を侵害す

る行為の内容、親権者等の態度、保護者指導の経過、親子分離の相当

性等）を記載する。 

申立ての趣旨には、承認を求める措置の種類（施設類型等）を記載

する必要があるが、措置を採る必要性のある複数の類型について承認

が得られた事例もあることから、例えば、児童の成長に伴って、乳児

院から児童養護施設への変更が見込まれる場合など、複数の類型につ

いて承認を得ることが適当と考える場合には、複数の類型について承

認を求めることも可能である。 

ただし、施設入所等の措置の必要性は認められるものの、当該申立

てに係る施設類型等が不適当であることのみを理由に却下の審判がな

された場合においては、一時保護を解除することが無いよう、取扱い

について留意する。こうした場合においては、施設類型等を変更した

上で、再度申立てを行うことを検討すること。 

詳細については、別添 14（様式例）を参考とされたい。 
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    (ｲ) 証拠書類 

       家事事件手続規則第 37 条第２項に基づき、申立書とともに証拠書類

を提出する。証拠書類としては申立ての趣旨に応じて、次のものを添

付するほか、申立ての理由及び事件の実情を明らかにするために必要

なものを添付することが考えられる。 

① 虐待等の状況、子どもの状況（一時保護中の生活状況等を含む。）、

保護者の監護態度等の問題点（暴力、飲酒、健康状態等）及び児童

相談所との関わりについて、児童記録票、行動観察記録等から必要

部分を抜粋してまとめたもの 

② 虐待等の状況を明らかにする写真（撮影者、日時、場所を記載し

た写真撮影報告書）等の資料、子どもの身体的発育（低身長、低体

重）、知能、情緒面について児童記録票、行動観察記録等から必要

部分を抜粋してまとめたもの 

③ 虐待等や子どもの身体的発育等に関する医師の診断書（必要に応

じてカルテ、レントゲン写真等）、意見書等 

④ 保育園、幼稚園、学校の担任の面接録取書、学校照会書等 

⑤ 援助指針（援助方針）のほか、措置期間の更新の場合には、自立

支援計画などの書類（保護者指導の効果（これまでの保護者指導の

経過や保護者の現状等）などを明らかにする書類を含む。） 

    (ｳ) 進行に関する参考事項、証拠の説明 

① 進行に関する参考事項 

迅速かつ適切な審理に資するために、子どもの年齢、居所等、虐

待の種類、緊急を要する事項等、保護者の認否、意向、出頭見込み

等の参考事項を記載して家庭裁判所に提出することが有益である。

具体的な記載事項等については、各児童相談所と各家庭裁判所の協

    (ｲ) 証拠書類 
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部分を抜粋してまとめたもの 

② 虐待等の状況を明らかにする写真（撮影者、日時、場所を記載し

た写真撮影報告書）等の資料、子どもの身体的発育（低身長、低体

重）、知能、情緒面について児童記録票、行動観察記録等から必要

部分を抜粋してまとめたもの 

③ 虐待等や子どもの身体的発育等に関する医師の診断書（必要に応

じてカルテ、レントゲン写真等）、意見書等 

④ 保育園、幼稚園、学校の担任の面接録取書、学校照会書等 

⑤ 援助指針のほか、措置期間の更新の場合には、自立支援計画など

の書類（保護者指導の効果（これまでの保護者指導の経過や保護者

の現状等）などを明らかにする書類を含む。） 

    (ｳ) 進行に関する参考事項、証拠の説明 

① 進行に関する参考事項 

迅速かつ適切な審理に資するために、子どもの年齢、居所等、虐

待の種類、緊急を要する事項等、保護者の認否、意向、出頭見込み

等の参考事項を記載して家庭裁判所に提出することが有益である。

具体的な記載事項等については、各児童相談所と各家庭裁判所の協
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議等により定める。 

② 証拠説明書 

  証拠の標目、作成者、作成日時、立証趣旨等を簡潔に記載した証

拠説明書を作成して家庭裁判所に提出することが有益である。具体

的な書式等については、各児童相談所と各家庭裁判所の協議等によ

り定める。 

    (ｴ) 添付書類 

① 子どもの戸籍謄本 

② 親権者（子どもと別戸籍の場合）、後見人等の戸籍謄本 

③ 都道府県知事又は児童相談所長の在職証明書の写し 

    (ｵ) 申立書等の提出に当たっての留意事項 

      ① 申立書の記載 

申立書の写しは、裁判所によって原則として保護者に送付される。

したがって、児童相談所としては、常に開示が原則という認識で記

録を作成し、裁判所提出資料を準備する必要がある。 

      ② 記録の閲覧謄写 

家事事件手続法においては、家庭裁判所は当事者については原則

として記録の閲覧謄写を許可しなければならず、利害関係を疎明し

た第三者については、相当と認めるときに記録の閲覧謄写を許可す

ることができる（家事事件手続法第 47条）。保護者等に利害関係参

加が認められると、保護者が申立書、提出書類等の記録の閲覧謄写

の許可の申立てをした場合、家庭裁判所は、家事事件手続法第 47条

第 4項の不許可事由がない限り許可することになる。 

このため、保護者等によって閲覧謄写がされる可能性があること

を前提として、申立書をはじめ関係記録を整理する必要がある。具

議等により定める。 

② 証拠説明書 

  証拠の標目、作成者、作成日時、立証趣旨等を簡潔に記載した証

拠説明書を作成して家庭裁判所に提出することが有益である。具体

的な書式等については、各児童相談所と各家庭裁判所の協議等によ

り定める。 

    (ｴ) 添付書類 

① 子どもの戸籍謄本 

② 親権者（子どもと別戸籍の場合）、後見人等の戸籍謄本 

③ 都道府県知事又は児童相談所長の在職証明書の写し 

    (ｵ) 申立書等の提出に当たっての留意事項 

      ① 申立書の記載 

申立書の写しは、裁判所によって原則として保護者に送付される。

したがって、児童相談所としては、常に開示が原則という認識で記

録を作成し、裁判所提出資料を準備する必要がある。 

      ② 記録の閲覧謄写 

家事事件手続法においては、家庭裁判所は当事者については原則

として記録の閲覧謄写を許可しなければならず、利害関係を疎明し

た第三者については、相当と認めるときに記録の閲覧謄写を許可す

ることができる（家事事件手続法第 47条）。保護者等に利害関係参

加が認められると、保護者が申立書、提出書類等の記録の閲覧謄写

の許可の申立てをした場合、家庭裁判所は、家事事件手続法第 47条

第 4項の不許可事由がない限り許可することになる。 

このため、保護者等によって閲覧謄写がされる可能性があること

を前提として、申立書をはじめ関係記録を整理する必要がある。具
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体的には、申立書等の記述は客観的な事実の記述を中心とすること

や、経過を報告する資料として既存の資料をそのまま提出するので

はなく、審理に必要な情報のみを抽出した経過報告書を作成するこ

と、閲覧謄写の対象とすべきではない部分をマスキングした上で資

料を提出すること（この場合、マスキングした部分は審判の資料と

ならない。）等により対応することが考えられる。 

また、保護者の閲覧謄写の対象とすべきでないが裁判所の審理に

おいて考慮してほしいと考える資料については、提出する書面の全

部又は一部の非開示を希望するとして、「非開示の希望に関する申

出書」を提出するとともに、非開示を希望する理由が家事事件手続

法第 47 条第４項のうちいずれに該当するのかを記載することとな

っている。非開示を希望した場合であっても、家庭裁判所が家事事

件手続法の不許可事由に該当するかを判断し、閲覧対象となるかを

決めることになるため、なお閲覧謄写の可能性がある点に注意を要

する。 

  (5) 措置更新の承認の申立ての際の留意事項 

     措置の期間の更新に際して行う本申立てについては、保護者に十分な説

明を行った上で行うことが望ましく、また、家庭裁判所において審理が行

われ、かつ、その審判が確定するためには一定の期間を要することから、

事案ごとに、措置開始（又は更新措置開始）から２年が経過する日から審

理及び審判の確定に要する期間（２～３か月程度）を見込んだ上で前もっ

て、所要の資料を準備し、申立てを行う。 

   しかしながら、この申立てを行ったにもかかわらず、やむを得ない事情

から、措置開始（又は更新措置開始）から２年が満了するまでの間に、家

庭裁判所の審判が出ない場合や審判が出た場合であっても確定しない事

体的には、申立書等の記述は客観的な事実の記述を中心とすること

や、経過を報告する資料として既存の資料をそのまま提出するので

はなく、審理に必要な情報のみを抽出した経過報告書を作成するこ

と、閲覧謄写の対象とすべきではない部分をマスキングした上で資

料を提出すること（この場合、マスキングした部分は審判の資料と

ならない。）等により対応することが考えられる。 

また、保護者の閲覧謄写の対象とすべきでないが裁判所の審理に

おいて考慮してほしいと考える資料については、提出する書面の全

部又は一部の非開示を希望するとして、「非開示の希望に関する申

出書」を提出するとともに、非開示を希望する理由が家事事件手続

法第 47条第４項のうちいずれに該当するのかを記載することとなっ

ている。非開示を希望した場合であっても、家庭裁判所が家事事件

手続法の不許可事由に該当するかを判断し、閲覧対象となるかを決

めることになるため、なお閲覧謄写の可能性がある点に注意を要す

る。 

  (4) 措置更新の承認の申立ての際の留意事項 

     措置の期間の更新に際して行う本申立てについては、保護者に十分な説

明を行った上で行うことが望ましく、また、家庭裁判所において審理が行

われ、かつ、その審判が確定するためには一定の期間を要することから、

事案ごとに、措置開始（又は更新措置開始）から２年が経過する日から審

理及び審判の確定に要する期間（２～３か月程度）を見込んだ上で前もっ

て、所要の資料を準備し、申立てを行う。 

   しかしながら、この申立てを行ったにもかかわらず、やむを得ない事情

から、措置開始（又は更新措置開始）から２年が満了するまでの間に、家

庭裁判所の審判が出ない場合や審判が出た場合であっても確定しない事
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態が発生することも考えられることから、都道府県等は、この申立てを行

った場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満

了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該

措置を採ることができる。（法第 28条第３項本文） 

  (6) 家庭裁判所において申立てが却下された場合の取扱い 

     家庭裁判所において申立てを却下する審判（措置の期間の更新を認めな

い判断）が出されたケースであっても、この審判について児童相談所側が

不服申立てをし高等裁判所で争っている間（家庭裁判所の審判が確定する

までの間）は、法第 28条第３項本文に基づき引き続き当該措置を採るこ

とができる。ただし、確定していない下級審の審判とはいえ措置の期間の

更新を不相当とする司法判断が出ていることは一定程度尊重されるべき

であり、このようなケースで当該措置を継続することができるのは、申立

てを却下する下級審の判断が出ていることを考慮してもなお当該措置を

採る必要があると認める場合に限られているのであるから（法第 28条第

３項ただし書）、継続の要否については慎重に検討する必要がある。 

  (7) 家庭裁判所における審理 

     家庭裁判所は、この申立てがあった場合は、都道府県等に対し、期間を

定めて、当該申立てに係る保護者に対する第 27条第１項第２号の措置に

関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る子ども及びその保護者に

関する必要な資料の提出を求めることができる（法第 28条第４項）。 

   この家庭裁判所による報告・意見の聴取については、審判の申立前に行

った保護者指導措置の結果に関する報告・意見のほか、申立てを契機に保

護者が児童相談所の指導に従い、養育態度の改善につながる可能性がある

と判断する事例などで申立後の保護者指導の結果に関する報告・意見が求

められることもある。 

態が発生することも考えられることから、都道府県等は、この申立てを行

った場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満

了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該

措置を採ることができる。（法第 28条第３項本文） 

  (5) 家庭裁判所において申立てが却下された場合の取扱い 

     家庭裁判所において申立てを却下する審判（措置の期間の更新を認めな

い判断）が出されたケースであっても、この審判について児童相談所側が

不服申立てをし高等裁判所で争っている間（家庭裁判所の審判が確定する

までの間）は、法第 28 条第３項本文に基づき引き続き当該措置を採るこ

とができる。ただし、確定していない下級審の審判とはいえ措置の期間の

更新を不相当とする司法判断が出ていることは一定程度尊重されるべき

であり、このようなケースで当該措置を継続することができるのは、申立

てを却下する下級審の判断が出ていることを考慮してもなお当該措置を

採る必要があると認める場合に限られているのであるから（法第 28 条第

３項ただし書）、継続の要否については慎重に検討する必要がある。 

  (6) 家庭裁判所における審理 

     家庭裁判所は、この申立てがあった場合は、都道府県等に対し、期間を

定めて、当該申立てに係る保護者に対する第 27 条第１項第２号の措置に

関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る子ども及びその保護者に

関する必要な資料の提出を求めることができる（法第 28条第４項）。 

   この家庭裁判所による報告・意見の聴取については、審判の申立前に行

った保護者指導措置の結果に関する報告・意見のほか、申立てを契機に保

護者が児童相談所の指導に従い、養育態度の改善につながる可能性がある

と判断する事例などで申立後の保護者指導の結果に関する報告・意見が求

められることもある。 
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   こうした報告・意見の聴取を行うか否かは家庭裁判所の判断によるが、

その迅速かつ適正な審理を期すため、申立前のものは家庭裁判所から求め

られるまでもなく申立時に、申立後のものは家庭裁判所から定められた期

間内に、その結果及び意見を提出することが必要である。 

  (8) 家庭裁判所による指導勧告 

      家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置

の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導措

置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し指導措置を

採るべき旨を、都道府県等に勧告することができる（法第 28条第５項）。 

    この場合において、家庭裁判所から指導勧告書の写しを保護者に送付す

るという運用がなされている事例もある。 

このため、児童相談所としては、指導勧告書の写しの保護者への送付が

保護者指導に効果的であると判断する場合には、指導勧告書の写しの送付

が必要である旨を明確にした上で、指導勧告を求める旨の上申書を家庭裁

判所に積極的に提出し、家庭裁判所はそれを踏まえて指導勧告書の写しを

保護者に送付することが相当かを判断し、相当と認める場合にはこれを保

護者に送付することが考えられる。 

    ア 指導勧告を求めるケース 

次の事例のように、保護者の行為が子どもの福祉を害していること

を保護者に認識させるために客観的な立場からの指摘が有効であると

考えられる場合などが想定される。 

(ｱ) 保護者が虐待等を認めず、児童相談所による指導が進まない事例 

(ｲ) 保護者がしつけと称して自らの暴力の原因が子どもにあると主張

する事例 

(ｳ) 保護者の虐待等の結果として子どもが深夜はいかい、家出等を繰

   こうした報告・意見の聴取を行うか否かは家庭裁判所の判断によるが、

その迅速かつ適正な審理を期すため、申立前のものは家庭裁判所から求め

られるまでもなく申立時に、申立後のものは家庭裁判所から定められた期

間内に、その結果及び意見を提出することが必要である。 

  (7) 家庭裁判所による指導勧告 

      家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置

の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導措

置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し指導措置を

採るべき旨を、都道府県等に勧告することができる（法第 28条第５項）。 

    児童相談所としては、指導勧告書の写しの保護者への送付が保護者指導

に効果的であると判断する場合には、指導勧告書の写しの送付が必要であ

る旨を明確にした上で、指導勧告を求める旨の上申書を家庭裁判所に提出

し、家庭裁判所はそれを踏まえて指導勧告書の写しを保護者に送付するこ

とが相当かを判断し、相当と認める場合にはこれを保護者に送付すること

が考えられる。 

 

 

    ア 指導勧告を求めるケース 

次の事例のように、保護者の行為が子どもの福祉を害していること

を保護者に認識させるために客観的な立場からの指摘が有効であると

考えられる場合などが想定される。 

(ｱ) 保護者が虐待等を認めず、児童相談所による指導が進まない事例 

(ｲ) 保護者がしつけと称して自らの暴力の原因が子どもにあると主張

する事例 

(ｳ) 保護者の虐待等の結果として子どもが深夜はいかい、家出等を繰
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り返している場合であって保護者に虐待に対する認識を改めさせる必

要がある事例 

    イ 上申書の提出時期 

 審問や事実の調査における保護者の陳述や態度も踏まえ、家庭裁判

所に提出すべき時期を確認の上、すみやかに提出する。 

    ウ 上申書に記載する内容 

       上申書には、次の内容を記載する。 

(ｱ) 保護者指導の必要性、児童相談所が予定している指導の内容とこ

れにより期待される効果 

(ｲ) 裁判所に指導勧告を求める理由、必要性 

(ｳ) 指導勧告書への記載を希望する内容 

(ｴ) 指導勧告書の写しの保護者への送付の要否 

    エ 上申書を作成するに当たっての留意点 

保護者指導のためには、保護者が自らの行動や認識の問題点・改善す

べき点を認識できるよう、第三者的な観点から、これらの問題点・改

善すべき点や、虐待等に至った経緯・背景について具体的に指摘され

た指導勧告書の写しが保護者に送付されることが望ましい。 

例えば、保護者が虐待等の原因は子どもの非行にあると主張してい

るものの、客観的には、子どもの非行の原因は保護者に対する反発に

あると考えられる場合には、その点が記載された指導勧告書の送付に

より、保護者が問題を認識し、行動の改善につながる可能性がある。 

また、保護者に改善の意欲や努力が認められる場合には、改善を更

に促すため、指導勧告書において、その点に言及されることが望まし

い。 

他方、指導勧告書において、通信・面会をすることが望ましいという

り返している場合であって保護者に虐待に対する認識を改めさせる必

要がある事例 

    イ 上申書の提出時期 

 審問や事実の調査における保護者の陳述や態度も踏まえ、家庭裁判

所に提出すべき時期を確認の上、すみやかに提出する。 

    ウ 上申書に記載する内容 

       上申書には、次の内容を記載する。 

(ｱ) 保護者指導の必要性、児童相談所が予定している指導の内容とこ

れにより期待される効果 

(ｲ) 裁判所に指導勧告を求める理由、必要性 

(ｳ) 指導勧告書への記載を希望する内容 

(ｴ) 指導勧告書の写しの保護者への送付の要否 

    エ 上申書を作成するに当たっての留意点 

保護者指導のためには、保護者が自らの行動や認識の問題点・改善す

べき点を認識できるよう、第三者的な観点から、これらの問題点・改

善すべき点や、虐待等に至った経緯・背景について具体的に指摘され

た指導勧告書の写しが保護者に送付されることが望ましい。 

例えば、保護者が虐待等の原因は子どもの非行にあると主張してい

るものの、客観的には、子どもの非行の原因は保護者に対する反発に

あると考えられる場合には、その点が記載された指導勧告書の送付に

より、保護者が問題を認識し、行動の改善につながる可能性がある。 

また、保護者に改善の意欲や努力が認められる場合には、改善を更

に促すため、指導勧告書において、その点に言及されることが望まし

い。 

他方、指導勧告書において、通信・面会をすることが望ましいという
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趣旨の記載がされた場合には、保護者や子どもの状況にかかわらず、保

護者がこれに基づき通信・面会を求め、子どもの監護に悪影響を及ぼす

可能性もあることから、このような可能性がある事案については、その

旨を上申書に記載するなどして家庭裁判所に配慮を求めることが考え

られる。 

以上のように、上申書の記載内容については、保護者指導に悪影響

を与えることのないように留意する必要がある。 

    オ 指導勧告を受けての対応 

       家庭裁判所から指導勧告が行われた場合には、これを踏まえ、都道府

県知事による保護者に対する勧告を行うなど実効性のある保護者指導

を行うこと。 

  (9) その他 

     この申立てについては、本指針に定めるほか、平成９年６月 20 日児発

第 434号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」による。 

２．親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求及び保全処分（親権者の

職務執行停止及び職務代行者選任）の申立て 

  (1) 親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求 

     親権は子の福祉を図ることを目的として、父母が有する特別の権利並び

に義務であるから、不適切な行使をしている父母があった場合には、適切

な行使をするよう指導する。その上で、不適切な行使が改まらず、子の福

祉を守り難い場合には、児童相談所長は、法第 33条の 7の規定に基づき、

家庭裁判所に対して親権喪失等の審判の請求を行うことを検討する必要

がある。 

      また、児童虐待防止法でも、第 11条第５項において、児童相談所長は、

同条第３項の規定による勧告に保護者が従わず、親権を行わせることが著

趣旨の記載がされた場合には、保護者や子どもの状況にかかわらず、保

護者がこれに基づき通信・面会を求め、子どもの監護に悪影響を及ぼす

可能性もあることから、このような可能性がある事案については、その

旨を上申書に記載するなどして家庭裁判所に配慮を求めることが考え

られる。 

以上のように、上申書の記載内容については、保護者指導に悪影響

を与えることのないように留意する必要がある。 

    オ 指導勧告を受けての対応 

       家庭裁判所から指導勧告が行われた場合には、これを踏まえ、都道府

県知事による保護者に対する勧告を行うなど実効性のある保護者指導

を行うこと。 

  (8) その他 

     この申立てについては、本指針に定めるほか、平成９年６月 20 日児発

第 434号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」による。 

２．親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求及び保全処分（親権者の

職務執行停止及び職務代行者選任）の申立て 

  (1) 親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求 

     親権は子の福祉を図ることを目的として、父母が有する特別の権利並び

に義務であるから、不適切な行使をしている父母があった場合には、適切

な行使をするよう指導する。その上で、不適切な行使が改まらず、子の福

祉を守り難い場合には、児童相談所長は、法第 33条の 7の規定に基づき、

家庭裁判所に対して親権喪失、親権停止又は管理権喪失（以下「親権喪失

等」という。）の審判の請求を行うことを検討する必要がある。 

      また、児童虐待防止法でも、第 11条第５項において、児童相談所長は、

同条第３項の規定による勧告に保護者が従わず、親権を行わせることが著
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しく子どもの福祉を害する場合には、必要に応じて適切に法第 33条の７

の規定による親権喪失等の審判の請求を行うものとされている。 

 これらの規定に基づき、子の利益を最優先に考え、適切に親権喪失等の

審判の請求を行う必要がある。親権喪失等の審判の請求の検討に当たって

は、子の意向を十分配慮するものとする。 

      なお、親権喪失等の審判の請求並びに３．の未成年後見人の選任及び解

任の請求は、子ども及び 18歳以上の未成年者（２．及び３．において「子

ども等」という。）について行うことができることから、18 歳以上の未

成年者に係る親権喪失等の審判請求に関しても相談援助を行う。 

     また、保護者指導に当たっては、「児童虐待を行った保護者に対する指

導・支援の充実について」（平成 20年３月 14日付け雇児総発第 0314001

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

  (2) （略） 

  (3) 法第 28条の規定に基づく手続との関係 

親権者の意向に反して施設入所等の措置を採ることを目的とする場合

には、法第 28条の規定に基づく措置と親権喪失等の審判による親権の制

限、いずれの手続によっても可能である。両者の関係については、前記１．

(2)（親権喪失等の審判との関係）を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

しく子どもの福祉を害する場合には、必要に応じて適切に法第 33 条の７

の規定による親権喪失等の審判の請求を行うものとされている。 

 これらの規定に基づき、子の利益を最優先に考え、適切に親権喪失等の

審判の請求を行う必要がある。親権喪失等の審判の請求の検討に当たって

は、子の意向を十分配慮するものとする。 

      なお、親権喪失等の審判の請求並びに３．の未成年後見人の選任及び解

任の請求は、子ども及び 18歳以上の未成年者（２．及び３．において「子

ども等」という。）について行うことができることから、18 歳以上の未

成年者に係る親権喪失等の審判請求に関しても相談援助を行う。 

     また、保護者指導に当たっては、「児童虐待を行った保護者に対する指

導・支援の充実について」（平成 20年３月 14日雇児総発第 0314001号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

  (2) （略） 

  (3) 法第 28条の規定に基づく手続との関係 

施設入所又は里親等委託（以下この節で「施設入所等」という。）の

措置を採ることが適当であるにもかかわらず、親権者等の意向に反し、こ

れらの措置を採ることができない場合には、法第 28 条の規定に基づく家

庭裁判所の承認を得て同措置を採ることができるが、親権喪失等の審判に

より親権者等の親権が制限されている場合には、未成年後見人又は職務代

行者の意に反しない限り法第 28 条の承認を経ることなく施設入所等の措

置を採ることができる。このように、親権者の意向に反して施設入所等の

措置を採ることを目的とする場合には、いずれの手続によっても可能であ

る。このような場合には、保護者がその後の保護者指導に従う意欲を削が

ない観点から、親権喪失等の審判の請求に先だって、法第 28 条の規定に

基づく施設入所等の措置により対応できないか検討し、同措置による対応
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  (4) 親権喪失又は親権停止の審判の請求の検討 

    ア 親権喪失又は親権停止の審判請求を検討する事例 

       次の(ｱ)及び(ｲ)に掲げる事例のように、親権者等の身上監護権を含め

親権を制限する必要がある場合には、親権喪失又は親権停止の審判の

請求について検討する。 

      (ｱ) 親権者が不当な行為や主張を繰り返し、又は繰り返すおそれがあ

り、子どもの安定した監護が損なわれるおそれがある場合 

      ＜具体的な事例＞ 

a 児童相談所や施設の指導にもかかわらず、親権者が施設入所中の

子を施設から強引に連れ戻そうと繰り返し試みる場合 

b 子に医療行為が必要であるにもかかわらず、親権者が子の医療行

が適切ではない場合や同措置を採ってもなお子どもの福祉が害される場

合に、親権喪失等の審判の請求を行うことを原則とするが、事案に応じて

適切な方法を選択する。 

具体的に、親権喪失等の審判の請求を検討する場合の例としては、(4)

のア(ｱ)(ｲ)に掲げる場合が想定される。このように、施設入所等の措置だ

けでなく、施設入所後に不当な主張や行為を繰り返すことが見込まれる場

合（例えば、医療行為を拒否する場合、教育や就職について協力が得られ

ない場合）など、子の利益のために親権を制限すべき場合には、親権喪失

等の審判により対応する必要がある。 

なお、両手続は要件が異なるほか、法第 28条の承認手続による場合に

は、法第 28 条第 6 項に基づく家庭裁判所から都道府県に対する指導勧告

の対象となり得ること、児童虐待防止法第 12 条の 4 第 1 項の規定に基づ

く接近禁止命令の対象となり得ること、親権喪失等の場合と異なり、戸籍

への記載がされないこと等の点で異なることに留意されたい。 

  (4) 親権喪失又は親権停止の審判の請求の検討 

    ア 親権喪失又は親権停止の審判請求を検討する事例 

       次の(ｱ)及び(ｲ)に掲げる事例のように、親権者等の身上監護権を含め

親権を制限する必要がある場合には、親権喪失又は親権停止の審判の

請求について検討する。 

      (ｱ) 親権者が不当な行為や主張を繰り返し、又は繰り返すおそれがあ

り、子どもの安定した監護が損なわれるおそれがある場合 

      ＜具体的な事例＞ 

a 児童相談所や施設の指導にもかかわらず、親権者が施設入所中の

子を施設から強引に連れ戻そうと繰り返し試みる場合 

b 子に医療行為が必要であるにもかかわらず、親権者が子の医療行
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為に同意しないことにより医療機関が医療行為を手控え、実施でき

ない場合 

c 都道府県知事による保護者指導の勧告に従わず、親権行使が著し

く子の福祉を害する場合 

      (ｲ) 保護者指導によっても将来にわたり親権者の対応や親子の関係に

改善が期待できず、家族再統合（家族引取り）が見込めない場合 

      ＜具体的な事例＞ 

a  親権者による重度の身体的虐待やネグレクトにより子が重度の

障害を負うなどしており、親権者の対応や親子の関係に改善が期待

できない場合 

b  親権者により重度の性的虐待が行われており、親権者の対応や親

子の関係に改善が期待できない場合 

c  親権停止がなされているにもかかわらず、親権者が保護者指導に

従わず、親権者の対応や親子の関係に改善が期待できない場合 

    イ 検討順位 

親権者の将来の改善意欲を削がない観点から、親権喪失に優先して

親権停止の審判の請求を検討することを原則とするが、事案に応じて

適切な方法を選択する。 

特に、ア(ｲ)の事例のように将来にわたって改善が見込めず、当初よ

り２年以内にその原因が消滅する見込みがないと考える場合には、親

権喪失の審判の請求を行うことも可能である。 

なお、親権者が親権を喪失した場合であっても、その後の保護者指

導の効果により家庭復帰が可能となり、親権の回復が適当である場合

には、取消請求を行うことができる。 

また、親権喪失の請求を行った場合であっても家庭裁判所の判断に

為に同意しないことにより医療機関が医療行為を手控え、実施でき

ない場合 

c 都道府県知事による保護者指導の勧告に従わず、親権行使が著し

く子の福祉を害する場合 

      (ｲ) 保護者指導によっても将来にわたり親権者の対応や親子の関係に

改善が期待できず、家族再統合（家族引取り）が見込めない場合 

      ＜具体的な事例＞ 

a  親権者による重度の身体的虐待やネグレクトにより子が重度の

障害を負うなどしており、親権者の対応や親子の関係に改善が期待

できない場合 

b  親権者により重度の性的虐待が行われており、親権者の対応や親

子の関係に改善が期待できない場合 

c  親権停止がなされているにもかかわらず、親権者が保護者指導に

従わず、親権者の対応や親子の関係に改善が期待できない場合 

    イ 検討順位 

親権者の将来の改善意欲を削がない観点から、親権喪失に優先して

親権停止の審判の請求を検討することを原則とするが、事案に応じて

適切な方法を選択する。 

特に、ア(ｲ)の事例のように将来にわたって改善が見込めず、当初よ

り２年以内にその原因が消滅する見込みがないと考える場合には、親

権喪失の審判の請求を行うことも可能である。 

なお、親権者が親権を喪失した場合であっても、その後の保護者指

導の効果により家庭復帰が可能となり、親権の回復が適当である場合

には、取消請求を行うことができる。 

また、親権喪失の請求を行った場合であっても家庭裁判所の判断に
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より親権停止の審判がされることもあり得ることから、いずれの請求

が適当か判断が困難な場合には、親権喪失を請求することもできる。 

    ウ 参考とすべき通知 

       アに掲げる事例において親権者による不当な妨げに該当するかの判

断については、「『児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権

者等との関係に関するガイドライン』について」（平成 24年３月９日

付け雇児総発 0309第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通

知）を、親権者が医療の受診に同意しない場合の対応については、「医

療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応

について」（平成 24 年３月９日付け雇児総発 0309 第２号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参考とされたい。 

  (5)～(9) （略） 

  (10) 取消請求 

親権喪失等の審判の後、子の置かれた状況が改善し、家庭復帰を行う

など措置の解除等を行う場合や、医療ネグレクトの事例で医療行為を行う

ために親権停止を行ったが、治療が終了した場合などには、親権喪失等の

審判の取消しの請求を併せて行う。 

     なお、医療ネグレクトの場合の親権喪失等の取消し請求については、「医

療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応につ

いて」（平成 24年３月９日付け雇児総発 0309第２号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

     なお、措置の解除等に当たっては、第５節の３．「措置の解除、停止、

変更及び在所期間の延長」により慎重に判断するものとする。 

３（略） 

 

より親権停止の審判がされることもあり得ることから、いずれの請求

が適当か判断が困難な場合には、親権喪失を請求することもできる。 

    ウ 参考とすべき通知 

       アに掲げる事例において親権者による不当な妨げに該当するかの判

断については、「『児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権

者等との関係に関するガイドライン』について」（平成 24年３月９日

雇児総発 0309第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）

を、親権者が医療の受診に同意しない場合の対応については、「医療

ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応に

ついて」（平成 24 年３月９日雇児総発 0309 第２号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局総務課長通知）を参考とされたい。 

  (5)～(9) （略） 

  (10) 取消請求 

親権喪失等の審判の後、子の置かれた状況が改善し、家庭復帰を行う

など措置の解除等を行う場合や、医療ネグレクトの事例で医療行為を行う

ために親権停止を行ったが、治療が終了した場合などには、親権喪失等の

審判の取消しの請求を併せて行う。 

     なお、医療ネグレクトの場合の親権喪失等の取消し請求については、「医

療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応につ

いて」（平成 24年３月９日雇児総発 0309第２号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

     なお、措置の解除等に当たっては、第５節の３．「措置の解除、停止、

変更及び在所期間の延長」により慎重に判断するものとする。 

３（略） 
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第 11節 その他未成年者に対する援助 

１・２（略） 

 

第５章 一時保護 

第１節 一時保護の目的と性格 

  法第 33条の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事等が必要と認め

る場合には子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は子ども

の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、子ども

を一時保護所に一時保護し、又は警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親

その他児童福祉に深い理解と経験を有する適当な者（機関、法人、私人）に

一時保護を委託する（以下「委託一時保護」という。）ことができる。一時

保護は行政処分であり、保護者等に対する教示については、第４章第１節に

示すところによる。 

  なお、虐待等を受けた子どもの一時保護については、本指針に定めるほか、

平成９年６月 20 日児発第 434 号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な

運用について」及び「子ども虐待対応の手引き」による。 

１．一時保護の必要性 

  一時保護を行う必要がある場合はおおむね次のとおりである。 

 (1)（略） 

 (2) 行動観察 

   適切かつ具体的な援助指針（援助方針）を定めるために、一時保護によ

る十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合 

 (3) （略） 

２．一時保護の期間、援助の基本 

 (1)・(2) （略） 

第 10節 その他未成年者に対する援助 

１・２（略） 

 

第５章 一時保護 

第１節 一時保護の目的と性格 

  法第 33条の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事等が必要と認め

る場合には子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は子ども

の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、子ども

を一時保護所に一時保護し、又は警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親

その他児童福祉に深い理解と経験を有する適当な者（機関、法人、私人）に

一時保護を委託する（以下「委託一時保護」という。）ことができる。一時

保護は行政処分であり、保護者等に対する教示については、第４章第１節に

示すところによる。 

  なお、虐待等を受けた子どもの一時保護については、本指針に定めるほか、

平成９年６月 20 日児発第 434 号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な

運用について」及び「子ども虐待対応の手引き」による。 

１．一時保護の必要性 

  一時保護を行う必要がある場合はおおむね次のとおりである。 

 (1)（略） 

 (2) 行動観察 

   適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動

観察、生活指導等を行う必要がある場合 

 (3) （略）  

２．一時保護の期間、援助の基本 

 (1)・(2) （略）  
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 (3) 子どもは危機的状況の中で一時保護されるので、その目的にかかわらず

子どもの精神状態を十分に把握し、子どもの心身の安定化を図り、安心感

をもって生活できるよう支援する。 

 (4)～(8)（略） 

 (1) 一時保護は、子どもの権利擁護の観点から事前又は事後に子どもや保護

者の同意を得て行うことが望ましい。このため、一時保護の理由や必要性

等について十分に説明して理解と協力を得られるよう努力すべきである

が、子どもをそのまま放置することが子どもの福祉を害すると認められる

場合には、当該同意を得なくても一時保護を行うことができる。これは、

子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図る必要があることや、一時保

護が終局的な援助を行うまでの短期間のものであること等から認められ

ているものである。 

特に児童虐待対応においては、対応が後手に回ることで、子どもの生

命に危険が及ぶ可能性があることから、保護者や子どもの同意がなくと

も、子どもの安全の確保等が必要な場面であれば、一時保護を躊躇なく行

うべきである。 

 (2) 現に一時保護を行っている子どもが無断外出した場合において児童福

祉上必要と認められる場合には、その子どもの同意を得なくても再び保護

することができる。ただし、この場合においても、子どもや保護者の同意

を得るよう努めることとする。 

 ４．一時保護中の児童相談所長の権限 

  (1)（略）  

  (2) 親権者等のある子どもの場合 

    ア 児童相談所長による監護措置 

児童相談所長は、一時保護中（委託一時保護中も含む。）の子どもで

 (3) 子どもは危機的状況の中で一時保護されるので、その目的にかかわらず

子どもの精神状態を十分に把握し、子どもの心身の安定化を図るよう留意

する。 

 (4)～(8)（略）  

３．一時保護の強行性 

 (1) 一時保護は、事前又は事後に子どもや保護者の同意を得て行うことが望

ましい。このため、一時保護の理由や必要性等について理解と協力を得ら

れるよう努力すべきであるが、子どもをそのまま放置することが子どもの

福祉を害すると認められる場合には、当該同意を得なくても一時保護を行

うことができる。これは、子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図る

必要があることや、一時保護が終局的な援助を行うまでの短期間のもので

あること等から認められているものである。 

特に児童虐待対応においては、対応が後手に回ることで、子どもの生命

に危険が及ぶ可能性があることから、保護者や子どもの同意がなくとも、

子どもの安全の確保等が必要な場面であれば、一時保護を躊躇なく行うべ

きである。 

 (2) 現に一時保護を加えている子どもが無断外出した場合において児童福

祉上必要と認められる場合には、その子どもの同意を得なくても再び保護

することができる。ただし、この場合においても、子どもや保護者の同意

を得るよう努めることとする。 

 ４．一時保護中の児童相談所長の権限 

  (1)（略） 

  (2) 親権者等のある子どもの場合 

    ア 児童相談所長による監護措置 

児童相談所長は、一時保護中（委託一時保護中も含む。）の子どもで
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あって親権者等のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、そ

の子どもの福祉のため必要な措置をとることができることとされ、この

場合も、子どもの親権者等は、児童相談所長のとる措置を不当に妨げて

はならないこととされている（法第 33条の２第３項）。 

この規定については、児童福祉施設に入所中の子どもや里親に委託さ

れている子どもについては、施設長や里親が保護中の子どもの監護、教

育及び懲戒に関して子どもの福祉のために必要な措置をとることがで

きることとされており（法第 47 条第 2 項）、従前から、一時保護中の

子どもについても、一時保護の目的の範囲内で監護、教育及び懲戒に関

して必要な措置をとることが可能であると考えられたが、明文の根拠規

定がなかったことから親権者が不当な主張をする等により対応に苦慮

することが指摘されてきたことを受け、平成 23 年改正により、子ども

の適切な保護のために明文化されたものである。これらの規定に基づ

き、児童相談所長は、自らがとる監護等の措置について親権者等から不

当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、子どもの利

益を保護するために必要な監護措置をとることができる。 

この親権者等による不当な妨げの考え方、具体的な事例等について

は、「『児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係

に関するガイドライン』について」（平成 24 年３月９日付け雇児総発

0309第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照され

たい。 

 イ 子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場合 

児童相談所長による監護、教育及び懲戒に関する措置は、子どもの生

命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、そ

の親権者等の意に反してもとることができることとされている（第 33

あって親権者等のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、そ

の子どもの福祉のため必要な措置をとることができることとされ、この

場合も、子どもの親権者等は、児童相談所長のとる措置を不当に妨げて

はならないこととされている（法第 33条の２第３項）。 

この規定については、児童福祉施設に入所中の子どもや里親に委託さ

れている子どもについては、施設長や里親が保護中の子どもの監護、教

育及び懲戒に関して子どもの福祉のために必要な措置をとることがで

きることとされており（法第 47 条第 2 項）、従前から、一時保護中の

子どもについても、一時保護の目的の範囲内で監護、教育及び懲戒に関

して必要な措置をとることが可能であると考えられたが、明文の根拠規

定がなかったことから親権者が不当な主張をする等により対応に苦慮

することが指摘されてきたことを受け、平成 23 年改正により、子ども

の適切な保護のために明文化されたものである。これらの規定に基づ

き、児童相談所長は、自らがとる監護等の措置について親権者等から不

当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、子どもの利

益を保護するために必要な監護措置をとることができる。 

この親権者等による不当な妨げの考え方、具体的な事例等については、

「『児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関

するガイドライン』について」（平成 24 年３月９日雇児総発 0309 第１

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

 

 イ 子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場合 

児童相談所長による監護、教育及び懲戒に関する措置は、子どもの生

命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、そ

の親権者等の意に反してもとることができることとされている（第 33
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条の２第４項）。 

具体的には、一時保護中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要があ

るが、緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等が治療に

同意しない場合においても、児童相談所長の判断により、医療機関は子

どもに必要な医療を行うことができる。 

この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置をとる

ことができないという趣旨ではないことに留意されたい。例えば、上記

のように、児童相談所長は、自らがとる監護等の措置について親権者等

から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、子ど

もの利益を保護するために必要な監護等の措置をとることができる。 

また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる限り

親権者等から措置の必要性について理解を得られるよう努める。 

なお、親権者等が、子どもに必要な医療を受けることに同意しない場

合の対応については、「医療ネグレクトにより子どもの生命・身体に重

大な影響がある場合の対応について」（平成 24年３月９日付け雇児総発

0309第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参考とさ

れたい。 

５（略） 

 

第２節 一時保護所入所の手続き 

１．一時保護の開始 

 (1) 入所前の手続き 

  ア 一時保護の決定は受理会議等において検討し、児童相談所長が行う。

緊急の場合においても臨時の受理会議等を開いて検討する。 

  イ 一時保護の開始については、一時保護部門と密接に連絡をとって相

条の２第４項）。 

具体的には、一時保護中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要があ

るが、緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等が治療に

同意しない場合においても、児童相談所長の判断により、医療機関は子

どもに必要な医療を行うことができる。 

この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置をとる

ことができないという趣旨ではないことに留意されたい。例えば、上記

のように、児童相談所長は、自らがとる監護等の措置について親権者等

から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、子ど

もの利益を保護するために必要な監護等の措置をとることができる。 

また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる限り

親権者等から措置の必要性について理解を得られるよう努める。 

なお、親権者等が、子どもに必要な医療を受けることに同意しない場

合の対応については、「医療ネグレクトにより子どもの生命・身体に重

大な影響がある場合の対応について」（平成 24年３月９日雇児総発 0309

第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参考とされた

い。 

５（略） 

 

第２節 一時保護所入所の手続き 

１．一時保護の開始 

 (1) 入所前の手続き 

  ア 一時保護の決定は受理会議等において検討し、児童相談所長が行う。

緊急の場合においても臨時の受理会議等を開いて検討する。 

  イ 一時保護の開始については、一時保護部門と密接に連絡をとって相
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談・指導部門が行う。また、措置部門、判定・指導部門とも連絡をと

り、健康診断等の必要な事項が円滑に行われるように配慮する。 

  ウ 一時保護の決定に当たっては、子どもの権利擁護の観点から子どもや

保護者に一時保護の理由、目的、期間、入所中の生活、一時保護中の

児童相談所長の権限等について、また、保護者に２か月を超えて引き

続き一時保護を行う場合の手続等について説明し、同意を得て行うこ

とが望ましいが、緊急保護の場合等子どもを放置することがその福祉

を害すると認められる場合にはこの限りではない。 

エ 一時保護中必要な日用品、着替え等を準備するよう保護者等に連絡す

る。 

  オ 原則として入所前に健康診断を受けさせ、集団生活をさせても差し支

えないことを確認しておく。特に感染性疾患等に留意する。 

  カ 一時保護の必要を認めた子どもについては、次の事項を記載した一時

保護児童票を作成し、一時保護中に実施する検査等の予定を一時保護

所での生活のプログラムの中に折り込めるようにしておく。 

   (ｱ) 子どもの住所、氏名、年齢 

   (ｲ) 事例担当者、事例の概要 

   (ｳ) 一時保護する理由、目的、予定、保護中に実施する事項 

   (ｴ) 子どもの性格、行動傾向、日常生活あるいは健康管理上注意しなけ

ればならない事項 

   (ｵ) 子どもの所持物 

  キ 他部門との連携を図り、相談援助活動の一貫性を保つために、一時保

護部門においても個々の子どもの担当者を決めておくことが適当であ

る。 

ク 一時保護の開始を決定したときは、速やかに一時保護の開始の期日、

談・指導部門が行う。また、措置部門、判定・指導部門とも連絡をと

り、健康診断等の必要な事項が円滑に行われるように配慮する。 

  ウ 一時保護の決定に当たっては、子どもや保護者に一時保護の理由、目

的、期間、入所中の生活、一時保護中の児童相談所長の権限等につい

て、また、保護者に２か月を超えて引き続き一時保護を行う場合の手

続等について説明し、同意を得て行うことが望ましいが、緊急保護の

場合等子どもを放置することがその福祉を害すると認められる場合に

はこの限りではない。 

エ 一時保護中必要な日用品、着替え等を準備するよう保護者等に連絡す

る。 

  オ 原則として入所前に健康診断を受けさせ、集団生活をさせても差し支

えないことを確認しておく。特に感染性疾患等に留意する。 

  カ 一時保護の必要を認めた子どもについては、次の事項を記載した一時

保護児童票を作成し、一時保護中に実施する検査等の予定を一時保護

所での生活のプログラムの中に折り込めるようにしておく。 

   (ｱ) 子どもの住所、氏名、年齢 

   (ｲ) 事例担当者、事例の概要 

   (ｳ) 一時保護する理由、目的、予定、保護中に実施する事項 

   (ｴ) 子どもの性格、行動傾向、日常生活あるいは健康管理上注意しなけ

ればならない事項 

   (ｵ) 子どもの所持物 

  キ 他部門との連携を図り、相談援助活動の一貫性を保つために、一時保

護部門においても個々の子どもの担当者を決めておくことが適当であ

る。 

ク 一時保護の開始を決定したときは、速やかに一時保護の開始の期日、
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理由及び場所を文書で保護者に通知する。一時保護中の児童相談所長

の権限及び２か月を超えて引き続き一時保護を行う場合の手続につい

ても付記することが望ましい。（別添 15） 

 また、保護者に対して子どもの居所を明らかにした場合に、再び児

童虐待が行われるおそれがあり、又は子どもの保護に支障を来すおそ

れがあると認めるときは、子どもの居所を明らかにしない。 

    なお、一時保護を行う場所を変更する場合は、新たな行政処分ではな

いことから、文書による通知は必須でないが、２か月の起算は一時保

護を開始した当初となるので、留意されたい。 

２（略） 

３．一時保護の継続の手続 

 (1) 一時保護の継続 

     一時保護の期間は原則２か月を超えてはならないとされているが、児童

相談所長又は都道府県知事等は、子どもの最善の利益を確保する観点から

必要があると認めるときは、引き続き一時保護を行うことができることと

されている（法第 33条第３項及び第４項）。継続が必要な場合としては、

例えば、 

① 家庭裁判所に対し法第 28条の承認を申し立て又は親権喪失等の審判

を請求している場合 

② 施設入所する方向の子どもであるが、当面の医療的なケア等のために

入院又は継続した通院が必要であるため、当面、施設に入所できない

場合 

③ ２か月を超えるものの更に数週間の程度の一時保護中に保護者の変

化が十分に期待でき、保護者、子どもともに納得した援助や家族への

引取りを行える見込みがあるため、家庭裁判所への審判申立てを留保

理由及び場所を文書で保護者に通知する。一時保護中の児童相談所長

の権限及び２か月を超えて引き続き一時保護を行う場合の手続につい

ても付記することが望ましい。（別添 15） 

 また、保護者に対して子どもの居所を明らかにした場合に、再び児

童虐待が行われるおそれがあり、又は子どもの保護に支障を来すおそ

れがあると認めるときは、子どもの居所を明らかにしない。 

    なお、一時保護を行う場所を変更する場合は、新たな行政処分ではな

いことから、文書による通知は必須でないが、２か月の起算は一時保

護を開始した当初となるので、留意されたい。 

２（略） 

３．一時保護の継続の手続 

 (1) 一時保護の継続 

     一時保護の期間は原則２か月を超えてはならないとされているが、児童

相談所長又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、引き続き一

時保護を行うことができることとされている（法第 33 条第３項及び第４

項）。継続が必要な場合としては、例えば、 

 

① 家庭裁判所に対し法第 28 条の承認を申し立て又は親権喪失等の審判

を請求している場合 

② 施設入所する方向の子どもであるが、当面の医療的なケア等のために

入院又は継続した通院が必要であるため、当面、施設に入所できない

場合 

③ ２か月を超えるものの更に数週間の程度の一時保護中に保護者の変

化が十分に期待でき、保護者、子どもともに納得した援助や家族への

引取りを行える見込みがあるため、家庭裁判所への審判申立てを留保
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している場合 

  などが考えられるが、不必要に一時保護を継続すべきではない。 

 一時保護は、親権者等（親権を行う者又は未成年後見人をいう。以下同

じ。）の意に反しても行政の判断によって子どもを保護することができる

強い権限であるため、その権限行使の適正性を担保する仕組みが必要であ

ることから、２か月を超えて一時保護を継続することが当該子どもの親権

者等の意に反する場合には、引き続き一時保護を行おうとするとき、及び

引き続き一時保護を行った後２か月を経過するごとに、都道府県知事は、

児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととされている（法第

33条第５項）。ただし、家庭裁判所に対して法第 28条第１項の承認の申

立て又は第 33条の７の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請

求がされている場合には、意見聴取を要しない。 

  ここで、親権者等の意に反する場合とは、法第 27条第 4項の場合と同

様、親権者等が反対の意思を表明している場合をいい、明確な同意を必須

とするものではないが、できる限り、同意を得られるよう努める（第４章

第５節１．(3)参照）。 

 なお、一時保護の継続は新たな行政処分ではないため、文書により通知

することは必須ではないが、親権者等の意に反するため、児童福祉審議会

の意見を聴いた上で継続する場合には、その意見聴取の結果とともに引き

続き一時保護を行う旨を親権者等に連絡することが望ましい。 

  (2)・(3) （略） 

 

第３節 一時保護所の運営 

１．運営の基本的考え方 

 一時保護所においては、子どもの最善の利益を考慮した保護や養育を行わな

している場合 

  などが考えられるが、不必要に一時保護を継続すべきではない。 

 一時保護は、親権者等（親権を行う者又は未成年後見人をいう。以下同

じ。）の意に反しても行政の判断によって子どもを保護することができる

強い権限であるため、その権限行使の適正性を担保する仕組みが必要であ

ることから、２か月を超えて一時保護を継続することが当該子どもの親権

者等の意に反する場合には、引き続き一時保護を行おうとするとき、及び

引き続き一時保護を行った後２か月を経過するごとに、都道府県知事は、

児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととされている（法第

33条第５項）。ただし、家庭裁判所に対して法第 28条第１項の承認の申

立て又は第 33 条の７の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請

求がされている場合には、意見聴取を要しない。 

  ここで、親権者等の意に反する場合とは、法第 27 条第 4 項の場合と同

様、親権者等が反対の意思を表明している場合をいい、明確な同意を必須

とするものではないが、できる限り、同意を得られるよう努める（第４章

第５節１．(3)参照）。 

 なお、一時保護の継続は新たな行政処分ではないため、文書により通知

することは必須ではないが、親権者等の意に反するため、児童福祉審議会

の意見を聴いた上で継続する場合には、その意見聴取の結果とともに引き

続き一時保護を行う旨を親権者等に連絡することが望ましい。 

  (2)・(3) （略）  

 

第３節 一時保護所の運営 

１．運営の基本的考え方 
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ければならない。 

 (1)（略）  

 (2) 一時保護所に入所する子どもについては、その年齢も乳幼児から思春期

まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障害など様々

であることから、子ども同士の暴力やいじめなど、子どもの健全な発達を

阻害する事態の防止にも留意しつつ、こうした「混合処遇」の解消を行う

ため、子どもの年齢等に配慮しつつ、原則として個室対応を基本とし、ケ

アワーカー等による個別対応を可能とするような職員配置や環境整備を

行うなど、一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な援助の確保に配慮

し、子どもが安心感や安全感を持てる生活の保障に努めなければならな

い。 

なお、一時保護所の整備については、次世代育成支援対策施設整備交付

金を積極的に活用すること。 

 (3)～(5) （略） 

２．子どもの観察 

  担当者は、援助指針（援助方針）を定めるため、一時保護した子どもの全

生活場面について行動観察を行う。その場合種々の生活場面の行動を観察

し、定期的に他の職員と観察結果の比較検討をする等して、総合的な行動観

察を行う。 

３（略） 

４．安全対策 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他、子どもの安全の確保については、不審者への対応なども含め、

平成 13年６月５日付け雇児総発第 402号「児童福祉施設等における児童

の安全の確保について」による。 

 

 (1) （略）  

 (2) 一時保護所に入所する子どもについては、その年齢も乳幼児から思春期

まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障害など様々

であることから、子ども同士の暴力やいじめなど、子どもの健全な発達を

阻害する事態の防止にも留意しつつ、こうした一人ひとりの子どもの状況

に応じた適切な援助の確保に配慮し、子どもが安心感や安全感を持てる生

活の保障に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 (3)～(5) （略）  

２．子どもの観察 

  担当者は、援助指針を定めるため、一時保護した子どもの全生活場面につ

いて行動観察を行う。その場合種々の生活場面の行動を観察し、定期的に他

の職員と観察結果の比較検討をする等して、総合的な行動観察を行う。 

 

３（略） 

４．安全対策 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他、子どもの安全の確保については、不審者への対応なども含め、

平成 13 年６月５日雇児総発第 402 号「児童福祉施設等における児童の安

全の確保について」による。 
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５．子どもの権利擁護 

 (1) 被措置児童等虐待の防止について 

   平成 20 年児童福祉法改正法において、被措置児童等虐待の防止に関す

る事項を盛り込み、第 33条の 10で、被措置児童等虐待の定義を定め、第

33条の 11で一時保護所を含めた施設職員等による被措置児童等虐待等そ

の他被措置児童等に心身に有害な影響を及ぼす行為の禁止についても規

定された。 

   一時保護所に入所する子どもは、保護者等からの虐待により心身に傷を

受けていたり、家庭の事情や非行等により緊急に保護をされたていたりす

ること等から、不安や緊張の高い状態であることが多いため、暖かい雰囲

気で子どもが心から安心できる環境でなくてはならない。また、こういっ

た子どもが信頼を寄せるべき立場の一時保護所の職員が入所中の子ども

に対して虐待を行うということは、子どもの心身をさらに傷つけ、大人へ

の不信感につながるものであり、絶対にあってはならないものである。 

   これらの状況を踏まえ、子どもの権利や被措置児童等虐待に関する職員

研修の実施等の発生予防や組織運営面での配慮も含め、被措置児童等虐待

の防止に努めること。 

   なお、被措置児童等虐待については、本指針に定めるほか、平成 21年

３月 31日付け雇児福発第 0331002号・障障発第 0331009号「被措置児童

等虐待対応ガイドラインについて」による。 

 (2)～(3) （略） 

６～９（略） 

10．退所 

 (1) 子どもの権利擁護の観点から一時保護の目的を達成したときは子ども

を退所させる。 

５．子どもの権利擁護 

 (1) 被措置児童等虐待の防止について 

   平成 20 年児童福祉法改正法において、被措置児童等虐待の防止に関す

る事項を盛り込み、第 33条の 10で、被措置児童等虐待の定義を定め、第

33条の 11で一時保護所を含めた施設職員等による被措置児童等虐待等そ

の他被措置児童等に心身に有害な影響を及ぼす行為の禁止についても規

定された。 

   一時保護所に入所する子どもは、保護者等からの虐待により心身に傷を

受けていたり、家庭の事情や非行等により緊急に保護をされたていたりす

ること等から、不安や緊張の高い状態であることが多いため、暖かい雰囲

気で子どもが心から安心できる環境でなくてはならない。また、こういっ

た子どもが信頼を寄せるべき立場の一時保護所の職員が入所中の子ども

の対して虐待を行うということは、子どもの心身をさらに傷つけ、大人へ

の不信感につながるものであり、絶対にあってはならないものである。 

   これらの状況を踏まえ、子どもの権利や被措置児童等虐待に関する職員

研修の実施等の発生予防や組織運営面での配慮も含め、被措置児童等虐待

の防止に努めること。 

   なお、被措置児童等虐待については、本指針に定めるほか、平成 21年

３月 31日雇児福発第 0331002号・障障発第 0331009号「被措置児童等虐

待対応ガイドラインについて」による。 

 (2)～(3) （略） 

６～９（略） 

10．退所 

 (1) 一時保護の目的を達成したときは子どもを退所させる。 
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 (2)～(4) （略） 

 

第４節（略） 

 

第５節 委託一時保護 

 (1) 子どもを一時保護する必要がある場合は、一時保護所を利用することを

原則とするが、次に掲げる理由で委託一時保護を行うことが適当と判断さ

れる場合には、その子どもを警察署、医療機関、児童福祉施設、里親その

他適当な者（児童委員、その子どもが通っている保育所の保育士、学校（幼

稚園、小学校等）の教員など）に一時保護を委託することができる。この

場合においては、受理会議等で慎重に検討し決定する。 

  ① 夜間発生した事例等で、直ちに一時保護所に連れてくることが著しく

困難な場合 

  ② 乳児、基本的な生活習慣が自立していないため一時保護所において行

うことが適当でないと判断される幼児の場合 

  ③  自傷、他害のおそれがある等行動上監護することが極めて困難な場合 

  ④ 非行、情緒障害あるいは心的外傷などの子どもの抱えている問題の状

況を踏まえれば、一時保護後に、児童自立支援施設、児童心理治療施

設あるいは医療機関などのより専門的な機関において対応することが

見込まれる場合 

  ⑤ これまで育んできた人間関係や育ってきた環境などの連続性を保障

することが必要な場合（例えば、その子どもが住んでいる地域の里親・

児童委員、その子どもが通っている保育所の保育士、学校（幼稚園、

小学校等）の教員などに委託することが適当な場合） 

  ⑥ 現に児童福祉施設等への入所措置や里親等への委託が行われている

 (2)～(4) （略）  

 

第４節（略） 

 

第５節 委託一時保護 

 (1) 子どもを一時保護する必要がある場合は、一時保護所を利用することを

原則とするが、次に掲げる理由で委託一時保護を行うことが適当と判断さ

れる場合には、その子どもを警察署、医療機関、児童福祉施設、里親その

他適当な者（児童委員、その子どもが通っている保育所の保育士、学校（幼

稚園、小学校等）の教員など）に一時保護を委託することができる。この

場合においては、受理会議等で慎重に検討し決定する。 

  ① 夜間発生した事例等で、直ちに一時保護所に連れてくることが著しく

困難な場合 

  ② 乳児、基本的な生活習慣が自立していないため一時保護所において行

うことが適当でないと判断される幼児の場合 

  ③  自傷、他害のおそれがある等行動上監護することが極めて困難な場合 

  ④ 非行、情緒障害あるいは心的外傷などの子どもの抱えている問題の状

況を踏まえれば、一時保護後に、児童自立支援施設、情緒障害児短期

治療施設あるいは医療機関などのより専門的な機関において対応する

ことが見込まれる場合 

  ⑤ これまで育んできた人間関係や育ってきた環境などの連続性を保障

することが必要な場合（例えば、その子どもが住んでいる地域の里親・

児童委員、その子どもが通っている保育所の保育士、学校（幼稚園、

小学校等）の教員などに委託することが適当な場合） 

  ⑥ 現に児童福祉施設等への入所措置や里親等への委託が行われている



 - 151 - 

新 旧 

子どもであって、他の種類の児童福祉施設等や里親等あるいは専門機

関において一時的に援助を行うことにより、その子どもが抱える問題

について短期間で治療効果が得られることが期待される場合 

  ⑦ その他特に必要があると認められる場合 

また、現に児童相談所において一時保護している子どもで、法第 28

条第１項又は第 33条の７の申立て等により一時保護期間が相当長期化

すると推測される場合においても、児童養護施設等への委託一時保護

を検討する。 

なお、現に児童福祉施設等への入所措置や里親等への委託が行われ

ている子どもを他の種類の児童福祉施設や里親あるいは専門機関に委

託一時保護する際には、措置を解除又は停止した上で委託すること。 

 (2)～(6) （略）  

 

第６章 事業に係る留意事項 

第１節・第２節（略） 

 

第３節 児童虐待防止対策支援事業 

  児童虐待防止対策支援事業は、児童相談所が地域の医療、法律その他の専

門機関や職種の協力を得て、高度で専門的な判断が必要となるケースへの対

応が可能となる体制を確保するとともに、子どもの安全確認体制の強化及び

児童虐待の防止に関する広報啓発を実施するほか、市町村における子どもの

安全確認のための体制整備、児童虐待に対応する職員の資質向上の為の事業

を実施し、児童虐待に関する相談・対応機能を強化することにより、子ども

の福祉の向上を図ることを目的とする。 

  児童虐待防止対策支援事業については、本指針に定めるほか、平成 17 年

子どもであって、他の種類の児童福祉施設等や里親等あるいは専門機

関において一時的に援助を行うことにより、その子どもが抱える問題

について短期間で治療効果が得られることが期待される場合 

  ⑦ その他特に必要があると認められる場合 

また、現に児童相談所において一時保護している子どもで、法第 28

条第１項又は第 33条の７の申立て等により一時保護期間が相当長期化

すると推測される場合においても、児童養護施設等への委託一時保護

を検討する。 

なお、現に児童福祉施設等への入所措置や里親等への委託が行われ

ている子どもを他の種類の児童福祉施設や里親あるいは専門機関に委

託一時保護する際には、措置を解除又は停止した上で委託すること。 

 (2)～(6) （略）  

 

第６章 事業に係る留意事項 

第１節・第２節（略） 

 

第３節 児童虐待防止対策支援事業 

  児童虐待防止対策支援事業は、児童相談所が地域の医療、法律その他の専

門機関や職種の協力を得て、高度で専門的な判断が必要となるケースへの対

応が可能となる体制を確保するとともに、子どもの安全確認体制の強化及び

児童虐待の防止に関する広報啓発を実施するほか、市町村における子どもの

安全確認のための体制整備、児童虐待に対応する職員の資質向上の為の事業

を実施し、児童虐待に関する相談・対応機能を強化することにより、子ども

の福祉の向上を図ることを目的とする。 

  児童虐待防止対策支援事業については、本指針に定めるほか、平成 17 年
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５月２日付け雇児発第 0502001号「児童虐待防止対策支援事業の実施につい

て」による。 

 

第４節 ひきこもり等児童福祉対策事業 

  ひきこもり等の状態にある子ども及びその家庭に対し、学校及び保健所等

の関係機関と連携を図りつつ、児童相談所や児童養護施設等の機能を活用

し、総合的な援助を行うことにより、子どもの自主性及び社会性の伸長、登

校意欲の回復並びに家庭における養育機能の強化を図り、もってこれら子ど

もの福祉の向上に資することを目的とする。 

  ひきこもり等児童福祉対策事業については、本指針に定めるほか、平成 17

年３月 28 日付け雇児発第 0328006 号「ひきこもり等児童福祉対策事業の実

施について」による。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２日雇児発第 0502001号「児童虐待防止対策支援事業の実施について」

による。 

 

第４節 ひきこもり等児童福祉対策事業 

  ひきこもり等の状態にある子ども及びその家庭に対し、学校及び保健所等

の関係機関と連携を図りつつ、児童相談所や児童養護施設等の機能を活用

し、総合的な援助を行うことにより、子どもの自主性及び社会性の伸長、登

校意欲の回復並びに家庭における養育機能の強化を図り、もってこれら子ど

もの福祉の向上に資することを目的とする。 

  ひきこもり等児童福祉対策事業については、本指針に定めるほか、平成 17

年３月 28 日雇児発第 0328006 号「ひきこもり等児童福祉対策事業の実施に

ついて」による。 

 

第５節 養子縁組 

１．養子縁組の意義 

 (1) 児童福祉における養子縁組の意義は、保護者のない子ども又は家庭に恵

まれない子どもに暖かい家庭を与え、かつ、その子どもの養育に法的安定

性を与えることにより、子どもの健全な育成を図るものであり、児童相談

所は、要保護児童対策の一環として、保護に欠ける子どもが適当な養親を

見出し、適正な養子縁組を結べるよう努める。 

 (2) 養子縁組については、民法第 792条以下において規定する養子縁組（以

下「普通養子縁組」という。）と同法 817条の２以下において規定する特

別養子縁組の２種類がある。 

２．調査、認定等 

 (1) 自己の養子とする子どものあっせんを希望する者（以下「養子縁組希望
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者」という。）、自己の子を他の者の養子とすることを希望する者等から

の相談を受けた場合には、受理会議で検討し調査、認定等を行う。この場

合には、原則として里親の場合に準ずる。 

 (2) 調査等を行った後援助方針会議で検討し、養子縁組のあっせんを行うこ

とが適当と判断される者がある場合には、養子縁組のあっせんに関し必要

な援助を行う。 

 (3) 里親が委託されている子どもと養子縁組を希望する場合には、事情を十

分調査した後援助方針会議で検討し、適当と判断される場合には必要な援

助を行う。 

３．あっせん手続き 

 (1) 養子縁組のあっせんを行う場合には、子どもや保護者等の縁組について

の同意をできるだけ得ておくことが適当である。 

 (2) 養子縁組のあっせんを行うことが適当と判断される場合には、養子縁組

希望者に子どもを少なくとも６カ月以上里親として養育することを勧め

ることが適当である。 

 (3) 里親委託の要件に該当しない等の事情により里親委託を行わない場合

には、養子縁組希望者に対し法第 30 条第１項に規定する同居児童の届出

を行うよう指導し、法第 27 条第１項第２号に基づく児童福祉司指導を行

う等、里親の場合と同等の指導体制をとる。 

 (4) 子どもが 15 歳未満で法定代理人がいない場合は、子どもの住所地を管

轄する家庭裁判所に対し未成年後見人選任の手続きをとる。なお、施設に

在籍する親権を行う者のない子どもの普通養子縁組の場合には、施設長が

都道府県知事等の許可を受けて親権代行者としてその縁組を承諾する。

（法第 33条の８、法第 47条、民法第 840条） 

 (5) ６か月以上の期間の養育状況を調査し、援助方針会議で検討し、養子縁
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組を行うことが適当と判断される場合には、養子縁組希望者に対し、家庭

裁判所に申立て等を行うよう助言する。なお、特別養子縁組の場合は、こ

れにより実方の父母等との親族関係が終了すること、離縁が厳しく制限さ

れていること等その特徴に十分配慮して対応する。 

４．離縁の訴 

  子どもが 15 歳未満であって、普通養子縁組の結果が子どものため適当で

ないことを発見し養親が協議上の離縁をしない場合は、家庭裁判所により離

縁後に子の未成年後見人となるべく選任された児童相談所長は、離縁の訴を

提起することができる。 

  なお、特別養子縁組については児童相談所長は離縁の訴を提起することは

できない。 

５．都道府県等間の連絡 

  ２つの都道府県等にまたがる養子縁組のあっせんについては、各都道府県

等は相互に緊密な連絡をとり必要な協力を行う。この場合においては、里親

に関する都道府県等間の連絡の場合に準ずる。 

６．家庭裁判所との連携 

 (1) 養子縁組について家庭裁判所から調査等を嘱託された場合においては、

児童福祉の観点から必要な協力を行う。特に、特別養子縁組に関して、家

事事件手続法（平成 23年法律第 52号）第 62 条に基づき調査委嘱がなさ

れた場合には、十分な配慮が必要である。 

 (2) 児童相談所があっせんした養子縁組又は里親に委託した子どもが養子

縁組を行う場合には、当該養子縁組をあっせんした児童相談所又は里親委

託を行った児童相談所が中心となって家庭裁判所と連絡を行う。 

 (3) (2)以外の場合については、子どもの居住地を管轄する児童相談所が中

心となって家庭裁判所と連絡を行う。 



 - 155 - 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他 

 (1) 国際養子縁組については、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２

号）第 21 条（ｂ）の規定により、子どもは、出身国内において里親若し

くは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合に

限り、これに代わる子どもの監護の手段として国際的な養子縁組を考慮す

ることが認められるものである。 

   なお、国際養子縁組に係る知見を有する法人として、社会福祉法人日本

国際社会事業団がある。 

 (2) 養子縁組については、本指針に定めるほか次の通知等による。 

  ① 昭和 62 年 10 月 31 日児発第 902 号「養子縁組あっせん事業の指導に

ついて」 

  ② 昭和 62年 11月 18日児育第 27号「特別養子制度における家庭裁判所

との協力について」 

  ③ 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  ④ 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」 

  ⑤  平成 14年９月５日雇児発第 0905002号「里親制度の運営について」 

  ⑥ 平成 14年９月５日雇児発第 0905004号「養子制度等の運用について」 

   ⑦  平成 20 年４月１日雇児発第 0401011 号「里親支援機関事業の実施に

ついて」 

  ⑧ 平成 14 年９月５日雇児発第 0905006 号「里親の一時的な休息のため

の援助の実施について」 

  ⑨ 平成 18年８月 28日雇児福発第 0828001号「養子縁組あっせん事業を

行う者が養子の養育を希望する者から受取る金品に係る指導等につい

て」 
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第５節 １歳６か月児、３歳児精密健康診査及び事後指導 

１～３（略） 

 

第６節 障害児（者）に対する事業 

１～４ （略） 

 

第７節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等 

１．特別児童扶養手当に係る判定事務 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 判定の基準 

  ア 知的障害の判定は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

別表第３における障害の認定について」（昭和 50年９月５日児発第 576

号厚生省児童家庭局長通知）の別添１「障害等級認定基準」中の「第

７節精神の障害」に基づき行う。 

  イ 判定に当たっては、単に現在の状態及び障害の有無等に着目するに留

まらず、医学的な原因、経過、予後の判断をもできるかぎり調査、検

討し、また、日常生活能力の判定に当たっては、身体的能力及び精神

的能力、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度に

よって判断するよう努める。 

２．療育手帳に係る判定事務 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他 

   療育手帳に係る判定事務については、本指針に定めるほか次の通知によ

る。 

  ① 「療育手帳制度について」昭和 48年９月 27日厚生省発児第 156号厚

第６節 １歳６か月児、３歳児精密健康診査及び事後指導 

１～３（略） 

 

第７節 障害児（者）に対する事業 

１～４ （略） 

 

第８節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等 

１．特別児童扶養手当に係る判定事務 

 (1)・(2) （略）  

 (3) 判定の基準 

  ア 知的障害の判定は、平成 23年８月９日障発第 0809第２号「特別児童

扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第３における障害の認定要

領等の一部改正について」中の「障害等級認定基準」「第７節精神の

障害」に基づき行う。 

  イ 判定に当たっては、単に現在の状態及び障害の有無等に着目するに留

まらず、医学的な原因、経過、予後の判断をもできるかぎり調査、検討

し、また、日常生活能力の判定に当たっては、身体的能力及び精神的能

力、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって

判断するよう努める。 

２．療育手帳に係る判定事務 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他 

   療育手帳に係る判定事務については、本指針に定めるほか次の通知によ

る。 

  ① 昭和 48年９月 27日発児第 156号「療育手帳制度について」 
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生事務次官通知 

  ② 「療育手帳制度の実施について」昭和 48年９月 27日児発第 725号厚

生省児童家庭局長通知 

３（略） 

 

第８節 虐待を受けた子ども等の保護のための住民基本台帳の閲覧等におけ

る支援措置 

 (1)～(5) （略） 

 

第７章 市町村との関係 

第１節 市町村の業務 

平成 16年児童福祉法改正法により、子ども家庭相談に応じることが市

町村の業務として法律上明確化され、子どもに関する各般の問題につき、

家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニー

ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に

最も効果的な支援を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利

を擁護することとなった。しかしながら、その基盤は整備されたものの市

町村における子ども家庭相談はニーズに十分に対応できている状況にな

かった。 

子ども家庭相談は身近な市町村が中心となってきめ細かに行われるこ

とが必要なことから、平成 28年児童福祉法等改正法により、市町村、都

道府県、国それぞれの役割・責務について、明確化され、市町村は、基礎

的な地方公共団体として、子どもの身近な場所における子どもの福祉に関

する支援等に係る業務を適切に行うこととされた。 

具体的には、市町村は児童福祉法の施行に関し、次に掲げる業務を行う

 

  ② 昭和 48年９月 27日児発第 725号「療育手帳制度の実施について」 

 

３（略） 

 

第９節 虐待を受けた子ども等の保護のための住民基本台帳の閲覧等におけ

る支援措置 

 (1) ～(5) （略）  
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こととされている（法第 10条第１項各号）。 

  ① 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

  ② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

  ③ 子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること

並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を

行うこと。 

④ ①から③に掲げるもののほか、子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭

その他につき、必要な支援を行うこと。 

また、これらの業務を行うに当たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、

実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その

他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならないとされ

ている。 

  

第２節 都道府県（児童相談所）と市町村の協働・連携・役割分担の基本的考

え方 

１．基本的な考え方 

(1) 都道府県（児童相談所）と市町村の連携については、まず市町村長は、 

  ① 第１節の③に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とする

ものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければな

らず（法第 10条第２項）、 

   ② 第１節の③に掲げる業務を行うに当たって、医学的、心理学的、教育

学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相

談所の判定を求めなければならない。（法第 10条第３項） 

 (2) 他方、都道府県知事は、市町村の第１節に掲げる業務の適切な実施を確

保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行う
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ことができることとされている。（法第 11条第２項） 

(3) 平成 28 年児童福祉法等改正法により、市町村は「児童が心身ともに健

やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、児童の身近な場所

における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければなら

ない。」とされたこと、市区町村の要保護児童対策調整機関への専門職（以

下「調整担当者」という。）の配置及び研修の受講が義務化されたこと、

支援拠点を整備することが努力義務化されたことなどから、児童相談所だ

けでなく、市町村の子ども家庭相談業務に従事する職員の専門性の向上が

必要である。 

このため、「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の

研修等の実施について」（平成 29年３月 31日付け厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知）において、調整担当者が、子どもの権利を守ることを

最優先の目的としたソーシャルワークを実践し、その一環として、関係機

関の連携を促進し、役割分担の依頼、調整をすることができるよう、子ど

も家庭相談援助に関することや関係機関の役割や連携のあり方等をカリ

キュラムに盛り込んだ研修を、都道府県等が実施することとしている。 

さらには、また、都道府県は、調整担当者のみならず、市町村の相談員

を対象に研修を行うことも求められている。このため、都道府県が実施す

る児童福祉司任用前講習会及び任用後研修等について、受講が義務付けら

れた者以外の者も受講することが可能とされており、市町村に対し、当該

研修等の市町村職員への参加を積極的に呼びかけるとともに、市町村の業

務は児童相談所の業務とは基本的に異なることから、児童福祉司対象の研

修とは別に市町村職員向けの効果的な研修を実施するよう検討すること。 

特に、市町村の子ども家庭相談業務に従事する職員は、子ども及び妊婦

の福祉に関し、必要な実情の把握や情報提供、家庭その他からの相談に応
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じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこ

とから、児童福祉行政はもとより母子保健行政等の幅広い知識や実務能力

を備えることが求められることから、都道府県は、市町村との協働により

子ども家庭相談業務に従事する職員の研修を企画、実施することが必要で

ある。 

また、児童相談所と市町村との人事交流を図ることで、それぞれの機能

や役割を認識し、相互理解を促進するとともに、方針決定に至るプロセス

や各種会議等での議論の経過など実務を通じたそれぞれの機関の立場、事

情等の理解にもつながるなど、信頼関係の構築に寄与することが考えられ

るため、積極的に行うことが必要である。 

 (4) 法第 27 条の措置を要すると認められる者並びに医学的、心理学的、教

育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、市町村か

ら児童相談所に送致される。 

 (5) なお、児童相談所に送致された事例についても、引き続き、市町村にお

いて実施されている保健サービスや一般の子育てサービス等が必要であ

る場合や、児童相談所の措置後に市町村が中心となって対応することとな

る場合もある。このため、児童相談所は、市町村から送致を受けた事例に

ついても情報の共有など市町村と十分に連携を図り、協働して支援をして

いくことが重要である。 

(6) 児童相談所が虐待相談を受けて対応したケースのうち多くは、施設入

所等の措置を採るに至らず在宅支援となっているが、その後に重篤な虐待

事例が生じる場合が少なくない実態があり、市町村が、身近な場所で、子

どもや保護者に寄り添って継続的に支援し、児童虐待の発生を防止すると

ともに、安全が脅かされた場合には遅滞なく児童相談所が対応することが

重要である。また、平成 28年児童福祉法等改正法により、市町村を中心
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とした在宅支援を強化することとし、その一環として、児童相談所による

指導措置について、市町村に委託して指導させることができることとされ

た。 

なお、運用に当たっては、状況の変化等により緊急時の対応が必要と

なることも想定して、事前に市町村と十分に協議を行い、子どもや保護者

への援助指針（援助方針）を立てる必要がある。 

(7) さらには、児童虐待相談対応件数が増加し続けている中で、虐待事案

の軽重と対応する機関にミスマッチが生じ、適切な対応に遅れが生じるこ

とがないよう、児童相談所は、面接や調査等によるアセスメントによって、

子どもの安全に関する緊急性がないという判断がなされた場合に、子ども

及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談（専門的な知識及び

技術を必要するものを除く。）に応ずること、調査及び指導（医学的、心

理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除

く。）を行うことその他の支援（専門的な知識及び技術を必要とするもの

を除く。）を行う事を要すると認める者は、市町村に送致することができ

ることとされた。 

ただし、当該送致に当たっては、市町村との十分な協議を行った上でな

される必要があり、児童相談所と市町村の相互の合意形成がなされていな

い状況での送致は行わないこと。なお、児童相談所と市町村の役割と機能

を理解・尊重した上で、あらかじめ役割分担を明確化し、効果的な指導・

支援の実施やケースの対応漏れの防止を図るため、緊急度の判断を共有す

るための「児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメント

ツールについて」（平成 29年３月 31日付け厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知。以下「共通リスクアセスメントツール」という。）を活用す

ることが望ましい。 
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２．市町村への指導委託 

(1) 市町村指導は、子どもや保護者の置かれた状況、地理的要件や過去

の相談経緯等から、子どもの身近な場所において、子育て支援事業を活

用するなどして、継続的に寄り添った支援が適当と考えられる事例に対

し、児童相談所が行政処分としての指導措置を市町村に委託し、市町村

が子どもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等

の方法により行う。 

具体的に市町村指導を行うことが想定される事例としては、児童相談

所の専門的な知識及び技術に基づき立てられた援助指針（援助方針）の

下、指導がなされる必要がある事例であって、 

① 子どもの権利を守るために必要な支援にもかかわらず、保護者が拒

否する場合、児童相談所が行政処分としての指導措置という枠組みの

中で支援を行うことが適当と考えられる事例 

② 過去から現在に至るまで、市町村における支援が継続的に行われて

きた中で、支援に従事する担当者と子どもや保護者等との間で信頼関

係が構築できているなどの理由から、児童相談所による指導よりも、

市町村による指導の方が効果的と考えられる事例 

③ 児童相談所による指導により、保護者等の子育てに対する意識、態

度や子どもへの接し方等に改善が見受けられ、市町村を主体とした支

援への移行を検討する時期（支援の過渡期）にある事例 

④ 施設入所措置等の解除後に、地理的要件や保護者等とのこれまでの

関係等から、市町村において、定期的な子どもの安全確認とあわせて

継続的な支援が実施されることが効果的であると考えられる事例 

などが考えられる。  

(2) 市町村指導とする場合には、あらかじめその指導に付する旨を子ど
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もや保護者等に十分説明し、その同意を得た上で行うことを原則とし、

市町村指導を決定したときは、当該市町村及び保護者等にその旨通知す

る。 

(3) 市町村指導を行うに当たっては、市町村と協議の上、あらかじめ、

委託協議の対象となる事例、委託に係る手続、支援内容の決定、見直し

に係る協議体制その他必要な事項を詳細に定めておくこと。 

(4) 市町村指導を行うに当たっては、児童相談所は、事前に市町村と十

分に協議を行い、子どもや保護者等への援助指針（援助方針）を立てる

とともに、当該援助指針（援助方針）について共通の理解を形成した上

で指導を委託すること。なお、当該援助指針（支援方針）には、具体的

な支援内容の他、市町村が持つ裁量の範囲や子ども・保護者の状況に変

化が生じた場合の児童相談所の関わり方（危機状態になった際の対応方

法等）など、児童相談所と市町村それぞれの役割や対応方法について盛

り込むこと。また、児童相談所は、市町村に、指導について参考となる

事項を詳細に提供するとともに、必要に応じて専門的な知見からの助言

を行うと同時に市町村の所見を尊重し、市町村において適切な支援（指

導）が実施できることで子どもの権利擁護に資するよう努める。 

(5) 市町村が当該措置の解除又は変更を適当と認めた場合には、速やか

に児童相談所長にその旨意見が述べられるよう体制を整えておくとと

もに、児童相談所は、市町村からの意見を踏まえ、当該措置の見直しを

速やかに行うこと。 

(6) 市町村指導を行っている間、児童相談所は市町村が支援（指導）の

経過報告を求めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、市町村と

連携を十分に図る。場合によっては、児童福祉司指導を併せて行う。 

(7) 市町村指導は、児童相談所及び市町村の協議の上で立てた援助指針
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（援助方針）に基づき、実施するものであり、具体的な支援（指導）

方法は市町村の一定の裁量により行うことができる。ただし、市町村

指導は、児童相談所が市町村へ委託して行う指導措置（行政処分）で

あることから、保護者等が当該措置に不服がある場合の行政不服審査

法に基づく不服申立ては、都道府県等に対し行われるものである。 

(8) 市町村指導を行うに当たっては、委託解除後において市町村が継続

的な支援（指導）を行うことを念頭に委託するものとし、当該委託に

よる支援（指導）等によって、市町村と子ども・保護者との関係に問

題が生じることがないよう、委託協議の際には、解除後の支援も見据

えて市町村と協議を行うこと。 

３．市町村への事案送致 

(1) 児童相談所において受理したケースのうち、児童相談所の面接や調

査に基づき、安全の緊急性がないと考えられるケースであり、子ども及

び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談（専門的な知識及び

技術を必要するものを除く。）に応ずること、調査及び指導（医学的、

心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合

を除く。）を行うことその他の支援（専門的な知識及び技術を必要とす

るものを除く。）を行うことを要すると認められるケースについては、

これを市町村へ送致することができることとする。 

なお、当該送致に当たっては、児童相談所と市町村の役割と機能を

理解・尊重した上で、あらかじめ役割分担を明確化し、効果的な指導・

支援の実施やケースの対応漏れの防止を図る必要があるため、市町村で

開催される要保護児童対策地域協議会の実務者会議に可能な限り参加

し、市町村の現状を適切に把握する必要がある。その上で、市町村と十

分協議を行い、相互の合意を得た後に、必要に応じ保健所や福祉事務所
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等と協働し、当該ケースへの市町村による支援がスムーズに行えるよう

な体制づくりに協力すること。 

具体的に市町村への事案送致が想定される事例としては、児童相談

所による指導よりも、市町村による在宅支援サービスの提供等の支援及

び指導等を活用した支援が適切であると考えられる事例、例えば、保護

者間のパートナーに対する暴言による通告等において、明確な子どもの

被害が把握できず、再発の可能性も低いと判断された事案のうち、児童

相談所による指導よりも、市町村において、関係機関での状況把握や働

きかけ等を含めた支援を行うことが適切であると考えられる事例や、市

町村への相談歴がない特定妊婦に対し、出産までの間、生活状況の確認

や保健指導等について、市町村が積極的に行うことが必要となる事例な

どが考えられる。 

(2) 事案を送致するに当たっては、送致先の市町村にケースの詳細な状

況と面接や調査によるアセスメントの結果、緊急度の判断の結果などに

関する情報を提供し、と事前に十分協議を行い、相互の合意を得た上で

送致することとし、原則、文書により通知すること。また、送致の際に

は、当該ケースに関する詳細な情報もあわせて送付すること。（別添

16） 

事案送致に係る協議に当たっては、児童相談所及び市町村の双方が

常に子どもの最善の利益を優先して考慮しなければならないことを認

識する必要があり、調整の長期化から消極的な対応につながり、結果と

して子どもの命が失われるようなことはあってはならない。 

特に、児童相談所は、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域

を超えた広域的な対応が必要な業務を行うことが役割・責務とされてい

ることを踏まえ、市町村が自ら対応することが困難であると判断したケ
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ースについては児童相談所が引き続き対応し、市町村に事案送致が行わ

れることがないようにするという基本的な考え方を共有しておくこと

が重要である。 

また、円滑な調整が速やかに図られるよう、平素から児童相談所と

市町村との間で、当該送致に係る基本的な考え方を共有するとともに、

具体的な手続について、事前に定めておくことが必要である。 

(3) 上記の結果、児童相談所から市町村に送致が決まった場合には、子

どもや保護者等に十分説明を行うこと。なお、事案送致を検討する際

は、事前に子どもや家族の意見を聞いておくことが望ましい。 

(4) 受理したケースのうち「虐待のケース」や「虐待が疑われるケース」

については、虐待の内容や程度に応じた効果的な支援を実施するため

に、子どもの置かれている状況や背景を的確に把握し、児童相談所と市

町村のどちらが中心となって支援に取り組むことが適切かを判断する

材料として、共通リスクアセスメントツールを活用することが考えられ

る。 

なお、共通リスクアセスメントツールの活用に当たっては、下記の内

容に留意されたい。 

① 総合的な観点からのアセスメントの実施 

ア 共通リスクアセスメントツールは、危機対応の判断や、安全確認

後の主担当機関の決定において活用されることも想定しているが、

子どもや保護者に対する指導及び支援においては、例えば保護者の

過去の逆境体験の有無やその影響、子どもの生活上の課題など、虐

待が起きている背景の理解に努めるとともに、子どもと保護者の活

用できる能力や意欲の把握に努めた上で、ニーズに関するアセスメ

ントを行い、援助方針指針（援助方針）を決定すること。 
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イ 情報の十分な収集 

(ｱ) 例えば通告受理時など危機対応の場面においては、いつ・どこ

で・誰が確認した情報か、伝聞あるいは目撃などにより事実確

認がなされた情報かなど、情報の精度に注意しながら、正確な

聞き取りに努めることが必要となる。 

(ｲ) 子どもにとって、家庭が安心できる安全な場所か、保護者から

十分な関心と配慮が払われているか、子どもが保護者に対して

抱く感情を受け止めると同時に、子どもに生じている事実に対

し、見誤ることなく対応する。 

(ｳ) 収集した情報を集約・整理し、組織として総合的な判断を行う。 

② 十分な説明と見通しの提示 

子どもや保護者に対しては、なぜ関わる必要があるのか、どういう

支援ができるのかを丁寧に説明し、改善に向けての見通しを示す。ま

た、子どもや家族の意見を聞き取った上で、子どもや家族と共に考え、

今後の展望や子どもと保護者がすべきことを提示する。 

４．市町村から児童相談所への事案送致 

(1) 考えられる具体的事例 

市町村から児童相談所への事案送致が行われる具体的な事例として

は、通告受理後に安全確認を行った結果、緊急に子どもの一時保護を必

要とする場合や、保護者の拒否等により、時間や手段を変えても子ども

の所在が確認できない場合、市町村の支援の効果が見られず、行政処分

としての指導や一時保護を行った上での援助指針（援助方針）策定が必

要となる場合、支援において当該市町村では対応できない専門的な対応

が必要な場合などがある。 

（2）事案送致を受ける際の留意事項 
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市町村において、対応が困難なケースに直面し、事案送致も含めて今

後の対応を協議したい旨の申し入れがあった場合は、児童相談所は速や

かに相談に応じることが重要である。 

事案送致を受ける際は、市町村と当該ケースに関する情報について事

前に十分協議を行い、相互の合意を得た上で受けることとし、原則、文

書により通知を交付を求めること。また、送致を受ける際には、市町村

に対して、当該ケースに関する詳細な情報もあわせて送付を求めること。 

事案送致に係る協議に当たっては、児童相談所及び市町村の双方が常

に子どもの最善の利益を優先して考慮しなければならないことを認識す

る必要があり、調整の長期化から消極的な対応につながり、結果として

子どもの命が失われるようなことはあってはならない。 

特に、児童相談所は、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を

超えた広域的な対応が必要な業務を行うことが役割・責務とされている

ことを踏まえ、市町村が自ら対応することが困難であると判断したケー

スについては、原則、児童相談所において事案送致を受けることとする。 

また、円滑な調整が速やかに図られるよう、平素から児童相談所と市

町村との間で、当該送致に係る基本的な考え方を共有するとともに、具

体的な手続について、事前に定めておくことが必要である。 

さらに、当該送致を受けるに当たっては、送致を行う場合と同様、あ

らかじめ役割分担を明確化し、効果的な指導・支援の実施やケースの対

応漏れの防止を図る必要があるため、共通リスクアセスメントツールを

活用すること。 

５．居住実態が把握できない児童への対応について 

(1) 市町村では、「居住実態が把握できない児童」に適切に対応するため、

当該市町村には住民票があるが、乳幼児健康診査が未受診等で電話や家
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庭訪問等による連絡が取れない子どもであって、市町村が所在等の確認

が必要と判断した子どもについて、目視による確認、出入（帰）国記録

の確認等により、所在等の確認に取り組むこととされている。 

(2) 市町村による情報収集の結果、虐待のおそれがあり、子どもの所在等

の確認について、児童相談所へ相談、協力依頼等がされることも考えら

れるが、市町村から相談等があった場合には、出頭要求や臨検・捜索等

の活用も含め、子どもの安全確認・安全確保のための対応を図ること。 

 

第３節 市町村における必要な支援を行うための拠点（市区町村子ども家庭総

合支援拠点）の整備 

１．支援拠点の設置趣旨 

(1) 市町村は、子どもの最も身近な場所における子どもの福祉に関する支

援等に係る業務を行うことが役割・責務とされていることを踏まえ、子

どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する

相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要

な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行うことが

求められている。 

このため、市町村は、地域のリソースや必要なサービスと有機的につ

ないでいくソーシャルワークを中心とした機能を担う拠点（市区町村子

ども家庭総合支援拠点。以下「支援拠点」という。）の設置に努めるも

のとされた。 

(2) 支援拠点の実施主体は、市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）

であり、小規模や児童人口が少ない市町村においては、複数の地方自治

体が共同で設置することも可能とされている。 

また、市町村が適切かつ確実に業務を行うことができると認めた社会
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福祉法人等にその一部を委託することもできる。 

(3) 支援拠点は、管内に所在するすべての子どもとその家庭（里親及び養

子縁組を含む。）及び妊産婦等を支援の対象とする。 

２．支援拠点の業務 

支援拠点は、コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機能を担い、

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援

に係る業務全般を行う。具体的には以下の業務を行うこととされている。 

（1）子ども家庭支援全般に係る業務 

① 実情の把握 

② 情報の提供 

③ 相談等への対応 

④ 総合調整 

（2）要支援児童及び要保護児童等への支援業務 

① 危機判断とその対応 

② 支援 

（3）関係機関との連絡調整 

① 協議会の活用 

② 児童相談所との連携、協働 

③ 他関係機関、地域協議会等との連携 

（4）その他の必要な支援 

① 児童相談所が一時保護又は施設入所等の措置を解除した後の子

どもや家族のアフターケア 

② 子どもを養育している里親、養子縁組里親の家庭や養子縁組家庭

への支援 

③ 不良行為に関する相談など非行相談への対応 
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３．児童相談所と支援拠点との連携 

支援拠点は、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を支援の対象とするも

のであり、その地域における支援対象児童等の早期発見や支援にあたり重

要な役割を担っている。児童相談所は、日頃から支援拠点との情報共有を

行うとともに、支援対象児童等を発見した旨の連絡を受けた場合において

は、初期段階のアセスメントや援助方針の決定等を支援拠点と連携して行

うなどの連携体制を確保すること。 

また、施設入所等の措置が採られている子どもの保護者やその家庭への支

援や施設入所等の措置が解除された子どもや保護者への支援について、支

援拠点と情報を共有するとともに、支援拠点と連携しながら、家庭復帰に

向けた支援や地域での見守り等を行うこと。 

なお、平成 28年児童福祉法等改正法において、都道府県と市町村の役割・

責務が明確化されたことから、支援対象児童等への円滑な支援を実施する

ためにも、児童相談所と支援拠点それぞれの役割を相互に理解しておく必

要があること。 

 

第４節 その他 

 (1) １歳６か月児に係る精神発達面における精密健康診査並びに３歳児に

係る精神発達面における精密健康診査及びこれらの事後指導を行う場合

には、児童相談所は市町村と十分に連携を図って行う。 

 (2) 保育の実施が必要な子どもについては、これを市町村に通知する。なお、

児童虐待防止法第 13条の３により、市町村は、保育所に入所する子ども

を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要す

る家庭の福祉に配慮をしなければならないこととされていることに留意

すること。 
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 (3) 児童相談所は市町村が障害児通所支援等を行う場合には、必要に応じ判

定、相談等を行う。なお、障害児通所支援に関しては、「第４章第６節５．

障害児入所施設の利用契約等(10)」に記載の必要な援助等を行うこと。 

 (4) 子どもを養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由や仕事の事

由等によって家庭における子どもの養育が一時的に困難となった場合な

どには、子育て短期支援事業の活用について、市町村に通知する。 

 (5) 子どもを養育している家庭が、養育困難家庭（出産後間もない時期の養

育者が、育児ストレス等の問題によって子育てに対して不安や孤立感等を

抱える家庭、又は虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭等）として養

育支援の必要性が認められる場合には、養育支援訪問事業の活用につい

て、市町村に通知する。 

 (6) 棄児を受理した場合は、必要に応じ新たに戸籍を作成するよう市町村に

届け出る。 

 (7) 巡回相談、児童福祉に関する企画、広報等を行う場合には、市町村と十

分連携を図る。 

 (8) その他児童相談所は児童居宅介護等事業等市町村が実施主体となって

いる事業の実情を把握し、十分な連携を図っていく。 

 (9) 平成 19 年児童福祉法改正法により、市町村長は、児童虐待防止法第８

条の２の出頭要求、同法第９条第１項の立入調査又は法第 33条の一時保

護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を都道府県知事等又は

児童相談所長に通知するものとされたが、当該通知があった場合において

も、適切な対応を講ずる必要がある。 

   なお、都道府県知事等は、当該通知に係る措置の実施状況について、都

道府県児童福祉審議会に報告しなければならないこととされている。 
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第８章 各種機関との連携 

第１節 各種機関との連携の重要性 

 (1) 子どもや家庭をめぐる問題は複雑・多様化しており、問題が深刻化する

前の早期発見・早期対応、子どもや家庭に対するきめ細かな支援が重要と

なっている。そのためには、児童相談所の有する機能等のほか、市町村（支

援拠点を含む。）、子育て世代包括支援センター、福祉事務所、知的障害

者更生相談所、身体障害者更生相談所、児童福祉施設、児童委員、児童家

庭支援センター等福祉分野の機関のみならず、医療機関、保健所、精神保

健福祉センター、市町村保健センター、家庭裁判所、学校、教育委員会、

警察、人権擁護委員、民間団体等種々の分野の機関とも連携を図るととも

に、各機関とのネットワークを構築して、その活用を図ることが必要であ

る。 

 (2)（略） 

 (3) 複数の機関が連携しながら相談援助を進める場合、事例の進捗状況や援

助の適否、問題点、課題等について、特定の機関が責任をもって把握、分

析、調整等（ケースマネージメント）を行う必要があるが、どの機関がこ

れを行うのか常に明らかにしておく必要がある。 

どの機関が責任を持ってケースの進捗状況等の把握、分析、調整等を行

っているかについては、例えば、個別ケース検討会議など要保護児童対策

地域協議会を活用することが考えられる。 

 (4) （略） 

 (5) このため、平成 16 年児童福祉法改正法により、地方公共団体は、要保

護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、支援対象児

童等に関する情報等の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域

協議会を置くことができることとされ、さらに平成 19年児童福祉法改正

第７章 各種機関との連携 

第１節 各種機関との連携の重要性 

 (1) 子どもや家庭をめぐる問題は複雑・多様化しており、問題が深刻化する

前の早期発見・早期対応、子どもや家庭に対するきめ細かな支援が重要と

なっている。そのためには、児童相談所の有する機能等のほか、福祉事務

所、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所、児童福祉施設、児童

委員、児童家庭支援センター等福祉分野の機関のみならず、保健所、精神

保健福祉センター、市町村保健センター、家庭裁判所、学校、教育委員会、

警察、人権擁護委員、民間団体等種々の分野の機関とも連携を図るととも

に、各機関とのネットワークを構築して、その活用を図ることが必要であ

る。 

 

 (2)（略）  

 (3) 複数の機関が連携しながら相談援助を進める場合、事例の進捗状況や援

助の適否、問題点、課題等について、特定の機関が責任をもって把握、分

析、調整等（ケースマネージメント）を行う必要があるが、どの機関がこ

れを行うのか常に明らかにしておく必要がある。 

 

 

 

 (4) （略） 

 (5) このため、平成 16 年児童福祉法改正法により、地方公共団体は、要保

護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童

及びその保護者に関する情報等の交換や要保護児童等に対する支援内容

の協議を行う要保護児童対策地域協議会を置くことができることとされ、
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法により、当該協議会の設置が努力義務とされたところである。 

 

 (6)～(11) （略） 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

さらに平成 19 年児童福祉法改正法により、当該協議会の設置が努力義務

とされたところである。 

 (6)～(11) （略）  

 

第２節 市町村との関係  

１．市町村の位置付け 

 (1) 平成 16 年児童福祉法改正法により、児童家庭相談に応じることが市町

村の業務として法律上明確化された。 

しかし、その役割・責務は、法律上の様々な規定に分散し、必ずしも明

確ではなかったことから、平成 28年児童福祉法等改正法により、市町村、

都道府県、国それぞれの役割・責務について、明確化することとされ、市

町村は、基礎的な地方公共団体として、子どもの身近な場所における子ど

もの福祉に関する支援等に係る業務を適切に行うこととされた。 

具体的には、市町村は児童福祉法の施行に関し、次に掲げる業務を行う

こととされている（法第 10条第１項各号）。 

  ① 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

  ② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

  ③ 子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること

並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を

行うこと。 

④ ①から③に掲げるもののほか、子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭

その他につき、必要な支援を行うこと。 

 (2) 平成 20 年児童福祉法改正法により、市町村職員に対する研修が都道府

県の業務とされたことから、都道府県は次に掲げる業務を行うこととさ

れ、児童相談所は、こうした業務のうち、子どもの福祉に関し、主とし



 - 175 - 

新 旧 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

て①（市町村職員の研修を除く）、②のイからオまで及び③に掲げる業

務を行うものとされている。（法第 11条第１項各号及び第 12条第２項） 

  ① (1)に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、

市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行

うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

  ② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこ

と。 

   ア 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めるこ

と。 

   イ 子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技

術を必要とするものに応ずること。 

   ウ 子ども及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、

教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 

   エ 子ども及びその保護者につき、ウの調査又は判定に基づいて心理又

は子どもの健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必

要とする指導その他必要な指導を行うこと。 

   オ 子どもの一時保護を行うこと。 

③ ①、②に掲げるもののほか、子ども及び妊産婦の福祉に関し、広域的

な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を

必要とする支援を行うこと。 

 (3) その上で、こうした市町村と都道府県の連携については、まず市町村長

は、 

  ① (1)の③に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの

については、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならず

（法第 10条第２項）、 



 - 176 - 

新 旧 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   ② (1)の③に掲げる業務を行うに当たって、医学的、心理学的、教育学

的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談

所の判定を求めなければならない。（法第 10条第３項） 

 (4) 他方、都道府県知事は、市町村の(1)に掲げる業務の適切な実施を確保

するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うこ

とができる。（法第 11条第２項） 

 (5) 法第 27 条の措置を要すると認められる者並びに医学的、心理学的、教

育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、市町村か

ら児童相談所に送致される。 

 (6) なお、児童相談所に送致された事例についても、引き続き、市町村にお

いて実施されている保健サービスや一般の子育てサービス等が必要であ

る場合や、児童相談所の措置後に市町村が中心となって対応することとな

る場合もある。このため、児童相談所は、市町村から送致を受けた事例に

ついても情報の共有など市町村と十分に連携を図り、協働して支援をして

いくことが重要である。 

(7) また、児童相談所が虐待相談を受けて対応したケースのうち多くは、施

設入所等の措置を採るに至らず在宅支援となっているが、その後に重篤な

虐待事例が生じる場合が少なくない実態があり、市町村が、身近な場所で、

子どもや保護者に寄り添って継続的に支援し、児童虐待の発生を防止する

ことが重要であることから、平成 28 年児童福祉法等改正法により、市町

村を中心とした在宅支援を強化することとし、その一環として、児童相談

所による指導措置について、市町村に委託して指導させることができるこ

ととされた。 

２．個別的事項 

 (1) １歳６か月児に係る精神発達面における精密健康診査並びに３歳児に
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係る精神発達面における精密健康診査及びこれらの事後指導を行う場合

には、児童相談所は市町村と十分に連携を図って行う。 

 (2) 保育の実施が必要な子どもについては、これを市町村に通知する。なお、

児童虐待防止法第 13 条の３により、市町村は、保育所に入所する子ども

を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要す

る家庭の福祉に配慮をしなければならないこととされていることに留意

すること。 

 (3) 児童相談所は市町村が障害児保育事業又は障害児通所支援事業を行う

場合には、必要に応じ判定、相談等を行う。なお、障害児通所支援事業に

関しては、「第４章第５節５．障害児入所施設の利用契約等(9)」に記載

の必要な援助等を行うこと。 

 (4) 子どもを養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由や仕事の事

由等によって家庭における子どもの養育が一時的に困難となった場合な

どには、子育て短期支援事業の活用について、市町村に通知する。 

 (5) 子どもを養育している家庭が、養育困難家庭（出産後間もない時期の養

育者が、育児ストレス等の問題によって子育てに対して不安や孤立感等を

抱える家庭、又は虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭等）として養

育支援の必要性が認められる場合には、養育支援訪問事業の活用につい

て、市町村に通知する。 

 (6) 棄児を受理した場合は、必要に応じ新たに戸籍を作成するよう市町村に

届け出る。 

 (7) 巡回相談、児童福祉に関する企画、広報等を行う場合には、市町村と十

分連携を図る。 

 (8) その他児童相談所は児童居宅介護等事業等市町村が実施主体となって

いる事業の実情を把握し、十分な連携を図っていく。 
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第２節 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク） 

１．制度の趣旨 

 (1)（略） 

 (2) このため、平成 16年児童福祉法改正法において、 

   ① 地方公共団体は、支援対象児童等に関する情報の交換や支援内容の協

議を行う要保護児童対策地域協議会（「子どもを守る地域ネットワー

ク」。以下この節において「協議会」という。）を設置できることと

し、 

  ② この協議会に、その運営の中核となり、支援対象児童等に対する支援

の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う調整機関（要保護

児童対策調整機関）を置くこととし、 

  ③ さらに、協議会の構成員に対して守秘義務を課すとともに、支援対象

児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うため必要があると認

めるときは、協議会は、関係機関等に対して情報の提供等の必要な協

力を求めることができることとされた。 

 (3) （略） 

 (4) 協議会の設置が進んでいる一方で、市町村等の関係機関が関与しながら

 (9) 平成 19 年児童福祉法改正法により、市町村長は、児童虐待防止法第８

条の２の出頭要求、同法第９条第１項の立入調査又は法第 33 条の一時保

護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を都道府県知事等又は

児童相談所長に通知するものとされたが、当該通知があった場合において

も、適切な対応を講ずる必要がある。 

   なお、都道府県知事等は、当該通知に係る措置の実施状況について、都

道府県児童福祉審議会に報告しなければならないこととされている。 

 

第３節 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク） 

１．制度の趣旨 

 (1) （略） 

 (2) このため、平成 16年児童福祉法改正法において、 

   ① 地方公共団体は、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議

を行う要保護児童対策地域協議会（「子どもを守る地域ネットワーク」。

以下、「協議会」という。）を設置できることとし、 

 

  ② この協議会に、その運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の

実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う調整機関（要保護児

童対策調整機関）を置くこととし、 

  ③ さらに、協議会の構成員に対して守秘義務を課すとともに、要保護児

童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うため必要があると認め

るときは、協議会は、関係機関等に対して情報の提供等の必要な協力

を求めることができることとされた。 

 (3) （略） 

 (4) 協議会の設置が進んでいる一方で、市町村等の関係機関が関与しながら
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子どもが虐待により死亡するケースがあること、また、児童虐待の発生予

防の観点から、協議会が関与することにより、関係機関が連携して予防に

向けた支援を実施できるよう、協議会の機能強化を図ることが必要であ

る。このため、平成 20年児童福祉法改正法により、平成 21年４月から、

協議会における協議の対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保

護者、妊婦に拡大するとともに、要保護児童対策調整機関に、児童福祉司

たる資格を有する職員や保健師、助産師、看護師、保育士、教員、児童指

導員等の専門職を配置する努力義務が課されたところであるが、平成 28

年児童福祉法等改正法により、市町村の設置する要保護児童対策調整機関

は専門職（調整担当者）の配置が義務とされ、調整担当者は、厚生労働大

臣が定める基準に適合する研修の受講が義務とされた。 

２．協議会の運営 

 (1) 設置主体 

   協議会の設置主体は地方自治法第１条の３に規定する地方公共団体で

ある。協議会は、個別の支援対象児童等に関する情報交換や支援内容の協

議を行うことを念頭に置いていることから、基本的には住民に身近な市町

村が設置主体となると考えられるが、地域の実情に応じ、複数の市町村が

共同で設置することも考えられる。 

   なお、複数の市町村による共同設置については、一部事務組合や広域連

合を設けることなく、事実上共同で設置することも可能である。 

   このように市町村が設置主体となる協議会については、児童相談所は、

その構成員として参画し、個別ケースの見立てを行うなど、市町村の後方

支援を行うことが期待される。 

   一方、都道府県等が設置主体となる協議会については、自らが、３に定

める要保護児童対策調整機関になるなど、中心的な役割を果たすことが期

子どもが虐待により死亡するケースがあること、また、児童虐待の発生予

防の観点から、協議会が関与することにより、関係機関が連携して予防に

向けた支援を実施できるよう、協議会の機能強化を図ることが必要であ

る。このため、平成 20年児童福祉法改正法により、平成 21年４月から、

協議会における協議の対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保

護者、妊婦に拡大するとともに、要保護児童対策調整機関に、児童福祉司

たる資格を有する職員や保健師、助産師、看護師、保育士、教員、児童指

導員等の専門職を配置する努力義務が課されたところである。 

 

 

 

２．協議会の運営 

 (1) 設置主体 

   協議会の設置主体は地方自治法第１条の３に規定する地方公共団体で

ある。協議会は、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議

を行うことを念頭に置いていることから、基本的には住民に身近な市町村

が設置主体となると考えられるが、地域の実情に応じ、複数の市町村が共

同で設置することも考えられる。 

   なお、複数の市町村による共同設置については、一部事務組合や広域連

合を設けることなく、事実上共同で設置することも可能である。 

   このように市町村が設置主体となる協議会については、児童相談所は、

その構成員として参画し、個別ケースの見立てを行うなど、市町村の後方

支援を行うことが期待される。 

   一方、都道府県等が設置主体となる協議会については、自らが、３に定

める要保護児童対策調整機関になるなど、中心的な役割を果たすことが期
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待される。 

 (2) 協議会における支援の対象者 

   協議会の支援対象者は以下のとおりであり、虐待を受けた子どもに限ら

れず、非行児童等も含まれる。 

  ① 法第６条の３第８項に規定する「要保護児童（保護者のない児童又は

保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（法第 31条

第４項に規定する延長者及び法第 33条第８項に規定する保護延長者を

含む。））」及びその保護者 

  ② 法第６条の３第５項に規定する「要支援児童（保護者の養育を支援す

ることが特に必要と認められる児童（要保護児童に該当するものを除

く。））」及びその保護者 

  ③ 法第６条の３第５項に規定する「特定妊婦（出産後の養育について出

産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦）」なお、

上記①、②、③を総称して「支援対象児童等」という。 

 (3) （略）  

 (4) 業務 

     協議会は、支援対象児童等に関する情報その他支援対象児童等の適切な

保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児

童等に対する支援の内容に関する協議を行う。 

   協議会については、個別の支援対象児童等に関する情報交換や支援内容

の協議を行うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や協議会の構成員に

対する守秘義務が設けられており、個別の事例について担当者レベルで適

時検討する会議（個別ケース検討会議）を積極的に開催することはもとよ

り、構成員の代表者による会議（代表者会議）や実務担当者による会議（実

務者会議）を開催することが期待される。 

待される。 

 (2) 協議会における支援の対象者 

   協議会の支援対象者は以下のとおりであり、虐待を受けた子どもに限ら

れず、非行児童等も含まれる。 

  ① 法第６条の３第８項に規定する「要保護児童（保護者のない児童又は

保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）」及びそ

の保護者 

   

② 法第６条の３第５項に規定する「要支援児童（保護者の養育を支援す

ることが特に必要と認められる児童（要保護児童に該当するものを除

く。））」及びその保護者 

  ③ 法第６条の３第５項に規定する「特定妊婦（出産後の養育について出

産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦）」なお、

上記①、②、③を総称して「要保護児童等」という。 

 (3) （略）  

 (4) 業務 

     協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護

又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に

対する支援の内容に関する協議を行う。 

   協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の

協議を行うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や協議会の構成員に対

する守秘義務が設けられており、個別の事例について担当者レベルで適時

検討する会議（個別ケース検討会議）を積極的に開催することはもとより、

構成員の代表者による会議（代表者会議）や実務担当者による会議（実務

者会議）を開催することが期待される。 
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   また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしま

った子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見

し、必要な支援を行うことも期待される。 

   なお、協議会の対象は、虐待を受けている子どものほか、非行児童や障

害児、妊婦等も含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害、妊婦等の分科

会を設けて対応することも考えられる。個別ケース検討会議への個別の支

援対象児童等に関する情報の提供については、あらかじめ子どもや保護

者、妊婦本人の理解を得ておくことが望ましいが、その子ども等の保護又

は支援のために特に必要がある場合であって、これらの者の理解を得るこ

とが困難であるときはこの限りではない。 

   こうした支援対象児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行う

ために必要があると認めるときは、協議会は、関係機関等に対して、資料

又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

３．要保護児童対策調整機関 

 (1)～(3) （略）  

 (4) 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、

支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、支援対象児童等に

対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他

の関係機関等との連絡調整を行うものとする。 

 (5) 平成 28 年児童福祉法等改正法により、調整機関には、専門的な知識及

び技術に基づき、関係機関等との連絡調整等の業務に係る事務を適切に行

うことができる者として、厚生労働省令で定める者を置くこととされた。

具体的には、次のうちからいずれかの者を置くこととなる。 

  ① 児童福祉司たる資格を有する者 

  ② 児童福祉司に準ずる者として次に掲げる者 

   また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしま

った子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見

し、必要な支援を行うことも期待される。 

   なお、協議会の対象は、虐待を受けている子どものほか、非行児童や障

害児、妊婦等も含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害、妊婦等の分科

会を設けて対応することも考えられる。個別ケース検討会議への個別の要

保護児童等に関する情報の提供については、あらかじめ子どもや保護者、

妊婦本人の理解を得ておくことが望ましいが、その子ども等の保護又は支

援のために特に必要がある場合であって、これらの者の理解を得ることが

困難であるときはこの限りではない。 

   こうした要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うた

めに必要があると認めるときは、協議会は、関係機関等に対して、資料又

は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

３．要保護児童対策調整機関 

 (1)～(3) （略）  

 (4) 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、

要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対す

る支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関

係機関等との連絡調整を行うものとする。 

 (5) 平成 20 年児童福祉法改正により、調整機関には、厚生労働省令で定め

る者を置くように努めなければならないこととされた。具体的には、次の

うちからいずれかの者を置くこととなる。 

 

  ① 児童福祉司たる資格を有する者 

  ② 児童福祉司に準ずる者として次に掲げる者 
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     ア  保健師 

        イ  助産師 

        ウ 看護師 

     エ 保育士 

     オ 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者 

     カ 設備運営基準第 43条に規定する児童指導員  

４．関係機関等の守秘義務 

 (1) 協議会における支援対象児童等に関する情報の共有は、支援対象児童等

の適切な保護を図るために行われるものであり、協議会の構成員は、正当

な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

 (2)～(4) （略）  

５．支援対象児童等に係る情報共有 

 (1) 児童相談所における対応経過の中ではリスクが低いと考えられる場合

であっても、他の関係機関の保有する情報を勘案して検討することによ

り、新たなリスクや支援の必要性が明らかとなる場合も考えられる。 

(2) 児童虐待事案に係る情報共有については、児童相談所、市町村、警察は

もとより、日頃から子どもと接する機会の多い医療機関、児童福祉施設、

学校等の関係機関において、事案の軽重を問わず、積極的に情報共有が

なされ、連携や役割分担の下、必要な支援が行われることが望ましい。 

(3) したがって、児童相談所において受理した児童虐待通告・相談ケースに

ついては、地域の実情に応じて、協議会を活用し、他の関係機関と情報

共有を行うこと。 

６．その他 

 (1)・(2) （略）  

     ア  保健師 

        イ  助産師 

        ウ 看護師 

     エ 保育士 

     オ 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者 

     カ 設備運営基準第 43条に規定する児童指導員  

４．関係機関等の守秘義務 

 (1) 協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童の適切

な保護を図るために行われるものであり、協議会の構成員は、正当な理由

がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

 (2)～(4) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他 

 (1)・(2) （略） 
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第３節 福祉事務所との関係 

１．福祉事務所の位置付け 

 (1) 福祉事務所は、その管轄する地域の住民の福祉を図る行政機関であり福

祉六法（生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人

福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法）に基づく事務を行う。 

   都道府県及び市は福祉事務所を設置しなければならず、町村は福祉事務

所を設置できることとされている。 

 (2)～(5) （略） 

２～４（略） 

 

第４節 子育て世代包括支援センターとの関係 

１．子育て世代包括支援センターの業務 

(1) 子育て世代包括支援センター（以下「センター」という。）は、主

に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各

種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医療

又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支

援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及

び増進に関する包括的な支援を行うことにより、もって地域の特性に

応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体

制を構築することを目的とするものである。 

(2) センターの実施主体は、市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）

であり、市町村が認めた者へ委託することもできる。 

(3) 支援拠点は、主として、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者を対象

としているが、地域の実情に応じて、18 歳までの子どもとその保護

 

第４節 福祉事務所との関係 

１．福祉事務所の位置付け 

 (1) 福祉事務所は、その管轄する地域の住民の福祉を図る行政機関であり福

祉六法（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身

体障害者福祉法、知的障害者福祉法）に基づく事務を行う。 

   都道府県及び市は福祉事務所を設置しなければならず、町村は福祉事務

所を設置できることとされている。 

 (2)～(5) （略） 

２～４（略） 
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者についても対象とする等、柔軟に運用することができることとされ

ている。 

(4) センターでは、以下の①から④までの支援を行うこととされている。

また、これらに加えて、地域の実情に応じて、⑤の母子保健事業や⑥

の子育て支援事業を行うことや、地域において不足している母子保健

事業や子育て支援事業を実施するための体制づくりを行うことがで

きるとされている。 

① 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

② 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・

助言・保健指導を行うこと 

③ 支援プランを策定すること 

④ 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 

⑤ 母子保健事業（妊娠に関する普及啓発、妊娠の届出・母子健康手

帳の交付、妊産婦健康診査、新生児訪問指導、乳幼児健康診査、産

後ケア事業等） 

⑥ 子育て支援事業（乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子

育て短期支援事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業（フ

ァミリー・サポート・センター事業）等） 

２．子育て世代包括支援センターとの連携 

(1) センターは、主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・

子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定

や、地域の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子

保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳

幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、

もって地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな
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い支援を提供する体制を構築することを目的としたものであり、平成

28 年児童福祉法等改正法により、母子保健法（昭和 40 年法律第 141

号）を改正し、国及び地方公共団体は、母子保健施策を講ずるに当た

っては、当該施策が乳幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資する

ものであることに留意することとされたところ、センターは、出産や

出産後の子育てに不安を抱えた妊産婦等を早期に発見し相談支援に

繋げられるなど、地域における児童虐待の予防や早期発見に重要な役

割を担っていることから、児童相談所は、日頃からセンターと密に連

携を図っておくことが必要である。 

 

第５節 保健所、市町村保健センター等との関係 

１・２（略） 

３．保健所、市町村保健センター等との連携 

  保健所や市町村保健センター等は、乳幼児健診や家庭訪問等の母子保健活

動を通して、子どもの発育や発達状況、子どもや保護者の心身の健康問題、

養育環境等を把握し、養育支援が必要な家庭に対して育児に関する専門的な

技術支援を行うなどの虐待の発生予防に対する取り組みを始め、虐待を受け

た子どもとその保護者に対して家族全体を視野に入れた在宅支援を行って

いる。妊娠の届出や乳幼児健診等の母子保健施策は、市町村が妊産婦等と接

触する機会となっており、悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援に

つなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に資するものであることから、平

成 28 年児童福祉法等改正法により、母子保健法を改正し、国及び地方公共

団体は、母子保健施策を講ずるに当たっては、当該施策が乳幼児に対する虐

待の予防及び早期発見に資するものであることに留意することとされた。保

健所や市町村保健センター等の機能を十分活用するため、児童相談所は、日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 保健所、市町村保健センター等との関係 

１・２（略） 

３．保健所、市町村保健センター等との連携 

  保健所や市町村保健センター等は、乳幼児健診や家庭訪問等の母子保健活

動を通して、子どもの発育や発達状況、子どもや保護者の心身の健康問題、

養育環境等を把握し、養育支援が必要な家庭に対して育児に関する専門的な

技術支援を行うなどの虐待の発生予防に対する取り組みを始め、虐待を受け

た子どもとその保護者に対して家族全体を視野に入れた在宅支援を行って

いる。妊娠の届出や乳幼児健診等の母子保健施策は、市町村が妊産婦等と接

触する機会となっており、悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援に

つなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に資するものであることから、平

成 28年児童福祉法等改正法により、母子保健法（昭和 40年法律第 141号）

を改正し、国及び地方公共団体は、母子保健施策を講ずるに当たっては、当

該施策が乳幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであること

に留意することとされた。保健所や市町村保健センター等の機能を十分活用
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頃から保健所や市町村保健センター等と密に連携を図っておくことが必要

である。 

  特に精神保健に関する事項や心の問題については、保健所や精神保健福祉

センターとも連携を密にしておくことが必要である。 

４（略） 

５．その他 

  上記連携に関しては、本指針に定めるほか次の通知による。 

  ① 平成８年 11月 20日付け児発第 933号「母子保健施策の実施について」 

  ②  平成８年 11月 20日付け児発第 934号「母性、乳幼児に対する健康診

査及び保健指導の実施について」 

  ③  平成９年９月 29 日付け児発第 610 号「子どもの心の健康づくり対策

事業について」 

  ④  平成 10年４月８日付け児発第 285号「乳幼児に対する健康診査の実

施について」 

   ⑤ 平成 14年６月 19日付け雇児発第 0619001号「地域保健における児童

虐待防止対策の取組の推進について」 

  ⑥ 平成 15 年５月１日厚生労働省告示第 201 号「地域保健対策の推進に

関する基本的な指針の一部を改正する告示について」 

  ⑦ 平成 16年１月 30日付け雇児総発第 0130001号「児童虐待防止対策に

おける適切な対応について」 

  ⑧ 平成 16年３月 31日付け雇児母発第 0331001号「『家庭の養育力』に

着目した母子保健対策の推進について」 

 

第６節 民生委員・児童委員（主任児童委員）との関係 

１．民生委員・児童委員の位置付け 

するため、児童相談所は、日頃から保健所や市町村保健センター等と密に連

携を図っておくことが必要である。 

  特に精神保健に関する事項や心の問題については、保健所や精神保健福祉

センターとも連携を密にしておくことが必要である。 

４（略） 

５．その他 

  上記連携に関しては、本指針に定めるほか次の通知による。 

  ① 平成８年 11月 20日児発第 933号「母子保健施策の実施について」 

  ②  平成８年 11月 20日児発第 934号「母性、乳幼児に対する健康診査及

び保健指導の実施について」 

  ③  平成９年９月 29 日児発第 610 号「子どもの心の健康づくり対策事業

について」 

  ④  平成 10年４月８日児発第 285号「乳幼児に対する健康診査の実施に

ついて」 

   ⑤ 平成 14年６月 19日雇児発第 0619001号「地域保健における児童虐待

防止対策の取組の推進について」 

  ⑥ 平成 15 年５月１日厚生労働省告示第 201 号「地域保健対策の推進に

関する基本的な指針の一部を改正する告示について」 

  ⑦ 平成 16年１月 30日雇児総発第 0130001号「児童虐待防止対策におけ

る適切な対応について」 

  ⑧ 平成 16年３月 31日雇児母発第 0331001号「『家庭の養育力』に着目

した母子保健対策の推進について」 

 

第６節 児童委員との関係 

１．児童委員の位置付け 
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  民生委員・児童委員は、担当区域内の子どもや保護者等の福祉に関し、主

として次の業務を行う。 

  ① 担当区域内の実情の把握と記録 

  ② 要保護児童の把握 

  ③ 連絡通報 

  ④ 要保護児童発見者からの通告の仲介 

  ⑤ 相談・援護 

  ⑥ 行政機関の行う業務に対する協力 

  ⑦  子どもの健全育成のための地域活動 

２．連絡通報  

  児童相談所は、民生委員・児童委員（主任児童委員）自らその担当区域内

において保護の必要な子ども等を発見した場合又は地域住民から民生委

員・児童委員（主任児童委員）を介して通告が行われた場合に、速やかに児

童相談所に通告等が行われるよう体制を整えておく。また、児童相談所は、

緊急時における子ども等に関する状況の通知が行われた場合に、必要な措置

等が迅速に行われるよう、緊急時の連絡体制を整えておく。 

３．調査の委託 

  児童相談所は、その管轄区域内の民生委員・児童委員（主任児童委員）に

次のような調査を委託することができる。 

  ① 民生委員・児童委員（主任児童委員）から通告等を受けた事例で判定

のために更に必要な資料を得ようとする場合の調査 

  ② 保護を要する子どもの家庭、地域に関する調査 

  ③ その他必要と認められる調査 

４～６（略） 

 

  児童委員は、担当区域内の子どもや保護者等の福祉に関し、主として次の

業務を行う。 

  ① 担当区域内の実情の把握と記録 

  ② 要保護児童の把握 

  ③ 連絡通報 

  ④ 要保護児童発見者からの通告の仲介 

  ⑤ 相談・援護 

  ⑥ 行政機関の行う業務に対する協力 

  ⑦  子どもの健全育成のための地域活動 

２．連絡通報 

  児童相談所は、児童委員自らその担当区域内において保護の必要な子ども

等を発見した場合又は地域住民から児童委員を介して通告が行われた場合

に、速やかに児童相談所に通告等が行われるよう体制を整えておく。また、

児童相談所は、緊急時における子ども等に関する状況の通知が行われた場合

に、必要な措置等が迅速に行われるよう、緊急時の連絡体制を整えておく。 

 

３．調査の委託 

  児童相談所は、その管轄区域内の児童委員に次のような調査を委託するこ

とができる。 

  ① 児童委員から通告等を受けた事例で判定のために更に必要な資料を

得ようとする場合の調査 

  ② 保護を要する子どもの家庭、地域に関する調査 

  ③ その他必要と認められる調査 

４～６（略） 
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第７節 （略） 

 

第８節 知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者

支援センターとの関係 

１．知的障害者更生相談所との関係 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 18歳を超えて措置を延長する重症心身障害者の判定については、児童相

談所が知的障害者更生相談所の協力を得て行う。 

 （4）（略） 

２．身体障害者更生相談所との関係 

 (1) ・(2) （略）  

 (3) 18歳を超えて措置を延長する重症心身障害者、重度の肢体不自由者、盲

重度者、ろうあ重度者の判定については、児童相談所が必要に応じ身体障

害者更生相談所の協力を得て行う。 

 （4）（略） 

３．発達障害者支援センターとの関係 

 (1) 発達障害者支援センターは以下の業務を行う。 

  ① 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及

びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は

情報の提供若しくは助言を行う 

  ② 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行う 

  ③ 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務（④において「医療等

の業務」という。）を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事す

る者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行う。 

  ④ 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連

第７節 （略） 

 

第８節 知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者

支援センターとの関係 

１．知的障害者更生相談所との関係 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 18才を超えて措置を延長する重症心身障害者の判定については、児童相

談所が知的障害者更生相談所の協力を得て行う。 

 （4）（略） 

２．身体障害者更生相談所との関係 

 (1) ・(2) （略）  

 (3) 18才を超えて措置を延長する重症心身障害者、重度の肢体不自由者、盲

重度者、ろうあ重度者の判定については、児童相談所が必要に応じ身体障

害者更生相談所の協力を得て行う。 

 （4）（略） 

３．発達障害者支援センターとの関係 

 (1) 発達障害者支援センターは以下の業務を行う。 

  ① 発達障害者の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者

及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行う 

 

  ② 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行う 

  ③ 医療、保健、福祉、教育等に関する業務（④において「医療等の業務」

という。）を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対

し発達障害についての情報提供及び研修を行う。 

  ④ 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連
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絡調整を行う。 

  ⑤ ①から④までの業務に附帯する業務を行う 

 (2)・(3) （略） 

 

第９節 里親等又は児童福祉施設等との関係 

１．基本的事項 

 (1) 里親等又は児童福祉施設等に対する措置は児童相談所の主要業務の一

つであり、その効果的実施のため、里親等又は児童福祉施設等と十分に連

携を図る。また、措置中も、里親等又は児童福祉施設等と十分連携を図り

つつ、子ども及びその家庭環境の状況等を継続して把握するとともに、必

要な指導・援助を行う。 

(2) 里親等へ措置された子どもの自立支援計画については、児童相談所が策

定するとともに定期的かつ必要に応じて確認・評価をして見直しを行う。

自立支援計画は、事前に子どもや保護者等に対して児童相談所の案につい

て十分説明を行い、その意向等を踏まえて策定・見直しをすること。 

 (3) 児童福祉施設に対する措置が行われてから児童福祉施設が子ども等の

実態把握・評価に基づき自立支援計画を策定するまでの数ヶ月間は、児童

相談所の策定した援助指針（援助方針）を自立支援計画として活用し支援

することも差し支えない。 

  

 

 

 (4) 里親等又は児童福祉施設等に対する措置に係る子どもに関し、援助指針

（援助方針）又は自立支援計画を策定する際には、里親等又は児童福祉施

設等と十分な協議を行うこと。 

絡調整を行う。 

  ⑤ ①から④までの業務に附帯する業務を行う 

 (2)・(3) （略） 

 

第９節 児童福祉施設等又は里親等との関係 

１．基本的事項 

 (1) 児童福祉施設等又は里親等に対する措置は児童相談所の主要業務の一

つであり、その効果的実施のため、児童福祉施設等又は里親等と十分に連

携を図る。また、措置中も、児童福祉施設等又は里親等と十分連携を図り

つつ、子ども及びその家庭環境の状況等を継続して把握するとともに、必

要な指導・援助を行う。 

 

 

 

 

 (2) 児童福祉施設に対する措置が行われてから児童福祉施設が子ども等の

実態把握・評価に基づき自立支援計画を策定するまでの数ヶ月間は、児童

相談所の策定した援助指針を自立支援計画として活用し支援することも

差し支えない。 

 (3) 里親等へ措置された子どもの自立支援計画については、児童相談所が策

定する。自立支援計画は、事前に子どもや保護者等に対して児童相談所の

案について十分説明を行い、その意向等を踏まえて策定すること。 

 (4) 児童福祉施設等又は里親等に対する措置に係る子どもに関し、援助指針

又は自立支援計画を策定する際には、児童福祉施設等又は里親等と十分な

協議を行うこと。 
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 (5) 個々の措置を的確に行うためには、里親等又は児童福祉施設等の状況を

十分把握しておく必要があるので、施設長、指定発達支援医療機関の長、

里親等との連絡会議を適宜開催し、相互理解、相互信頼を深めておく。 

 (6) 措置した子どもの経過を把握するため、里親等又は児童福祉施設等から

子どもの養育状況に関する報告を年２回程度徴し、また定期的に訪問した

り、合同で会議を行う等相互の連携を十分に図る。  

 (7) 児童相談所は、措置を行う場合及び措置の解除、停止、変更、在所期間

の延長を行う場合のほか退所後の援助方法等についても里親等又は児童

福祉施設等と連携を図る。 

 (8) 里親等に委託されている又は児童福祉施設等に入所している子どもの

保護者等の状況を把握する際には各施設等の協力を得る。 

 (9) 児童福祉施設が退所した子どもに対し相談その他の援助を行うに当た

っては、児童相談所はその状況について報告を求め、援助方針会議等で検

討し必要な助言指導等を行う。 

２．個別的事項 

 (1) 乳児院に対しては、保護者が出産、傷病、病気看護等緊急の事情又は出

張等の勤務上の都合等特別の事情により保護者の下で養育できない子ど

もについて、１か月未満の短期の措置を行うことができる。この場合には、

特に迅速に対応する。なお、これについては平成 13年３月 29日付け雇児

発 178号「ベビーホテル問題への積極的な取組について」による。 

 (2) 児童自立支援施設、児童心理治療施設等に入所している子どもは援助に

困難を伴うことが多いので、定例的に連絡協議会を開催する等、特に緊密

な連携を図る。 

 (3)～(6) （略） 

 (7) 児童相談所は、現に子どもを委託している里親及び子どもを委託してい

 (5) 個々の措置を的確に行うためには、児童福祉施設等又は里親等の状況を

十分把握しておく必要があるので、施設長、指定発達支援医療機関の長、

里親等との連絡会議を適宜開催し、相互理解、相互信頼を深めておく。 

 (6) 措置した子どもの経過を把握するため、児童福祉施設等又は里親等から

子どもの養育状況に関する報告を年２回程度徴し、また定期的に訪問した

り、合同で会議を行う等相互の連携を十分に図る。  

 (7) 児童相談所は、措置を行う場合及び措置の解除、停止、変更、在所期間

の延長を行う場合のほか退所後の援助方法等についても児童福祉施設等

又は里親等と連携を図る。 

 (8) 児童福祉施設等に入所している又は里親等に委託されている子どもの

保護者等の状況を把握する際には各施設等の協力を得る。 

 (9) 児童福祉施設が退所した子どもに対し相談その他の援助を行うに当た

っては、児童相談所はその状況について報告を求め、援助方針会議等で検

討し必要な助言指導等を行う。 

２．個別的事項 

 (1) 乳児院に対しては、保護者が出産、傷病、病気看護等緊急の事情又は出

張等の勤務上の都合等特別の事情により保護者の下で養育できない子ど

もについて、１か月未満の短期の措置を行うことができる。この場合には、

特に迅速に対応する。なお、これについては平成 13 年３月 29 日雇児発

178号「ベビーホテル問題への積極的な取組について」による。 

 (2) 児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設等に入所している子どもは

援助に困難を伴うことが多いので、定例的に連絡協議会を開催する等、特

に緊密な連携を図る。 

 (3)～(6) （略） 

 (7) 児童相談所は、現に子どもを委託している里親及び子どもを委託してい
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ない里親を対象とする子どもの養育方法等に関する研修会の実施に協力

する。なお、これについては平成 29 年３月 31 日付け雇児発 0331 第 44

号「里親支援事業の実施について」による。 

 (8) 児童相談所は、里親会と十分な連携を図り、里親制度の充実に努める。 

 (9) 児童相談所は、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設、児童

心理治療施設、児童自立支援施設に委託又は入所措置された子どもで、必

要と認められるものについて、指導及び一時保護の実施を検討するととも

に、さらに必要な場合には法第 33条の６の規定に基づく児童自立生活援

助事業の対象とすることや再度施設入所措置を採ることについても検討

する。 

 (10)～(13) （略） 

 

第 10節 保育所、幼保連携型認定こども園との関係 

１．保育所、幼保連携型認定こども園との連携 

 (1) 保育所や幼保連携型認定こども園では、登園時や保育活動中などあらゆ

る機会に児童虐待の早期発見が可能であることから、児童相談所は日頃か

ら保育所や幼保連携型認定こども園との連携を密にし、要保護児童（虐待

を受けたと思われる子どもを含む。）の通告が早期に図られるよう体制を

整えておく。 

 (2) 保育所や幼保連携型認定こども園から通告又は相談を受けた場合は、児

童相談所の機能や業務の流れ等について十分説明を行うとともに、児童相

談所、保育所や幼保連携型認定こども園それぞれの役割分担を明確にす

る。特に、保育所を通じて保護者や子ども等に児童相談所への相談を勧め

る場合は、あらかじめ保育所や幼保連携型認定こども園が保護者や子ども

等に児童相談所の機能や業務の流れ等について十分説明し、同意を得るよ

ない里親を対象とする子どもの養育方法等に関する研修会の実施に協力

する。なお、これについては平成 20 年４月１日雇児発第 0401011 号「里

親支援機関事業の実施について」による。 

 (8) 児童相談所は、里親会と十分な連携を図り、里親制度の充実に努める。 

 (9) 児童相談所は、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援

施設、里親等に委託措置された子どもで、必要と認められるものについて、

指導及び一時保護の実施を検討するとともに、さらに必要な場合には法第

33 条の６の規定に基づく児童自立生活援助事業の対象とすることや再度

施設入所措置を採ることについても検討する。 

 

 (10)～(13) （略） 

 

第 10節 保育所等との関係 

１．保育所との連携 

 (1) 保育所では、登園時や保育活動中などあらゆる機会に児童虐待の早期発

見が可能であることから、児童相談所は日頃から保育所との連携を密に

し、要保護児童（虐待を受けたと思われる子どもを含む。）の通告が早期

に図られるよう体制を整えておく。 

 

 (2) 保育所から通告又は相談を受けた場合は、児童相談所の機能や業務の流

れ等について十分説明を行うとともに、児童相談所、保育所それぞれの役

割分担を明確にする。特に、保育所を通じて保護者や子ども等に児童相談

所への相談を勧める場合は、あらかじめ保育所が保護者や子ども等に児童

相談所の機能や業務の流れ等について十分説明し、同意を得るよう保育所

の協力を求める。また、保育所が児童相談所に通告する際には、併せて市
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う保育所の協力を求める。また、保育所や幼保連携型認定こども園が児童

相談所に通告する際には、併せて市町村にも連絡するよう指導する。 

 (3) 保育所や幼保連携型認定こども園に入所している子どもに、虐待などが

疑われる状況がある場合には、児童相談所は、保育所や幼保連携型認定こ

ども園に対して必要な助言・指導を行い、保育所や幼保連携型認定こども

園と連携してその子どもの援助に当たる。また、併せて保護者への援助も

行い、その際には、保育所や幼保連携型認定こども園と協力して育児負担

の軽減など保護者の子育てを支援する姿勢で接するとともに、保護者が当

該行為に至った心理的社会的背景の理解にも努める。 

 (4) （略） 

 (5) 認可外保育施設から通告又は相談を受けた場合においても、児童相談所

は保育所や幼保連携型認定こども園からの通告又は相談と同様に対応し、

当該施設と連携して子ども及び保護者の援助を行う。 

 (6) 児童相談所は、児童福祉主管部局等を通じて、ベビーホテルにおいて長

期滞在児がいることを把握した場合には、市町村や福祉事務所等と協力し

て、その子ども保護者から長期間ベビーホテルに預けている事情等家庭の

状況について調査する。なお、ベビーホテル問題への対応については、平

成 13年３月 29日付け雇児発第 178号「ベビーホテル問題への積極的な取

組について」を参照のこと。 

(7) 虐待ケースとして児童相談所で管理する子どもであって、保育所や幼保

連携型認定こども園に在籍する子どもについては、定期的に（おおむね

１か月に１回）、保育所や幼保連携型認定こども園から当該子どもの出

欠状況等の情報提供を受け、その情報を組織的に評価し、必要に応じて

個別ケース検討会議を開催するなどにより、状況把握及び対応方針の検

討を組織的に行うことが適当である。 

町村にも連絡するよう指導する。 

 

 (3) 保育所に入所している子どもに、虐待などが疑われる状況がある場合に

は、児童相談所は、保育所に対して必要な助言・指導を行い、保育所と連

携してその子どもの援助に当たる。また、併せて保護者への援助も行い、

その際には、保育所と協力して育児負担の軽減など保護者の子育てを支援

する姿勢で接するとともに、保護者が当該行為に至った心理的社会的背景

の理解にも努める。 

 

 (4) （略） 

 (5) 認可外保育施設から通告又は相談を受けた場合においても、児童相談所

は保育所からの通告又は相談と同様に対応し、当該施設と連携して子ども

及び保護者の援助を行う。 

 (6) 児童相談所は、児童福祉主管部局等を通じて、ベビーホテルにおいて長

期滞在児がいることを把握した場合には、市町村や福祉事務所等と協力し

て、その子ども保護者から長期間ベビーホテルに預けている事情等家庭の

状況について調査する。なお、ベビーホテル問題への対応については、平

成 13年３月 29日雇児発第 178号「ベビーホテル問題への積極的な取組に

ついて」を参照のこと。 

(7) 虐待ケースとして児童相談所で管理する子どもであって、保育所に在籍

する子どもについては、定期的に（おおむね１か月に１回）、保育所か

ら当該子どもの出欠状況等の情報提供を受け、その情報を組織的に評価

し、必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなどにより、状況把握

及び対応方針の検討を組織的に行うことが適当である。 

 保育所から出欠状況等の定期的な情報提供を求める際の具体的な手続
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 保育所や幼保連携型認定こども園から出欠状況等の定期的な情報提供

を求める際の具体的な手続等については、「学校及び保育所から市町村又

は児童相談所への定期的な情報提供について」（平成 22年 3月 24日付け

雇児発 0324第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）を参照され

たい。 

(8) 平成 28 年児童福祉法等改正法において、地方公共団体の機関に加え、

子どもの医療、福祉又は教育に関係する民間機関や子どもの医療、福祉又

は教育に関連する職務に従事する者も、児童相談所長、市町村長等から児

童虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、これを

提供することができるものとされた（児童虐待防止法第 13条の４）。 

なお、これにより、保育所や幼保連携型認定こども園が知り得た情報を

児童相談所に提供することは、個人情報保護法に規定する「法令に基づく

場合」に該当し、例外的に、本人の同意を得ないで情報を提供しても個人

情報保護法違反にならないことに留意すること。 

また、この情報等の提供と、個人情報保護・守秘義務との関係について

は、保育所等に対し周知することが必要である。 

（関連通知：児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供に

ついて（平成 28 年 12 月 16 日付け雇児総発 1216 第１号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長通知）参照） 

 

第 11節・第 12節（略） 

 

第 13節 学校、教育委員会との関係 

１．学校（幼稚園、小・中・高等学校等）との関係 

 (1)～(5) （略） 

等については、「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な

情報提供について」（平成 22年 3月 24日雇児発 0324第１号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知）を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節・第 12節（略） 

 

第 13節 学校、教育委員会との関係 

１．学校（幼稚園、小・中・高等学校等）との関係 

 (1)～(5) （略）  
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(6) 虐待ケースとして児童相談所で管理する子どもであって、学校に在籍す

る子どもについては、定期的に（おおむね１か月に１回）、学校から当

該子どもの出欠状況等の情報提供を受け、その情報を組織的に評価し、

必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなどにより、状況把握及び

対応方針の検討を組織的に行うことが適当である。 

 学校から出欠状況等の定期的な情報提供を求める際の具体的な手続等

については、「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情

報提供について」（平成 22年３月 24日付け雇児発 0324第１号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長通知）を参照されたい。 

２．教育委員会との関係 

 (1) 児童相談所は学校のほか各教育委員会と協力して、巡回相談や共同の研

修等を行う等連携を図る。 

 (2)・(3) （略） 

 (4) 児童相談所は、教育委員会が行う教育相談や研修会の実施に必要に応じ

協力する等十分な連携を図る。 

３．資料又は情報の提供について 

  平成 28年児童福祉法等改正法において、地方公共団体の機関に加え、子

どもの医療、福祉又は教育に関係する民間機関や子どもの医療、福祉又は

教育に関連する職務に従事する者も、児童相談所長、市町村長等から児童

虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、これを提

供することができるものとされた（児童虐待防止法第 13条の４）。これに

より、教育委員会・公立学校を含む地方公共団体の機関のみならず、新た

に、国立・私立の学校等が資料又は情報を提供することができることとさ

れた。 

なお、これにより、学校等が知り得た情報を児童相談所に提供することは、

(6) 虐待ケースとして児童相談所で管理する子どもであって、学校に在籍す

る子どもについては、定期的に（おおむね１か月に１回）、学校から当

該子どもの出欠状況等の情報提供を受け、その情報を組織的に評価し、

必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなどにより、状況把握及び

対応方針の検討を組織的に行うことが適当である。 

 学校から出欠状況等の定期的な情報提供を求める際の具体的な手続等

については、「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情

報提供について」（平成 22 年３月 24 日雇児発 0324 第１号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知）を参照されたい。 

２．教育委員会との関係 

 (1) 児童相談所は学校のほか各教育委員会と協力して、巡回相談等を行う等

連携を図る。 

 (2) ・(3) （略） 

 (4) 児童相談所は、教育委員会が行う教育相談に必要に応じ協力する等十分

な連携を図る。 
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個人情報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当し、例外的に、本

人の同意を得ないで情報を提供しても個人情報保護法違反にならないこと

に留意すること。 

また、この情報等の提供と、個人情報保護・守秘義務との関係について

は、学校等に対し周知することが必要である。 

（関連通知：児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供

について（平成 28 年 12 月 16 日付け雇児総発 1216 第１号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長通知）参照） 

 

第 14節 警察との関係 

１（略） 

２．児童相談所へ通告される事例 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 法第 25 条は、一時保護の要否に応じて通告先を異ならせておらず、ま

た警察に一時保護の要否を判断する権限はないことから、警察は、一時保

護の要否その他の事情にかかわらず、要保護児童を発見した場合は、市町

村、福祉事務所及び児童相談所のいずれの機関に対しても通告を行うこと

ができるが、少年警察活動規則（平成 14年国家公安委員会規則第 20号）

第 38条第２項により、児童相談所が通告先として位置付けられている。 

    

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14節 警察との関係 

１（略）  

２．児童相談所へ通告される事例 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 法第 25 条は、一時保護の要否に応じて通告先を異ならせておらず、ま

た警察に一時保護の要否を判断する権限はないことから、警察は、一時保

護の要否その他の事情にかかわらず、市町村、福祉事務所及び児童相談所

のいずれの機関に対しても通告を行うことができる。 

   ただし、深刻な虐待が疑われる場合など緊急性、専門性が高いと警察が

判断した場合には、一般的には、市町村や福祉事務所ではなく、児童相談

所に直接通告することとなる。 

   なお、市町村、福祉事務所及び児童相談所は、警察からの要保護児童の

通告について、身柄付であるか否かを問わず、その受理を拒否することは

できない。このため、市町村又は福祉事務所は、警察からの通告を受けた

場合において、その子どもについて一時保護が必要であると判断するとき

は、通告を受理した上で児童相談所に送致することとなる。また、児童相
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 (4) （略） 

 (5) 児童相談所は通告を受けた場合には、受理会議で検討し、迅速かつ的確

に相談援助活動を行う。また、通告受理後の対応（「一時保護」「在宅で

対応中」等）のほか、その後の対応の変化（「一時保護解除」「施設入所」

等）について情報を適切に提供するとともに、援助方針についても必要に

応じて通知するものとする。 

なお、通告事案のほか、援助要請を行った事案についても、その後の連

携した対応に資するよう、同様に取り扱うものとする。 

また、通告受理後に在宅での対応（一時保護の解除後を含む。）として

いる事案については、状況が急変、悪化する場合もあることから、警察か

ら当該子どもの状況変化に関する新たな情報提供がなされた場合には、目

視による子どもの安全確認及び再アセスメントを行うこととし、引き続き

在宅で対応する場合には、定期的に安全を確認するとともに、警察との情

報交換を行うこと。 

(6) 警察からの通告を受けた場合であっても、子どもや保護者の状況等か

ら、市町村の支援が適当であると考えられる場合は、市町村指導や事案送

致を検討すること。 

３～５（略） 

６．虐待事例等における連携 

 (1) （略） 

 (2) 要保護児童の通告等 

① 警察は、110番通報等により児童虐待が疑われる情報を覚知した場合、

市町村、児童相談所等関係機関に対し、当該子どもに係る過去の対応状

談所が市町村等が対応することが適当と判断する場合は、通告を受理した

上で、市町村等と連携を図りつつ対応することとする。 

 (4) （略） 

 (5) 児童相談所は通告を受けた場合には、受理会議で検討し、迅速かつ的確

に相談援助活動を行う。また、援助の結果を当該警察に通知する。なお、

援助方針についても必要に応じて通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～５（略） 

６．虐待事例等における連携 

 (1) （略） 

 (2) 要保護児童の通告 
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況等を照会し、その結果を踏まえて通告の要否を判断することとしてい

る。 

児童相談所においては、当該照会に対し、以下の点に留意しつつ、記

録等を確認し適切に回答すること。 

  ア あらかじめ警察との間で協議を行い、必要に応じて書面で取り決

めるなどして、円滑な対応が図られるようにする。 

  イ 対象となる子ども及び保護者の住所、氏名、110番通報の内容、

安全確認時の状況等、警察が保有する情報について、可能な限り提

供を求める。 

  ウ 警察からの照会時に提供された情報を記録として保存するとと

もに、その後の対応に活かすことができるよう情報を整理し、管理

する。 

  エ 対象となる子ども及び保護者について、過去に児童虐待に係る対

応履歴がある場合は、警察が保有する情報も勘案した上で緊急性を

判断し、警察と連携して迅速な安全確認を実施する。 

② 警察から通告される虐待事例等は、一般に保護の緊急性が高い場合が

多いので、即日緊急の受理会議を開催する等、特に迅速かつ柔軟に対応

する。 

③ 児童相談所が児童虐待通告・相談等により把握した虐待事案のうち、

刑事事件として立件の可能性があると考えられる重篤な事案、保護者が

子どもの安全確認に強く抵抗を示すことが予想される事案等について

は、早急に子どもの安全を確保するため、警察と情報共有を図り、連携

して対応すること。 

  このため、児童相談所において、このような事案を把握した場合は、

警察への情報提供を行うとともに、警察が保有している当該子ども及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   警察から通告される虐待事例等は、一般に保護の緊急性が高い場合が多

いので、即日緊急の受理会議を開催する等、特に迅速かつ柔軟に対応する。 
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保護者に係る情報についても提供を求めるなど、迅速かつ確実に情報共

有を行うこと。 

 (3) 立入調査、臨検又は捜索等における連携 

① 立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、子ども又は調

査担当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られ

るよう、児童虐待防止法第 10 条により警察署長に対する援助の依頼を

行い、これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ

遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を優先した臨機応

変に対応しなければならない。 

    なお、警察署長への援助の依頼については、緊急の場合を除き、行政

組織を一体的に運営し、子どもの保護の万全を期する観点から、事前に

文書により行うことを原則とする。 

② 子どもの安全確認や立入調査、臨検・捜索等に関する研修については、

都道府県警察へ協力を依頼し、警察官等を講師に招いて行うほか、都道

府県警察との合同により、実際の対応事案等を踏まえた具体的事例を想

定してのロールプレイ方式等によるなどして実践的に行うこと。 

また、児童相談所と警察の相互理解を深めるため、児童相談所の業務

や児童相談所の立場からの虐待対応等の基本的事項についても、警察職

員への説明の機会を積極的に持つなどして、平素より関係の構築に努め

ること。 

 (4)～(8) （略） 

７．要保護児童対策地域協議会における連携 

要保護児童対策地域協議会は、支援対象児童等に関する情報や支援対象児

童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うととも

に、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこととされて

 

 

 (3) 立入調査、臨検又は捜索等における連携 

   立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、子ども又は調査

担当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよ

う、児童虐待防止法第 10 条により警察署長に対する援助の依頼を行い、

これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ遅滞なく

子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を優先した臨機応変に対応し

なければならない。 

   なお、警察署長への援助の依頼については、緊急の場合を除き、行政組

織を一体的に運営し、子どもの保護の万全を期する観点から、事前に文書

により行うことを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)～(8) （略）  
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おり、個別の事案について、子どもに関係する広範な機関の衆知を集め、

適切な対応を検討することが必要であることから、必要に応じて、要保護

児童対策地域協議会の構成員として警察の参画を求め、個別ケース検討会

議等における警察との情報交換、意見交換を行うこと。 

８．その他 

 (1)・(2) （略） 

(3) 虐待対応の場面において警察実務の経験に基づく知見が有効であるこ

とも多いことから、都道府県警察との協議により、現職警察官に係る警

察との人事交流や警察官ＯＢ等の採用などを検討すること。 

 

第 15節 医療機関との関係 

 (1)～(3) （略） 

(4) 平成 28 年児童福祉法等改正法において、地方公共団体の機関に加え、

子どもの医療、福祉又は教育に関係する民間機関や子どもの医療、福祉又

は教育に関連する職務に従事する者も、児童相談所長、市町村長等から児

童虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、これを

提供することができるものとされた（児童虐待防止法第 13条の４）。 

なお、これにより、医療機関が知り得た情報を児童相談所に提供するこ

とは、個人情報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当し、例外的

に、本人の同意を得ないで情報を提供しても個人情報保護法違反にならな

いことに留意すること。 

また、この情報等の提供と、個人情報保護・守秘義務との関係について

は、医療機関に対し周知することが必要である。 

（関連通知：児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供

について（平成 28 年 12 月 16 日付け雇児総発 1216 第１号厚生労働省雇

 

 

 

 

７．その他 

 (1)・(2) （略） 

 

 

 

 

第 15節 医療機関との関係 

 (1)～(3) （略）  
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用均等・児童家庭局総務課長通知）参照） 

(5) 医療機関との円滑な連携のためには、まず児童相談所の窓口や連絡先を

明確にすることが必要である。また、児童相談所は医療機関から一方的に

情報提供を受けるだけでなく、医療機関での対応に必要な情報や児童相談

所による支援結果を報告し、共有することが大切である。 

具体的には、児童相談所の関与のある事例の場合は、過去の経緯や対

応において留意すべき点など医療機関での対応に必要な情報を医療機関

に提供すること。関与のない事例の場合であっても、児童相談所が今後の

対応について検討するために必要な情報を医療機関から得るほか、医療機

関の対応に必要な情報があれば、医療機関に提供すること。 

さらに要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議の積極

的な開催などを通じ、児童相談所の役割を医療機関に示し、医療機関が

支援の必要性と理解を深める関わりや機会づくりに取り組むことが必要

である。 

（関連通知：児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する

留意事項について（平成 24 年 11 月 30 日付け雇児総発 1130 第２号、雇

児母発 1130第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健

課長通知）参照） 

  

第 16節 婦人相談所との関係 

 (1) 婦人相談所は保護を要する女性に関する種々の問題について、相談、調

査、判定、指導を行い、必要に応じ一時保護を行う行政機関である。また、

婦人相談所は、次節の配偶者暴力相談支援センターにも指定されており、

配偶者からの暴力被害者に対する支援においても重要な役割を果たして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16節 婦人相談所との関係 

 (1) 婦人相談所は保護を要する女子に関する種々の問題について、相談、調

査、判定、指導を行い、必要に応じ一時保護を行う行政機関である。また、

婦人相談所は、次節の配偶者暴力相談支援センターにも指定されており、

近年は、配偶者からの暴力被害者に対する支援においても重要な役割を果

たしている。 
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 (2) 性非行や性被害を伴う 18 歳未満の女子の事例については、児童相談所

と婦人相談所の業務が重なる場合もあるので、十分協議し最善の援助が行

われるよう努める。なお、配偶者からの暴力の被害者の同伴児童の保護に

ついては、次節を参照。 

 (3) 子どもを伴った女性を婦人相談所が一時保護した場合であって、母子の

分離を行うことが適当と判断された場合には、当該婦人相談所と児童相談

所において十分協議する。 

 

第 17節 配偶者暴力相談支援センターとの関係 

１．配偶者暴力相談支援センターの位置付け 

 (1) 配偶者暴力相談支援センターは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律」（平成 13年法律第 31号。以下「配偶者暴力防止

法」という。）に基づき、配偶者からの暴力被害者に対し次のような支援

を行う行政機関である。 

  ① 相談への対応、他の相談機関の紹介 

  ② 医学的又は心理学的な指導その他の指導 

  ③ 被害者及びその同伴家族の一時保護（ただし、婦人相談所のみ実施可

能） 

  ④ 自立して生活することを促進するための制度（就業の促進、住宅の確

保、援護等）の利用等に関する情報提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助 

  ⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡そ

の他の援助 

  ⑥ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助 

 (2) 性非行を伴う女子の子どもの事例については、児童相談所と婦人相談所

の業務が重なる場合もあるので、十分協議し最善の援助が行われるよう努

める。なお、配偶者からの暴力の被害者の同伴児童の保護については、次

節を参照。 

 (3) 子どものいる女子を婦人相談所が一時保護した場合であって、母子の分

離を行うことが不適当な場合には、婦人相談所と十分協議する。 

 

 

第 17節 配偶者暴力相談支援センターとの関係 

１．配偶者暴力相談支援センターの位置付け 

 (1) 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護を図るため、配偶者暴力防止法に基づき、配偶者からの暴力の被害者

に対し次のような支援を行う行政機関である。 

 

  ① 相談への対応、他の相談機関の紹介 

  ② 医学的又は心理学的な指導その他の指導 

  ③ 被害者及びその同伴家族の一時保護（ただし、婦人相談所のみ実施可

能） 

  ④ 自立して生活することを促進するための制度（就業の促進、住宅の確

保、援護等）の利用等に関する情報提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助 

  ⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡そ

の他の援助 

  ⑥ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助 
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 (2) （略）  

２（略） 

 

第 18 節 子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーションと

の関係 

１．子ども・若者総合相談センターの概要 

子ども・若者総合相談センターは、地方公共団体が子ども・若者育成支

援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助

言を行う拠点として設けられるものである。 

２．地域若者サポートステーションの概要 

地域若者和ポートステーションは、働くことに悩みを抱えている 15歳～

39歳までの若者に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、

コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体

験などにより、就労に向けた支援を行う。 

３．子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーションとの連携 

子ども・若者総合相談センターは、子ども・若者に関する相談の一次的

な受け皿となり、相談や助言を行うだけでなく、地域内の他の適切な機関

につなぐ機能も有し、地域若者サポートステーションは、若者支援のため

の各支援機関ネットワークを整備し、当該ネットワークを活用してハロー

ワーク等との連携による支援対象者の就職に向けた支援を行うなど、地域

における子どもの自立に向けた支援機関として重要な役割を担っており、

児童相談所においては、子どもや保護者からの相談内容によっては、これ

らの機関と連携して支援を行うことも考えられることから、日頃から子ど

も・若者総合相談センター、地域若者サポートステーションとの相談体制

の構築を図っておくことが必要である。 

 (2) （略）  

２（略） 
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第 19節 法務局及び人権擁護委員との関係 

１．法務局及び人権擁護委員の位置付け 

(1) 法務局、市町村の区域に置かれている人権擁護委員（以下本節におい

て「法務省の人権擁護機関」という。）は、人権問題全般について人権相

談に応じ、人権侵害の疑いのある事案について人権侵犯事件として調査を

行い、被害の救済・予防を図る「調査救済活動」、及び、国民一人一人が

人権への理解を深めるための「人権啓発活動」を行っている。 

(2) 虐待を含む子どもの人権問題については、子どもの人権１１０番等、

家族・教師等身近な大人に相談しにくいことも相談してほしいと呼び掛け

ている各種の相談ツールを活用した子どもの人権に関する相談活動や啓

発活動を行い、虐待の早期発見及び未然防止に努めている。また、人権侵

犯事件の調査及び対応を通じて、侵犯事実の有無を確かめ、その結果に基

づき、ケースに応じた適切な被害者救済のための措置を講ずるとともに、

関係者に働きかけて、人権尊重に対する理解を深めさせ、子どもの人権の

擁護を図っている。 

２．法務省の人権擁護機関との連携 

 (1) 連携を図る必要性・重要性 

虐待ケースについては、その背景に、家庭内における様々な人間関係の

トラブルや関係者の人権尊重理念に対する無理解が存在する場合が少な

くなく、当該ケースを通じ、関係者間の対話促進による関係調整、関係者

への人権尊重の理念の啓発を行う必要がある場合もあるので、児童相談所

は、法務省の人権擁護機関と日頃から情報の共有や意見交換の機会を持つ

など十分な連携を図る必要がある。また、虐待の未然防止の観点から、子

どもの人権に関する一般啓発も重要であり、法務省の人権擁護機関から要

 

第 18節 法務局、人権擁護委員との関係 

 

 (1) 法務局、市町村の区域に置かれている人権擁護委員（以下本節におい

て「法務省の人権擁護機関」という。）は、子ども人権１１０番といった

分野別の相談ツールを活用した子どもの人権に関する相談活動や啓発活

動を行い、虐待の早期発見及び未然防止に努めている。また、人権侵犯事

件の調査及び対応を通じて、侵犯事実の有無を確かめ、その結果に基づき、

ケースに応じた適切な被害者救済のための措置を講じるとともに、関係者

に働きかけて、人権尊重に対する理解を深めさせ、子どもの人権の擁護を

図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 虐待ケースについては、その背景に、家庭内における様々な人間関係

のトラブルや関係者の人権尊重理念に対する無理解が存在する場合が少

なくなく、当該ケースを通じ、関係者間の対話促進による関係調整、関係

者への人権尊重の理念の啓発を行う必要がある場合もあるので、児童相談

所は、法務省の人権擁護機関と日頃から情報の共有や意見交換の機会を持

つなど十分な連携を図る必要がある。また、虐待の未然防止の観点から、

子どもの人権に関する一般啓発も重要であり、法務省の人権擁護機関から
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請があった場合、必要に応じ啓発活動に協力するといった連携も図る必要

がある。 

(2) 法務省の人権擁護機関からの情報提供 

法務省の人権擁護機関は、人権侵犯事件について、相談者からの人権救

済に係る被害申告等による事案の認知、本人への面接や関係者への任意に

よる調査、事実の認定、救済のための措置という流れで活動しており、法

務省の人権擁護機関が認知した早い段階で、児童虐待が疑われると判断さ

れる事案については、児童相談所に対して情報提供が行われる。 

また、児童相談所においては、法務省の人権擁護機関が把握している虐

待事案の内容や調査の経緯等について、児童の安全確保の判断に資するた

め必要がある場合は、法務省の人権擁護機関にこれらの情報の提供を求め

ることが可能である。 

なお、児童相談所が法務省の人権擁護機関から情報の提供を受けたこと

を当該事案の関係者が知った場合、法務省の人権擁護機関の今後の調査救

済活動に支障が生じるおそれがあるため、情報の提供を受ける際にその使

用する範囲等について法務省の人権擁護機関と協議するなどして、提供を

受けた情報の取扱いに留意する必要がある。 

(3) 法務省の人権擁護機関への情報提供 

法務省の人権擁護機関では、児童虐待が疑われる事案について児童相談

所へ情報提供した後も、同事案について、必要に応じて調査を行い（調査

中も、児童相談所からの要請に応じて可能な範囲で協力が行われる。）、救

済のための措置等を行っている。 

したがって、児童相談所が把握している児童及び保護者等に関する情報

についても、法務省の人権擁護機関から調査の必要に応じて照会があった

場合には、関係者や関係機関への影響等を勘案の上、可能な範囲で提供す

要請があった場合、必要に応じ啓発活動に協力するといった連携も図る必

要がある。 
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るなど、当該事案の対応が円滑に行われるよう必要に応じて情報交換を行

うことが考えられる。     

(4) その他考えられる連携の例 

児童相談所が行う調査に際して、児童が救済を求めた機関である法務

省の人権擁護機関の職員が同行等をして調査を行うことが、児童の感情

面から効果的であると考えられる場合等には、法務省の人権擁護機関の

職員に同行等を依頼し、協力を得ることも必要である。 

また、調査のみならず法務省の人権擁護機関の協力によって子どもの

支援策の拡がりが期待されることや、法務省の人権擁護機関が行う救済

措置や説示により児童相談所の対応が補強されることもあるため、事案

の性質等を踏まえ、相互の機関の持つ機能を活かすことの出来るような

連携に努める必要がある。 

(5) 連携の在り方についての協議 

児童虐待事案における関係機関の連携については、相互の機関の持つ

機能を活かした適切な役割分担のもとに行われるべきものであるが、役

割分担の在り方については地域の実情や事案の性質に応じて様々なもの

が考えられる。各児童相談所においては、平素より法務省の人権擁護機

関との間で相互理解を深め、円滑な連携体制の在り方についての協議・

意見交換を行う機会を設けるなどして、連携の充実に向けて努める必要

がある。 

 

第 20節 民間団体との関係 

 (1)～(3) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19節 民間団体との関係 

 (1)～(3) （略） 
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第 21節 その他の機関との関係 

１～５（略） 

 

第９章 児童相談所の設備、器具、必要書類 

第１節（略） 

 

第２節 器具等 

(1) 児童相談所には記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目

的を達成するために必要な器具、調度品等を備えておく。 

特に、虐待相談・通告受付票、援助指針（援助方針）及び児童記録票な

どは、多くの個人情報が含まれ、特に子どもや保護者等の支援経過などプ

ライバシーに関わる極めて重要な書類であるとともに、ケースとして終結

した後も再び対応することもあり得るため、長期保存とすることも想定

し、鍵のかかる書庫等に厳重に保管しておくことが必要である。 

なお、廃棄する際にも、行政文書として適正な手続を経て、処分を行う。 

 (2) 訪問調査、巡回相談、児童移送等のために自動車を整備する。また、業

務効率化のため、コンピュ－タ等のＯＡ機器の設置が望ましく、虐待相

談・通告受付票等の相談記録等は電子ファイルとして整理を進めていくこ

とが求められる。 

 (3) （略） 

 

第３節 必要書類 

 (1) （略） 

 (2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交

付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にフ

第 20節 その他の機関との関係 

１～５（略） 

  

第８章 児童相談所の設備、器具、必要書類 

第１節（略） 

 

第２節 器具等 

 (1) 児童相談所には記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目

的を達成するために必要な器具、調度品等を備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 (2) 訪問調査、巡回相談、児童移送等のために自動車を整備する。また、業

務効率化のため、コンピュ－タ等のＯＡ機器の設置が望ましい。 

 

 

 (3) （略） 

 

第３節 必要書類 

 (1) （略） 

 (2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交

付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にフ
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ァイルしていく。 

  ① 誓約書 

  ② 措置決定通知書（保護者用、関係機関用）（別添５） 

  ③ 措置解除、停止、変更、延長決定通知書（保護者用、関係機関用） 

  ④ 一時保護決定通知書（保護者用）、同解除通知書（保護者用）（別添

15） 

  ⑤ 委託一時保護決定通知書（保護者用、関係機関用）、同解除通知書（保

護者用） 

  ⑥ 関係機関に対する協力依頼書 

  ⑦ 家庭裁判所への送致書（法第 27条第１項第４号、第 27条の３）（別

添 12） 

  ⑧ 家庭裁判所、警察等通告児童の援助結果通知書 

  ⑨ 警察から送致のあった児童に関する援助結果通知書 

  ⑩ 家庭裁判所調査嘱託回答書 

  ⑪ 同意書 

  ⑫ 判定意見書、証明書 

  ⑬ １歳６か月児、３歳児精密健康診査受診票 

  ⑭ 出頭要求告知書（別添１及び３） 

  ⑮  告発状（別添２） 

  ⑯  臨検・捜索許可状請求書（別添４） 

  ⑰  面会・通信制限決定通知書（別添７及び８） 

  ⑱  面会・通信制限解除決定通知書（別添９） 

  ⑲  接近禁止命令書（別添 10） 

  ⑳ 接近禁止命令取消書（別添 11） 

  ㉑ 児童虐待防止法第 13条の５に規定された報告書 

ァイルしていく。 

  ① 誓約書 

  ② 措置決定通知書（保護者用、関係機関用）（別添５） 

  ③ 措置解除、停止、変更、延長決定通知書（保護者用、関係機関用） 

  ④ 一時保護決定通知書（保護者用）、同解除通知書（保護者用）（別添

15） 

  ⑤ 委託一時保護決定通知書（保護者用、関係機関用）、同解除通知書（保

護者用） 

  ⑥ 関係機関に対する協力依頼書 

  ⑦ 家庭裁判所への送致書（法第 27条第１項第４号、第 27条の３）（別

添 12） 

  ⑧ 家庭裁判所、警察等通告児童の援助結果通知書 

  ⑨ 警察から送致のあった児童に関する援助結果通知書 

  ⑩ 家庭裁判所調査嘱託回答書 

  ⑪ 同意書 

  ⑫ 判定意見書、証明書 

  ⑬ １歳６か月児、３歳児精密健康診査受診票 

  ⑭ 出頭要求告知書（別添１及び３） 

  ⑮  告発状（別添２） 

  ⑯  臨検・捜索許可状請求書（別添４） 

  ⑰  面会・通信制限決定通知書（別添７及び８） 

  ⑱  面会・通信制限解除決定通知書（別添９） 

  ⑲  接近禁止命令書（別添 10） 

  ⑳ 接近禁止命令取消書（別添 11） 

  ㉑ 児童虐待防止法第 13条の５に規定された報告書 
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  ㉒ 市町村への送致書（法第 26条第１項第３号）（別添 16） 

  ㉓ その他 

 (3) （略） 

 

第４節 統計  

 (1)福祉行政報告例のほか、随時種々の角度から児童相談所の業務の実態を

把握するため統計が行われることがあるが、これらの統計の基礎は、児童

記録票、各種の台帳等によることが適当である。 

 (2) 児童相談所の活動をより効果的なものとするためには、児童相談所業務

の分析、相談事例の分析、関係機関、関連制度等の情報の集積が不可欠

である。これらの業務の効率化のため、コンピュ－タ－の導入が望まし

い。 

 

第５節 検証（子ども虐待による死亡事例等の検証） 

１．検証の目的 

(1) 児童虐待防止法第 4条第５項において、「国及び地方公共団体は、児童

虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並び

に児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児

童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の

防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うもの」と規

定されている。 

(2) 検証は、虐待による子どもの死亡事例等について、事実の把握を行い、

死亡した子どもの視点に立って発生原因の分析等を行い、必要な再発防止

策を検討するために行うこととされている。 

２．検証対象の範囲 

 

  ㉒ その他 

 (3) （略） 

 

第４節 統計 

 (1) 社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）のほか、随時種々の角度から

児童相談所の業務の実態を把握するため統計が行われることがあるが、こ

れらの統計の基礎は、児童記録票、各種の台帳等によることが適当である。 

 (2) 児童相談所の活動をより効果的なものとするためには、児童相談所業務

の分析、相談事例の分析、関係機関、関連制度等の情報の集積が不可欠

である。これらの業務の効率化のため、コンピュ－タ－の導入が望まし

い。 
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虐待による死亡事例（心中を含む）すべてを検証とすること。また、死亡

に至らない事例であっても検証が必要と認められる事例については併せて

対象とすることとされている。  

３．再発防止のための検証の確実な実施 

(1) 関係機関が関与していながら死亡に至った事例については、その重大な

結果を真摯に受け止め、関係機関の協働による検証を行って各事例におけ

る課題を把握し、再発の防止に努めることが重要である。 

(2) 関与していない事例では、情報量が少ないために十分な検証が行えない

場合もあるが、地方自治体との接触をしないまま、死亡に至った事例も含

めた検証を通じ、何らかの関わりの可能性や相談支援体制を改めて見直

す、地域の保健・福祉等の体制を検証することであり、再発防止のために

は重要な取組である。 

また、きょうだい事例では、家庭全体のアセスメントの実施を経て、他

のきょうだいへの虐待防止のための支援には不可欠である。よって、なぜ

他のきょうだいへの虐待が防げなかったのかという視点からの検証は、二

度と同様の事例を発生させないためにも有効である。 

(3) 事故と思われる事例では、その背景や経緯、事情を詳しく精査すること

により、虐待と認定することもあり得るほか、虐待と認定しにくい場合で

あっても、リスクに関する広報などを通じて、同様の受傷の再発防止につ

なげるなど、検証作業を通じ、業務に活かすことができる取組である。 

(4) 転居を繰り返し、複数の地方自治体が関与していた事例では、事件発生

の直前における関係機関の関与状況に限ることなく、虐待発生の要因や転

居前後での関係機関のケースの引継ぎ状況等について、当該家庭に関わる

一連の過程を検証し、再発防止につなげることが重要である。転居前後に

関係した地方公共団体においては、相互の協力のもと検証を行うこと。 
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なお、複数の地方自治体が関与していた事例には、事実関係の把握にあ

たり、関係自治体間での資料提供が必須であり、関係自治体で事前に協議

し、円滑な検証実施に向けた協力・連携に努めること。 

４．検証に関する会議の開催 

(1) 死亡事例等が発生した場合、準備が整い次第速やかに開催することが望

ましい。年間に複数例発生している等、随時開催することが困難な場合に

は、複数例を併せて検証する方法も考えられる。 

(2) 対象事例に直接関係した市町村の所管課（要保護児童対策地域協議会）、

児童相談所が、検証作業に参加・協力するものだが、その他の関係機関が

再発防止策を検討する観点から独自に検証を実施することも重要である。

この場合、都道府県が検証作業に参加・協力することも必要である。 

(3) 児童相談所や市町村等が実施する検証は、事例に直接関係していた当事

者間による内部検証であり、事例を通じて自己点検を行うことにより、機

関内における再発防止策の検討や、都道府県の検証結果を受けて具体的に

実施すべき改善策を検討するものである。 

５．検証報告の積極的な活用 

(1) 虐待に係わる対応を行うすべての職員に対し、人事異動や新規の配置等

には配慮しながら周知の徹底を図り、その周知状況を定期的に確認するな

ど、課題及び提言の内容の確実な実行に努めること。 

また、管轄地域内で虐待による死亡事例が発生していない場合において

も、今後起こりうる問題として、各地方公共団体が行った検証結果を職員

研修等の場においてまずは周知し、活用することから取り組むことが求め

られる。 

(2) 各地方自治体による検証報告は、個々の事例に関する詳細な分析の結果

や各地域における実情等を踏まえとりまとめられたものであるから、他の



 - 211 - 

新 旧 

地方公共団体において虐待に係わる対応を行う職員にとっても参考とす

べき貴重な資料となる。類似の事例の再発防止を図るため、地方公共団体

及び国の検証報告を関係職員の研修等の場で活用しながら、実際に虐待事

例への対応を行っている児童相談所及び市町村の職員に検証結果からの

学びを引き継いでいくことが重要である。 

（関連通知：地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について

（平成 23 年７月 27 日付け雇児総発 0727 第７号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局総務課長通知）参照） 

（関連通知：「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第９次報

告）」を踏まえた対応について（平成 25 年７月 25 日付け雇児総発 0725 第

１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）参照） 
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児童相談所運営指針 新旧対照表 
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別添１～１５（略） 
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